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亀 山 市 議 会 

 

定 例 会 会 議 録 



－１－ 

質 疑 内 容 （通告要旨） 

 

【９月５日】 

 
 

代表質疑 

１ 中村嘉孝（新和会） ３３～４５ページ 

 

議案第５７号 平成２９年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について及び 

報告第１１号 決算に関する附属書類の提出について 

 １ 決算の評価について 

 （１）総括について 

 （２）自主財源と依存財源について 

 （３）行政評価外部評価委員会による評価結果について 

 （４）長期財政見通しとの整合について 

 ２ 決算収支について 

 （１）実質収支と実質単年度収支について 

 （２）プライマリーバランス（基礎的財政収支）について 

 ３ 財政分析指標について 

 （１）経常収支比率と財政力指数について 

 （２）公債費負担比率について 

 ４ 財務書類４表について 

 （１）総務省の統一的基準による地方公会計の整備について 

 （２）固定資産台帳の整備状況について 

 ５ 決算重視による今後の財政運営について 

 
 

代表質疑 

２ 福沢美由紀（日本共産党） ４６～５７ページ 

 

議案第５７号 平成２９年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 １ 決算の評価について 

 ２ 市税収入と収納率について 

議案第５８号 平成２９年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 １ 決算の評価について 

 ２ 新たな収納対策の効果について 

 ３ 医療費について 

議案第５９号 平成２９年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 １ 収納率について 

 ２ 保険料軽減措置の改正の影響について 

議案第５２号 亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正について 
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 １ 改正内容について 

 
 

代表質疑 

３ 森 美和子（公明党） ５７～６９ページ 

 

議案第５７号 平成２９年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 １ 第２次総合計画スタートの年の決算をどのように評価しているのか 

 ２ 財政指標について 

 ３ 歳入の評価について 

 ４ 今後の財政運営について 

議案第６４号 平成２９年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

 １ 「医療センターアクションプラン」初年度の総括について 

 ２ 外来患者の減少をどのように受け止めているのか 

 ３ 平成２９年度から導入した院外薬局について病院事業会計にどのような影響があったのか 

 ４ 財政状況について 

 （１）未払金について 

 （２）現金預金について 

 
 

代表質疑 

４ 前田 稔（勇政） ６９～８２ページ 

 

議案第５７号 平成２９年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 １ 決算の内容について 

 （１）市税について 

 （２）交付税について 

 （３）義務的経費（人件費、扶助費、公債費）について 

 ２ 決算に対する評価について 

 （１）経常収支比率について 

 （２）公債費負担比率について 

 （３）実質収支比率について 

 ３ 主要施策の成果について 

 （１）分析結果から見えてくるものは何か 

 （２）事業の成果は上がっているのか。また、改善すべき点はないのか 

 ４ 持続可能な財政状況であるのか 

議案第６１号 平成２９年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

 １ 当年度純利益が９９，３３７，１２１円となることについて 

 ２ キャッシュフロー計算書について 

議案第６４号 平成２９年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

 １ 当年度純損失が１１６，４３９，０８５円となることについて 
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 ２ キャッシュフロー計算書について 

 ３ 持続可能な財政状況であるのか 

 ４ 平成２９年度決算は平成２８年度と比較して、赤字が減少しているが、今後新たな改革は

ないのか 

 
 

代表質疑 

５ 小坂直親（緑風会） ８３～９９ページ 

 

議案第５７号 平成２９年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 １ 決算の総括について 

 （１）収入未済額について 

 （２）不用額について 

 （３）不納欠損額について 

議案第５２号 亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正について 

 １ 改正の背景について 

 ２ 公設民営の考え方について 

 ３ 開所時間について 

 ４ 関小学校区放課後児童クラブの移転と定数について 

議案第５４号 亀山市健康づくり関センター条例の廃止について 

 １ 廃止の背景と趣旨について 

 ２ サービスの集約と稼働率について 

 ３ 今後の利活用について 

議案第５５号 平成３０年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について 

 １ 第６款 農林水産業費、第１項 農林水産業費、第５目 農地費、団体営かんがい排水事

業の増額補正について 

 ２ 第１０款 教育費、第５項 社会教育費、第８目 町並み保存費、関の山車会館整備事業

の増額補正について 
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質 疑 内 容 （通告要旨） 

 

【９月６日】 

 
 

１ 服部孝規（日本共産党） １０３～１１３ページ 

 

議案第６４号 平成２９年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

 １ 法の全部適用から２年目の決算だが、経営改善の観点からの評価について 

 ２ 全部適用した効果はあったのかについて 

 ３ 一部適用ではできなかった効果について 

 ４ 経営改善の観点から病院事業管理者を設置した効果について 

議案第５５号 平成３０年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について 

 １ 第２表 債務負担行為補正について 

 
 

２ 櫻井清蔵（勇政） １１３～１２２ページ 

 

議案第５２号 亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正について 

 １ 改正内容について 

 ２ 昼生小学校区放課後児童クラブについて、昼生小学校の児童数は減少傾向にあるものの、

条例で一の支援の単位を構成する児童数を概ね４０人以下としながら定数を２０人とする

根拠について 

議案第５５号 平成３０年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について 

 １ 第１０款 教育費、第５項 社会教育費、第８目 町並み保存費、関の山車会館整備事業

の増額補正について 

 （１）補正の内容について 

 （２）管理・展示棟改修工事において、屋根の破損がひどく工事費を増額するとのことだが、

当初の設計に問題があったのではないか 

 （３）今回の補正について、市長の見解を尋ねる 
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質 問 内 容 （通告要旨） 

 

【９月６日】 

 
 

１ 森 美和子（公明党） １２７～１４０ページ 

 

危機管理体制について 

 １ 災害時における備蓄品として液体ミルクを導入することについて 

 ２ 通電火災を抑制するための、各家庭への感震ブレーカー設置の啓発及び補助について 

 ３ 災害を見据えて、該当者にヘルプカードを配布することについて 

 ４ 公共施設等にあるＡＥＤを屋外へ設置すること及びコンビニ等への普及啓発について 

スポーツの推進について 

 １ スケートボードなど新たなスポーツを練習するための場の確保について 

ピロリ菌検査について 

 １ 本年度から実施している中学３年生を対象にした検査結果について 

 ２ 除菌治療費の窓口無料化について 

 ３ 胃がんリスクを回避するための検査対象者の拡大について 

 
 

２ 今岡翔平（勇政） １４０～１５１ページ 

 

スケートボードの遊び場について 

 １ 子どもたちがスケートボードで遊ぶことについて 

 （１）市の見解について 

 （２）遊び場の考え方について 

 （３）学校での指導について 

 （４）保護者や市民からの遊び場に関する要望について 

 （５）新たな遊び場を作る必要性について 

災害時におけるツイッターの活用について 

 １ 西日本豪雨災害で実際にあった事例とツイッターを活用することによるメリット・デメリ

ットについて 

 ２ 亀山市の現状について 

 （１）市からの発信について 

 （２）市民からのＳＯＳの受信について 

 ３ ツイッターに詳しい職員の把握について 

議会及び議員の提言や意見に対する市の対応について 

 １ 議会及び議員からの提言や意見に対する市長の認識について 

 ２ この４年間において議会及び議員からの提言や意見で政策に反映されたものについて 
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３ 小坂直親（緑風会） １５２～１６２ページ 

 

森林環境譲与税（仮称）について 

 １ 来年度以降の森林環境譲与税（仮称）の活用について 

新庁舎建設について 

 １ 基本構想策定支援業務委託について 

普通財産について 

 １ 普通財産の利活用について 

 
 

４ 福沢美由紀（日本共産党） １６２～１７４ページ 

 

中学校給食の早期実施について 

 １ 中学校給食の実施の方向性は出しながら、平成２９年度から３１年度まで３年間も検討し

続けるとのことで、１年半が経過したが、これまで具体的にどのような検討がなされたの

か 

 ２ 今後の検討内容について 

 ３ 給食実施のスケジュールについて 

学童保育所の公設化に伴う旧施設の解体について 

 １ 昼生小学校区の学童保育所が公設になることに伴う旧学童保育所の解体費用は市が責任を

持つべきではないか 

会計年度任用職員制度の改正について 

 １ 「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」が２０２０年に施行されることに

伴い、臨時・非常勤職員について、様々な影響がある中、特に期末手当を支払うことが可

能になってくるが、市としてはどのように考えているのか 
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質 問 内 容 （通告要旨） 

 

【９月７日】 

 
 

１ 新 秀隆（公明党） １７６～１８５ページ 

 

安心・安全対策について 

 １ 災害対策について 

 （１）緊急災害対策用の飲料水について 

 （２）避難所等での飲料水の供給について 

 ２ 緊急輸送道路の管理について 

 （１）緊急輸送道路の安全確保について 

市民サービスの向上について 

 １ 各種証明書のコンビニ交付について 

 ２ 手話通訳の導入について 

 
 

２ 伊藤彦太郎（勇政） １８６～１９８ページ 

 

市の非正規職員の雇用について 

 １ 傾向について 

 ２ 定年後の人材の雇用について 

 ３ 有給休暇付与の問題について 

関の山車会館について 

 １ 設計について 

交通弱者に対する支援について 

 １ 乗合タクシー制度の検証について 

 ２ 交通弱者支援の具体策について 

 
 

３ 髙島 真（緑風会） １９８～２０８ページ 

 

亀山市庁舎管理規則について 

 １ 規則の内容について 

図書館の蔵書について 

 １ 現在の蔵書数について 

 ２ 寄贈された図書について 

 ３ 今後の考え方について 

 
 

４ 服部孝規（日本共産党） ２０８～２２２ページ 

 

亀山駅周辺整備事業について 
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 １ 市街地再開発組合の設立について 

立地適正化計画で限定される新庁舎の建設場所について 

 １ 立地適正化計画で「亀山中央」にある市庁舎について 

入札制度の見直しについて 

 １ 最低制限価格について 

 
 

５ 櫻井清蔵（勇政） ２２２～２３４ページ 

 

乗合タクシー制度及びタクシー料金助成事業について 

 １ 平成３０年１０月から実施を予定している乗合タクシー制度についての検証 

 （１）当初、議会に報告してきた内容から、かなり変更されていることについて 

 （２）特定目的地停留所の商業施設が４箇所とあまりにも少ないことについて 

 （３）８月２０日から市内３２か所で利用者のための説明会を開催してきているが、今日まで

の各会場における市民の理解度について 

 （４）現行のタクシー料金助成事業の今後の考え方について 

道路行政について 

 １ 国道、県道、市道の新設、改良、維持について 

河川改修について 

 １ 地球温暖化の影響により気象変動が懸念される中、市内各河川の対策について市長の見解

を尋ねる 

小・中学校へのエアコン設置について 

 １ 小・中学校へのエアコン設置について、愛知県豊田市をはじめ他の自治体では、前倒しで

実施されているところもあるが、亀山市の対応は 

８月２４日の新聞報道について 

 １ ８月２４日、中日新聞で報道された記事について、市長に発言の真意を尋ねる 



－９－ 

質 問 内 容 （通告要旨） 

 

【９月１０日】 

 
 

１ 尾崎邦洋（緑風会） ２３６～２４８ページ 

 

三重県に入港する客船乗客の観光誘致について 

 １ 三重県への客船入港の状況について 

 ２ 観光誘客に対する市の考え方について 

 ３ 乗客の観光誘致に向けての課題と今後の対応について 

事務改善について 

 １ 職員事務改善提案について 

 （１）過去３年間の提案件数と採用実績について 

 （２）採用された具体例について 

 （３）提案制度のあり方について 

 ２ 物品購入事務の効率化について 

市職員の採用について 

 １ 本年度末での退職予定者数と来年度の職員募集について 

 ２ 有能な人材の確保策について 

 ３ 市が求める職員像とは 

 ４ 障がい者の採用状況について 

 ５ 定員適正化計画の見直しと正規職員・非正規職員の割合の是正について 

 
 

２ 宮崎勝郎（緑風会） ２４８～２６０ページ 

 

２０年後の亀山市の姿について 

 １ 現在の市政運営に満足しているのか 

 ２ 各部門の行政運営について 

 （１）今後の財政見通しについて 

 （２）まちづくりについて 

 （３）産業行政について 

ア 商工業について 

イ 農業について 

ウ 森林について 

 （４）亀山市の土地利用について 

ア 土地開発について 

イ 南部地域の開発について 

 （５）文化・スポーツ行政について 

ア 文化の充実について 
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イ スポーツの強化とスポーツ施設の充実について 

 （６）福祉・医療の充実について 

ア 少子高齢化時代への対応について 

イ 市立医療センターの運営について 

 （７）災害対策について 

ア 大規模災害への対応について 

イ 安心・安全なまちづくりについて 

ウ 消防力の充実について 

 （８）教育行政について 

ア 豊かな教育について 

イ 学力テストについて 

ウ 子どもの安全教育について 

 
 

３ 鈴木達夫 ２６０～２７１ページ 

 

亀山市都市マスタープランの改定内容について 

 １ 改定の位置づけについて 

 ２ 現行プランの総括について 

 ３ 予想される大型事業（亀山駅前、市立図書館、新庁舎、リニア亀山駅等の整備）との関連

について 

 ４ プランの変更手続について 

 ５ 農業振興地域に対する考え方について 

第２回亀山市総合教育会議の内容について 

 １ 会議の概要について 

 ２ 教職員の働き方改革のための環境整備について 

 ３ 土曜授業について 

 
 

４ 前田耕一 ２７１～２８２ページ 

 

平成３０年度全国高等学校総合体育大会ウエイトリフティング競技大会の検証について 

 １ 大会運営について 

 ２ 競技運営について 

 ３ 会場運営について 



 

 

 

 

平成３０年８月２４日 

 

 

 

 

 

 

亀 山市議 会定 例会会 議録 （第１ 号 ） 
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●議事日程（第１号） 

 平成３０年８月２４日（金）午前１０時 開会及び開議 

第  １ 会議録署名議員の指名 

第  ２ 会期の決定 

第  ３ 諸報告 

第  ４ 現況報告 

第  ５ 議案第５２号 亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正について 

第  ６ 議案第５３号 亀山市営住宅条例の一部改正について 

第  ７ 議案第５４号 亀山市健康づくり関センター条例の廃止について 

第  ８ 議案第５５号 平成３０年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について 

第  ９ 議案第５６号 平成３０年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

第 １０ 議案第５７号 平成２９年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

第 １１ 議案第５８号 平成２９年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第 １２ 議案第５９号 平成２９年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

第 １３ 議案第６０号 平成２９年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第 １４ 議案第６１号 平成２９年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

第 １５ 議案第６２号 平成２９年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついて 

第 １６ 議案第６３号 平成２９年度亀山市公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついて 

第 １７ 議案第６４号 平成２９年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

第 １８ 報告第１１号 決算に関する附属書類の提出について 

第 １９ 報告第１２号 健全化判断比率の報告について 

第 ２０ 報告第１３号 亀山市水道事業会計資金不足比率の報告について 

第 ２１ 報告第１４号 亀山市工業用水道事業会計資金不足比率の報告について 

第 ２２ 報告第１５号 亀山市公共下水道事業会計資金不足比率の報告について 

第 ２３ 報告第１６号 亀山市病院事業会計資金不足比率の報告について 

第 ２４ 報告第１７号 亀山市農業集落排水事業特別会計資金不足比率の報告について 

第 ２５ 報告第１８号 専決処分の報告について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（１８名） 
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   １番     今 岡 翔 平 君       ２番     西 川 憲 行 君 

   ３番     髙 島   真 君       ４番     新   秀 隆 君 

   ５番     尾 崎 邦 洋 君       ６番     中 﨑 孝 彦 君 

   ７番     福 沢 美由紀 君       ８番     森   美和子 君 

   ９番     鈴 木 達 夫 君      １０番     岡 本 公 秀 君 

  １１番     伊 藤 彦太郎 君      １２番     宮 崎 勝 郎 君 

  １３番     前 田 耕 一 君      １４番     中 村 嘉 孝 君 

  １５番     前 田   稔 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  西 口 昌 利 君 

総 合 政 策 部 長  山 本 伸 治 君    生 活 文 化 部 長  佐久間 利 夫 君 

健 康 福 祉 部 長  井 分 信 次 君    産 業 建 設 部 長  大 澤 哲 也 君 

上 下 水 道 部 長  宮 﨑 哲 二 君    総合政策部次長  落 合   浩 君 

生活文化部次長兼 
          嶋 村 明 彦 君    健康福祉部次長  伊 藤 早 苗 君 
関 支 所 長 

産業建設部次長  亀 渕 輝 男 君    生活文化部参事  深 水 隆 司 君 

産業建設部参事  服 部 政 徳 君    産業建設部参事  草 川 保 重 君 

会 計 管 理 者  渡 邉 知 子 君    消防長兼消防部長  平 松 敏 幸 君 

地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君    地 域 医 療 部 長  古 田 秀 樹 君 

教 育 長  服 部   裕 君    教 育 部 長  草 川 吉 次 君 

教育委員会事務局参事  亀 山   隆 君    監 査 委 員  渡 部   満 君 

                       選挙管理委員会 
監査委員事務局長  青 木 正 彦 君              松 村   大 君 
                       事 務 局 長 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

事 務 局 長  草 川 博 昭      書 記  水 越 いづみ 

書 記  村 主 健太郎 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午前１０時０２分 開会） 

○議長（西川憲行君） 

 おはようございます。 

 ただいまから平成３０年９月亀山市議会定例会を開会します。 
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 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付してあります議事日程第１号により取り進めます。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８４条の規定により、議長におきまして、 

  ４番 新   秀 隆 議員 

 １３番 前 田 耕 一 議員 

のご両名を指名します。 

 次に日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 今期定例会の会期は、本日から９月２６日までの３４日間としたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 

 会期は、本日から９月２６日までの３４日間と決定しました。 

 次に日程第３、諸報告をします。 

 まず、今期定例会の議事説明のため、地方自治法第１２１条の規定に基づき、あらかじめ関係当

局の出席を求めておきましたところ、お手元の配付文書のとおり、それぞれ出席を得ておりますの

で、ご了承願います。 

 なお、久野危機管理監及び豊田消防署長は、昨日からの台風２０号に伴う大雨警報が継続中につ

き、引き続き災害対策本部の任務に当たるため、本日は欠席する旨の通知に接しておりますので、

ご了承願います。 

 次に、監査委員から例月出納検査結果報告書４件が、教育委員会から平成２９年度教育に関する

事務の点検・評価報告書が、また社会福祉法人亀山市社会福祉協議会から平成２９年度事業報告書

及び収支決算書がそれぞれ提出されておりますので、ごらんおきください。 

 次に日程第４、現況報告を行います。 

 初めに、市長に市政の現況について報告を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 平成３０年９月亀山市議会定例会の開会に当たり、市政の現況と今後の見通しについてご報告し、

議員並びに市民の皆様のさらなるご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 まず、さきの平成３０年７月豪雨では、西日本を中心に甚大な被害が発生いたしました。改めて、

お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表するとともに、ご遺族と被災された皆様にお見舞い申し

上げます。 

 本市といたしましては、災害時応援協定を交わしている岡山県高梁市に対し、給水支援や災害見

舞金のほか亀山中学校から高梁中学校へ応援メッセージを届けるとともに、三重県による災害支援

の一環として、広島県熊野町へ避難所等の運営支援に職員を派遣するなど各種支援を行ったところ

であります。 
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 ことしの夏は、この豪雨の後の記録的な猛暑、異例のルートをたどった台風１２号等、過去に経

験のない気象状況により、全国各地に多大な被害がもたらされました。本市におきましては、幸い

にして大きな被害はなかったものの、猛暑による熱中症の救急搬送の急増等、少なからず影響が出

ております。今後につきましては、こうした気象変動も視野に入れた的確な危機管理体制を整えて

まいります。 

 さて、国の動向でありますが、政府においては、デフレからの脱却を確実なものとし、経済再生

と財政健全化の双方を同時に実現していくため、先般、経済財政運営と改革の基本方針２０１８が

閣議決定されました。 

 この方針においては、少子高齢化による成長制約の壁を打ち破るため、人づくり革命と生産性革

命の具体策や働き方改革の推進等が示されており、さきの新しい経済政策パッケージに明記された

ものに加え、幼児教育無償化の対象範囲を拡大することや、働き方改革関連法制の円滑な実施など

が盛り込まれております。こうしたことは、市民生活や本市の行財政運営にも影響がございますの

で、情報収集と的確な対応に努めてまいります。 

 ところで、今月８日には、本年度２回目となる亀山市総合教育会議を開催し、教職員の働き方改

革のための環境整備や、去る６月の大阪府北部地震を教訓とした児童・生徒の通学路の安全確保等

について協議を行ったところであります。教職員の労働環境改善への方策や、児童・生徒の通学時

の安全対策等亀山の子供たちの教育環境のさらなる充実に向けて、教育委員会と連携を密にした取

り組みを進めてまいります。 

 こうした中、平成２９年度一般会計の決算につきましては、第２次総合計画の初年度として事業

の着実な推進を図りつつ、限られた財源を有効に活用し適切な執行に努めてまいりましたところ、

歳入総額が２１４億３,２４６万３,０００円、歳出総額が２０５億１,７４１万円となり、実質収

支は６億７,７０９万５,０００円の黒字となっております。 

 実質単年度収支につきましては、財政調整基金を６億６,７５７万３,０００円取り崩したものの、

市税や地方交付税が増収となったことから、赤字額が前年度の約１４億１,０００万円から約３億

２,０００万円に縮小し、基礎的財政収支（プライマリーバランス）は、市債の借り入れが増加い

たしましたが、約７,０００万円の赤字にとどめたところであります。 

 一方、財政の健全化を示す指標となる経常収支比率や公債費負担比率については、市税等の一般

財源の増収により前年度よりも好転し、実質赤字比率などの健全化判断比率についても、国が定め

る早期財政健全化や財政再生を図るべき基準に対して、大幅に下回る良好な比率となっております。

また、財政調整基金残高は、前年度比で約５億円減の約３５億円を確保し、市債残高は９年連続で

減少となる約１６２億８,０００万円となりました。 

 これらのことから、平成２９年度の行財政運営は、新たな施策推進と一定の健全化の両立が図ら

れたものと考えております。しかしながら、長期財政見通しでは、市税や地方交付税などの歳入の

減収と、扶助費や投資的経費などの歳出の増加により、厳しい財政状況が見込まれますことから、

第２次行財政改革大綱の後期実施計画に位置づけた８６の具体的取り組みを着実に実施し、持続可

能な行財政運営の確立に努めてまいります。 

 それでは、市政の各部門にわたり、第２次亀山市総合計画の施策の体系に沿ってご説明申し上げ

ます。 
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 まず、快適さを支える生活基盤の向上についてでございますが、都市づくりの推進のうち、亀山

駅周辺整備事業につきましては、現在、２ブロック市街地再開発準備会において、安心かつ安定し

た市街地再開発事業の推進を図るため、同事業に組合員として参画する住宅開発事業者の選定が進

められており、引き続き、市街地再開発組合設立や再開発ビルの基本設計に対する支援を行いつつ、

区画道路整備等を着実に進めてまいります。 

 次に、住環境の向上につきましては、住生活基本計画が本年度で終了しますことから、次期計画

の策定に向け、市民アンケートを実施したところであり、今月２１日には、第１回目となる亀山市

住生活基本計画策定委員会を開催いたしました。今後は、アンケート結果や現計画の課題等を踏ま

え、策定委員会で意見を伺いながら、住まいづくりの指針となるよう進めてまいります。 

 なお、昭和５０年度建設の市営住山住宅につきましては、耐用年数が超過し老朽化していること

から、亀山市公営住宅等長寿命化計画において、順次用途廃止をすることとしておりますので、既

に入居者が退去した６戸の住宅を廃止するため、関係条例の改正について、本議会に提案いたして

おります。 

 次いで、上下水道の充実のうち、農業集落排水事業では、施設の長寿命化や適切な維持管理の方

針を示す最適整備構想を策定するため、先月２日、整備後間もない昼生地区を除いた市内１３施設

の機能診断調査に着手したところであり、各施設の状況に応じた適切な整備方針となるよう進めて

まいります。 

 また、水道料金と公共下水道使用料につきましては、本年４月から、クレジットカードによる納

付サービスを開始したところ、先月末現在の利用登録数は１１４件となり、順調に推移しておりま

す。引き続き、コンビニ収納とあわせて利用者の利便性向上に努めてまいります。 

 次に、公共交通網の充実では、来る１０月からの乗合タクシーの運行開始に向け、地域まちづく

り協議会を初めとした地域の皆様にご協力いただき、先般、市内約２７０カ所の地域停留所と公共

的施設や医療・金融機関、商業施設等の特定目的地停留所約１４０カ所を設定したところです。ま

た、今月２０日から、各地区において、制度内容や事前登録に関する説明会を開催しております。

先般、決定した愛称やシンボルマークも活用しながら、身近な交通手段として乗合タクシーを多く

の方々に知っていただき、愛着を持ってご利用いただけるよう運行に向けた準備を進めてまいりま

す。 

 次いで、安全・安心なまちづくりの推進では、さきの大阪府北部地震でのブロック塀倒壊による

事故を受け、本市の公共施設のブロック塀について安全性の調査を行ったところであり、建築基準

法に適合していないもの等については、順次安全対策を講じているところであります。現時点にお

いて、川崎地区及び城西地区コミュニティセンターのブロック塀の撤去が必要なことから、本議会

に関係経費の補正予算を提案いたしております。 

 また、自助・共助を基本とした防災対策の推進として、来月３０日、西野公園において亀山市総

合防災訓練を実施いたします。訓練では、大規模地震や土砂災害が発生した際の被害軽減を図るた

め、市民の皆様の防災意識の向上を目的として、地域が主体となった訓練を行うことにより、地域

防災力を高めてまいります。 

 一方、消防力の充実・強化として、今月１０日、安坂山町鬼ヶ牙登山道において、亀山市消防山

岳救助隊、亀山警察山岳警備隊、三重県警察航空隊、三重県防災航空隊により、山岳遭難事故を想
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定した合同訓練を実施いたしました。平成２５年度の亀山市消防山岳救助隊発足以降、初めて三重

県警察航空隊の参画を得て、規模を拡大し実施したものであります。今後も、登山者への安全啓発

を行うとともに、こうした訓練を通じて、災害対応力の強化を図ってまいります。 

 さらには、地域の安全・安心を確保するためには欠かせない消防団活動につきましては、先月２

２日、三重県消防学校で開催された三重県消防操法大会において、本市を代表して出場された亀山

市消防団第４分団が、小型ポンプの部において見事に優勝されました。今後も、市民の安全・安心

のため、より一層消防団活動に精励されますよう期待をするところであります。 

 次に、歴史的風致を生かしたまちづくりの推進のうち、関の山車会館整備事業につきましては、

平成３１年７月の開館に向けて鋭意進めているところでありますが、主屋である管理・展示棟の改

修工事において追加補強による設計変更等が生じたことから、関係経費の予算補正について、本議

会に提案いたしております。 

 次いで、歴史文化の継承・活用では、歴史博物館におきまして、来月２日まで、亀山市の１番を

子供たちに伝え、郷土の魅力を調べて学ぶ亀博自由研究のひろば「亀山市の１番みーつけた。」を

開催しております。また、来る１０月開催予定の第３１回企画展「明治１５０年 幕末明治そのと

きの亀山」の開催に向けて準備を進めており、今後もこうした企画展の開催により、本市の歴史や

文化を学ぶ機会づくりに努めてまいります。 

 続きまして、健康で生きがいを持てる暮らしの充実について、ご説明申し上げます。 

 まず、地域福祉力の向上につきましては、貧困の連鎖の防止に向け、現在、本市の子育て世代の

現状を把握し、取り組むべき課題や施策の方向性を分析するため、子どもの貧困に関する実態調査

を実施しております。学校や関係団体へのヒアリング調査や、年内に実施予定の市民アンケートの

結果も踏まえ、貧困の実態把握や課題整理を行い、学習支援や養育相談の充実につなげてまいりま

す。 

 次に、健康づくり・地域医療の充実では、胃潰瘍や胃がん等の疾病予防のため、市内の中学校３

年生の希望者を対象としたピロリ菌検査の結果、陽性となった生徒に対し、除菌治療費として２万

円を限度に助成してまいります。また、糖尿病性腎症の重症化予防等を目的に、国民健康保険加入

者を対象として、糖尿病またはその疑いのある方への受診勧奨や保健指導を亀山医師会、医療セン

ターと連携して実施してまいります。 

 一方、先月１９日、２０日には、千葉県松戸市において開催された第１４回健康都市連合日本支

部大会に食生活改善推進協議会の方々とともに参加いたしました。先進的な取り組みに触れるとと

もに、実際に活動に携わっている方々とも交流を図っていただいたことは、今後の地域での活動に

もつながるものと考えております。引き続き、先進的な事例を学びつつ、市民団体や地域の方々と

協働した取り組みを進め、健康づくりの推進を図ってまいります。 

 なお、健康づくり関センターにつきましては、近年、保健福祉サービスを総合保健福祉センター

に集約して実施していることから、施設の稼働率が低くなっております。一方、こうした施設につ

いては、亀山市公共施設等総合管理計画において、他の施設との複合化・集約化を視野に入れた再

編を行うこととしております。こうした中で、健康づくり関センターは、他の施設を利用すること

によりその設置目的を達成することができることから、本年度末をもって同センターを廃止するた

め、関係条例の廃止について本議会に提案いたしております。 
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 一方、医療センターにつきましては、去る４月にステーション化した訪問看護事業の利用拡大に

向けて取り組み、４月から６月までの３カ月間の実績は、利用者８７人に対して、訪問回数は延べ

３３５回となり、昨年度同時期と比較し、利用者数で１９人、訪問回数で５８回の増加となってお

ります。 

 また、４床を増床し１９床とした地域包括ケア病床は、おおむね満床となっており、料金を値下

げした個室につきましても３室がほぼ満室となっております。今後につきましても、介護疲れ解消

のための予定入院を取り入れるなど、医療サービスの充実を図るとともに、効率的な病床活用に努

めてまいります。 

 次いで、スポーツの推進では、今月２日から６日にかけて、西野公園体育館を競技場として、全

国高等学校総合体育大会（インターハイ）ウエートリフティング競技大会が開催をされ、全国から

総勢約４００名の高校生選手が参加されました。大会運営には、亀山高等学校並びに亀山市スポー

ツ協会や市内事業所の皆さんなど、多くの方々にご協力をいただいたところであります。また、大

会において、亀山高等学校３年の増田竜星選手が、９４キロ級で全種目を制して見事に優勝をされ

ましたことは、大変喜ばしく健闘をたたえるものであります。 

 続きまして、交通拠点性を生かした都市活力の向上について、ご説明申し上げます。 

 まず、企業活動の促進・働く場の充実のうち、現在、白木町及び小川町地内において建設が進

められている株式会社豊田自動織機の試験施設につきましては、今月末に完成の予定であり、施

設稼働に向けた諸準備が進められております。 

 一方、現在、本市への進出を具体的に検討いただいている企業もありますことから、引き続き、

本年度に予定されている新名神高速道路県内本線の開通等、さらなる充実が見込まれる交通イン

フラやスマートインターチェンジ直結の市内産業団地といった本市の優位性を生かした誘致活動

を展開してまいります。 

 次に、地域に根差した商工業の活性化につきましては、にぎわいのある商業地域の形成に向け、

新たに創設した亀山市空き店舗等活用支援事業補助金の利用者を募集したところ、東町商店街の

空き店舗を活用した出店希望者を含め３件の応募がありました。亀山商工会議所に設置された選

定委員会による審査を経て推薦をいただき、補助金の交付を決定したところであります。今後も、

亀山商工会議所と連携を図り、市内空き店舗の把握や活用促進により、まちの魅力向上に努めて

まいります。 

 また、新たなビジネスの創出に向け、本年度も、来月２日から４週にわたり市内で創業を考え

ている方や創業間もない方を対象とした創業塾を開催いたします。なお、受講者には、亀山商工

会議所や金融機関等との連携による創業支援ネットワーク「カメヤマ創業アシスト」により、必

要な支援を継続的に行うことで、市内での創業を促進してまいります。 

 一方、市内特産品のＰＲとして、先月２９日、特産品相互取扱協定を締結する大阪府泉佐野市で

開催された全国物産フェア２０１８に出展するとともに、今月４日、５日には、災害時相互援協定

を締結する青森県五所川原市で開催された立佞武多物産フェアへ出展し、本市特産品であるろうそ

くやお茶等の販売及びＰＲを行ってまいりました。 

 今後においても、交流自治体のイベントに積極的に参加し、本市の特産品等の発信を行ってまい

ります。 
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 次いで、農林業の振興につきましては、去る５月に菅内町地内の農業用排水路のブロック積みが

崩壊したことから、次年度の作付に支障を来さぬよう当該施設を復旧するため、本議会に関係経費

の予算補正を提案いたしております。また、先般、森林環境譲与税（仮称）を財源とした新たな森

林管理システムの導入が盛り込まれた森林経営管理法が成立し、平成３１年４月から施行されるこ

ととなりました。このシステムは、経営管理が行われていない森林を意欲と能力のある林業経営者

につなぐ仕組みであり、本市といたしましても、鈴鹿森林組合や林業事業体と連携を図り、森林所

有者への意識調査等、システムの着実な実施に努めてまいります。 

 次に、まちづくり観光の推進では、一般社団法人亀山市観光協会により、映画やドラマの舞台と

なるロケ地受け入れを一元的に担う仕組みとして亀山市フィルムコミッションの設立準備が進めら

れております。本市の豊かな魅力を市内外に発信する新しい取り組みであり、市としても積極的な

連携を図ってまいります。 

 また、来月１日から３カ月間、野村證券株式会社津支店の協力を得て、ＪＲ津駅前の同社の店頭

ショーウィンドーを活用したシティプロモーションに取り組みます。「道に彩られたまち」をメー

ンテーマに、１カ月ごとのサブテーマに沿ったディスプレーに加え、映像を活用した情報発信も取

り入れ効果的に本市の魅力をＰＲすることで、観光誘客や認知度向上につなげてまいります。 

 続きまして、子育てと子どもの成長を支える環境の充実について、ご説明申し上げます。 

 まず、安心して産み育てられる環境づくりの推進のうち、子どもの福祉医療費助成事業につきま

しては、来月から市内医療機関における未就学児を対象とした医療費の窓口無料化を実施するため、

関係機関との調整を終え、近日中に対象者へ受給資格証を送付してまいります。 

 また、放課後児童クラブの充実に向けて、昼生小学校区の放課後児童クラブにつきましては、施

設の老朽化等により現施設での運営が困難なことから、平成３１年４月に公設の放課後児童クラブ

を学校敷地内に設置するため、現在、工事を進めております。また、関小学校区の放課後児童クラ

ブにつきましては、施設需要の増加により利用を希望する児童の受け入れが困難となっていること

から、受け入れが可能な施設への移転を行います。このため、必要となる関係条例の改正について、

本議会に提案いたしております。 

 一方、長期休暇子どもの居場所事業につきましては、本年度の夏休み期間中の利用者が既に昨年

度の約３倍となるなど、多くの利用がなされており、引き続き、保護者が安心して就労できる環境

づくりに努めてまいります。 

 さらには、今月４日に開催された亀山市納涼大会におきまして、乳幼児を連れた保護者にも参加

し楽しんでいただけるよう、授乳やおむつ交換の際に利用できる「赤ちゃん駅」を青少年研修セン

ターに設置し、１７組の親子にご利用いただきました。今後も、小さなお子さんがたくさん参加す

るイベントにおいて設置するなど、子育て中の保護者の方が安心して外出できる環境づくりに努め

てまいります。 

 続きまして、市民力・地域力の活性化について、ご説明申し上げます。 

 まず、自立した地域まちづくり活動の促進のうち、地域まちづくり協議会支援事業につきまして

は、先月２日、自主的かつ主体的な取り組みを支援するための地域活性化支援事業補助金の交付に

際し、公開プレゼンテーションによる選定委員会を開催したところであります。選定の結果、応募

のあった全８地区の地域まちづくり協議会に補助金を順次交付しており、今後の活発な事業展開を
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期待するところであります。 

 次に、市民参画・協働の推進と多様な交流活動の促進では、協働事業提案制度において、３つの

市民活動団体から事業提案がありましたことから、本年度の事業実施に向けて、協働コーディネー

ターを交え市民活動団体と協議を進めております。 

 また、移住交流の促進では、Ｕ・Ｉ・Ｊターン促進に向けた取り組みとして、地元での就職を考

える若者等のメールマガジンへの登録を進めており、就職情報や市のイベント等の効果的な情報発

信に努めてまいります。 

 続きまして、行政経営について、ご説明申し上げます。 

 まず、財産・情報の適正な管理・活用のうち、勤労文化会館及び放課後児童クラブの指定管理

につきましては、平成３１年度からの指定管理者の選定に当たり、本議会に債務負担行為の追加

について予算補正を提案いたしております。 

 また、新庁舎の建設につきましては、基本構想の策定に当たり、庁内で検討を進めるとともに、

策定支援業務委託を契約し、市民アンケートを実施したところであります。今後は、これらの結

果を盛り込んだ中間案を１０月をめどに取りまとめてまいります。 

 一方、平成２９年度の行政評価につきましては、本年度に見直しを行った評価システムに基づ

き、前期基本計画に掲げる３０の基本施策の推進状況や課題、今後の施策展開について、担当部

長と意見交換を行ったところであります。こうした機会を通じて庁内の共通認識の醸成を図りつ

つ、前期基本計画の効率的・効果的な推進につなげてまいります。 

 なお、学校教育、生涯学習等、教育分野の詳細につきましては、後ほど教育委員会当局からご

説明申し上げます。 

 最後に、本年５月２１日から８月１０日までの一般会計及び各特別会計に係る３,０００万円以

上１億５,０００万円未満の工事請負契約につきましては、契約実績はございませんでした。 

 以上、簡単ではございますが、市政の現況についてのご報告及びご説明を申し上げました。何と

ぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（西川憲行君） 

 市長の現況報告は終わりました。 

 続いて、教育長に教育行政の現況について報告を求めます。 

 服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇） 

 おはようございます。 

 平成３０年９月亀山市議会定例会の開会に当たり、教育行政の現況と今後の見通しについてご報

告し、議員並びに市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 報告の前に、さきの平成３０年７月豪雨により亡くなられた方々に対しまして深く哀悼の意を表

すとともに、被災された皆様方に心からお見舞い申し上げます。 

 まず、教育に関する国の情勢でありますが、痛ましい児童の事件・事故が相次ぐ中、文部科学省

は、学校・通学路におけるブロック塀等の安全点検や熱中症事故防止に向けた万全の対策を講ずる

よう全国の市町教育委員会に発信しています。さらに、本年５月の新潟県における児童殺害事件を

受け、登下校時の子供の安全確保に関する関係閣僚会議において、通学路の登下校時における総合
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的な防犯対策の強化が盛り込まれた登下校防犯プランが取りまとめられました。 

 また、本年６月には第３期教育振興基本計画が閣議決定され、２０３０年以降の社会の変化を見

据えた教育政策のあり方が示されました。人生１００年時代や超スマート社会の到来が見込まれる

中、教育を通じて生涯にわたる一人一人の可能性とチャンスを最大化することを今後の教育施策の

中心に据えるとし、２０１８年度から２０２２年度の５年間における教育政策の目標や進捗状況を

把握するための指標、施策群が示されております。 

 次に、県の情勢でありますが、三重県いじめ防止条例を踏まえ、県内の事業所や団体に呼びかけ、

三重県いじめ防止応援サポーターとして社会全体でいじめ防止の促進と機運を高めるとともに、１

１月のいじめ防止強化月間におけるいじめ防止フォーラムの開催や、来年１月末をめどに三重県い

じめ防止基本方針の改訂が予定されているところでございます。 

 それでは、最初に学校教育関係について、ご説明申し上げます。 

 まず、この夏は過去に例を見ないほどの猛暑に見舞われ、児童・生徒の安全確保や健康保持につ

きましては、気象庁の高温注意情報や環境省の熱中症予防情報における暑さ指数を参考に、熱中症

予防等について十分注意を払ってまいりました。幸い、命にかかわるような大きな事故はなく、有

意義な夏休み生活を送れています。 

 次に、児童・生徒の通学路の安全確保につきましては、ブロック塀などの安全点検について、各

学校のＰＴＡ等のご協力を得て、今月１０日までに１次点検を終えました。この点検結果を受け、

今後、関係部局と協議するとともに、危険箇所を精査の上、学校と情報共有し、児童・生徒の安全

確保に向けた取り組みを進めてまいります。また、毎年実施しております交通安全にかかわる通学

路の合同現場確認につきましては、今月上旬に実施したところであります。 

 次いで、教職員の働き方改革につきましては、総勤務時間縮減に向け、市内各小・中学校で進捗

管理指標と目標値を設定し、その取り組みを進めているところでございますが、市全体としてさら

に効果的な取り組みを進めるために、学校現場の声を反映した改善方策を取りまとめ、総合教育会

議の場でも協議を行ったところであります。 

 次に、亀山市部活動ガイドラインにつきましては、国や県の部活動ガイドラインとの整合を図る

ために本年６月２０日に一部を改訂し、より適切な活動時間や休養日の設定を示し、部活動指導の

充実と教員の負担軽減を目指しているところでございます。 

 次いで、先月末に開催されました三重県中学校総合体育大会につきましては、鈴亀地区大会で好

成績をおさめた７団体と個人７名が県大会へ出場し、そのうち中部中学校女子剣道部が団体で、亀

山中学校柔道部２年生男子が個人で東海大会への出場を果たしました。また、陸上競技におきまし

ては、中部中学校が男子４００メートルリレー、男子３年１,５００メートル、男子走り幅跳び、

男子２年１００メートルで東海大会に出場し、男子３年１,５００メートルにおいては優勝し、さ

らに全国大会へも出場いたしました。選手の健闘をたたえるとともに、今後も多くの生徒が活躍で

きるよう支援を行ってまいります。 

 また、本年度は、今月上旬に全国高等学校総合体育大会ウエートリフティング競技大会が本市で

開催されましたが、市内中学生に競技への興味、関心を持ってもらうよう、亀山高等学校ウエート

リフティング部生徒の実演等も含めた講演会を市内３中学校において開催したところであります。 

 次に、今月４日、５日、昨年に引き続き、亀山市でＮＨＫ全国学校音楽コンクール三重県コンク
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ールが開催され、本市から小学校３校、中学校２校が出場いたしました。どの学校も、これまでの

練習の成果を十分に発揮し、元気な歌声をホールに響かせることができました。 

 次いで、道徳教育の推進につきましては、学習指導要領の改訂に伴い、今月８日開催の教育委員

会第７回臨時会におきまして、平成３１年度使用中学校教科用図書の採択を行ったところでござい

ます。 

 今後も、道徳教育研修会等を通じて教職員の授業力向上を図りながら、考え、議論する道徳教育

の醸成に努めてまいります。 

 また、いじめ問題への対応につきましては、亀山市いじめ防止基本方針に基づき、いじめの未然

防止や早期発見・対応に努めております。さらに、不登校及び不登校ぎみの児童・生徒に対しまし

ては、本人並びにその保護者の思いに向き合い、適応指導教室と学校、子ども未来課との密接な連

携と情報共有を通じて、その対策の充実を図っているところでございます。 

 次に、学力向上につきましては、今月、全国学力・学習状況調査の結果が公表されました。本市

の状況は、小・中学校あわせて１０教科中９教科が県の平均正答率を下回りましたが、中学校の１

教科は県の平均正答率と並びました。また、中学校の全教科において県との平均正答率の差が縮ま

り、無回答率も下がるなど一定の成果が見られました。さらに、小学校における自己肯定感の高ま

りや話し合い活動の充実、中学校におけるボランティア活動への参加状況や粘り強く問題に取り組

む姿に改善が見られます。現在、市内児童・生徒の学力の状況を分析し、課題となる領域が改善で

きるよう、組織的な授業改善の継続と教員の授業力向上に努めるとともに、国の事業である主体

的・対話的で深い学びの推進事業を活用しながら、学力向上を図ってまいります。 

 また、英語教育の充実発展に向け、今年度新たに三重の英語教育改革加速事業を受け、モデル校

を指定して小学校における英語指導法の研究開発や小・中連携の推進に向けた取り組みを始めます。

なお、今月上旬、鈴鹿峠自然の家にて、今年度から初めての取り組みとなる「英語デイキャンプｉ

ｎ Ｋａｍｅｙａｍａ」を開催したところ、市内の小学５・６年生から、予想を上回る４２名の応

募があり、ＡＬＴや亀山高等学校の生徒のボランティアスタッフの協力のもと、英語に楽しく親し

む１日となりました。 

 次いで、学習支援事業につきましては、受講者の拡大を図るため、事業の再周知に努めた結果、

学習教室参加者が先月末現在で３中学校区合わせて３０名となり、受講者がふえているところでご

ざいます。 

 続きまして、学校施設の整備関係について、ご説明申し上げます。 

 川崎小学校改築事業につきましては、順調に２期工事を進めており、来月末に中棟校舎が完成す

る予定であります。この中棟への引っ越しは１０月を予定しており、現在、その準備を進めている

ところでございます。新校舎完成後は、旧校舎第３棟の解体、外構工事及びグラウンド改修工事を

進めていきますが、今後も工事の安全管理を徹底するとともに、学校運営に配慮しつつ、来年３月

の事業全体の完成に向け、鋭意取り組んでまいります。 

 次に、普通教室等空調機整備事業につきましては、亀山中学校及び中部中学校２校について、６

月に機器の設置を終え、先月から冷房運転を開始しております。本年の大変厳しい暑さであった期

間におきまして、空調機を使用することができたため、事業の効果を大きく得られたものと認識し

ております。なお、小学校については、来年度の工事に向け、その設計業務を進めているところで
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ございます。また、亀山中学校の校舎内部改修工事など、夏休み期間に実施しております工事につ

いては、今月中に完成する予定であります。 

 一方、学校施設内におけるブロック塀につきましては、去る６月に実施しました点検の結果、亀

山東小学校において、建築基準法の要件を満たさない塀が３カ所存在することが判明いたしました。

うち１カ所については夏休み中に改修工事を実施し、緊急性を要しない２カ所については年内に改

修を実施する予定であります。 

 続きまして、生涯学習関係について、ご説明申し上げます。 

 昨今の子供の安全を脅かす重大事件が発生している中、青少年総合支援センターで実施しており

ます青色回転灯装着車による市内巡回につきましては、そのコースや巡回時間等の検証を進めてい

るところでございます。より実効性の高い巡回を行い、子供が安心し、安全に暮らせる環境づくり

を図ってまいります。 

 また、亀山っ子市民宣言の取り組みといたしまして関係諸団体や地域の方々のご協力を得て、本

年もサマーキャンプやソフト・キックボール大会などの体験活動を重視した行事を夏休み期間に開

催していただきました。 

 さらに、家庭教育の今後のあり方についての提言書につきまして、社会教育委員会においてご検

討をいただいているところであります。 

 次に、地域で活躍できる人材の育成を目的とする地域人材キラリ育成事業につきましては、育成

事業の方針やカリキュラム編成について協議する委員会を来月に開催するべく準備を行っていると

ころでございます。 

 次いで、図書館関係につきましては、亀山市立図書館整備基本計画の実現に向けて、亀山駅周辺

地区・２ブロック市街地再開発事業との調整を図りつつ、市民ワークショップなどを開催して広く

ご意見をいただきながら課題の整理を進めてまいります。また、図書館ボランティアの皆様のご協

力をいただきながら、夏休み期間中に、読書感想文教室や手づくり絵本教室などのイベントを開催

したところでございます。引き続き、子供を含む市民の皆様が本を身近に感じていただけるよう、

読書環境づくりに努めてまいります。 

 最後に、教育功労者の表彰につきまして、本市の教育、学術及び文化の振興等に貢献していただ

きました方々に感謝の意を表するため、本年度、表彰制度を創設いたしました。現在、表彰候補者

の選定を進めており、表彰式は１０月に開催される教育懇談会に合わせて実施する予定でございま

す。 

 以上、教育行政の現況についてのご報告及びご説明を申し上げました。何とぞよろしくご審議賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（西川憲行君） 

 教育長の現況報告は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１０時４９分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１０時５９分 再開） 

○議長（西川憲行君） 
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 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に日程第５、議案第５２号から日程第２５、報告第１８号までの２１件を一括議題とします。 

 市長に上程各案に対する提案理由の説明を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと存

じます。 

 まず、議案第５２号亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正についてでございますが、現在、昼

生小学校区には民設民営の放課後児童クラブが設置されていますが、施設の老朽化等により、現施

設での運営が困難な状況にあることから、平成３１年４月１日に公設民営の放課後児童クラブを設

置するため、所要の改正を行うものでございます。 

 一方、関小学校区には公設民営の放課後児童クラブを設置していますが、施設需要の増加により

利用を希望する児童の受け入れが困難となっていることから、受け入れが可能な施設へ平成３１年

４月１日に移転するため、所要の改正を行うものでございます。 

 改正内容は、まず１つ目といたしまして、市が新たに設置する放課後児童クラブの名称、位置及

び定員を定め、関小学校区放課後児童クラブの位置及び定員を改めます。 

 ２つ目といたしまして、新たに設置する放課後児童クラブの開所時間を定めます。 

 なお、施行日は平成３１年４月１日とし、附則において、新たに設置する放課後児童クラブの管

理を指定管理者に行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことが

できることといたします。 

 次に、議案第５３号亀山市営住宅条例の一部改正についてでございますが、昭和５０年度建設の

住山住宅につきましては、耐用年数が超過し老朽化していることから、亀山市公営住宅等長寿命化

計画において、用途廃止とする判定を行っております。 

 こうした中、昭和５０年度建設の住山住宅のうち、既に入居者が退去した市道亀山市斎場線の整

備に関連する住宅について用途を廃止するため、所要の改正を行うものでございます。 

 改正内容は、老朽化した昭和５０年度建設の住山住宅について、入居者が退去した６戸の用途を

廃止いたします。 

 なお、施行日は公布の日といたします。 

 次に、議案第５４号亀山市健康づくり関センター条例の廃止についてでございますが、亀山市健

康づくり関センターでは、市民の健康の保持と推進を図るため、母子保健や成人保健の相談窓口、

各種検診・健康診査など、地域に密着した保健福祉サービスを実施してまいりました。 

 しかしながら、近年、これらの保健福祉サービスにつきましては、亀山市総合保健福祉センター

に集約して実施していることから、亀山市健康づくり関センターの稼働率が低くなっております。 

 一方、平成２９年３月に策定した亀山市公共施設等総合管理計画では、保健・福祉施設の管理に

関する基本方針として、稼働率の低い施設については、休止または他施設への転用も含め、周辺施

設との複合化や類似施設との集約化を視野に入れた施設の再編を行うこととしております。 

 こうした中で、亀山市健康づくり関センターは、休止または他施設への転用を行った場合であっ

ても、他の施設を利用することによりその設置目的を達成することができることから、本年度末を
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もって亀山市健康づくり関センターを廃止するため、本条例を廃止するものでございます。 

 なお、施行日は平成３１年４月１日といたします。 

 続きまして、議案第５５号平成３０年度亀山市一般会計補正予算（第２号）についてでございま

すが、補正額は歳入歳出それぞれ８,３６７万円を追加し、補正後の予算総額を２１３億９,１８５

万円といたしております。 

 最初に、債務負担行為補正として、放課後児童クラブ指定管理料ほか２事業について、債務負担

行為の追加をいたしております。 

 続いて、歳出の主な補正内容についてご説明申し上げます。 

 総務費につきましては、先月発生いたしました豪雨被害に対する支援事業として、代理収納して

おります岡山県高梁市への代理寄附金を計上するほか、市税の過年度還付金を増額いたしておりま

す。 

 次に、民生費につきましては、国民健康保険事業特別会計において確定しました過年度返還金の

財源として一般会計繰出金を増額するほか、生活保護法の改正に伴いシステム修正に要する経費を

計上いたしております。 

 次に、農林水産業費につきましては、団体営かんがい排水事業として菅内町地内の農業用排水路

の改修に要する経費を計上し、商工費につきましては、小規模事業資金融資保証料補給金を増額い

たしております。 

 次に、教育費につきましては、関の山車会館整備事業に係る事業費を増額するほか、国・県等の

委託事業の採択に伴い、教育に係る調査研究など委託事業を行う経費を計上いたしております。 

 続いて、歳入の主な補正内容についてご説明申し上げます。 

 国庫支出金につきましては、生活保護適正実施支援事業費補助金を計上し、県支出金につきまし

ては、団体営かんがい排水事業費補助金のほか、主体的・対話的で深い学びの推進事業委託金を計

上いたしております。 

 次に、寄附金につきましては、ふるさと納税代理寄附金を計上し、繰越金につきましては、今回

の補正財源としまして前年度繰越金を計上いたしております。 

 次に、議案第５６号平成３０年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について

でございますが、補正額は歳入歳出それぞれ７,３０７万９,０００円を追加し、補正後の予算総額

を４５億７,６３７万９,０００円といたしております。 

 主な補正内容としましては、歳出につきましては、過年度療養給付費等負担金等の確定による返

還金を計上いたしております。 

 一方、歳入につきましては、補正財源として前年度繰越金を計上するとともに、返還金の財源に

不足が生じますことから、その他一般会計繰入金を計上いたしております。 

 以上が、一般会計補正予算及び特別会計補正予算の主な内容でございます。 

 なお、詳細につきましては副市長から説明いたしますので、よろしくご審議賜りますようお願い

申し上げます。 

 続きまして、議案第５７号平成２９年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定についてでございま

すが、歳入総額２１４億３,２４６万３,１３０円に対し、歳出総額は２０５億１,７４０万９,６６

３円となることから、歳入歳出差引額は９億１,５０５万３,４６７円となっております。 
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 このうち、翌年度へ繰り越すべき財源である２億３,７９５万７,８５６円を差し引いた実質収支

額は、６億７,７０９万５,６１１円の黒字となっております。 

 また、地方自治法第２３３条の２の規定により、実質収支額のうち３億４,０００万円を財政調

整基金に繰り入れております。 

 次に、議案第５８号平成２９年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

でございますが、歳入総額５０億１,９３９万１,２２９円に対し、歳出総額は４９億６,１１８万

４,８９１円となることから、歳入歳出差引額は５,８２０万６,３３８円となっております。 

 このうち、収入不足に対する補填のための一般会計繰入金５,８００万円を差し引いた収支額は、

２０万６,３３８円の黒字となっております。 

 次に、議案第５９号平成２９年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

てでございますが、歳入総額９億５,８６７万６,２８１円に対し、歳出総額９億５,５６５万７,９

８６円となることから、歳入歳出差引額は３０１万８,２９５円の黒字となっております。 

 次に、議案第６０号平成２９年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について

でございますが、歳入総額４億６,６９２万４,８０２円に対し、歳出総額は４億５,０９０万９,７

５０円となることから、歳入歳出差引額は１,６０１万５,０５２円の黒字となっております。 

 以上が、平成２９年度の一般会計及び各特別会計の決算の状況でございます。 

 なお、詳細につきましては会計管理者から説明いたしますので、よろしくご審議賜りますようお

願い申し上げます。 

 続きまして、議案第６１号平成２９年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

てでございますが、収益的収入１３億４,２４６万８,７３８円に対し、同支出は１２億４９４万４,

７１８円となることから、消費税を差し引いた当年度純利益は９,９３３万７,１２１円となり、そ

の他未処分利益剰余金変動額３億１,１７４万１,９９８円と合わせて、当年度未処分利益剰余金は

４億１,１０７万９,１１９円となっております。 

 なお、当年度未処分利益剰余金の全額を、建設改良積立金への積み立て及び資本金に組み入れる

ことといたします。 

 また、資本的収入１億６,９３６万３,３４０円に対し、同支出は７億６,１３３万６９４円とな

ることから、収支差し引きで不足する額５億９,１９６万７,３５４円については、建設改良積立金

などで補填いたしました。 

 次に、議案第６２号平成２９年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

てでございますが、収益的収入７,９９５万８,７９０円に対し、同支出は５,３０７万９,３８４円

となることから、消費税を差し引いた当年度純利益は２,６８７万９,４０６円となり、前年度繰越

利益剰余金１,５１０万４,８６６円と合わせて、当年度未処分利益剰余金は４,１９８万４,２７２

円となっております。 

 なお、当年度未処分利益剰余金のうち３,０００万円については、減債積立金及び建設改良積立

金に積み立て、その残余を繰り越すものといたします。 

 また、資本的収入はなく、同支出は２,４５４万５,８２６円となっており、収支差し引きで不足

する額２,４５４万５,８２６円については、過年度分損益勘定留保資金などで補填いたしました。 

 次に、議案第６３号平成２９年度亀山市公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい
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てでございますが、収益的収入９億４,０１４万７,２３４円に対し、同支出は８億９,３１９万２,

７４６円となることから、消費税を差し引いた当年度純利益は２,５５７万４,８２３円となり、そ

の他未処分利益剰余金変動額３,５５２万４,９４０円と合わせて、当年度未処分利益剰余金は６,

１０９万９,７６３円となっております。 

 なお、当年度未処分利益剰余金は、全額を減債積立金への積み立て及び資本金に組み入れるもの

といたします。 

 また、資本的収入８億９,５０９万８,７２０円に対し、同支出は１１億２,２１７万９,７８４円

となることから、翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額１,５９０万円を除く収支差し引

きで不足する額２億４,２９８万１,０６４円については、過年度分損益勘定留保資金などで補填い

たしました。 

 次に、議案第６４号平成２９年度亀山市病院事業会計決算の認定についてでございますが、収益

的収入１５億４,５０２万４,５８０円に対し、同支出は１６億６,４７４万８,１７６円となること

から、消費税を差し引いた当年度純損失は１億１,６４３万９,０８５円となり、前年度繰越欠損金

９億７,１６５万４,４３９円と合わせて、当年度未処理欠損金は１０億８,８０９万３,５２４円と

なっております。 

 また、資本的収入１億３,０７９万６,９１２円に対し、同支出は２億３,４７２万２,０７４円と

なっていることから、収支差し引きで不足する額１億３９２万５,１６２円については、過年度分

損益勘定留保資金で補填いたしました。 

 以上、各企業会計決算の詳細につきましては、所管するそれぞれの担当部長から説明いたします

ので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 続きまして、報告第１１号決算に関する附属書類の提出についてでございますが、決算の認定に

関連いたしまして、地方自治法及び同法施行令の規定により、主要施策の成果報告書など附属書類

をあわせて提出いたしておりますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、報告第１２号健全化判断比率の報告についてでございますが、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第３条第１項の規定により、健全化判断比率とされる実質赤字比率、連結実質赤字

比率、実質公債費比率及び将来負担比率を報告するものでございます。 

 平成２９年度決算に基づく健全化判断比率のうち、実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきま

しては、実質収支額、資金不足額ともに赤字となっておりませんので、指標なしとなっております。 

 また、実質公債費比率は、元利償還額及び準元利償還金の標準財政規模に対する割合をあらわし、

１.４％となっております。 

 さらに、将来負担比率は、将来負担額に対し、充当可能財源等が上回るため、指標なしとなって

おります。このように、平成２９年度決算に基づく健全化判断比率は、早期財政健全化及び財政再

生の両基準に対して、十分に余裕を持った指標となっております。 

 次に、報告第１３号から報告第１７号までの資金不足比率の報告についてでございますが、地方

公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、公営企業各会計の資金不足比

率を報告するものでございます。 

 平成２９年度決算に基づく資金不足比率は、資金不足額の営業収益に対する割合を示しており、

各会計ともに資金不足が生じていないため、全て指数なしとなっております。 
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 続きまして、報告第１８号専決処分の報告についてでございますが、亀山市亀田町地内において

発生した庁用車両による人身事故に伴う損害賠償の額を定めることについて、平成３０年８月１０

日に地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第２項の規定によ

り報告するものでございます。 

 以上、議会にご提案申し上げております議案の説明といたします。何とぞよろしくご審議賜りま

すようお願い申し上げます。 

○議長（西川憲行君） 

 市長の提案理由の説明は終わりました。 

 次に、副市長に平成３０年度各会計補正予算についての補足説明を求めます。 

 西口副市長。 

○副市長（西口昌利君登壇） 

 ただいま議会に提出いたしました補正予算の主な項目につきまして、補足説明をさせていただき

ます。 

 まず初めに、議案第５５号平成３０年度亀山市一般会計補正予算（第２号）についてご説明申し

上げます。 

 まず、補正予算書の３ページをお開きいただきたいと思います。 

 第２表 債務負担行為補正でございますが、平成３１年度からの指定管理者の選定に当たりまし

て、放課後児童クラブ及び勤労文化会館に係る指定管理料を、また本年度完成を予定しております

関の山車会館に係る警備保障業務など３事項について、平成３１年度から平成３５年度までの期間

における債務負担行為の限度額を追加するものでございます。 

 続きまして、予算に関する説明書の歳出から、説明欄をごらんいただきながら主なものについて

ご説明申し上げます。 

 １３ページをごらんください。 

 第２款総務費の上段、地区コミュニティセンター等管理運営費１３０万円につきましては、大阪

北部地震を受けて実施しましたブロック塀の調査により改修が必要と判断いたしました川崎地区及

び城西地区コミュニティセンターについて、その改修に要する工事請負費を計上させていただきま

した。 

 次の自主防災組織育成事業１００万円につきましては、新たに設立いたします新川合自治会の自

主防災組織に支給いたします防災資機材に係る備品購入費等を計上いたしております。 

 次の平成３０年７月豪雨支援事業５００万円につきましては、被災自治体への復興支援のための

寄附金を代理で受け取り、受け取った寄附金を被災自治体へ届ける事業でございます。被災自治体

の業務の軽減を図るための支援事業でございます。当市は岡山県高梁市に対する寄附金を受け取っ

ておりますことから、高梁市へ支払うための代理寄附金として予算計上させていただきました。 

 下段の市税還付金等、過年度税過納還付金３,０００万円につきましては、法人市民税及び固定

資産税の償却資産において、過年度の修正申告等による還付金が生じましたことから、予算の不足

分について増額計上させていただきました。 

 次に、１５ページをごらんください。 

 第３款民生費の上段、国民健康保険事業、繰出金１,４８７万３,０００円につきましては、国民
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健康保険事業特別会計において、平成２９年度国民健康保険療養給付費等負担金等の確定により返

還金が生じたことから、その財源としてその他一般会計繰入金１,４８７万３,０００円の繰り出し

を行うため増額いたしました。 

 中段の生活保護事業の一般管理費４５０万円につきましては、生活保護法の改正に伴うシステム

修正委託料を計上いたしております。 

 下段の第６款農林水産業費、団体営かんがい排水事業１,４００万円につきましては、国の補助

事業であります農業水路等長寿命化・防災減災事業として実施するものでございまして、菅内町地

内の農業用排水路において発生いたしました河床洗掘による排水路両側のブロック積みの崩壊箇所

を改修するため経費を計上いたしました。 

 次に、１７ページをごらんください。 

 上段の第７款商工費、一般事業、小規模事業資金融資保証料補給金４００万円につきましては、

平成３０年度三重県小規模事業資金融資要綱が改正されたことにより、融資限度額が従来の１,５

００万円から２,５００万円に引き上げられ、それに伴い保証料も増額となったことから、７月ま

での実績及び今後の見込みにより増額計上いたしております。 

 下段の第１０款教育費、小学校の施設整備費１００万円につきましては、調査結果に基づき亀山

東小学校におけるプールシャワーのブロック塀の改修に要する工事請負費を計上させていただきま

した。 

 次に、１９ページをごらんいただきたいと思います。 

 中段の関の山車会館整備事業６８６万９,０００円につきましては、管理・展示棟改修工事にお

いて、想定よりも屋根基礎部分の破損が著しく、補強等が必要となったことなどから改修に係る工

事費を増額し、また建築工事完了後の開館準備期間における警備システムの設置に要する経費を計

上させていただきました。 

 下段の学力向上推進事業１１０万６,０００円につきましては、市内小・中学校を対象とした主

体的・対話的で深い学びの推進事業及び中部中学校区の小・中学校を対象とした英語教育改革加速

事業が県委託事業として採択されたことから、また昨年度に引き続き亀山東小学校が国立教育政策

研究所の教育課程研究指定校事業に指定されたことから、それぞれ委託事業に係る経費を計上させ

ていただきました。 

 次に、２１ページをごらんいただきたいと思います。 

 カリキュラム・マネジメント事業１１４万７,０００円の減額につきましては、平成２９、３０

年度の２カ年事業として採択されたものでございまして、本年度の委託事業費が確定いたしました

ので、確定額に合わせて減額させていただきました。 

 続きまして、歳入の主なものについて説明申し上げます。 

 戻りまして、９ページをごらんいただきたいと思います。 

 上段の第１４款国庫支出金の生活保護適正実施支援事業費補助金２２５万円につきましては、生

活保護法の改正に伴うシステム改正の財源として補助率２分の１の補助金を計上いたしました。 

 次のカリキュラム・マネジメント事業委託金１１４万７,０００円の減額につきましては、本年

度の委託事業費が確定いたしましたことから、確定額に合わせて減額いたしております。 

 次に、中段の第１５款県支出金の団体営かんがい排水事業費補助金７００万円につきましては、
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菅内町地内の農業用排水路改修に係る補助率２分の１の補助金を計上いたしたところでございます。 

 下段の県委託金、主体的・対話的で深い学びの推進事業委託金５０万４,０００円、次の英語教

育改革加速事業委託金３４万円につきましては、市内小・中学校で実施する委託事業の財源として

計上いたしております。 

 次に、１１ページをごらんいただきたいと思います。 

 上段の第１７款寄附金、ふるさと納税代理寄附金５００万円につきましては、平成３０年７月豪

雨支援事業として岡山県高梁市への代理寄附金を受け入れるために計上いたしたところでございま

す。 

 中段の第１９款繰越金の前年度繰越金でございますが、今回の補正予算の財源として７,１３２

万５,０００円を計上いたしました。 

 下段の第２０款諸収入の高速自動車道救急業務交付金２１５万４,０００円の減額につきまして

は、高速自動車道における救急業務に対して、中日本高速道路から交付される交付金でございまし

て、平成３０年度の交付金額が確定いたしましたことから、確定額に合わせて減額をするものでご

ざいます。 

 また、次の教育課程研究指定校事業委嘱金２６万２,０００円につきましては、亀山東小学校が

実施する委嘱事業の財源として、国立教育政策研究所からの委嘱金を計上させていただきました。 

 続きまして、議案第５６号平成３０年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついてご説明申し上げます。 

 ３１ページをお開きいただきたいと思います。 

 まず、歳出でございますが、第６款諸支出金、その他償還金７,３０７万９,０００円のうち、過

年度精算返還金４６５万３,０００円につきましては、平成２９年度退職者療養給付費等交付金の

確定による社会保険診療報酬支払基金への返還金を、また過年度負担金返還金６,８４２万６,００

０円につきましては、平成２９年度療養給付費等負担金などの確定による国・県への返還金を計上

いたしております。 

 次に、歳入でございますが、２９ページに戻っていただきまして、上段の第４款繰入金、その他

一般会計繰入金１,４８７万３,０００円につきましては、平成２９年度療養給付費等負担金などの

返還金の財源不足に対しまして、一般会計から繰り入れを行うものでございます。 

 次の第６款繰越金、前年度繰越金５,８２０万６,０００円につきましては、今回の補正予算の財

源として平成２９年度からの繰越金の全額を計上いたしたところでございます。 

 以上で、補正予算の補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申

し上げます。 

○議長（西川憲行君） 

 副市長の補足説明は終わりました。 

 次に、平成２９年度各会計決算について補足説明を求めます。 

 まず、会計管理者に平成２９年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算についての補足説明を求

めます。 

 渡邉会計管理者。 

○会計管理者（渡邉知子君登壇） 
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 それでは、議案第５７号から議案第６０号までの平成２９年度亀山市一般会計及び各特別会計歳

入歳出決算について、歳入の主なものと、歳出は主要事業の中から主なものについて決算状況のご

説明をさせていただきます。 

 お手元の冊子、一般会計及び各特別会計歳入歳出決算書並びに決算の附属書類の３０、３１ペー

ジ、一般会計歳入歳出決算事項別明細書をごらんください。 

 まず、一般会計歳入の主なものでございますが、第１款市税は、主に法人市民税の増収により、

調定額１１１億１,７９３万４,６０２円に対しまして、収入済額は１０６億１,３７６万３,１８９

円で、前年に比べ２億７,９２２万４,０００円、２.７％の増額となっております。 

 不納欠損額は３,９５１万５,７６２円、収入未済額は４億６,４６５万５,６５１円で、調定額に

対します収納率は９５.４％でございます。 

 また、市税の主な税目の収納率は、市民税は９４.６％、固定資産税は９６.０％、軽自動車税は

８７.３％、都市計画税は９６.０％でございます。 

 次に、３４、３５ページ上段をごらんください。 

 第１０款地方交付税の収入済額は、１７億５,０５０万４,０００円でございます。 

 次に、４０、４１ページ下段をごらんください。 

 第１４款国庫支出金の収入済額は２２億４７９万１,１９９円で、主なものは４３ページ上段、

社会福祉費負担金の障がい者自立支援給付費負担金及び児童福祉費負担金の児童手当負担金でござ

います。 

 次に、４６、４７ページ下段、第１５款県支出金の収入済額は１１億２２０万６,０６３円で、

主なものは、４９ページの上段にございます社会福祉費負担金の障がい者自立支援給付費負担金な

どでございます。 

 次に、５６、５７ページ下段、第１８款繰入金の収入済額は７億６,１０４万７,７６２円で、主

なものは財政調整基金及び減債基金からの繰入金でございます。 

 次に、６０、６１ページ中ほどの第１９款繰越金の収入済額は５億２,９２４万８,４２５円で、

前年度繰越金でございます。 

 次に、６６、６７ページ、第２１款市債の収入済額は１９億９,３００万円で、主なものといた

しまして、６９ページ上段の臨時財政対策債を初め道路橋梁債の野村布気線整備事業債や亀山駅周

辺整備事業債に伴います合併特例債、そして中ほどの小学校債の学校教育施設整備事業債などによ

るものでございます。 

 同ページ下段の歳入合計は、予算現額２２１億４,８４９万２,５９２円に対しまして、調定額は

２２１億９,８８３万６,５０７円で、収入済額は２１４億３,２４６万３,１３０円でございます。 

 また、不納欠損額は４,１３９万１,３２２円、収入未済額は７億２,４９８万２,０５５円でござ

います。 

 続きまして、一般会計の歳出についてご説明させていただきます。 

 特に前年度と比較して増加した割合が高かったものは、教育費、災害復旧費、そして減少した割

合が高いものは、衛生費、土木費、消防費などが主なものでございます。 

 まず、第２款総務費でございます。 

 ９３ページ上段をごらんください。 
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 主なものは、地域まちづくり支援事業のうち、管理運営費は指定管理料など９,６５３万６,８８

３円、また９５ページ上段の地域まちづくり協議会支援事業、こちらは地域予算制度によります地

域まちづくり交付金など２,４６４万３,３１１円、また９７ページ下段、住民情報系システム事業

で、こちら１億２４２万９,８７２円、また９９ページ上段、内部情報系システム事業で４,２６４

万１,５３４円は、主に保守委託料や機器使用料に要した経費でございます。 

 次に、第３款民生費でございますが、１１５ページ下段をごらんください。 

 繰出金のうち国民健康保険事業繰出金として３億４,３５７万９,１０９円、１１７ページ下段の

自立支援事業は介護給付費などにより６億８,９３０万３,９２９円でございます。 

 そして、児童福祉費、１３５ページ上段ですが、民間保育所児童保護費のうち施設型給付・地域

型保育事業は、６億５３６万１,９５５円で負担金が主なものでございます。 

 続きまして、第４款衛生費でございます。 

 １４７ページ上段をごらんください。 

 がん検診推進事業９,１４６万１,５４１円、１６３ページ上段の刈り草コンポスト化センター環

境整備事業１億１,２８１万２,８７５円が主なものでございます。 

 次に、第６款農林水産業費でございますが、１６７ページ下段をごらんください。 

 有害鳥獣対策事業は１,８８５万２２２円で、獣害被害防止対策の補助金に要した経費が主なも

のでございます。 

 次に、第７款商工費でございますが、１７９ページ下段をごらんください。 

 地域生活交通再編事業は１億７１７万７,６９２円で、バス運行委託に要した経費が主なもので

ございます。 

 次に、第８款土木費でございますが、１９３ページ中ほどの合併特例事業をごらんください。 

 野村布気線整備事業におきまして、繰越明許費を含め２億８,２３６万１,５２０円で、工事請負

費に要した経費が主なものでございます。 

 次に、第９款消防費でございますが、２１１ページ中ほどをごらんください。 

 防災基盤整備事業の車両整備費１億１,３７４万５,６００円は、救助工作車１台などの購入費で

ございます。 

 続きまして、第１０款教育費でございますが、２１９ページをごらんください。 

 中ほどの学校整備事業は、川崎小学校改築事業におきまして、逓次繰越費を含め１１億９,６８

６万１,０５０円で、電気及び機械設備工事、建築工事に要した経費が主なものでございます。 

 ２５１ページ上段をごらんください。 

 関の山車会館整備事業は５,６６２万１,９６０円で、伝承活動棟及び展示棟改修工事が主なもの

でございます。 

 また、２５３ページ下段をごらんください。 

 西野公園体育館空調設備整備事業は８,６８８万６,４００円で、空調設備工事が主なものでござ

います。 

 次に、第１１款公債費でございますが、２６４、２６５ページ中ほどをごらんください。 

 元金償還金が２１億２,７８５万９,４１１円、利子償還金が１億６０３万４,２６５円でござい

ます。 
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 次に、第１２款諸支出金でございますが、同ページ下段をごらんください。 

 財政調整基金ほか９基金への積立金で１億１,５１５万１,７２４円が主なものでございます。 

 次に、第１４款災害復旧費でございますが、２６８、２６９ページ下段をごらんください。 

 現年発生単独災害復旧事業の農業用施設等災害復旧費は４,４５４万５,８０３円で、補助金が主

なものでございます。 

 次に、２７０、２７１ページ下段をごらんください。 

 歳出合計は、予算現額２２１億４,８４９万２,５９２円に対しまして、支出済額は２０５億１,

７４０万９,６６３円、継続費逓次繰越は５億４,１５９万９０２円、繰越明許費は３億９,６８９

万９５４円、不用額は６億９,２６０万１,０７３円でございます。 

 続きまして、国民健康保険事業特別会計です。 

 まず、歳入でございますが、２７４、２７５ページをごらんください。 

 第１款国民健康保険税の収入済額は８億８,５１５万１,９９９円、不納欠損額は７,０６８万９,

９７５円、収入未済額は２億８,６１８万５,２７１円で、調定額に対します収納率は７１.３％で

ございます。 

 ２７６、２７７ページ中ほどの第３款国庫支出金の収入済額は、療養給付費等負担金など１０億

７,０２７万８４２円。 

 ２７８、２７９ページ下段の第６款前期高齢者交付金の収入済額は１３億８,３９０万６,０４５

円。 

 第７款共同事業交付金の収入済額は１０億２,３９０万６,５２４円で、２８０、２８１ページの

第８款繰入金は一般会計繰入金で、３億４,３５７万９,１０９円でございます。 

 そして、２８２、２８３ページ下段の歳入合計をごらんください。 

 予算現額５１億２,０６４万８,０００円に対しまして、調定額は５３億７,６２６万６,４７５円、

収入済額は５０億１,９３９万１,２２９円、不納欠損額は７,０６８万９,９７５円、収入未済額は

２億８,６１８万５,２７１円でございます。 

 一方、歳出でございますが、２８６、２８７ページ中ほどをごらんください。 

 第２款保険給付費の支出済額は３０億７,１３１万１,８４８円。 

 ２９０、２９１ページ中ほどの第３款後期高齢者支援金等の支出済額は５億６,０５１万２３１

円。 

 そして、２９２、２９３ページ下段の第７款共同事業拠出金の支出済額は９億６,１９６万５１

０円でございます。 

 ２９６、２９７ページ下段の歳出合計は、予算現額５１億２,０６４万８,０００円に対しまして、

支出済額４９億６,１１８万４,８９１円、不用額は１億５,９４６万３,１０９円でございます。 

 次に、後期高齢者医療事業特別会計でございます。 

 ３００及び３０１ページをごらんください。 

 まず、歳入でございますが、第１款後期高齢者医療保険料の収入済額は４億２２４万８３４円、

不納欠損額は５２万２,４８２円、収入未済額は３３０万２,６４７円で、調定額に対します収納率

は９８.８％でございます。 

 第３款繰入金は一般会計からの繰入金で、収入済額５億３,９７２万２,９６８円でございます。
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歳入合計は下段にございますとおり、予算現額９億５,７３７万４,０００円に対しまして、調定額

は９億６,２５０万１,４１０円、収入済額９億５,８６７万６,２８１円、不納欠損額５２万２,４

８２円、収入未済額は３３０万２,６４７円でございます。 

 一方、歳出でございますが、３０２、３０３ページ下段をごらんください。 

 後期高齢者医療広域連合納付金が支出の大半を占めており、その支出済額は９億４,１１３万９,

４４９円でございます。 

 歳出の合計は３０４、３０５ページ下段にございますとおり、予算現額９億５,７３７万４,００

０円に対しまして支出済額９億５,５６５万７,９８６円、不用額は１７１万６,０１４円でござい

ます。 

 最後に、農業集落排水事業特別会計でございます。 

 ３０８、３０９ページをごらんください。 

 歳入でございますが、第２款使用料及び手数料は、施設使用料などで収入済額が１億９７６万７,

１４０円、不納欠損額１万３,１００円、収入未済額１２３万６６円で、調定額に対します収納率

は９８.９％でございます。 

 第３款県支出金の収入済額が１,２５２万５,０００円でございます。 

 第５款繰入金は、一般会計及び基金からの繰入金で、収入済額は３億１,６７７万４,０００円で

ございます。 

 歳入合計は下段にございますとおり、予算現額４億６,３０８万２,０００円に対しまして、調定

額４億６,８３７万７,９６８円、収入済額４億６,６９２万４,８０２円、不納欠損額１万３,１０

０円、収入未済額は１４４万６６円でございます。 

 一方、歳出でございますが、第１款事業費では、３１１ページ下段の処理施設維持管理事業に要

した経費１億９,０３７万４,７７２円。３１３ページ、第２款公債費で元金償還金１億４,８６３

万８,５０１円、利子償還金５,６７０万６,７８７円が主なものでございます。 

 歳出合計は下段にございますとおり、予算現額４億６,３０８万２,０００円に対しまして、支出

済額は４億５,０９０万９,７５０円、不用額は１,２１７万２,２５０円でございます。 

 また、３１６ページから３１９ページにかけましては、一般会計、各特別会計の実質収支に関す

る調書でございます。一般会計実質収支額６億７,７０９万５,６１１円のうち、地方自治法第２３

３条の２の規定により財政調整基金への繰入額は３億４,０００万円でございます。 

 なお、３２２ページ以降の財産に関する調書、別冊の一般会計及び各特別会計決算資料について

はごらんおきいただきたいと存じます。 

 以上、簡単でございますが、平成２９年度亀山市一般会計及び各特別会計の決算についてご説明

申し上げました。何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（西川憲行君） 

 会計管理者の補足説明は終わりました。 

 説明の途中ですが午後１時まで休憩します。 

（午前１１時５５分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時００分 再開） 
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○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、上下水道部長に、平成２９年度亀山市水道事業会計決算について、平成２９年亀山市工業

用水道事業会計決算について及び平成２９年度亀山市公共下水道事業会計決算についての補足説明

を求めます。 

 宮﨑上下水道部長。 

○上下水道部長（宮﨑哲二君登壇） 

 それでは、議案第６１号平成２９年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につきま

して、補足説明を申し上げます。 

 平成２９年度亀山市水道事業会計決算書の３ページ、４ページをお開きください。 

 収益的収入及び支出でございますが、収入、第１款水道事業収益の決算額は１３億４,２４６万

８,７３８円となり、その内訳は第１項営業収益１１億８,３４０万３,７５５円で、その大半が給

水収益でございます。 

 第２項営業外収益１億５,８７６万９,８５１円で、主なものは長期前受金戻入でございます。 

 一方、支出につきましては、第１款水道事業費用の決算額は１２億４９４万４,７１８円となり、

その内訳は第１項営業費用１１億４,７４９万１,４６３円で、主なものは三重県企業庁への受水費、

減価償却費、水道施設の維持管理に要した費用でございます。 

 第２項営業外費用５,７２６万６,２１２円で、主なものは企業債利息でございます。 

 次に、５ページ、６ページの資本的収入及び支出でございますが、収入、第１款資本的収入の決

算額は１億６,９３６万３,３４０円となり、その内訳は第１項企業債９,２８０万円で、安楽川を

横断する配水管布設に伴うものでございます。 

 第２項工事負担金６,８１８万７,９４０円で、主なものは公共下水道事業に伴う配水管移設工事

負担金や舗装復旧に伴う一般会計からの工事負担金でございます。 

 第３項負担金８３７万５,４００円で、主なものは消火栓設置に伴う一般会計からの負担金でご

ざいます。 

 次に、支出でございますが、第１款資本的支出の決算額は７億６,１３３万６９４円となり、そ

の内訳は第１項建設改良費５億８,７５８万５,９９４円で、１６ページから１８ページに記載の工

事でございます。 

 第２項企業債償還金１億７,３７４万４,７００円でございます。資本的収入額が資本的支出額に

不足する額５億９,１９６万７,３５４円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３,

７５２万６,４１６円、当年度分損益勘定留保資金２億４,２６９万８,９４０円、減債積立金３,２

２４万２,４５０円、建設改良積立金２億７,９４９万９,５４８円で補填しております。 

 これからご説明申し上げます損益計算書及び貸借対照表につきましては、消費税抜きで作成して

おります。 

 ７ページの平成２９年度亀山市水道事業損益計算書でございますが、営業収支につきましては、

１の営業収益１０億９,６２５万５,２７０円で、２の営業費用１１億６７１万６,５０９円となっ

ており、１,０４６万１,２３９円の営業損失となっております。 

 経常収支につきましては、３の営業外収益１億５,８７１万２,９２１円で、４の営業外費用４,



－２５－ 

９０１万６,６４１円で、９,９２３万５,０４１円の経常利益となります。これに特別利益、特別

損失を加えますと、下から４段目、当年度純利益は９,９３３万７,１２１円でございます。 

 次に、８ページの下段、平成２９年度亀山市水道事業剰余金処分計算書につきましては、未処分

利益剰余金４億１,１０７万９,１１９円のうち、建設改良積立金に９,９３３万７,１２１円を積み

立て、資本金に３億１,１７４万１,９９８円を組み入れるものでございます。 

 次に、９ページ、１０ページの平成２９年度亀山市水道事業貸借対照表でございますが、資産の

部、１の固定資産のうち有形固定資産合計額は９７億８,５４２万８,７１１円で、無形固定資産合

計額は９４９万９,２７０円となっており、この増減明細につきましては、２７ページ、２８ペー

ジに記載しております。 

 ２の流動資産は、現金・預金、未収金等で合計額は８億９,０５５万３,４２４円となっており、

資産合計として１０６億８,５４８万１,４０５円でございます。 

 負債の部、３の固定負債は１５億６,００４万６０２円で、主に企業債でございます。 

 ４の流動負債は４億８,６６３万８,２８４円で、主に来年度償還予定の企業債１億７,８１３万

４,６７１円、工事請負費や三重県企業庁への受水費などの未払金２億６,１７５万２,４５４円で

ございます。企業債の明細につきましては、２９ページから３２ページに記載しております。 

 次に、５の繰延収益につきましては、長期前受金及び長期前受金収益化累計額の合計で、３８億

４,６７４万８８９円となっており、負債合計としまして５８億９,３４１万９,７７５円となって

おります。 

 資本の部、６の資本金の合計額は４２億８,０２４万８,６５０円となり、７の剰余金の合計額は

５億１,１８１万２,９８０円となっております。 

 以上、負債資本合計として、１０６億８,５４８万１,４０５円でございます。 

 次に、２３ページのキャッシュ・フロー計算書では、下から３段目のとおり、資金が１億５,１

９５万６,０９７円減少し、期末残高は６億６,３６７万１,９７９円でございます。 

 以上が、議案第６１号平成２９年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についての

補足説明でございます。 

 続きまして、議案第６２号平成２９年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定

につきまして、補足説明を申し上げます。 

 平成２９年度亀山市工業用水道事業会計決算書の３ページ、４ページをお開きください。 

 収益的収入及び支出でございますが、収入、第１款工業用水道事業収益の決算額は７,９９５万

８,７９０円となり、その内訳は第１項営業収益７,３２６万７３４円で、２つの事業所からの給水

収益でございます。 

 第２項営業外収益６６９万８,０５６円で、主なものは長期前受金戻入でございます。 

 一方、支出につきましては、第１款工業用水道事業費用の決算額は５,３０７万９,３８４円とな

り、その内訳は第１項営業費用４,３７８万４,４２６円で、主なものは減価償却費、施設の維持管

理に要した費用でございます。 

 第２項営業外費用９２９万４,９５８円で、主なものは企業債利息でございます。 

 次に、５ページ、６ページの資本的収入及び支出でございますが、まず収入の決算額はゼロでご

ざいます。 



－２６－ 

 支出でございますが、決算額は２,４５４万５,８２６円で、企業債償還金でございます。 

 資本的収入額が資本的支出額に不足する額２,４５４万５,８２６円は、過年度分損益勘定留保資

金２,１１７万７,３５９円で、当年度分損益勘定留保資金３３６万８,４６７円で補填しておりま

す。 

 これからご説明申し上げます損益計算書及び貸借対照表につきましては、消費税抜きで作成して

おります。 

 ７ページの平成２９年度亀山市工業用水道事業損益計算書でございますが、営業収支につきまし

ては、１の営業収益６,７８３万４,０１８円で、２の営業費用４,２８７万３,８２４円となってお

り、２,４９６万１９４円の営業利益となっております。 

 経常収支につきましては、３の営業外収益６６９万８,１７０円で、４の営業外費用４７７万８,

９５８円となっており、２,６８７万９,４０６円の経常利益となり、下から４段目の当年度純利益

は２,６８７万９,４０６円でございます。 

 次に、８ページ下段の平成２９年度亀山市工業用水道事業剰余金処分計算書につきましては、未

処分利益剰余金４,１９８万４,２７２円のうち３,０００万円につきましては、減債積立金に１,０

００万円、建設改良積立金に２,０００万円を積み立て、残余を繰り越すものでございます。 

 次に、９ページ、１０ページの平成２９年度亀山市工業用水道事業貸借対照表につきましては、

まず資産の部、１の固定資産の有形固定資産合計額は４億６,５２４万４,５６０円となっており、

この増減明細につきましては、１９ページ、２０ページに記載しております。 

 ２の流動資産は、現金・預金及び未収金等で、合計額は２億３,０５６万７,４６８円となってお

り、資産合計は６億９,５８１万２,０２８円でございます。 

 負債の部、３の固定負債は２億９,３７２万９７５円で、主に企業債でございます。 

 ４の流動負債は２,８１０万４,５６６円で、主に来年度償還予定の企業債１,７８５万４,８６５

円でございます。企業債の明細につきましては、１９ページ、２０ページに記載しております。 

 ５の繰延収益につきましては、長期前受金及び長期前受金収益化累計額で１億６,５６０万３,７

８７円となっており、負債合計としまして４億８,７４２万９,３２８円となっております。 

 資本の部、６の資本金１,６３９万８,４２８円、７の剰余金の合計額は１億９,１９８万４,２７

２円となっております。 

 以上、負債資本合計は、６億９,５８１万２,０２８円となっております。 

 次に、１７ページのキャッシュ・フロー計算書では、下から３段目のとおり、資金が２,６４８

万７４５円増加し、期末残高は２億２,４３５万１８２円でございます。 

 以上が、議案第６２号平成２９年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につ

いての補足説明でございます。 

 続きまして、議案第６３号平成２９年度亀山市公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定

につきまして、補足説明を申し上げます。 

 平成２９年度亀山市公共下水道事業会計決算書の２ページ、３ページをお開きください。 

 まず、収益的収入及び支出でございますが、収入、第１款下水道事業収益の決算額は９億４,０

１４万７,２３４円となり、その内訳は第１項営業収益４億４,６９５万８,４９０円で、その大半

が下水道使用料でございます。 



－２７－ 

 第２項営業外収益４億９,３１８万８,７４４円で、主なものは一般会計からの負担金及び長期前

受金戻入でございます。 

 一方、支出につきましては、第１款下水道事業費用の決算額は８億９,３１９万２,７４６円とな

り、その内訳は第１項営業費用７億５,１０６万６,２３７円で、主なものは減価償却費、流域下水

道維持管理負担金及び管路の維持管理費に要した費用でございます。 

 第２項営業外費用１億４,２１２万６,５０９円で、主なものは企業債利息でございます。 

 次に、４ページ、５ページの資本的収入及び支出でございますが、収入、第１款資本的収入の決

算額は８億９,５０９万８,７２０円となり、その内訳は第１項企業債４億２,５４０万円で、公共

下水道事業債及び流域下水道事業債でございます。 

 第２項他会計負担金９,６７１万５,０００円と、第３項他会計補助金３,３４０万円は、一般会

計からの繰入金でございます。 

 第４項国庫補助金２億５,６５０万円で、社会資本整備総合交付金でございます。 

 第５項負担金及び分担金８,３０８万３,７２０円で、主に受益者負担金でございます。 

 次に、支出でございますが、第１款資本的支出の決算額は１１億２,２１７万９,７８４円となり、

その内訳は第１項建設改良費７億５,８０６万８,１３０円で、主なものは３７ページに記載の工事

や設計業務委託でございます。 

 第２項企業債償還金３億６,４１１万１,６５４円でございます。 

 資本的収入額が資本的支出額に不足する額２億４,２９８万１,０６４円は当年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額２,１３７万９,６６５円、減債積立金３,５５２万４,９４０円、過年度

分損益勘定留保資金１億８,６０７万６,４５９円で補填しております。 

 これから説明申し上げます損益計算書及び貸借対照表につきましては、消費税抜きで作成してお

ります。 

 ６ページの平成２９年度亀山市公共下水道事業損益計算書でございますが、営業収支につきまし

ては、１の営業収益４億１,３８７万９,２６０円で、２の営業費用は７億２,９７４万７,４４９円

となっており、３億１,５８６万８,１８９円の営業損失となっております。 

 経常収支につきましては、３の営業外収益４億８,８４６万８,９６５円、４の営業外費用１億４,

７０２万５,９５３円で、２,５５７万４,８２３円の経常利益となっており、下から４段目の当年

度純利益は２,５５７万４,８２３円でございます。 

 次に、１０ページ、平成２９年度亀山市公共下水道事業剰余金処分計算書（案）につきましては、

未処分利益剰余金６,１０９万９,７６３円のうち資本金に３,５５２万４,９４０円を組み入れ、減

債積立金に２,５５７万４,８２３円を積み立てるものでございます。 

 次に、１２ページから１３ページの平成２９年度亀山市公共下水道事業貸借対照表につきまして

は、まず資産の部、１の固定資産のうち、有形固定資産合計額は１４６億９,８１２万５,９７６円

で、無形固定資産は１４億７,７２２万３,２４４円となっており、この増減明細につきましては２

０ページ、２１ページに記載しております。 

 ２の流動資産は、現金預金及び未収金で、合計額は７億８,２７８万７,５７２円となっており、

資産合計は１６９億９,３９５万４,３８２円でございます。 

 負債の部、３の固定負債は８０億６,０６２万３,８２０円で、主に企業債でございます。 



－２８－ 

 ４の流動負債は６億２,３６９万４,１６７円で、主に来年度償還予定の企業債３億８,２８７万

７,９２０円、工事請負費や流域下水道維持管理負担金などの未払金２億３,３５３万２,４８７円

でございます。企業債の明細につきましては、２２ページから２９ページに記載しております。 

 ５の繰延収益につきましては、長期前受金で７８億６,４５５万７,９５２円となっており、負債

合計は１６５億４,８８７万５,９３９円となっております。 

 資本の部、６の資本金の合計額は、出資金も含め３億７,５１８万８１０円となり、７の剰余金

の合計は資本剰余金と１４ページの利益剰余金の合計で６,９８９万７,６３３円となっております。 

 以上、負債資本合計１６９億９,３９５万４,３８２円となっております。 

 次に、１５ページのキャッシュ・フロー計算書では、下から３段目のとおり資金が８５８万３,

９４４円増加し、期末残高は６億８,５８４万５８５円でございます。 

 以上が議案第６３号平成２９年度亀山市公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

ての補足説明でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（西川憲行君） 

 上下水道部長の補足説明は終わりました。 

 次に、地域医療部長に平成２９年度亀山市病院事業会計決算についての補足説明を求めます。 

 古田地域医療部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 それでは、議案第６４号平成２９年度亀山市病院事業会計決算の認定について、補足説明を申し

上げます。 

 平成２９年度亀山市病院事業会計決算書の１、２ページをごらんください。 

 まず、収益的収入及び支出につきましては、収入合計は医業収益と医業外収益を合わせた病院事

業収益で１５億４,５０２万４,５８０円でございます。 

 これに対し、支出合計は医業費用と医業外費用、特別損失を合わせた病院事業費用で１６億６,

４７４万８,１７６円で、差し引きしますと１億１,９７２万３,５９６円の不足となっております。

この不足額は、平成２８年度と比較して１億４,１１８万６,１７８円減少しております。 

 次に、３、４ページをごらんください。 

 資本的収入及び支出のうち、出資金、補助金、企業債、寄附金、長期貸付金返還金を合わせた収

入合計は１億３,０７９万６,９１２円。 

 これに対し、建設改良費、企業債償還金、投資、基金費を合わせた支出合計は２億３,４７２万

２,０７４円でございます。差し引き１億３９２万５,１６２円の不足は、過年度分損益勘定留保資

金で補填いたしました。 

 次に、５ページの平成２９年度亀山市病院事業損益計算書をごらんください。 

 ここからは法定書式によりまして、消費税抜きで記載しております。 

 まず、１の医業収益は１３億６０３万４,４１４円で、これに対し２の医業費用が１５億８,４４

１万６,４５５円であり、差し引きしました医業収支は２億７,８３８万２,０４１円の医業損失と

なっております。 

 ３の医業外収益は２億３,５２６万７,８３１円で、これに対し４の医業外費用が７,１４８万３,

０１０円であり、差し引きしました医業外収支は１億６,３７８万４,８２１円の利益となっており



－２９－ 

ます。 

 これらの医業損失と医業外利益を差し引きいたしました１億１,４５９万７,２２０円が経常損失

となり、そこに特別損失１８４万１,８６５円を算入いたしました平成２９年度の純損失は１億１,

６４３万９,０８５円となります。 

 次に、６ページの平成２９年度亀山市病院事業剰余金計算書をごらんください。 

 表の資本金欄、自己資本金は政府債償還金元金の３分の２を補填いただく他会計出資金４,４４

４万４,９１２円を加えまして、３５億８,０２６万９,２４８円となっております。 

 剰余金欄、利益剰余金につきましては、当年度純損失１億１,６４３万９,０８５円の計上により、

利益剰余金の当年度末残高がマイナス１０億８,８０９万３,５２４円となり、資本合計は２５億９

９５万３,８９４円となっております。 

 下段の平成２９年度亀山市病院事業欠損金処理計算書につきましては、当年度の処分額がありま

せんので、当年度末残高と処分後残高に変更はございません。 

 次に、７、８ページの平成２９年度亀山市病院事業貸借対照表をごらんください。 

 まず、資産の部につきましては、１．固定資産は有形固定資産と無形固定資産、投資を合わせて

２５億５７０万４,５８９円となっております。 

 ２．流動資産は、現金預金、未収金、貯蔵品で、合計６億２,７４４万１,９６５円となっており

ます。資産合計は３１億３,３１４万６,５５４円となっております。 

 次に、負債の部につきましては、３．固定負債は企業債とリース債務及び引当金で、合計２億２,

３７９万４,１３１円、４．流動負債は企業債とリース債務、未払金、引当金等で、合計３億８,３

３１万６,６４５円となっております。 

 ５．繰延収益につきましては、１,６０８万１,８８４円を計上しております。 

 以上、負債合計は６億２,３１９万２,６６０円となっております。 

 ８ページ下段の資本の部につきましては、６．資本金は自己資本金３５億８,０２６万９,２４８

円となっております。 

 ７．剰余金は、資本剰余金１,７７７万８,１７０円と欠損金１０億８,８０９万３,５２４円で、

資本の合計は２５億９９５万３,８９４円となっております。負債資本の合計は３１億３,３１４万

６,５５４円となり、資産の合計額と合致しております。 

 以上、議案第６４号平成２９年度亀山市病院事業会計決算の認定についての補足説明とさせてい

ただきます。 

 なお、１０ページ以降の附属書類もあわせてご審議賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（西川憲行君） 

 地域医療部長の補足説明は終わりました。 

 以上で上程各案に対する提案理由の説明は終わりました。 

 お諮りします。 

 本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 
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 そのように決定しました。 

 続いてお諮りします。 

 あす２５日から９月３日までの１０日間は、議案精査のため休会したいと思います。これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 

 あす２５日から９月３日までの１０日間は、休会することに決定しました。 

 次の会議は９月４日午前１０時から開き、上程各案に対する質疑を行います。 

 本日はこれにて散会します。 

（午後 １時３５分 散会） 
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●議事日程（第２号） 

 平成３０年９月５日（水）午前１０時 開議 

第  １ 諸報告 

第  ２ 上程各案に対する質疑 

     議案第５２号 亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正について 

     議案第５３号 亀山市営住宅条例の一部改正について 

     議案第５４号 亀山市健康づくり関センター条例の廃止について 

     議案第５５号 平成３０年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について 

     議案第５６号 平成３０年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

     議案第５７号 平成２９年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

     議案第５８号 平成２９年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

     議案第５９号 平成２９年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

     議案第６０号 平成２９年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

     議案第６１号 平成２９年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

     議案第６２号 平成２９年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついて 

     議案第６３号 平成２９年度亀山市公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついて 

     議案第６４号 平成２９年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

     報告第１１号 決算に関する附属書類の提出について 

     報告第１２号 健全化判断比率の報告について 

     報告第１３号 亀山市水道事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１４号 亀山市工業用水道事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１５号 亀山市公共下水道事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１６号 亀山市病院事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１７号 亀山市農業集落排水事業特別会計資金不足比率の報告について 

     報告第１８号 専決処分の報告について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（１８名） 

   １番     今 岡 翔 平 君       ２番     西 川 憲 行 君 

   ３番     髙 島   真 君       ４番     新   秀 隆 君 
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   ５番     尾 崎 邦 洋 君       ６番     中 﨑 孝 彦 君 

   ７番     福 沢 美由紀 君       ８番     森   美和子 君 

   ９番     鈴 木 達 夫 君      １０番     岡 本 公 秀 君 

  １１番     伊 藤 彦太郎 君      １２番     宮 崎 勝 郎 君 

  １３番     前 田 耕 一 君      １４番     中 村 嘉 孝 君 

  １５番     前 田   稔 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  西 口 昌 利 君 

総 合 政 策 部 長  山 本 伸 治 君    生 活 文 化 部 長  佐久間 利 夫 君 

健 康 福 祉 部 長  井 分 信 次 君    産 業 建 設 部 長  大 澤 哲 也 君 

上 下 水 道 部 長  宮 﨑 哲 二 君    危 機 管 理 監  久 野 友 彦 君 

                       生活文化部次長兼 
総合政策部次長  落 合   浩 君              嶋 村 明 彦 君 
                       関 支 所 長 

健康福祉部次長  伊 藤 早 苗 君    産業建設部次長  亀 渕 輝 男 君 

生活文化部参事  深 水 隆 司 君    産業建設部参事  服 部 政 徳 君 

産業建設部参事  草 川 保 重 君    会 計 管 理 者  渡 邉 知 子 君 

消防長兼消防部長  平 松 敏 幸 君    消 防 署 長  豊 田 邦 敏 君 

地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君    地 域 医 療 部 長  古 田 秀 樹 君 

教 育 長  服 部   裕 君    教 育 部 長  草 川 吉 次 君 

教育委員会事務局参事  亀 山   隆 君    監 査 委 員  渡 部   満 君 

                       選挙管理委員会 
監査委員事務局長  青 木 正 彦 君              松 村   大 君 
                       事 務 局 長 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

事 務 局 長  草 川 博 昭      書 記  水 越 いづみ 

書 記  髙 野 利 人      書      記  村 主 健太郎 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（西川憲行君） 

 おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第２号により取り進めます。 
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 日程第１、諸報告をします。 

 監査委員から例月出納検査結果報告書２件が提出されておりますので、ご報告します。 

 次に、日程第２、上程各案に対する質疑を行います。 

 初めに申し上げておきます。 

 質疑にあっては、議題となっております事件について、その内容を明確にするため説明を求める

もので、議題の範囲を超えて、また一般質問にならないようにご注意をお願いします。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 １４番 中村嘉孝議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 おはようございます。 

 新和会の中村でございます。 

 通告に従いまして、代表質疑をさせていただきます。 

 さて、私の任期もあとわずかとなったわけでございます。最後まで頑張りたいと、そのように考

えております。 

 なお、市長初め執行部の皆様におかれましては、今後、亀山市発展のためになお一層のご尽力を

賜りますようにお願いを申し上げます。 

 それでは、質疑に入りたいと思います。 

 まず、議案第５７号平成２９年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について及び報告第１１号

決算に関する附属書類の提出についてということで、まず１番目に決算の評価について、そのうち

の総括についてでございます。 

 平成２９年度は、第２次総合計画の前期基本計画のスタートの年として基本構想における将来都

市像に向けた事業の推進を財政健全化による持続可能な財政運営に取り組んでこられたところでご

ざいます。事業の選択と集中による行政経営、また資源の再配分と歳入に見合った歳出の基本姿勢

に立ち、予算編成をされたということでございました。平成２９年度の予算執行に当たっては、い

ろいろハード事業やソフト事業を実施されたところでございます。 

 そこでお尋ねしたいと思いますが、平成２９年度決算につきまして、全体を見てどういった評価

をされているのか、まず市長にお伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 １４番 中村嘉孝議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 おはようございます。 

 中村議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 平成２９年度の一般会計決算の評価でございますが、第２次総合計画前期基本計画のスタートの

年として、基本構想における将来都市像の実現に向けた事業の積極的な推進と、財政の健全化によ

る持続可能な行財政基盤の確立の両立を目指し、各取り組みを着実に推進したところでございます。 

 その施行結果といたしまして、亀山駅周辺整備事業や西野公園体育館の空調整備事業などのハー

ド事業を進め、また地域まちづくり協議会支援のため創設した地域予算制度の活用や、市民の文化
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力の向上を図るかめやま文化年事業の開催などのソフト事業を実施いたしました。 

 一方で、国庫補助事業の採択によりまして事業費の追加がございました中学校の空調機整備事業

や関の山車会館整備事業などにつきましては、事業進捗等によりやむを得ず次年度への繰り越しを

行ったところではございますが、第２次総合計画前期基本計画における事業について、おおむね計

画どおり進捗を図ることができたというふうに考えております。 

 一方、歳入におきましては、市税が前年度比で約２億８,０００万円、地方交付税が約１億４,０

００万円増となるなど一般財源が増収となりまして、財源調整で取り崩しを行った財政調整基金残

高は、前年度比で約５億円減の約３５億円を確保しまして、市債残高は９年連続で減少となる１６

２億８,０００万円となりました。 

 また、平成２９年度決算における財政指標につきまして、単年度収支は前年度の約６億４,００

０万の赤字から約３億５,０００万円の黒字に転じ、財政調整基金の取り崩し等を反映した実質単

年度収支は、赤字額が前年度の約１４億１,０００万円から約３億２,０００万円に縮小するなど、

前年度に比べ好転したことを示してございます。 

 そのほか、経常収支比率につきましても前年度より２.４ポイント低下した８６.７％となり、目

標とする８５％に近づいてございまして、また公債費負担比率におきましては前年度より０.６ポ

イント低下した１４.０％となっておりますことから、平成２９年度決算におきましては、財政構

造の硬直化は一部認められるものの、各種指標が好転したことなどによりまして、一定の財政の健

全化が図られたものというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございました。 

 財政構造の硬直化は若干認められるものの、一定の財政健全化を確保することができたというこ

とで、また市債残高も減ったと、そのように理解させていただきました。 

 次に、自主財源と依存財源についてでございます。 

 自主財源の確保というのは、財政運営上、大変重要であるという観点からお尋ねしたいと思いま

す。 

 今回、歳入決算額約２１４億円のうち自主財源は約１３０億円、依存財源は約８４億円というこ

とでございます。自主財源の歳入決算額に占める割合は６０.７％であり、前年度に比較すると、

金額で考えてみますと約２億円増加しておりますが、依存財源の歳入歳出額に占める割合は３９.

３％であるということ。とにかく自主財源の比率が年々低下しているのは問題があると、そのよう

に考えます。 

 自主財源に依存する、自主財源またその依存財源、確かに流動的ではございますが、自主財源に

ついて、当市では６２から６３％前後で推移していると認識しております。とにかくこの自主財源

の比率を上げることが重要ではございます。今の比率の状況を含め、こういったことにつきまして

どういった見解をお持ちかお尋ねしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合総合政策部次長。 
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○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 自主財源とは、市税や分担金及び負担金、使用料及び手数料など、地方公共団体がみずからの権

限で調達できる財源でありまして、依存財源とは、地方交付税や地方譲与税、国・県支出金などの

ように国や県の意思決定によって収入される財源でございます。 

 平成２９年度決算におきましては、中村議員のおっしゃられたように、自主財源につきましては、

前年度に比べて２億円の増となる約１３０億円、その比率は前年度より１.９ポイント低下した６

０.７％となり、また依存財源につきましては、前年度に比べ約８億円の増となる約８４億円とな

っており、比率は前年度より１.９ポイント増の３９％となったところでございます。 

 当市では、平成２１年度以降、自主財源の中心である市税収入の落ち込みなどに伴い、歳入決算

額に占める自主財源の割合が年々減少しているところではございますが、自主財源の比率６０.

７％という数字は、県下１４市中２番目に高い比率であるということを確認しております。 

 今後におきましても、自主財源の額が行政活動の自主性と安定性を確保し得る尺度にもなるとい

うことでありますので、市税収入の確保はもとより、行財政改革を進めることによって引き続き自

主財源の確保に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 わかりました。 

 県下では水準が高いと、そういうことでございますが、自主財源、依存財源の増減理由は理解さ

せていただきました。 

 確かに大規模事業の投資等などの要因によりましてその率が大きく変動することから、この比率

により財政運営の安定性が損なわれるとは限りませんが、たしか平成２１年には７６.６％あった

ときもあったと覚えております。 

 今後は市長に頑張っていただきまして、企業誘致等々、こういった比率を高めていただくように

お願いするものでございます。 

 次に、亀山市の行政評価外部評価委員会による評価結果についてでございます。 

 この外部評価委員の制度は、平成２０年度から設立されたと記憶しております。要綱では１５人

以内で組織するとございますが、現在５人ほどで行っていると聞いておりますが、今の現状につき

ましてお尋ねしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 亀山市行政評価外部評価委員会は、市の行政評価機能を補完し、かつ有効に機能させることを目

的として設置しておりまして、市が実施した事務事業評価の結果について、外部の視点から検証を

いただくものでございます。 

 委員につきましては、市政に関しすぐれた識見を有する者のうちから市長が委嘱することとして

おりまして、第２次総合計画策定時の総合計画審議会委員のほか、行財政改革推進委員会委員など

を含めた５名で構成しているところでございます。 
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○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございました。 

 一応５名でということでございます。こういった外部評価の委員会でございますけど、１５人以

内というふうに決めている中、５人程度で十分機能を果たしているのか、その辺についてお尋ねし

たいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 外部評価委員会要綱に規定しております委員定数は、中村議員おっしゃるように１５名でござい

ますが、総合計画審議会委員を初めとして、その他の各種委員会等の就任などにも柔軟に対応でき

るようにということで１５人としているところでございます。 

 現在５人の委員でございますけれども、外部評価の目的や内容、会議の運用状況などから適切な

委員数を確保しているものと認識しております。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 ５人で適切な人数と、そのように確認させていただきました。 

 評価結果の中で市税や普通交付税の減少が見込まれるなど、今後は財政不足による厳しい財政運

営が予測されるとありまして、一層健全な財政運営に努めなさいと、こういった外部評価の意見に

対しましてどんな見解を持ってみえるのかお尋ねします。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 亀山市行政評価外部評価委員会の平成２９年度決算に係る外部評価の結果の内容のうち、決算概

要につきましては以下のような評価をいただいております。 

 歳入における市税や普通交付税の減収が見込まれるなど、今後財源不足による厳しい財政状況が

予測されていることから、一層健全な行財政運営に取り組む必要があり、そのためにも第２次総合

計画の事業推進においては、引き続き財源の確保と実施可能な事業推進を図られるとともに、行政

評価システムの適切な運用を行うことで効果的、効率的な行財政運営に努めていただきたいとの評

価でございます。 

 今後も厳しい財政状況が見込まれますが、第２次総合計画前期実施計画の第１次実施計画の着実

な推進に努めまして、また第２次行財政改革大綱後期実施計画の着実な実践によりまして、歳入の

確保と歳出の削減に取り組みまして、施策や事業の選択と集中による財源の有効活用を図るなど、

一層健全な行財政運営に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 
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○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 わかりました。 

 民間企業の発想や経営手法などを可能な限り行政の分野に活用するＮＰＭ、ニュー・パブリッ

ク・マネジメントというのがございます。確かに亀山市のやってみえます行政評価システムがこれ

に当たると思います。 

 こういった外部評価委員会でも行政評価システムを徹底するということでしなさいと、そういう

意見もございました。今後はできる限り適切な運用を行っていただきたいと、そのように思います。 

 次に、長期財政見通しとの整合についてでございます。 

 こういった中、中・長期財政見通しにつきましては、財政運営におきまして一つの目安になると

思います。長期財政見通しの財政収支試算の結果によりますと、歳入が約２０３億円、歳出が２１

０億円ということです。それに対しまして今回の決算額は、歳入約２１４億円、歳出が２０５億円、

財調への繰り入れは３億４,０００万ということでございます。 

 こういった状況につきまして、その長期財政見通しとの差につきましてどのようなお考えがござ

いますか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 平成３０年２月に策定いたしました亀山市長期財政見通しにつきましては、あくまで予算ベース

の見込みであります。したがいまして、決算額と比較しますと、前年度からの繰越事業費や不用額

などを加えておりますので、歳入歳出決算とは基本的に差が生じるということをまず初めに申し上

げます。 

 長期財政見通しと平成２９年度決算の比較でございますけれども、歳入では臨時財政対策債を除

いた市債発行額が約１億円の減となったこと、また一般財源であります市税収入、地方交付税が１

億円の増となったこと、また前年度からの繰越事業の財源を３億７,０００万円程度計上したこと

などによりまして、歳入では約４億２,０００万円の増となっております。 

 一方、歳出におきましては、扶助費等の増によりまして義務的経費が約３億８,０００万円の増

となったものの、投資的経費が約１億円の減、補助費等の減によりその他経費が約７億７,０００

万円の減となったことにより、約５億円の減となったものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございます。 

 差が生じた要因というのを理解させていただきました。 

 次に、２番の決算収支についてでございます。 

 実質収支と実質単年度収支についてということで、平成２９年度の決算収支は、歳入決算額が２

１４億３,２４６万円、歳出決算額が２０５億１,７４１万円で、実質収支は６億７,７１０万円の

黒字ということ。しかしながら、実質単年度収支は、財調６億６,７５７万円取り崩したところか

ら３億１,９４５万円の赤字となっている状況でございます。 
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 当市の平成２９年度の実質収支比率は５.２％で、昨年に比べまして２.７ポイント増加している

状況でございます。実質収支比率はおおむね標準財政規模の３ないし５％程度が望ましいと言われ

ておりますが、若干高いと思いますが、これにつきましてご見解をお伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 実質収支比率についてご説明させていただきます。 

 実質収支比率とは、実質収支の標準財政規模に対する割合を示すものでありまして、本市の実質

収支比率は、平成２９年度は５.２％でありまして、昨年２８年度は２.６％、２７年度は７.５％

となっております。これらを類似団体と比較しますと、平成２８年度は類似団体は５.４％、亀山

市は２.６％、２７年度は類似団体が７.５のところ、亀山市は同じく７.５％というふうになって

おりまして、中村議員がおっしゃられますように３％から５％が望ましいとされてはおりますが、

当市の比率５.２％は類似団体と比較しましても遜色ない比率であるとは認識しているところでご

ざいます。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 若干高いということで理解させていただきました。 

 実質単年度収支は約３億２,０００万、昨年よりは赤字は少し減少したということで確認いたし

ました。 

 こういった実質収支比率は標準財政規模に対する実質収支額の割合を示す数値でございますが、

ところでこの平成２９年度の標準財政規模は約１２９億円、及び経常一般財源比率９７.３％とい

うことでございました。こういった数値というのは妥当とお考えかどうか、その辺についてご見解

をお伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 経常一般財源比率と申しますのは、経常一般財源収入額の標準財政規模に対する割合でございま

す。 

 平成２９年度決算では９７％になっておりまして、前年度の９３.９％よりも好転しておりまし

て、おおむね良好な数字であると、そういう認識を持っております。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 おおむね良好な数字と、そのように理解させていただきました。 

 次に、プライマリーバランス（基礎的財政収支）についてでございます。 

 平成２９年度は、市債の借り入れが増加したことなどから、前年度より約７,０００万の赤字と

なっております。 
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 このプライマリーバランスというのは、政策的な支出を新たな借金に頼らず、その年度の税収等

で賄われているかどうか、子供たちや孫たちの世代に負担を先送りしているかどうかと、そういっ

た指標だと私なりに認識しております。 

 具体的には、地方債元利償還額、財調の基金及び減債基金及び減債基金の取り崩しを除いた歳入

とのバランスを見るものだと、そのように理解しております。とにかくこのプライマリーバランス

というのは大変重要であると、そのように思います。 

 現在、日本の政府もプライマリーバランスを２０２０年までに黒字化すると、絶えずそのような

報道がございますが、先般もなかなかこの目標を達成できないような、そのような報道もございま

した。 

 このプライマリーバランスは単年度ごとの経営結果を示す指標でございまして、当然大規模な投

資があれば単年度収支は赤字になると。また、地方債発行や財調の繰り入れによりまして変動する

わけでございます。しかしながら、このプライマリーバランスの均衡化を目指すことは大変重要で

あると、そのように認識しております。このことにつきまして、どういった見解をお持ちかお伺い

いたしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 地方自治体におけますプライマリーバランスと申しますのは、地方債の元利償還金、財政調整基

金及び減債基金への積立金を除いた歳出と繰越金、地方債発行額、財政調整基金及び減債基金の取

り崩し額を除いた歳入のバランスを見るものでありまして、市債や財政調整基金からの繰り入れに

頼らずに、その年度の税収等で資金が賄われているかを示す指標であります。 

 平成２９年度の基礎的財政収支は、前年度の約１億３,０００万円の黒字から約７,０００万円の

赤字に転じております。この主な要因といたしましては、歳入において市税や普通交付税などが増

加する一方でありましたが、歳出に対する資金としましては、臨時財政対策債などの地方債を増加

したことから、歳入総額に占める地方債発行額の割合が高くなったということで赤字に転じたもの

でございます。 

 このプライマリーバランスを均衡化させることは、後の世代の負担を増加させないことになるこ

とから大変重要なことであると認識しております。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございます。 

 プライマリーバランスの割合が高くなった要因ということも理解させていただきました。 

 このプライマリーバランスが均衡化するということが市債発行残高の増加をとめる条件になると

思います。なぜなら、このプライマリーバランスの赤字が続いている限り、それを埋めるために、

市債発行残高がふえざるを得ないと、そういうことでございます。 

 プライマリーバランスを黒字化しようとすることは、過去の借金を返しつつ、次世代の負担を軽

減しようというものでございまして、この均衡をうまくしながら市民生活を保障していくことが、
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現在求められております亀山市の行政の役目だと、そのように私なりに理解をしております。 

 このプライマリーバランスが大変難しいと思いますが、これを黒字化する考え方、何か良策でも

ございましたら、お考えがありましたらお尋ねしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 このプライマリーバランスと申しますのは、あくまで単年度の収支のバランスを見るものであり

まして、その年度の事業規模等により変動いたしますし、また税収におきましては、一過的な新規

投資などに左右される点も持っておりまして、将来的な予測がしがたいというものでございます。 

 そのために、もう一つ財政指標にあります公債費負担比率というのがあります。公債費負担比率

は、単年度ではなくて年度間での変動が少ないということから、将来の公債費負担を抑制するため

にも、この公債費負担比率を注視しつつ、地方債の適正な発行に留意した上で、プライマリーバラ

ンスについては財政指標を総合的に検証しつつ、歳入の確保と歳出の削減を行いまして健全な財政

運営を行っていく必要があると考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございました。 

 良策といいますか、結局は歳入の確保と歳出の削減に尽きると、そのように理解させていただき

ました。 

 次に、財政分析指標についてでございます。 

 経常収支比率と財政力指数について、今回、経常収支比率は前年度８９.１％に比べ２.４％減少

し８６.７％で、行政改革大綱に目指す８５％を若干超えている状況でございます。なかなか目標

値までは達しないということでございますが、確かにそんなにかけ離れている状況ではございませ

んが、財政力指数も０.９３１から０.９１１に下がっているのが現状でございます。経常収支比率

も今後も上昇傾向にあると考えますが、つまりこの投資的経費や新規事業をする余力が徐々に減っ

ていく状況にもございます。 

 そういった中、いろいろな大規模事業をしていかなきゃならない状況の中、大変難しい問題も多

いと思いますが、こういった状況につきまして、またご見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 経常収支比率と申しますのは、財政の弾力性を示す指標でありまして、その比率が高いほど臨時

的経費、政策的経費に財源を投入する余裕に乏しく、財政構造の硬直化を示していることでありま

す。 

 平成２９年度決算における経常収支比率は、中村議員おっしゃるように８６.７％でありまして、

昨年度の８９.１％から２.４ポイント改善しております。その要因といたしましては、経常的経費

は物件費や繰出金などの増により増額となった一方で、経常的に収入された一般財源は、市税、普
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通交付税、臨時財政対策債の増により増額となったことが要因でございます。 

 経常収支比率は、平成２４年度には９３.５％と高くございました。その後においては、年々改

善しておりまして、財政構造の硬直化から弾力化への方向へ進んでおるものと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございます。 

 今のところ数値もそんなにかけ離れた状況じゃないと思っておりますが、こういった経常収支比

率を８５％以下に持っていくには、財源の確保と歳出の抑制が最大のポイントだと、そのようにも

再度、先ほどからそういったご答弁もございましたし、現にそのとおりだと思います。この辺のと

ころは大変難しいところだと思います。 

 しかしながら、亀山市も現在かなり大規模事業に取りかかっておられます。駅前周辺から学校、

それから今後は庁舎の建設等々、かなりの大規模投資が必要だと、そのようになってくると思いま

すが、なかなかこういった経常収支比率を８５％以下に持っていくというのは、そういったところ

からも今後難しいんじゃなかろうかと、そのようにも理解するところでもございます。できるだけ

８５％以下に持っていくように少しでも、難しいとは思いますが努力をしていただきたいと、その

ように思っております。 

 次に、公債費負担比率についてでございます。 

 この比率は前年度に比べますと０.６ポイント減少し、１４％ということが望ましいと言われて

おります。１５％をやや下回っている状況でございます。１４％ということで、この公債費負担比

率が減少していく、確かにその借金を年々返しておりますので当然だと思いますが、主な要因とい

うのはどういったことがあるのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 公債費負担比率と申しますのは、公債費に充当した一般財源の一般財源総額に占める割合を示す

ものであります。一般的には、財政運営上１５％が警戒ライン、２０％が危険ラインとされており

ます。 

 平成２９年度の公債費負担比率は、前年度の１４.６％より０.６ポイント改善いたしました１４.

０％となっており、引き続き警戒ラインは下回っているところでございます。その低下の改善の要

因といたしましては、歳出の公債費が前年度と比較して約５,６００万円増加してはおりますが、

公債費に充当された一般財源が約１,５００万円の増となった一方で、一般財源の総額が市税など

の増収により約７億４,３００万円増加したことによる、そのようなことで０.６ポイントの改善と

なったものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 その０.６ポイント減少したと、そういうことでございます。 
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 確かにその公債費負担比率は１４％ということで望ましいと言われていますが、１５％を下回っ

ているわけでございますけど、今としてはまあまあの数字かもわかりませんが、今後さまざまなそ

ういった大規模事業が控えておる中、その辺のところにつきまして、今後は見通しといいますか、

どんどんふえていくんじゃなかろうかと、そのように思いますが、それにつきましてわかる範囲で

結構ですので、この数字をずうっと保っていければいいんですけど、なかなかそれも難しい話だと、

そのように思いますが、ご見解ございましたらお尋ねしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 公債費負担比率の今後の見込みでございますが、平成２４年度は約２７億で、そのときはピーク

でございました。２８年度では約２１億円となっております。 

 また、今後は再び減少傾向となる見込みではございますが、公債費償還の財源である減債基金に

つきまして、平成２９年度末で約３億５,０００万円に減少しております。その減債基金が枯渇し

た場合は、公債費に充当する一般財源が増加しまして、また比率が上昇するということも見込まれ

ております。 

 このことから長期財政見通しにおきましては、減債基金の繰り入れについては、公債費負担の一

般財源を約２２億円に平準化するということを長期財政見通しで定めております。また一方で、起

債の借入につきましては、交付税措置のある有利な起債を活用するなど、財政の健全化を示す指数

に注意しつつ、目標であります１５％以下を、今後の行財政運営を、それに向けて推進していきた

いと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございます。 

 今後、いろんな庁舎の建設等々、大規模事業が控えている中、今後は借金もかなりしていかなけ

れば難しいような状況が続いていくと、そのように考えております。 

 次は、４番目の財務書類４表についてでございます。 

 まず１番目に、総務省による統一的基準による地方公会計の整備についてということでございま

す。 

 財務書類４表が本年度も決算の財政指標の添付資料として、財務書類４表（バランスシート、行

政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書）等々を提出されたところでございます。

年々資料としては充実しているんじゃなかろうかと、そのようにも理解しております。 

 そういった中、総務省によりまして発生主義の考え方が示されまして、ここ三、四年の間でござ

いますけど、平成２９年度までに、この３年間で財務書類を整備しなさいと、そういったことでご

ざいました。総務省からそういうお達しがあったというか、そういうことでございました。これを

受けまして、平成２９年度の４表はこれまでとどのように変化したのか、具体的にわかりやすいよ

うに説明をお願いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 
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 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 地方公会計の整備といたしまして、本市がこれまで作成してきました財務書類４表につきまして

は、平成１８年度に総務省から示された総務省方式改訂モデルに基づいておりましたが、当モデル

は既存の決算統計データを活用した簡便な作成方法であったため、公共施設マネジメントにも資す

る固定資産台帳の整備が十分に進んでいないといった課題がございました。 

 平成２７年１月に固定資産税の固定資産台帳の整備と複式簿記への対応を前提とした統一的な基

準が総務省から示されたことを受けまして、固定資産台帳を整備した上で、平成２９年度決算に係

る財務書類４表を作成いたしました。 

 その具体的な変更点といたしましては、決算統計データではなく固定資産台帳データを活用する

ことにより、有形固定資産の内容を学校や庁舎等を初めとする事業用資産と道路等のインフラ資産

に分別するなど、正確かつ詳細な情報に基づいた財務書類とした点でございます。 

 また、全ての地方公共団体が統一的な基準に基づき財務書類を作成することにより、他団体との

比較が容易になるほか、その財政構造の特徴や課題等を客観的に分析することで、財政運営等への

活用を充実させることができるものと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 わかりました。 

 評価のルールを決めて、耐用年数に応じて定額法による減価償却を行い、簿価を算出したと、そ

ういう形になると思うんですが、結局、先般からずうっと聞いておるんですけど、この固定資産台

帳の整備でございますけど、特に現時点で完全なものが既にできていると、そのように認識してお

りますが、先ほど言いました、これは前回もちらっと聞いたんですけど、その定額法か定率法かど

っちにするのかと、そのようにもお尋ねしたわけでございますけど、その辺のところがうまくでき

ているのか、現状につきましてそういった簿価を算出したとか、そういうことですけど、お尋ねし

たいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 財務書類４表のもととなります固定資産台帳の整備についてでございますけれども、平成２９年

度末におきまして、平成２７年度末時点における保有する資産について整理を行いまして、平成２

８年度４月１日時点の固定資産台帳を整備しました。これらの整備に当たりましては、過去に取得

した固定資産の取得価格や供用開始日が不明なものもあったため、土地や建物、工作物など、それ

ぞれに評価のルールを定めまして、そのルールにより定めた価格に対し、耐用年数に応じて定率法

ではなくて定額法による減価償却を行い、簿価を算出したところでございます。その後、平成２８

年度、２９年度の異動分も反映させた資産評価を行いまして、そのデータに基づいて財務書類４表

の作成を行ったというものでございます。 

○議長（西川憲行君） 
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 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございます。 

 たしかこれ、前回も同じような固定資産台帳につきましては確認させていただきまして、たしか

そのときも定額法で行うということをある程度は確認はしておりましたんですけど、簿価をこれか

ら算出していくと、そのようなことも前回はご答弁もございましたんで、そのようにされたと、今

のご答弁で理解させていただきました。 

 なかなか固定資産台帳、民間と違いますので耐用年数とか、当初の取得価格等々がなかなか決ま

っていないので、それを今からさかのぼって算出するというのは大変難しいことだと思います。時

間もかかると思いますが、先ほどのご答弁の中できちっとしたものができたと、そのようなふうに

理解させていただきました。 

 もう一点お尋ねしたいと思うんですけど、その固定資産台帳でございますけど、一応その台帳と

して置いてあるのか、それともそういった簿冊としてあるのか、それともそういった記録のみが残

っているのか、その辺についてわかりましたらお尋ねしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 この固定資産台帳につきましては、おのおのの資産ごとの価格は算出しておりますが、個々の物

件についての価格というのを今電算データで移行作業をやっておるということでございますので、

２９年度末の個別のところまでは今できていないんですけれども、それはいずれできるというもの

でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございました。 

 いずれできるということでございますが、固定資産台帳は一般企業にとりましては大変重要なも

のでございますので、今後きちっとしたものを作成していただきたいと、そのように思うところで

ございます。 

 次に、最後になりますが、決算重視によります今後の財政運営についてということでございます。 

 これからの自治体におきましては、予算と決算を比べますと決算重視の考え方が今後重要になっ

てくると考えます。 

 今回の総務省からの固定資産台帳の整備もその一環だと、そのように理解しております。 

 確かにこの決算といいますのは、予算を執行したにすぎないと、妙味がないと言ったらそれまで

ではございます。確かにもう既に済んでしまったということでございますので、そう言ってしまっ

たらそれだけのものではございますけど、なかなか当初予算といいますのは、たび重なる補正等に

よりまして形が大きく変わるわけでございます。決算の場合は、財政の全体像を示しておりまして、

行政執行の妥当性について精査が十分可能であると、そのように私なりには理解しております。そ

れだけ予算に限らず重要視されるべきものであると、そのように思います。 
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 確かに年々決算は十分充実してきたと考えておりますが、以前から何度も聞いてある、私が質問

もしていることでもございますが、これからの決算は決算なくして予算なしと、そういったスタン

スが十分必要であるのではなかろうかと、そのようにも思います。 

 一般企業のように毎月バランスシートが出せるような状況も大変重要なことでもございます。欧

米諸国の公会計は、ほとんどが複式だと、そのように聞いております。 

 当亀山市におきましても、年々一般企業の複式に方向性が近づいているとは思っておりますが、

こういった決算重視の考え方が大事だと、そのように考えるところから、このことにつきましてど

のようにお考えかお伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 平成２９年度の決算につきましては、第２次総合計画の初年度として事業の着実な推進を図りつ

つ、限られた財源を有効に活用し、適切な執行に努めてまいりました。 

 その結果として、財政の健全化を示す指標となる経常収支比率や公債費負担比率について好転い

たしまして、実質赤字比率などの健全化判断比率についても良好な比率となっております。 

 このような中、事業を実施したことでどのような成果があったかというふうな検証が重要な要素

でございます。新年度予算編成に当たりましては、個々の予算査定について、前年度予算額だけで

なくて決算額を十分に重視しまして、それをいかに次年度の予算編成や予算執行に反映していくか

ということが重要であると認識しております。 

○議長（西川憲行君） 

 中村議員。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 どうもありがとうございました。 

 るるお尋ねしたわけでございますけど、さまざまな数値に関しましては、それぞれ極端な数値で

はないということで、ある程度安定した財政運営が行われているんじゃなかろうかと、現在のとこ

ろは思っておるわけでございますけど、今後さまざまな事業が展開されるわけでございますので、

十分そのバランスを保ちながら財政運営を十分気を使っていただきましてやっていっていただきた

いと、そのように要望させていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。どうもありが

とうございました。 

○議長（西川憲行君） 

 １４番 中村嘉孝議員の質疑は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１０時５０分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１１時００分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、７番 福沢美由紀議員。 
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○７番（福沢美由紀君登壇） 

 日本共産党議員団を代表し、平成２９年度の歳入歳出決算について、特に一般会計、国民健康保

険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計の３つの会計について質疑をいたします。 

 平成２９年度は、安倍内閣が骨太の方針２０１５で、社会保障関係費の自然増について３年間に

１.５兆円、つまり年間５,０００億円に抑え込むという方針を出したその中間の年であります。こ

の方針実現のため、毎年のように制度の改悪によって給付の削減や負担増が押しつけられてきまし

た。この年度では１,４００億円の削減でした。後期高齢者医療制度と低所得者への保険料の軽減

措置の縮小や保険料の負担、また高齢者の医療費や介護利用料の自己負担限度額の引き上げなどが

含まれております。２０１４年から順次実施されている７０歳以上から７４歳までの医療費の窓口

負担の２割化、また高額療養費の拡大、これらが進められていることはご承知のとおりです。そん

な中での地方財政であることを申し上げた上で、質疑に入りたいと思います。 

 まず、議案第５７号平成２９年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定についてです。 

 最初に決算の評価についてお伺いしようと思ったんですけれども、先ほど中村議員のところで大

体の総括としておっしゃっていただいたので、申しわけないんですけど、そこはちょっと割愛させ

ていただいて進めさせていただこうかなあと思います。 

 まず、その評価全体で１点だけお聞きしたいのは、財政力として少し下がったようなことがあり

ましたけれども、今まで交付団体となってからも県内各市町の中では高いほうで誇っていたと思う

んですけれども、その状況は変わらないのかどうかというところら辺を１点お伺いしておきます。 

○議長（西川憲行君） 

 ７番 福沢美由紀議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 落合総合政策部次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 財政力指数は１を切ってはおりますが、県下１４市中２位という上位の市であると、財政力指数

から見るとより良好な状況であるということは変わっておりません。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 県下２位という状況は変わっていないということをお聞きしました。 

 そして、先ほども国の中で社会保障のところが削られているところもありますので、貧困と格差

の拡大という観点で１点お聞きしたいと思います。 

 決算から読み解くには市税の滞納件数や額が１.７倍になっていることなどもそのあらわれでは

ないかなあと思うんですけれども、指標の一つとなるのが生活保護世帯数と就学援助の受給者数で

はないかと思います。 

 以前、服部議員が質疑をして明らかにしたことがあるんですけれども、平成１９年から２８年度

にかけて調べてもらって、いずれの数字もおおむね年々増加してきているという状況を確認したと

ころです。 

 そこで、２９年度はどうであったのか、そしてできれば３０年度現在の状況について、それぞれ

の数字をお聞きしたいと思います。 
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○議長（西川憲行君） 

 井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 議員お尋ねの生活保護世帯数でございますが、平成２９年度末ということで決算の数字を申し上

げますと１７９世帯、２２９名でございました。 

 なお、この８月末現在の近々の数字を申し上げますと、世帯数で１６６世帯、人数にいたしまし

て２１１名でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 平成２９年度における就学援助費の受給者数でございますが、小学校につきましては１９１人、

中学校は９６人で、合計２８７人でございます。 

 また、平成３０年度におきます９月１日現在の人数でございますが、小学校が２０７人、中学校

が１０８人、合計３１５人となっております。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 いずれの数字も２８年度３月末現在で、生活保護世帯数が１６７でしたし、就学援助の受給者数

は２８３でしたので、だんだんふえているというこの流れはもうとめられない状況があるのかなあ

と思うんですけれども、貧困と格差の拡大が進んでいるというこの１点について、市長のご見解を

簡単にお伺いしたい、そうだよなということできちっと抑えていただいているかどうかということ

をお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 通告をいただいておりませんが、市長の見解を問われましたので申し上げますが、平成２９年度

決算につきましては、今ご指摘のようなそういう環境変化、生活保護、あるいは就学援助等々の状

況も踏まえて予算編成をさせていただいて執行させていただいたものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 わかりにくいですけど、当然わかっているよというようなご見解なのかな、格差拡大が進んでい

る中での決算であるということなんだろうと思います。そう解釈させていただきたいと思うんです

けれどもね。 

 次にお聞きしたいのは、この予算や決算の評価の中で、性質別歳出の中で扶助費がどんどん上が

っていくのが大変なんだということをよくおっしゃいます。そう言及されることが多いんですが、

今回の決算ではそれについてはどのように評価をされているのか。今の数値も含めた形ではあるか

と思うんですけれども、お伺いしたいと思います。 
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○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 扶助費と申しますのは、生活保護法や児童福祉法等の法令に基づく支給や、市が単独で行う各種

扶助のための経費でございまして、年々増加しているということ、また今後も増加していく見込み

であるということでございます。 

 扶助費の平成２９年度の決算額につきましては約３７億円で、決算構成比は１８.１％となって

おりまして、障害者自立支援事業や経済対策臨時福祉給付金事業などの増により前年度と比較しま

して約５,９００万円の増となったものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 扶助費は、おっしゃっていただいたように、社会保障全体にかかる費用なのだと思います。だか

ら、市民の貧困や格差拡大がわかりやすいという意味では、私も生活保護であるとか、就学援助で

あるとかを例にとらせていただきましたけれども、本当に社会保障という意味では医療や年金も全

部含まれてきますので、全体にかかってくるものであるし、市が単独で出すものばかりでもないの

で、国からのお金や県からのお金も含まれているというところの中でふえてきているというのは、

亀山市だけに限らず全国的な傾向なんだろうと思います。 

 それは、やはり国が大分そこを締め上げてきている中で、どうしても市民生活が貧困に陥ってい

くという状況もあろうかと思います。そんな中で、どうしても市がしっかりとそこを手だてしてい

かなくてはならない状況もあるのではないかと思います。 

 肝心なのは、どんどん扶助費がふえていくから削らなくちゃいけないという立場にあるのか、扶

助費がふえる状況にあるからそこを手だてしなくてはいけないというところなのかというところだ

と思うんですけれども、そのご見解についてどうでしょうか。総務省の出している扶助費の平均構

成比率を見ましても、まだ今のところそう高いものではないと思うんですけれども、いかがでしょ

うか。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 扶助費は年々増加していく見込みでございますけれども、現在市では単独で出しておる扶助費も

ございますので、他市の状況とか、国の状況とかも含めて手当てしていかなければならないと思っ

ております。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 もう一点、亀山市の性質別歳出の特徴として、物件費の比率が高いというのが私はすごい気にな

っているんですけれども、他市比較、いろんなところを見ましても、人件費よりも物件費の比率が

高いというのは特徴的なのかなあという、４年前に調べたときもそういうことを感じました。 
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 その要因についてどのように思われているのか、また評価についてもご見解をお伺いしたいと思

います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 物件費と申しますのは、需用費や旅費、賃金など、支出の効果が短期間で終わる消費的性格を持

った経費でございます。 

 物件費の決算構成比につきましては、議員おっしゃられたように１９.３％でございまして、人

件費が１９.０％、扶助費が１８.１％と並んで物件費の構成比率は大きなものでございます。 

 亀山市の特徴といたしましては、消防や廃棄物処理などの業務を広域ではなくて市単独でやって

おるということが、全体的に物件費が高いという要因になっておると認識しております。 

 また、２９年度決算におきましては、行政事務のシステムの管理費や川崎小学校の改築事業に伴

います備品の購入費の増などによりまして、前年度に比較しましても増加しておるというところで

ございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 総務省の決算カードの状況の説明にも、それは毎年書かれている理由ですね。物件費が亀山市が

高いのは、消防や廃棄物などを広域でやっていないからだということが毎回書かれているなあと私

も気にはなっていたんですが、類似団体として三重県で唯一の伊賀市も単独でやっていますけれど

も、そこはそんなに高くないということなんですね。物件費が人件費よりも高い、人件費よりも高

い比率で逆転しているような感じというのがすごく、町なんかでは結構あったりするところがあり

ますけれども、全国全体で見ていますと、やはり人件費よりも割合としては少ないところが多いん

じゃないかなあと思うんです。ごみや消防以外にも物件費を上げる比率が、今回については川崎小

学校がありましたけれども、今までずうっとそうですので、ぜひまた細かいことについては委員会

でも聞いていきたいなと思います。 

 次の質問に移りたいと思います。 

 中期財政見通しなどで、これから税収がどんどん下がっていくということをお聞きしていたんで

すけれども、今回２９年度税収が少し上がって収納率も上がったところです。これについてはどの

ように評価をされているのかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 議員ご指摘のとおり、平成２９年度の市税における調定額と収入額につきましては、平成２６年

度以降減少傾向でありましたが、平成２９年度決算につきましては、わずかではございますが増加

いたしております。これは調定額で１１１億１,７９３万円に対し、収入済額１０６億１,３７６万

円、収納率９５.４３％ということで、前年度収入済額より２.７％、額にいたしまして２億７,９

２２万円の増収となったところでございます。 
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 これをどう評価しておるかということでございますが、先ほども申し上げましたように、２６年

度以降減収傾向にあり、このわずかな増加につきましては、法人市民税が増加したことが大きな要

因であると、そのように分析をしているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 どこかの説明では高齢者も生活が大変、年金がどんどん遠くへ行きますんで、高齢者も働くよう

になって高齢者も納税していくということもあるけれども、その影響はわずかであって、法人市民

税だということをお聞きしたところです。 

 ２９年度では、特にクレジットによる納税が可能になったところですけれども、その実績につい

てお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 クレジットの収納実績でございますが、個人市県民税で８０件、約４８０万円、固定資産税、都

市計画税で１９３件、約１,１５３万円、軽自動車税で１２０件、約８４万円で、合計合わせまし

て３９３件、約１,７１７万円の納付がなされたところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 この実績が見込みと比べてどうなのかということもお聞きしたいんですけれども、１点、クレジ

ットというのは、今度国保でも聞きますけれども、一旦市には入りますけど、クレジット会社と本

人との間で、もし払えないとかいろんなことがあったときの相談が、今まで直接来ていただいたよ

うにはできていかないですよね、そこで負債があっても。直接市民がそのクレジットの負債につい

て相談することができない、分納することもできないという状況がありますので、市民の利便性と

して進めていくという方法も、その視点もありながら、そういうことのないようにということも含

めて周知をしていくべきものかなと思いますが、ご見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 まず１点目にお尋ねのクレジット収納に、２９年度決算の見込みがどうだったのかというご質問

でございますが、今、申し上げた件数３９３件で、合計１,７１７万円というのは、全体の利用率

からいたしまして０.５６％ということでございまして、私ども初年度ということでもございます

が、これについてはもっと伸ばしていかなくてはならないと、まずそんな認識を持っておるところ

でございます。 

 それと、クレジット収納のデメリットの部分もご指摘をいただいたところでございますが、私ど

もといたしましては手納付以外に、例えば口座振替でありますとかコンビニ収納、加えて利便性の

向上を図る上でクレジット収納というのを昨年度から導入させていただいたわけでございますが、
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こうした収納環境をさらによくしていくことによって利便性を向上させて収納率の向上を進めてい

くという観点では、このクレジット収納にいたしても重要な要素と、そのような認識を持っておる

ところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 そうでしたね。口座振替もかなり多く伸ばしていただいたというところも書き込みがありました

ね。そこも含めて利便性という意味では大事なことかなあとは思います。 

 ただ、滞納整理として以前から三重県の地方税の回収機構でしたか、そこに職員を派遣しており

ましたけれども、２９年度については、何か１課、２課と分けてあってそれぞれ派遣して、特に２

課の実績が上がっているというようなことが書かれてあったわけですけれども、どういう特徴的な

取り組みがあったのか、その内容についてお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 まず議員ご指摘のとおり、平成２９年度からは未納の本税が５０万円未満の少額事案について、

これについても三重地方税管理回収機構、今までは徴収１課というところだったんですけれども、

今回この少額の本税５０万円未満について、徴収２課というところに職員研修をかねて職員１名を

派遣して、滞納整理のノウハウやスキルの習得と徴収力の強化に取り組んだところでございまして、

議員ご指摘のように、この徴収２課のほうで３,５００万円ほどの収納がございまして、収納率の

向上につながったと、そのように分析をしているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 その２課のところの実績が随分上がっているので、この３０年度についても２課に派遣している

というようなことなんですけれども、その５０万円という状況が、払いたくても払えない困難事例

に特化したものなのかどうなのかとか、細かいことについては予算決算委員会の中でお伺いしてい

きたいと思います。 

 次に、議案第５８号の平成２９年度亀山市国民健康保険事業特別会計の歳入歳出決算の認定につ

いてお伺いしたいと思います。 

 いつも基金も積めないような薄氷を踏むような決算なわけなんですが、今回の決算の評価につい

てお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間生活文化部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 平成２９年度の国民健康保険事業特別会計につきましては、まず歳入決算額でございますが、５

０億１,９３９万１,０００円で、前年度比０.４９％の減でございます。 

 一方、歳出決算額でございますが、４９億６,１１８万５,０００円で、前年度１.５４％の減と
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なっておりますので、歳入歳出差し引き額といたしましては５,８２０万６,０００円の黒字決算で

ございます。 

 ただ、昨年度は赤字決算が見込まれましたことから、一般会計から５,８００万円の法定外繰り

入れをしていただきましたので、それを差し引きますと２０万６,０００円になります。さらにそ

こから前年度繰越金の５１０万円を差し引きますと４８９万４,０００円の赤字となりますので、

依然として非常に厳しい財政状況であると認識しております。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 その厳しい財政状況の要因をまず伺いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 要因としましてはいろいろあると思うんですが、一番大きいのは、近年被保険者数が減少してき

ておりまして、国民健康保険の予算というのは、歳出となる医療需要に見合った収入を確保すると

いうのが原則となりますので、なかなかその歳出に見合った収入、つまり保険税ですけど、その辺

がちょっと回収というか、収入が少なくなってきておるというのが実情でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 被保険者数が減っていることは資料にありましたけれども、その減り方が想定よりもかなり多く

減って、それで保険料の見込みがそう多くなかったという意味ですか。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 ２９年度の例で申し上げますと、例えば保険給付費の前年度からの減少割合がマイナス２.２

３％に対しまして、保険税の減少割合がマイナス６.２６％とさらに大きく減少しております。こ

の傾向は２８年度の決算でも同様でございますので、歳出に見合った歳入の確保が難しくなってき

ておるという状況でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 税率は決まっていますので、急にどんどん減っていくからといって追いついていかないこともあ

るんでしょうけれども、この２９年度も大変な決算であったということを確認いたしました。 

 そうでありながら、一応新たな収納対策ということを取り組んでいただいて、弁護士さんを雇用

したり、こちらもクレジット決済ということなんですけど、その実績、内容についてお伺いしたい

と思います。 

○議長（西川憲行君） 
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 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 ２９年度の収納の状況でございます。 

 平成２９年度の収納状況は、２８年度と比較いたしますと、保険税収入といたしまして５,９１

２万７,０００円の減となっておりますが、収納率は現年分が９３.９６％、滞納分が１５.９７％

で、全体としては７１.２５％、前年度と比較いたしますと、滞納分では１.７７ポイント減少しま

したものの、現年分では０.３１ポイント増加して、全体でも２.６８ポイントの上昇となっておる

ところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 弁護士とクレジットの新たな収納対策の効果についての答弁をお願いします。 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 失礼しました。平成２９年度から弁護士に収納支援業務を委任する業務を新たに始めたところで

ございます。対象といたしましては、滞納額は高額でありながら、市から催告を行っても納付が履

行されないとか、たとえ納付されても十分な額の納付が見込めない困難な案件につきまして、弁護

士と協議しながら滞納者との納税折衝を進めるとともに、多重債務等で納税が困難な場合には弁護

士による相談にもつなげておるところでございます。 

 ２９年度の実績といたしましては、１９件の案件を弁護士に委任しまして、収納額は３１５万６，

０６４円でございました。 

 また、先ほど申しました相談の関係を申し上げますと、収納以外にも生活再建につながる多重債

務等の相談も３件行っておりまして、高額な滞納により納付困難と見られる案件につきまして、私

どもとして今後の対応を判断する一助にもなっておるところでございます。 

 また、クレジット収納につきましては、２９年度の実績といたしましては合計６６件、１５３万

２００円の収納がありまして、納税者の利便性の向上に寄与できたものと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 弁護士さんを収納でということで、弁護士さんが取り立てるのかなということを心配していまし

たけど、相談もしていくということを予算のときでも言っていただきましたけど、実際、多重債務

などの相談にも乗っていただいたということを聞かせていただきました。 

 クレジットについては６６件ということで、これもこれから続けていくんだと思いますけど、先

ほど一般会計のところでも申し上げたように、本当に市民のそこでクレジット債務で大変なことに

ならんようにだけは、周知をした上で進めていただきたいなと思います。 

 次の質疑に移りますけれども、医療費の見込みについてお伺いしたいと思います。 

 今回、そんなに医療費が見込みよりかかっていないなという印象なんですけれども、医療費の見

込みについての見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 
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○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 平成２９年度の保険給付費につきましては３０億７,１３１万２,０００円でございました。これ

は前年度より減っておるわけなんですが、この理由といたしましては、先ほど申しましたとおり被

保険者数の減少が大きいところではございますが、そのほかにも特定健康診査とか、特定保健指導、

そして脳ドック、一日人間ドック等の保健事業の実施、またジェネリック医薬品の利用促進などに

よる医療費適正化の効果もあったものと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 そうしますと、医療費の見込みとしてはちょっと思ったよりも少なかったのは、その被保険者数

が減ったからという影響があるのであって、特に見込み過ぎたということでもない、適正な見込み

だったというお考えでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 平成２９年度の当初予算では、前年度に比べて１.５％の３２億６,６１９万２,０００円を見込

んでおりましたんですが、先ほど申し上げましたとおり決算額といたしましては３０億７,１３１

万２,０００円ということで、見込みより１億９,４８８万円少なくなったということでございます。 

 この辺につきましては、なかなか医療費というのは難しいところもございまして、国保の原則、

先ほど申し上げましたとおり医療費分を確保するのが第一でございますので、その辺いろいろ要素

はあると思うんですが、見込みが若干ちょっと少なくなったということでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 また詳しくは予算決算委員会で聞いていきたいと思います。 

 次に、議案第５９号平成２９年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

てお伺いします。 

 この収納率について、まず決算の概要と収納率についてお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 後期高齢者医療の収納率でございます。 

 平成２９年度ですが、調定額が４億６０６万６,０００円で、収入済額が４億２２４万１,０００

円、収納率は現年賦課分が９９.４２％、滞納繰り越し分が２９.６７％で、全体としては９８.８

２％でございました。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 
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 後期高齢者医療制度の保険料は年金から引かれますんで、もうほとんど１００％に近い優秀な収

納率を誇っているところだと思うんですけれども、ここに来て率にしたら本当にわずかなんですけ

れども、収納率が下がったということについては、次に聞いていきたいんですけれども、例えば保

険料の軽減措置の改正、これはまだ２９年度は半ばですけれども、これからまた３０年度に向けて

軽減していたものがどんどんもとに戻っていくというか、高くなっていく、倍になっていく人もお

るというような状況の中で、こういう影響があるんではないかなあと思うんですけれども、これは

どうですか。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 まず最初に、昨年度から始まりました保険料軽減措置の改正の内容も少し述べさせていただきま

す。 

 平成２９年度からの保険料軽減措置の改正につきましては、後期高齢者医療制度の発足時の激変

緩和措置として実施されてまいりました軽減措置につきまして、制度の持続性を高めるため、また

世代間、世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から段階的に見直される

ものでございます。 

 そのうち２９年度における改正内容といたしましては、まず保険料算定所得が５８万円以下の被

保険者に対する所得割額の軽減措置が、これまでの５割軽減から２割軽減に縮小されました。 

 また、後期高齢者医療制度に加入する前に被用者保険の被扶養者であった被保険者につきまして

は、それまで均等割額が９割軽減であったものが７割軽減に改正されたものでございます。 

 その影響があったのかどうかということでございますが、一応私どものほうで滞納されている方

個々に確認してみましたんですが、軽減措置縮小による影響の滞納は見られなかったところでござ

います。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 あなたは軽減措置で高くなったから払えないんですかというようなことをお聞きにならないと思

いますけれども、一応そういうふうには考えていないということを確認しました。 

 また、パーセンテージにするとわずかですけれども、人数にするとまたすごいかなりの影響だと

思いますんで、またこれも予算決算委員会で聞いていきたいと思います。 

 最後に個別質疑としまして、議案第５２号亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正についてお聞

きしたいと思います。 

 この改正内容について簡単にご説明を願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 改正内容でございますが、現在、昼生小学校区には民設民営の放課後児童クラブが設置されてお

りますが、施設の老朽化等により現施設での運営が困難な状況にありますことから、平成３１年４
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月１日に公設民営の放課後児童クラブを設置することに向けまして、その名称、位置、定員、開所

時間等を定めるものでございます。 

 また、関小学校区につきましては公設民営の放課後児童クラブの設置をしておりますが、利用希

望者の増員により現施設での児童の受け入れが困難となっておりますことから、受け入れが可能な

施設へ平成３１年４月１日に移転するため、関小学校区放課後児童クラブの位置及び定員の改正を

行おうとするものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 関の学童保育とこの昼生の学童保育とそれぞれ改正内容が違うわけなんですけれども、関につい

ては、公設民営と民設民営が一緒になって公設民営になるということなんですね。 

 昼生小学校区については、民設民営が公設民営ということで今回の改正で定められたということ

なんですけれども、この改正によって、例えば預けておられる親御さんであるとか、子供さんにど

のような影響があるのかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 放課後児童クラブは、公設、民設にかかわらず小学校に就学している子供であって、労働等によ

り保護者が昼間家庭にいない子供の放課後等の居場所を提供し、健全育成を行うこととなっており

ます。 

 また、いずれも放課後児童クラブとしての設置及び運営の基準を満たして運営がなされているこ

とから、運営が民設民営から公設民営の放課後児童クラブになりましても、今回昼生小学校区さん

は場所が学校の敷地内に変更となりますが、開所時間等含め利用する方にとって変わるものではご

ざいません。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 それでは、管理者の側から聞きたいんですけれども、運営委員会を立ち上げて、お父さん、お母

さんや地元の方で管理を今までしてこられた中で、運営をしてこられた中で、今度は指定管理者と

いうことになっていく、特に昼生小学校なんか初めての体験なわけなんですけれども、ここにとっ

てはどう変わっていくのかということについてお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 民設民営の場合、事業内容に応じて補助金を交付して放課後児童クラブの運営を行っていただい

ております。 

 一方、公設民営の場合は、指定管理者さんが放課後児童クラブの運営を行うこととなります。そ

の場合、５年間の指定管理期間におきまして協定書に基づいた運営を行いつつ、市が行う監査や事



－５７－ 

業評価としてのモニタリングの対象ともなってくるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 その５年間ごとにどうなるかわからないというところが不安で、私たちは学童保育と指定管理者

制度というのはなじまないんじゃないかということをずうっと言ってきたんですけど、総務委員会、

議会からもご提言を申し上げて、これから検討もされるということですので検討していただきたい

んですけれども、国でもトップランナー方式を見直そうということで、その見直すものの中に児童

センターなどの施設も入っていたかと思います。 

 その理由としては、やはり子供たちの支援をしていく大事な施設であって、小学校や地域との連

携をずっととっていかなくちゃいけないという継続性のところが上げられていたと思うんですけど、

とりあえずは今すぐに変わることはないと思いますけれども、この５年間で非公募ということで伺

わせていただいてよろしいですか。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 指定の期間としましては５年間、そして非公募でということを考えております。 

 この後、条例を議会でお認めいただいた後、選定委員会等で指定管理者の選定をしてまいりたい

と考えているところです。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 支援員さんもこれから研修を受けるようになって、支援員と言うんですかね、今まで指導員と言

っていたんですけど、その積み上げがとっても大事で、子供たちにそれをしていくことが大事だし、

地域とのつながりでも継続性が物すごく大事になってきますので、ぜひともそこを含めて検討して

いただきたいなということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございま

した。 

○議長（西川憲行君） 

 ７番 福沢美由紀議員の質疑は終わりました。 

 会議の途中ですが、午後１時まで休憩します。 

（午前１１時４６分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、８番 森 美和子議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 公明党の森 美和子でございます。代表質疑をさせていただきますので、よろしくお願いをした
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いと思います。 

 まず、議案第５７号平成２９年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定についてお伺いをしたいと

思います。 

 通告にあります第２次総合計画スタートの年の決算をどのように評価しているのかについてお伺

いをしたいと思いますが、午前中に中村議員が聞いていただきました。私のほうからは、当初予算

のほうで、執行部のほうからこのような主な事業の取り組みをカラーで私たちに提出をしていただ

いておりますので、これが２９年度の目玉事業だなという思いの中で２９年度がスタートしたとい

うふうに認識をしておりますので、この事業成果も含めた評価についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 ８番 森 美和子議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 森議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 平成２９年度は、第２次総合計画前期基本計画の初年度として瞬発の年と位置づけ、施策の推進

を図ってまいりました。今、ご紹介いただきました主な事業として、その事業の適切な執行に努め

たところであります。 

 具体的には、亀山駅周辺のにぎわいづくりや活性化に向け、再開発準備会の設立支援など地域と

連携した取り組みを進めるとともに、高齢者支援につきましては、新しい総合事業を中心に地域包

括ケアシステムの構築を進めて、住みなれた地域での生活を支える体制づくりを進めてまいりまし

た。また、子育て支援につきましては、これまでからの継続した取り組みに加えまして、長期休暇

における子供の居場所を確保し、保護者が安心して就労等ができる環境の充実を図るとともに、中

学校への空調機整備に着手するなど、子供たちの学習環境の改善に向けた取り組みを重点的に進め

てまいりました。 

 さらに、かめやま文化年２０１７の展開によりまして、地域の文化力の向上や地域間交流の活性

化を図るとともに、地域予算制度を創設し、多様な地域課題に対応をする新たな自治の仕組みづく

りを推進するなど、ハード、ソフトの両面から一定の施策推進を図ることができたものと考えてお

ります。 

 一方、行政経営面といたしましては、組織機構の再編や第２次行財政改革大綱の前期実施計画の

取り組み項目の着実な実践によりまして、前期基本計画に掲げる施策を着実に推進できる基盤づく

りを進めることができたと考えておりまして、第２次総合計画の初年度として、おおむね良好なス

タートが切れたものというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 市長のほうからは、主な成果について一定の成果があったんだというふうな形、それから瞬発の

年を瞬発できたという形のご報告を市長のほうからいただきました。 

 次に、財政指標についてお伺いをしたいと思います。少し中村議員が具体的にいろいろ聞いてい

ただいたんですけれども、私のほうからも少し聞かせていただきたいと思います。 



－５９－ 

 財政状況については、実質収支が６億７,７１０万円、それから単年度収支が３億５,０００万円

の黒字。さっきもありましたけど、２８年から言えば、２８年度は６億４,０００万の赤字だった

ので、好転をしているというふうにお聞きをしました。また、実質単年度収支が３億２,０００万

ほどの赤字であるものの、２８年度の１４億１,０００万円から言えば、かなりよくなっていると

いうふうに認識をさせていただきました。 

 もう一方で、基礎的財政収支、プライマリーバランスが７,０００万円の赤字、１億３,０００万

の黒字から７,０００万円の赤字になった。その点の要因と、ちょっと聞いていただきましたけど、

あと経常収支比率が８６.７％ということで、行革の目標である８５％には近づいてきたなあとい

うふうな認識はありますが、８０％を超えると財政面においての弾力性がなくなっていく中ではど

うなのか、そこら辺の点についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合総合政策部次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 まず最初、プライマリーバランスのことのお尋ねでした。 

 繰り返しになりますけれども、プライマリーバランスというのは地方債の元利償還金、財政調整

基金、減債基金への積立金を除いた歳出と繰越金、地方債発行額、財政調整基金及び減債基金の取

り崩し額を除いた歳入のバランスを見るものでありまして、一口で言いますと、市債や財政調整基

金からの繰り入れに頼らずに、その年度の税収等で資金が賄われているかを示す指標であります。 

 平成２９年度のプライマリーバランスにつきましては、議員のおっしゃるとおり、前年度の約１

億３,０００万の黒字から約７,０００万の赤字に転じております。その要因といたしましては、市

税や普通交付税などが増加する一方で、臨時財政対策債などの地方債が増加したということから、

歳入総額に占める地方債発行額の割合が高くなったことによりまして、プライマリーバランスにつ

いては赤字に転じたということでございます。 

 そして、経常収支比率につきましては８６.７％で、２.４ポイント改善はいたしております。そ

して、目標としておりますのが８５％でございます。その要因といたしましては、経常的経費が増

加した一方、分母となる経常的に収入された一般財源が市税や普通交付税などによりまして、分母

が増額となったことによって率が下がったということでございまして、平成２４年度では９３.

５％という高い比率でしたけれども、その後、年々改善しておりまして、財政構造の硬直化から弾

力化の方向へ進んでいるものと認識しておる次第でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 経常収支比率については、物件費や繰出金がふえているというふうにあったんですけど、その主

な要因をお聞きしたいと思います。何なのか。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 物件費が増加しておるというのは、平成２９年度につきましては、川崎小学校の改築に伴います
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備品の購入費が大きな要因であると思っております。そして、繰出金の増につきましては、国保会

計への繰り出し、昨年度は法定外繰り入れ５,８００万円繰り出しておりますもので、それが大き

な要因であると認識しております。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 あと、公債費負担比率についてお伺いしたいんですけれども、中村議員の質疑の中でも２９年度

は１４％で、警戒ラインである１５％を切ってきたというお話がありました。この減った要因とし

て、市税収入が上がったから数字が下がったという、その認識でいいのか、ちょっと聞き取れなか

ったので、もう一度ご答弁を願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 公債費負担比率の出し方、算式といいますのは、一般財源総額分の公債費に充当された一般財源

ということでございます。そして、公債費に充当された一般財源というのは、公債費そのものが増

加しましたものでふえてはおります、分子はふえております。しかしながら、分母である一般財源

総額、その中には市税、普通交付税が入っておりますので、分母がふえたことによりまして算式上

は減ったということになります。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 はい、わかりました。 

 あと、減債基金にも触れられていたんですけど、長期財政見通しを出していただきましたが、そ

の中における減債基金の考え方というのを一点お聞きしたいのと、それから、今３億５,０００万

ほどしかもう減債基金がないという、もう目減りをしている中で、たしか２２年だったと思うんで

すけど、１７億ぐらい減債基金はあったんですけど、どんどん減っていっている中で、今後この減

債基金をどうしていくのか、積み増しをしていくのか、その考え方についてお伺いをしたいと思い

ます。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 減債基金の考え方について整理いたしますと、まず取り崩しにつきましては、議員おっしゃるよ

うに長期財政見通しと、もう一つ基金活用指針がございます。その中で、公債費に充てる一般財源

の額を２２億とするということで、公債費全体が２２億を超えておれば減債基金から繰り入れると。

それが２２億まで行かない場合は繰り入れをしないというふうな方針で取り崩しはやっております。 

 ただし、この減債基金に積み増しをするのかということについてはどこにも定められておりませ

んので、今後、財政状況を勘案しながら検討していきたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 
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 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 ２２億を上限に、それを超えれば減債基金から入れるという答弁でしたけど、やっぱり今後のさ

まざまな事業を展開する中では、どうしてもこれは減っていくような要因があるように思うんです。

だから、やっぱりそこら辺はしっかり今後考えていかなければならないんではないかと思いますの

で、よろしくお願いをしたいと思います。 

 それから、今回の財政指標を見ますと、結構良好というか、いい数字が並んでいるように思うん

ですけど、市長のほうから今回、２９年度の財政指標に対して点数をつけるとすれば何点なのか、

その点についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 この２９年度の一般会計決算につきましては、先ほど申し上げた第２次総合計画の初年度という

ことで、スタートダッシュの年でございました。そういう意味からは、基本構想に掲げました事業

の積極的な推進と財政の健全化による持続可能な行財政基盤の確立の両立を目指して、各取り組み

を着実に推進したということであります。 

 先ほどもお話がありましたが、歳入におきまして市税や地方交付税が増収となるなど一般財源が

増加をして、一方で市債残高は９年連続で減少となりました。その結果、財政構造の弾力化の方向

へと各種指標は好転をしておりまして、一定の財政の健全化を確保することができたという評価を

いたしております。 

 市長として、これを何点と評価するのかというお尋ねであるかと思いますが、私といたしまして

は、及第点はいただけるのではないかと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 及第点ということで、明確な数字はお示しはいただけませんでしたけど、次に、歳入の評価につ

いてお伺いをしたいと思います。 

 先ほど来ありました市税収入が２億８,０００万ほどふえているというお話がありました。午前

中の自主財源の部分では若干、年々低下はしているものの１４市中の２番目であるというような状

況とか、お聞きをさせていただきました。 

 一つ、その地方交付税ですけど、２９年度では１億４,０００万ほどふえているんですけど、た

しか合併算定がえ分の段階的な減額で減収になる、この地方交付税は減っていくんだというお話を

ずうっと聞いてきたんですけど、今回これがふえているというふうになるその要因について、一つ

お聞きをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 地方交付税といいますのは、地方自治団体間の財源の不均衡を調整して、全ての地方自治体が一
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定の水準を維持するよう、財源保障の観点から一定の基準に基づいて国から交付されておりまして、

普通交付税と特別交付税に分かれております。 

 普通交付税につきましては、平成２８年度決算と比較いたしますと約１億１,０００万円の増と

なっております。その理由といたしましては、基準財政需要額におきまして、社会福祉費や公債費

等の増、また臨時財政対策債への振りかえによりまして約１億５,０００万円減少しております。

需要額は減少しております。ただし、基準財政収入額では、市民税の法人税割の減などによって約

２億６,０００万円の減となっておるものでございまして、繰り返し申しますと、基準財政需要額

については１億５,０００万円減となっておるんですけれども、それ以上に基準財政収入額が２億

６,０００万円の減となっておるということで、その差額約１億１,０００万円が普通交付税として

増収となったというものであります。 

 そしてまた、合併算定がえにつきましては、合併後１１年目以降の５年間で段階的に縮減される

ということでございました。ただ、段階的縮減につきましては、当初予定しておったよりも財政需

要の算定方法が国のほうで見直されていまして、影響額が年々小さくなっておるということで、こ

ちらとしてはありがたいなと思っているところです。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 あと、財政調整基金が今回５億切り崩して３５億残っている中で、長期財政見通しを見ますと、

３７年度には約１０億円ぐらいの見込みになるという厳しい数字が示されているわけですけど、今

後の大事なこの財調がどういうふうになっていくのか、見通しについてお伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 議員おっしゃられたように、長期財政見通しでは平成３７年度末には約１０億になるというふう

になっております。ただし一方、平成２４年に策定しております亀山市中期の財政見通しの試算で

は、その当時は平成２８年度には財政調整基金が枯渇するというふうなことでありました。そうい

うふうな状況でありましたけれども、厳しい財政状況を乗り越えてきたというふうな経緯もござい

ます。 

 今後におきましても、将来の亀山市を見据えた上で、着実に行財政改革を推進していく必要があ

ると認識しておりまして、そのためにも持続可能な行財政運営の確立を目指して、行革大綱に定め

た取り組み項目を着実に推進することが必要であると考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 中期財政見通しで示された２８年度には枯渇するというのが、２９年度には３５億あるというこ

とで、大きな努力をされてきた結果が今ここにあるんだと思うんですけど、しっかりとその部分で

は行革もしっかり取り組まなければならないということもありますが、少しそれにも絡むんですけ

ど、今後の財政運営についてを最後にお聞かせ願いたいんですけど、これからの引き締めというか、
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財政もしっかりと見ていかなければならないということも一つあるんですけど、一般的に行政とい

うかお役所の中での仕事というのは、長年の慣行というのを変えるというのをすごく嫌がるという

か、いうのは一般的に私たちもよく聞くんですけど、本当に必要なものなのか、本当に必要な事業

なのか、本当に必要な人数なのかとかということは、しっかりと見きわめていく必要があるんだと

思うんですけど。 

 一方で、市民の暮らしというのが大きく今いろいろ変化をしているということが１つと、それか

ら地域の実情も変わっているというような、いろんな変化の中で行革を推進する職員が知っていか

なければならない部分、暮らしに密着をしている職員というか担当のところは、非常に敏感に地域

の実情とか暮らしの状況、変化とかというのは感じてはおるんですけど、それが本当にその行革で

いろいろと改革をしていくという中でリンクしていくのか、ちゃんと伝わっているのかというとこ

ろがやっぱり必要に、そこを見きわめていくことが必要になってくるような、私は気がします。 

 職員に対する職員の意識改革というか人材育成といった、そういった観点での、私は市長のリー

ダーシップ、そこが一回お聞きをしたいなと。その決算は確かにお金の部分での評価になるんです

けど、事業を進める中でのそういった視点を市長がしっかり持っていただかないと、適材適所の人

の配置とかということも必要になってくるんじゃないかと思いますので、その点の市長のリーダー

シップについてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 今後の行財政運営につきましては、引き続いて開かれた市政の推進と持続可能な行財政運営の確

立に向けて、ご指摘がありました本年度からスタートいたしました第２次の行財政改革大綱後期実

施計画の積極的な推進を図ってまいりたいと考えております。 

 その大綱の中で、４つの改革を位置づけさせていただいております。これは財政運営、それから

行政運営の改革と並んで、今ご指摘の組織と人材の改革の重要性を明確化いたしたところでござい

ます。そういう点から、本年度、組織機構の再編を行って新たな組織体制を基盤に、部におきます

政策調整機能の向上やグループの設置による機動力の発揮等により、一層効果的な施策展開につな

げていきたいという考え方からでございます。 

 あわせまして、その一翼を担う職員につきましては、マネジメント能力、政策形成能力、情報処

理能力等のいわゆる人材育成の強化はもとより、議員がご所見をいただきましたが、時代や社会全

体が非常に大きく変化をいたしておりますので、この環境変化に即応して、新たな着想で創意工夫

ができる人材、またコミュニケーションがとれるような人材が求められておりますので、私どもと

しましては、さらにこの地方創生を切り開く人づくりをしっかりと進めていくことが大切だという

ふうに、私自身そのように感じておるところでございます。 

 今後の内外の環境をしっかり整えて新しい時代を迎えてまいりますが、しっかりそれに適応でき

るようなオール市役所の人づくりにしっかりつなげていきたいというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 
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 どうしてもその財政運営というのは、効率的とか効果的とかという言葉でくくられてしまいます

けど、やっぱり適材適所というか、本当に人が必要な部分ってありますので、人を切るだけじゃな

くて人をふやすということも改革の一つとして、また人を育てるということも大きな視点として進

めていただきたいと思います。 

 次に移ります。 

 議案第６４号平成２９年度亀山市病院事業会計決算の認定についてお伺いをしたいと思います。 

 亀山市立医療センターアクションプラン、これは新公立病院改革プランというのが２９年から３

３年の５年間のプランとして議会のほうにも示されました。この２９年度はアクションプランの初

年度ということで、その初年度の総括について、まずお伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 古田地域医療部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 平成２９年度から平成３３年度までの５年間の計画であります医療センターアクションプランに

おきましては、地域・患者中心、健全な経営状況の持続、病院機能の充実、人材の活用と自主性の

発揮という４つの視点から１２の具体的な取り組みを定めております。少しこの１２の具体的な取

り組みについて、取り組んだ内容について簡潔にご説明をさせていただきます。 

 まず１点目、医師、技師の確保につきましては、三重大学との寄附講座を平成２９年６月１日に

更新をいたしまして、総合診療医の確保につなげております。 

 ２点目の看護体制の整備におきましては、ベッドコントロール専任看護師を配置しまして、効率

よい病床の運用を行っております。また、訪問看護ステーションの準備を進め、実際には平成３０

年４月１日に設置をいたしたところでございます。 

 ３点目、医業費用の見直しにつきましては、平成２８年度に契約した医療コンサルタントにより

医業費用の見直しを行い、薬品費、診療材料、委託料及び賃貸借料の削減を行いました。 

 ４点目、院外処方への移行につきましては、病院敷地内に薬局を誘致いたしまして、薬局の開局

に合わせ、平成２９年１０月から外来分の処方を院外化いたしました。 

 ５点目、病院機能の分担と連携という面では、平成２９年４月から地域包括ケア病床を１５床設

置し、病床稼働率を向上させたほか、病院組織も見直しをいたしたところでございます。 

 ６点目、二次救急への対応維持では、２４時間体制での応急診療に努めたほか、救急ワークステ

ーションを継続いたしております。 

 ７点目、教育環境の改善及び研修制度の充実につきましては、看護師が延べ９１回の研修に参加

しているほか、医師、理学療法士などそれぞれが専門知識の向上や新たな資格取得に向けて取り組

みを進めております。 

 ８点目、施設改修では、受変電装置とボイラーの改修工事の契約を行い、平成２９年度について

は受変電装置の改修を行いました。 

 ９点目のＩＴの活用では、県内の複数の病院で患者情報を共有するみえ安心医療ネット（ＩＤリ

ンク）へ加入するとともに、在宅医療を実施する多職種の連携を支援するため、情報共有システム

であるバイタルリンクの導入を行いました。 

 １０点目、積極的な広報活動では、出前講座である医療カフェを継続し、平成２９年度は４つの
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地区に医師や看護師が出向き、地域の皆さんとの意見交換を行ったところでございます。 

 １１点目では、一次救急医療では医師会と協力した日曜日、祝日、時間外応急診療を継続実施い

たしました。 

 最後に１２点目、亀山市立医療センター方向性検討委員会の継続では、平成２９年度には１１月

に方向性検討委員会を開催し、平成２８年度決算の状況や２９年度の新たな取り組みについて説明

をさせていただいたところでございます。 

 この中でも、特に看護体制の整備の取り組みの一つでありますベッドコントロール専任看護師の

配置により、新たに導入した地域包括ケア病床を効率的に活用できたことにより、病院全体の病床

の平均稼働数が、平成２８年度と比較して１０床程度増加したことはとても効果が大きかったこと

だと考えております。 

 このように、さまざまな取り組みを行うことにより経営状態も改善し、アクションプラン初年度

として、よいスタートが切れた年になったと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 さまざまにアクションプランに掲げられました目標に向かっての取り組み状況をお聞かせ願いま

した。 

 非常にいろんなことをやっていただいてすごいなあと思うんですけど、次に移りますが、決算の

中で、先ほどのアクションプランの中の目標の部分もあるんですけど、取り組みの状況の中でもあ

るんですけど、地域包括ケア病床を入れていただいて稼働率も非常にいいということで、３０年度

には１９床にまでされた中ですけど、これが今後本当に期待ができる状況なんだなあというふうな

形の中では、入院患者というのは非常に伸びているということを、さっき１０床伸びているという

ふうにお聞かせ願ったんですけど、外来患者さんがやっぱり減少しているというような中では、こ

の減少というのがどんな要因があるのかとか、これをどのように病院側として受けとめているのか、

改善点とかそういうことがあればお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 議員ご指摘のとおり、外来患者数は昨年度と比較して減少しております。その原因といたしまし

ては、やはり常勤の専門医の不足が考えられます。特に整形外科では、常勤の医師の確保が非常に

困難でございます。平成２９年度は、一定期間で三重大学から派遣される医師が変更されてしまう

現状でございました。どうしても診察期間が長期にわたる高齢の患者さんが医療センターの場合多

いですので、やはり外来の患者さんの定着化にはつながらなかったのではないかというふうに考え

ております。また、眼科につきましては、月曜日と木曜日の週２日しか診察がございませんので、

外来患者の減少の一つの理由であるとも考えております。 

 その外来患者減少をとめる方策でございますけれども、常勤の専門医の確保、非常に申しわけあ

りません、困難な現状でございます。ただ、平成３０年度につきましては、整形外科の医師は１年

間通して同じ医師が三重大から派遣をされるというふうにお聞きしておりますし、また眼科につい
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ても、本年９月から、実際には今週から診察日を週２日から３日にふやしております。医療提供体

制の充実によりまして、患者数の増加へつながるものというふうに期待をしております。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 整形の常勤の専門医というのはなかなか難しいというふうに聞いていますし、また市内でも結構

整形にすごい患者さんが毎日いらっしゃるということで、それはこれからもまた努力をしていただ

きたいと思いますし、以前から言えば、やっぱり市内に医療機関がかなりふえましたよね。個人の

医療機関がふえているということもやっぱり大きな要因でもあるように思いますので、入院患者さ

んがふえたということも、地域包括ケア病床という本当に今の時代に合った、今必要とされるもの

を導入することによって伸びているということは、またいろいろと中身も考えていかなければなら

ないんじゃないかと私は思いますので、ここは一般質問になりますので、そういうことも今後必要

ではないかと考えております。 

 それから、アクションプランにもありました院外薬局の導入をされました。このことがこの病院

事業会計にどんな影響があったのかということについてお伺いをしたいと思うんですけど、昨年も

この予算決算だったと思うんですけど、院外に移すということで、ざくっと２,０００万ぐらい減

収になるというようなお話でした。薬剤師さんの仕事量も減るんだというふうにおっしゃったんで

すけど、でも、病棟での服薬指導とかというところにしっかりと力を入れていくというふうに答弁

されておりましたけど、それ以外にも今まで取れていなかったような診療報酬の点数とか、そうい

うものも何か取っていくんだというふうなこともありましたので、２,０００万円の減収分を取り

返すという部分では、さまざまな取り組みはしていくんだというふうな話がありました。 

 今回の院外薬局にしたことによっての病院事業会計、どんな影響があって、今後どういうふうに

するのかという、取り組みの工夫、その点についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 平成２９年度から外来の薬の処方を院外化いたしました。病院としての収益は、議員のご指摘の

とおり薬価差益が約２,０００万円、やはり減少をしております。病院の収益に関しましては減少

となりましたけれども、市全体の医療費を見ますと、院外化したことにより非常にジェネリック医

薬品、後発医薬品の使用割合が増加して、年間で約３,０００万円程度医療費の削減につながると

いうふうには考えております。 

 それともう一点、薬剤師の業務の減少でございますけれども、まず、従前は正規の薬剤師３名体

制で業務を行っておりました。現在は、正規職員が２名と非常勤職員、非常勤職員も薬剤師でござ

いますが、１名の体制で業務を行っております。また、薬剤部づけで非常勤の事務担当者もおりま

したけれども、これをやめて事務所の臨時職員がその薬剤部分を兼務いたしております。 

 先ほど議員おっしゃいましたけど、外来の処方がなくなった分でございますけれども、薬剤師が

病棟への服薬指導に回っております。２人の正規の職員の薬剤師が西病棟、東病棟を分けて回って

おります。ただ、議員がおっしゃいました診療報酬の加点、加算の部分なんですけれども、病棟に
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専任の薬剤師を配置しないといけないというふうなことがございまして、やはり２名の体制じゃな

かなかそこは難しいので、現在のところ、その加算は取れていない現状でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 ジェネリック医薬品が進んで３,０００万というお話は、これは市内全体の話で、医療センター

で３,０００万円という話ではないですよね。ちょっとそこら辺が混乱しそうになる。それと、診

療報酬の、専任の薬剤師さんを置くというのは、今まで３名やったものを１名を専任でという形に

すれば、それが診療報酬の増になるという話にはならないんですか。その点についてお伺いをした

いと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 ２名中の１名を専任というふうなお話ですけれども、やはり入院患者の処方、あるいは薬の調合

という業務も当然残っております。というか、今はそれが主になっておりますので、病棟に１名専

任ということになりますと、ちょっとその業務について不可能な状況になると思いますので、現在

のところは２名は、病棟への配置はちょっと不可能ということで考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 ちょっと私の言葉足らずだったんだと思うんですけど、もともと正規が３名いて、それが正規２

名の非正規が１名となった、そのもともと正規３名のままで１名を専任にすればそうなったんじゃ

ないかという話、お聞きをしたかったのと、それから、今いらっしゃる薬剤師さんが、亀山市では

在宅医療をしっかりと推進している中で、在宅のほうに行っていただく、今、薬剤師さんも自宅に

というような流れがあるんですけど、そういった取り組みの考え方というのはどうなのか、その２

つの点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 申しわけありません。３人中１名の、退職をして非常勤、実は非常勤の薬剤師としてもう一回再

就職をしていただいた方がお見えになるんですけれども、午前中だけの勤務という形になっており

ますので、なかなか病棟への配置は難しい現状でございます。 

 それと、もう一点の在宅への薬剤師の派遣でございますけれども、在宅医療というのは、今医療

センターでも週に１日、水曜日の午後から主に医療センターを退院された患者さんを在宅への訪問

診療という形で行っております。先ほど言いましたように、訪問看護ステーションも３０年度から

設置をしておりますので、在宅へ、例えば薬剤師も訪問するというのは非常に有効な手段だとは思

います。残念ながら、今のところは薬剤師は病棟への服薬指導に力を入れておる関係で、在宅へ訪

問はいたしておりません。ただ、そういうふうな医師、薬剤師、看護師というふうなチームで在宅
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を訪問するようなことが一番理想であると考えておりますので、今後の検討とさせていただきたい

と思います。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 次に、最後、財政状況についてお伺いをしたいと思います。 

 決算を見せていただくと、未払金が医業未払金、医業外未払金、その他未払金と合わせて１億８,

７００万ほどあるんですけど、それぞれの内容と要因について、このその他未払金というのが２９

年度が８,０００万ほどごんとふえているので、その点について特にお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 未払金につきましては、先ほど議員おっしゃられましたように、医業未払金が９,６５５万６,０

３５円、医業外未払金が１,０１０万５,０００円、その他未払金が８,０５１万５,６３２円という

決算状況でございます。 

 まず医業未払金については、薬品費が７３５万７,９０７円、診療材料が５９２万８,１４１円、

退職手当引当金が２,５３２万３７９円等でございます。これはもう例年余り動かない数字でござ

います。また、医業外未払金、これは平成２８年度にはなかったんですけれども、１,０１５万円

は消費税及び地方消費税でございます。それと、今議員がおっしゃってみえましたその他未払金に

つきましては、先ほどちょっと説明しましたが、平成２９年度に行った受変電装置の改修工事の費

用４,６４８万４８０円でございますが、これが３月３１日までに支払いができておりません。当

然、もう済んでおるんですけれども、４月以降の支払いになったということで、それがその他未払

金がふえた原因の大きな理由の一つでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 未払金の中身については理解をさせていただきました。 

 次の現金預金についてですけど、昨年の議論で、キャッシュフロー計算書の期末残高がほぼ病院

にある現金と見てもらっていいというふうなお話がありました。未払金というのは、今後それを引

いて支払っていくという話になると、１億８,７００万というのがその現金預金の中からなくなっ

ていくという形になると、非常にマイナスというか、なるんではないかと思うんですけど、その点

の考え方についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 キャッシュフロー計算書の資金、期末残高でございますけれども、昨年度末の残高は３億４,０

５７万３５円、今年度末が５,７００万ふえて、期末残高が３億９,７９６万３,３５９円となって

おります。期末残高のみをとらまえると５,０００万円以上ちょっとふえた形にはなっております
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から、先ほど議員ご指摘のとおり、まだ未払金もあります。ここから未払金は支払わなければなり

ません。その反面、未収金というのもございまして、そこへまだ入ってくる部分もございます。 

 ですので、結局のところどうかといいますと、先ほど申し上げた平成２９年度に行った工事代金

の未払い分を払ったり、あるいは診療用備品の未払い分を支払ったりというのが４月になっており

ますので、それを差し引きしますと、２８年度と比較して、実質は約５,０００万円程度、２８年

度より資金が減少したという現状でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 さっきおっしゃった、今回５,７００万ほどの増になったというふうなお話でしたけど、結局、

前年度と、２８年度と余り変わらないというような捉え方でいいのか、最後にその点だけお聞かせ

願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 実際には２８年度と比較をいたしますと、その未払金、未収金を全部加味いたしますと、２８年

度と比較して約５,０００万円程度少なくなっております。ですので、やはりそれをまず食いとめ

るのが、今後の頑張りどころやというふうに考えております。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 ありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 

 ８番 森 美和子議員の質疑は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 １時４７分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時５８分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１５番 前田 稔議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 通告に従い質疑をさせていただきます。 

 勇政の前田です。よろしくお願いします。 

 午前中から質疑がありましたので、重複する部分もありますけれども、順次質疑をさせていただ

きたいと思います。 

 まず、議案第５７号平成２９年度亀山市一般会計歳入歳出決算についてでございますけれども、

この決算の内容についてお聞きをしたいと思います。 

 朝から質疑をされていまして、かなり良好な数字が出ておりまして、いつもよりもいい内容の決

算であったように思いますけれども、一つ一つその内容について分析をしていきたいというふうに
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思いますので、よろしくお願いします。 

 まず、市税についてどのような状況であったのか、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 １５番 前田 稔議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 市税における調定額及び収入額につきましては、平成２６年度以降減少傾向にありましたが、平

成２９年度決算ではわずかながら増加をいたしまして、調定額で１１１億１,７９３万円に対しま

して、収入済額では１０６億１,３７６万円で、収納率といたしまして９５.４３％、前年度収入済

額より２.７％、約２億７,９２２万円の増収となり、収納率で２.０％上昇したところでございま

す。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 ２億７,０００万ふえたということですけれども、その内容についてお答えください。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 増加した内容でございますが、まず法人市民税におきましては、一部の企業において自動車材料

及びスマートフォンの部品の業績向上に伴いまして、対前年度比約２９.８％、約１億９,９１０万

円の増収となりました。また、個人市民税では、近年では定年退職後も再雇用等で働く方の増加に

伴い、納税義務者数の増加などによりまして、対前年度比１.２％、約３,０５４万円が増収となっ

たところでございます。また、固定資産税におきましては、家屋において平成２８年中の新増築分

の増などから、対前年度比０.７％、約４,３９２万円の増収。また、軽自動車税におきましては、

四輪乗用において燃費及び安全基準の向上から、普通車からの乗りかえ需要がふえましたことによ

り４.９％、約６７２万円の増収となったところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 自動車関連とかスマートフォンでふえたりとか、あと退職者の再雇用でその分３,０５４万円で

すか、ふえたということで、景気が少しよくなっているのかなというふうな思いもしました。 

 それから、税収はこういった形でふえているということなんですが、交付税についてはどうなの

か、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合総合政策部次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 普通交付税につきましては、平成２８年度決算と比較しますと約１億１,０００万円の増となっ

ております。その内訳といたしましては、基準財政需要額につきましては、社会福祉費や公債費等
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の増、また臨時財政対策債への振りかえにより１億５,０００万円の減となったものの、基準財政

収入額では、法人税割の減などによって約２億６,０００万円の減となったものでございます。繰

り返し申し上げますと、基準財政需要額が１億５,０００万円減となりましたが、それ以上に基準

財政収入額が２億６,０００万円減となったと。その差額の約１億１,０００万円が普通交付税とし

て増収となったというものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 トータルで１億１,０００万円増となったということですか。 

 その交付税の特別交付税と地方交付税ですか、その要因というのは、詳しい要因ってわかります

か。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 特別交付税のことでございますけど、特別交付税と申しますのは、普通交付税で措置されない個

別で緊急、地震や台風等の自然災害などによりまして、財政需用に対する財源不足額に見合う額と

して算定され交付されるものでございまして、平成２９年度におきましては、４億２,２８８万円

が交付されております。２８年度決算と比較いたしますと、特別交付税は約２,５００万円の増と

なっております。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 そのような内容でふえたということなんですけれども、次に義務的経費についてお伺いしたいと

思うんですけれども、人件費、扶助費、公債費、これについては増加していると思うんですけれど

も、その要因とか内容についてお答えいただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 義務的経費と申しますのは、議員がおっしゃられたように、歳出のうち人件費、扶助費、公債費

を指しまして、極めて硬直性が高い経費でございます。平成２９年度におきましては約９８億４,

８９４万円となりまして、前年度比で約２億７２９万円の増となっております。 

 内訳について申し上げますと、１つ目の人件費につきましては約３９億円となりまして、退職手

当、期末勤勉手当の増などにより、前年度と比べて約９,２００万円の増、前年度比２.４％の増と

なっております。 

 次に、扶助費につきましては、２９年度決算が約３７億円でございまして、その増の要因、障害

者自立支援事業であるとか経済対策臨時福祉給付金事業などの増により約５,９００万円の増、前

年度比で申し上げますと１.６％増となっております。 

 ３つ目の公債費につきましては、決算額が２２億３,３８９万円でありまして、元金償還金の増
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などにより約５,６００万円の増となっておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 決算の内容としてはいいんですけど、やっぱり一番今後気になるのは義務的経費、この部分がや

っぱり全て人件費、扶助費、公債費。人件費は前年度に比べて２億７,０００万、それから扶助費

もふえていますね、１.６％増ですね。それから、公債費についても前年比２.６％とふえているん

ですよね。 

 ここをやっぱり何とかせなあかんのですけれども、これはなかなか切り崩せない部分だというの

はよくわかっているんですけれども、実質はここで本来は、ほか削っていくところって余りないの

で、ここを何とか削っていかなきゃならないと思うんですけれども、ここの義務的経費についての

見解、市としてここを減らしていこうという思いがあるのかないのか。あれば、どういう方法で減

らしていくのかという、そこのところを何か考えがあればお答えいただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 扶助費につきまして、社会保障費でございます。今後も増加が見込まれますので、それを削減と

いうのは割と困難なこともあろうかと思いますが、公債費につきまして、事業展開による市債の借

り入れ状況によっては、抑制することも公債費についてはできると考えております。 

 義務的経費と申しますと、支出が義務づけられて任意に削減ができない経費でありますので、非

常に財政構造の硬直化を招く大きな要因であると、そういう認識は持っております。 

 それですので、市債の借り入れの抑制、これは人件費や扶助費の抑制よりも操作がしやすいと、

調整しやすいということでありまして、市債の借り入れの抑制によって義務的経費の縮減、公債費

の縮減に努めていきたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 公務員というのと民間の企業とは違いますよね。実際、民間であれば経営が悪化していけば、正

直言って━━━というのも出てくるし、そういう形の中で厳しい世界でありますけれども、公務員

という中で、人件費の問題というのもシビアな問題というふうに思いますし、それから社会保障費、

これについてもかなり毎年毎年増加していく一方ですので、何とかここを食いとめたいなという思

いがあるんですけれども、こういうところを少しでも食いとめていければ、財政状況ももっと良好

になってくるかなあと思うんですけれども、この扶助費についての何か増加を食いとめるような、

そういった考え方、何かそういうのがあればお聞かせ願いたいと思うんですけれども。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 扶助費は社会保障関係費でございますので、それを食いとめる方法というのは非常に難しいもの

※削除あり。１０３ページに発言の取り消し許可あり 

※ 
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であると考えております。削減していくという、そういう良策とかいうのは、ちょっと現在のとこ

ろ、私にはちょっと考えが及ばないところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 担当部長はちょっとああいう形なんですけれども、市長、何かご見解があればお願いします。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 ちょうど私、就任のころの扶助費の総額が約２０億を切るぐらいでございまして、今３７億とい

うことで、やはり国の社会保障にかかわる諸制度がかなり充実をしてきたという背景があって、地

方自治体としても、この制度を活用して市民サービスに努めてきたという一面があろうかと思いま

す。 

 したがいまして、なかなか社会保障制度や福祉サービスのこれを独自に抑えていくということに

つきましては、限界があろうかと思います。ただ、その国の諸制度に対して市単独のプラスアルフ

ァの独自の施策を展開いたしておるところであります。 

 だからといって、この市の単独のサービスを削って扶助費を抑えるということは、果たしていい

のか、悪いのかということになれば、そのような議論はあろうと思いますが、できる限り、ここは

可能な限りのバランスの中で展開できればというふうに思っておるところであります。 

 したがいまして、この扶助費を抑えていく知恵といいますか、できれば国の社会保障制度自体が

しっかり機能して、プラスアルファで市単独の何かがなされていくということが少しカバーしてい

ただければ、また変わっていくんでしょうけれども、現実としてはやはりなかなかこれを抑制して

いくという考えは、限界があろうかと思います。 

 また、その諸制度の適切な運用については、当然、私どももしっかり運用していく必要があろう

かと思っておるところであります。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 なかなか厳しい状況にあるということですが、国の制度がもう少し補助が出れば、それにこした

ことはないと思いますけれども、やっぱり市全体の中で皆さんが知恵を出して、少しでも扶助費を

少なくしていくような取り組みを、僕は、やっぱり市役所というのは最大のシンクタンクだと思っ

ておりますので、優秀な人間がいっぱいおりますので、その中でやっぱり知恵を出していただいて、

いい制度を考えていただいて、そういった扶助費の削減に当たっていただきたいなというふうに思

います。 

 続きまして、決算に対する評価についてということで、まず経常収支比率についてお伺いしたい

と思います。 

 これについては、前年度よりもよくはなっておると思うんですけれども、この８６.７％につい

ての認識をお聞かせ願いたいと思います。 
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○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 経常収支比率、平成２９年度決算では８６.７％、昨年度の８９.１％から２.４ポイント改善し

ております。その要因といたしましては、経常的経費につきましては、物件費や繰出金などの増に

より増額となった一方で、経常的収入が市税、普通交付税、臨時財政対策債の増により増額となっ

たことが要因であります。平成２４年度には９３.５％であった経常収支比率でありましたが、そ

の後においては年々改善しており、財政構造の硬直化から弾力化への方向へ進んでいるものであり

ます。 

 経常収支比率につきましては、８５％以下を目標としておりますので、今後におきましても行財

政改革大綱に掲げた取り組みを着実に進めて、職員の創意工夫と意識改革によりコスト意識を高め

る中で、効率的な執行を徹底し、経常的経費の削減を図ることが重要であると認識しております。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 それでは、全てのちょっと評価についてのものをお聞きしてから、後でまたちょっと議論をした

いと思うんですけれども、公債費負担比率について、この１４％という、これについての見解をお

願いします。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 公債費負担比率は、繰り返しになりますが、公債費に充当した一般財源の、一般財源の総額に占

める割合を示すものでありまして、１５％が警戒ライン、２０％が危険ラインとされております。

２９年度の公債費負担比率は１４％でありまして、前年度の１４.６％から０.６ポイント改善して

おります。その改善の要因としましては、歳出の公債費につきましては、前年度と比較して増加は

しておりますけれども、公債費に充当された一般財源が約１,５００万円増加、その一方で一般財

源の総額、それが市税などの増収によって約７億４,３００万円増加したことが要因であります。 

 今後の見込みでございますけれども、公債費は平成２４年度の約２７億円をピークに減少してお

ります。今後は再び減少傾向となる見込みでございますけれども、減債基金も活用しながら、公債

費負担比率の改善に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 それでは、実質収支比率についてのお答えをいただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 答弁を求めます。 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 
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 実質収支比率と申しますのは、標準財政規模に対する実質収支額の割合を言います。実質収支額

は標準財政規模や予算規模の大小、財政運営の考え方により比率が変動するものでございます。決

算において予算に対する不用額が大きくなると、実質収支額が増加することにより比率が高くなり

ます。また、予算の残額を使い切れば、実質収支額が減少すると、比率は低下するというものでご

ざいます。 

 平成２９年度の実質収支比率は５.２％でございます。２８年度は２.６％、２７年度は７.５％

となっておりまして、そして、類似団体と比較しますと、平成２８年度は５.４％の類似団体に対

して本市は２.６％、２７年度の類似団体は７.５に対して、２７年度は同じ７.５％であります。

また、３％から５％が望ましいとされております。そういう両面からも、当市の比率５.２％は遜

色はない比率であると認識しておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 類似団体は別にいいんですけど、３％から５％という中で、その５.２％というのは非常に近い

ので別に悪くはないんですけれども、ただ、これについて昨年が２.６％やったんですよね。これ

はどういうことかというと、昨年は本当に予算に対してすごく執行率が高かったという状況なんで

すよね。今回は５.２ということは、ちょっと５％を超えているということは、黒字幅があるとい

うことは、その予算に対しての執行率が少なかったというか、多く残しているということなんです

よね、財源をね。 

 だから、そういう意味では、地域から出ている要望とかたくさんあるんですけど、インフラの整

備とか、それから何と言うのかな、委員会でも言わせてもらいましたけど、空調のことも、この夏、

本当に酷暑で非常にたくさんの方が亡くなったりとか、愛知県の学校、小学生ですかね。課外授業

で熱中症になって亡くなったとか、そういうこともあって、今年度この黒字幅を見ると、そういう

中で予算を地域の要望とか、あるいはそういった教育施設、空調とかそういうものにもうちょっと

使えたんではないかと思うんですけれども、この辺の市の取り組みというか考え方、できなかった

のかなあと。そこのところをちょっと、どうしてそういうふうなことで考えを持たなかったのか、

あればその答弁をいただきたいと思うんですね。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 議員がおっしゃられますのは、実質収支、不用額というか余りが去年よりも多かったので、その

差額分は使えなかったのかということでございます。 

 ただ、予算といいますのは、例えば扶助費、午前中にも申し上げましたように、扶助費というの

は見込みが立ちにくいということで、これで足りるかなと思っていても対象者がふえることが予想

されるために、予算を減額するということができないとかということもございます。そして、もう

一つ、普通交付税とか税とか収入がありますけれども、普通交付税が７月の算定でふえたといたし

ましても、そこで補正財源ができたとしても、補正財源ができたからすぐ事業をするとか、補正は

基本的には緊急的なものと原則はしておりますので、補正財源ができたとしてもすぐ緊急で重要な
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ものでしたら補正に計上するということもありますけれども、緊急でないような支出、補正になじ

まないようなことでしたら、財政調整基金へ積み立てるとか、そういうふうにして翌年度の財源に

使うというふうな考えでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 緊急であるか緊急でないかというのは、今も言いましたけれども、ことしのような酷暑で暑いと

きに、やっぱりそういうクーラーの話もあったけれども、それから、やっぱり地域の要望とかイン

フラというのも、これも緊急なのか緊急でないのかといったらあれなんですけれども、物によると

思うんですね。 

 だから、ちょっとお聞きしたいのは、その交付税の確定がされるのは昨年７月ですか、それぐら

い。それから、税が増収になるというのはちょっと聞いていないですけど、いつごろ税の増収が確

定されるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 まず交付税は、今おっしゃられたように７月というのが一つありまして、あと、税につきまして

は、例年ですと１２月補正の段階で増減を上げていくという中で、いろんな決算状況等を確認して

くると、どうしても１２月ぐらいにその金額が確定してくるということになってまいりますので、

今申された事業への配分というか割り振りにつきましては、当然、議員おっしゃられるように地域

の要望でありますとか、どうしても必要な場合については補正予算で対応していくべきだというふ

うに考えておりますが、今申された財源につきましては、なかなか年度の途中で確定するというこ

とがなかなかできない部分もございますので、もしもその中で必要な事業等があれば補正予算を活

用して対応していくべきだろうと、そのように考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 地域の要望は、当局から言わせると緊急でない要望であるというふうに認識をしてよろしいです

か。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 地域の要望でも、決して緊急性を要するものと要しないものがございますので、全てが地域の要

望が緊急性を要しないものというふうな認識は持っていないところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 もう一つ、プライマリーバランスについてお聞きしたいと思うんですけれども、今年度７,００
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０万の赤字になっていると思うんですけれども、この件についてどのようにお考えですか。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 平成２９年度のプライマリーバランスは、前年度の約１億３,０００万円の黒字から約７,０００

万円の赤字に転じております。この主な要因といたしましては、歳入においては市税や普通交付税

などが増加する一方で、歳出に対する資金として臨時財政対策債などの地方債を増加したことから、

歳入総額に占める地方債発行額の割合が高くなったものでございます。 

 このプライマリーバランスを均衡させるということは、後の世代の負担を増加させないことにな

るため、大変重要なことであると認識しております。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 プライマリーバランスが赤字になるということは、やっぱり身の丈に合った事業、身の丈以上の

事業をしているということだと思うんですけれども、市の考え方としてどうですか。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 プライマリーバランスと申しますのは、あくまで単年度の収支のバランスを見るものでございま

す。その年度の事業規模によって変動もあり得るものと認識しております。また、税収におきまし

ても一過的な新規投資などにより左右される点も大きく、将来的な予測が難しいというようなとこ

ろもございます。 

 そのために、もう一つの財政指標の一つである公債費負担比率、これは年度間での変動が少ない

ことから、将来の公債費の負担を抑制するためにも、公債費負担比率を注視しつつ地方債の適正な

発行に留意した上で、プライマリーバランスについては財政指標を総合的に検証して、歳入の確保

と歳出の削減を行って、健全な財政運営を行っていく必要があると考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 それでは、主要施策の成果についてお伺いしたいと思いますけれども、この分析結果から見えて

くるものは何なのかということをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 分析結果といたしまして、経常収支比率、公債費負担比率、いずれも前年度より好転はしており

ます。しかし、あくまでそれらの数値というのは単年度における指標でございますので、中長期的

な展望を持った財政運営に努めていく必要があります。 

 これらの指標を維持、改善していくためには、義務的経費の削減、また事業の効率性を高めると
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ともに、収納率の向上を図るなど、経常的な収入の確保を図っていく必要があります。そのために

は、第２次行財政改革大綱の後期実施計画に掲げた具体的取り組みを着実に実施し、検証を図って、

財政運営を行っていくことが大切であると考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 最後にちょっとお聞きしたいんですけれども、今の財政状況が持続可能な財政状況であるのかな

いのか、その辺についてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 平成２９年度の決算につきましては、第２次総合計画の初年度として事業の着実な推進を図りつ

つ、限られた財源を有効に活用し、適切な執行に努めてまいりました。その結果として、財政の健

全化を示す指標となる経常収支比率、公債費負担比率については、市税等の一般財源の増収により

前年度よりも好転しておりまして、また、赤字比率などの健全化判断比率についても、国が定める

早期財政健全化や財政再生を図るべき基準に比べまして良好な比率となっております。また、財政

調整基金の残高は、前年度比で５億円減少している３５億円となっております。市債残高は、また

９年連続で減少となっております。 

 これらのことから、平成２９年度の行財政運営は、施策推進とあわせまして一定の健全化の両立

が図られたものと考えております。しかしながら、長期財政見通しでは、市税や地方交付税などの

歳入の減収と扶助費や投資的経費などの歳出の増加により、厳しい財政状況が見込まれております。

今後におきましても、第２次行財政改革大綱の実施計画の具体的な取り組みを着実に実施し、持続

可能な行財政運営の確立に努めてまいります。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 さっきも議論しましたけれども、義務的経費はふえる。それから税収は減っていくという中で、

やっぱり財政運営は今後厳しくなっていくというのが現状だと思うんですね。だから、その辺をも

っとしっかりと見きわめて財政運営をしていっていただきたいというふうに思います。 

 次に、議案第６１号平成２９年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてお伺

いしたいと思います。 

 当年度の純利益が９,９３３万７,１２１円ということになりましたけれども、昨年が１億１,３

００万４,３５６円あったんですけれども、減っているわけですよね。このことについて、まずお

伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑上下水道部長。 

○上下水道部長（宮﨑哲二君登壇） 

 議員ご指摘のように、平成２９年度の純利益は９,９３３万７,１２１円で、平成２８年度の純利
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益１億１,３００万４,３５６円に比べ、１,３６６万７,２３５円減少いたしました。その理由とし

ましては、給水収益などの水道事業収益は２，３９２万８,９０８円増加したものの、水道事業費

用がそれ以上の３,７５９万６,１４３円増加したことにより、平成２８年度と比べ純利益が減少し

たものでございます。 

 それと、水道事業費用の主な増額につきましては、営業費用の原水及び浄水費が３７２万３,３

５１円、総係費が３,７５２万３,２３５円、資産減耗費が２３４万４,７２２円、平成２８年度と

比べ増加しております。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 その中で、今、先ほど答弁がありました総係費ですけれども、この総係費がふえた原因というの

は何ですか。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑部長。 

○上下水道部長（宮﨑哲二君登壇） 

 総係費につきましては、営業費用のうち水道料金の徴収や事業活動の全般に関する費用で、人件

費、手数料、負担金などを総係費としており、主な増額につきましては、退職給付費が３，６１０

万６４６円、平成２８年度と比べ増加しております。 

 退職給付費が増加した要因としましては、水道事業での在籍期間が長い職員が退職し、退職手当

の負担額が増加したこと及び将来の退職手当の財源として必要となる退職給付引当金が、人事異動

や給与改定により増加したことによるものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 その中の退職給付金なんですけれども、これは一般会計からではなくて水道事業会計から払われ

るということですか。その退職給付金というか、そういう積み立てというのは水道事業のほうでや

っていましたか。ちょっと確認したいんですけれども。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑部長。 

○上下水道部長（宮﨑哲二君登壇） 

 退職給付費でございますけれども、これにつきましては、平成２６年度の地方公営企業会計制度

改正時に退職給付引当金の計上が義務づけられたことから、公営企業の在職年数に応じて退職給付

費を負担することになったものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 現在、その退職給付金というのは、どれぐらい積まれていますか。 

○議長（西川憲行君） 
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 宮﨑部長。 

○上下水道部長（宮﨑哲二君登壇） 

 手持ちに資料がございませんので、ちょっと調べてご答弁させていただきます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 じゃあ、後で報告いただくとして、資金が減少しておりますけれども、１億５,０００万ぐらい

ですかね。これについて、今後、大丈夫なのかどうかということなんですけれども。毎年毎年減っ

ていっていますけれども、その点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑部長。 

○上下水道部長（宮﨑哲二君登壇） 

 資金残高が毎年減っているということでございますけれども、資金残高につきましては、１億５,

１９５万６,０９７円が減っております。これにつきましては、資本的支出の建設改良費が平成２

８年度に比べて２億８,８４２万４,４４８円増加したことが主な要因でございます。これは、計画

に基づき配水管や水源地、浄水場の改良事業を実施したものであり、平成２９年度当初に予定して

おりました資金減少見込み額２億３０７万６,７００円より約５,０００万円、資金減少額が少なく

なっております。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 その不安な要素もありますけれども、この４月から水道料金を値上げしたんですよね。それで、

もうあわせて聞きますけれども、今の財政状況で持続可能な財政状況なのかどうか、お伺いしたい

と思います。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑部長。 

○上下水道部長（宮﨑哲二君登壇） 

 健全な事業運営を持続していくため、平成３０年４月から水道料金の改定及び亀山市新水道ビジ

ョンを策定し、今後１０年間においては、そのビジョンに基づき事業を実施していく予定でござい

ます。 

 新水道ビジョンにつきましては、おおむね３年ごとに進捗状況の評価と点検を実施するとともに、

５年をめどに財政計画の見直しを行うなど、持続可能な事業運営を図ってまいります。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 続いて、議案第６４号平成２９年度亀山市病院事業会計決算の認定についてお伺いしたいと思い

ます。 

 当年度純損失が１億１,６４３万９,０８５円になったということについてお伺いしたいと思いま
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す。 

○議長（西川憲行君） 

 古田地域医療部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 当年度の純損失は、先ほど議員おっしゃいました１億１,６４３万９,０８５円でございます。そ

の具体的な内訳は、まず入院収益、外来収益等の医業収益の合計が１３億６０３万４,４１４円。

これに対しまして、給与費、材料費などの医業費用が１５億８,４４１万６,４５５円で、差し引き、

この時点で医業損失が２億７,８３８万２,０４１円でございます。 

 次に、一般会計からの繰入金等の医業外収益が２億３,５２６万７,８３１円。これに対しまして、

雑損失等の医業外費用が７,１４８万３,０１０円で、この部分では差し引き１億６,３７８万４,８

２１円の黒字となり、合計経常損失が１億１,４５９万７,２２０円。これに特別損失の１８４万１,

８６５円を加えたものが当年度の純損失１億１,６４３万９,０８５円でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 その損失がかなり減少しているんですけれども、その原因はどう分析しているのか、お答えくだ

さい。 

○議長（西川憲行君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 損失が減少した原因ですけれども、大きな原因の一つは、まず医業収益が増加しております。入

院分につきましては、入院患者数が２万３,５８６人、延べ数ですけれども、対前年度比で３,３９

２人増加をしております。収入では７億４,８５８万４,１３２円で、前年度比１億１,９５３万７

２１円増加をしたところでございます。 

 それに対しまして、外来患者数は、先ほど森議員のご質問でもありましたけれども、３万６,３

７９人で、前年度比１,４８５人減少しております。収入では５億１,０４６万６４２円で、対前年

度比５,７４２万１,１９９円減少しております。ただし、外来処方の院外化に伴い、材料費が５,

８６４万１,９６２円減少していることから、外来収益につきましては、実質的には横ばいの状況

となっておるものと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 その赤字を減らした原因が医業収益、地域包括ケアシステム、その中での増加であったというふ

うに思いますので。 

 この期末残高なんですけれども、３億９,７９６万３,３５９円。これで今後、持続可能な財政状

況であるのかどうか、これについてお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 古田部長。 



－８２－ 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 キャッシュフロー計算書での、これは平成２９年度資金期末残高は、先ほど議員おっしゃいまし

たように３億９,７９６万３,３５９円でございます。平成２８年度末の残高が３億４,０５７万６，

０５３円でありましたので、５,７３８万円程度ふえたことになりますけれども、先ほど森議員の

ところでもご答弁いたしましたが、受変電装置の工事費約４,７００万円を未払金に計上したこと

などにより、実質的には、平成２９年度分としては約５,０００万円減少しているような現状でご

ざいます。この資金の減少が平成２１年度以来継続しております。このような現状が続きますと、

病院の経営にも影響が出てくることと考えられます。 

 現在、そのような状態に歯どめをかけるべく、先ほど申されました地域包括ケア病床、平成３０

年度に４床増床して１９床にいたしました。また、訪問看護ステーションを平成３０年４月１日に

設置いたしました。このように、医療センターアクションプランに基づき、経営継続できるよう取

り組みを進めておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 赤字を減らしていただいておるんですけれども、まださらに、これで黒字になったわけではない

ので、さらなる医療改革というか、そういう新しい取り組みがあればお聞かせ願いたいと思うんで

すけれども、そんな考えがあるのかどうか。 

○議長（西川憲行君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 平成２９年度におきまして、地域包括ケア病床の導入でありましたり、外来処方の院外化、経費

削減等に取り組んでまいりました。その結果、平成２８年度と比較して１億４,５１５万３,３６５

円赤字を減少させることができました。 

 新たな取り組みといたしましては、平成３０年度、今年度、組織改正をして体制を整備したり、

訪問看護ステーションを設置、あるいは地域包括ケア病床の増床を行いました。また、来年度以降

につきましては、市職員等の健康診断や人間ドック受け入れの拡充を検討しております。それによ

りまして、例えば外来患者数の増加に寄与できるものと考えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮﨑上下水道部長。 

○上下水道部長（宮﨑哲二君登壇） 

 先ほどの退職給付引当金の積み立てでございますけれども、平成２９年度末残高につきましては、

４,３３２万５,２９７円でございます。 

○１５番（前田 稔君登壇） 

 ありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 

 １５番 前田 稔議員の質疑は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 
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（午後 ２時４９分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ２時５９分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１７番 小坂直親議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 緑風会の小坂でございます。 

 通告に従い、４点ばかり質疑をさせていただきます。 

 まず最初に、議案第５７号平成２９年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について。 

 きょう朝より、４名の方がそれぞれの立場で決算の総括をされてみえるんで重複することがあろ

うかと思いますが、もう少し違う角度で質問させていただきたいというふうに思います。 

 この決算についての監査委員の総括意見として、形式収支については９億１,５０５万円、実質

収支についても６億７,７１０万円、単年度収支３億４,６５７万円ということで、黒字ということ

で結果的には良好であったという報告があるんですけど、実質単年度収支は３億１,９４５万円赤

字であるわけです。会計は単年度収支でするというのが本来の予算であって、確かに明許繰り越し

ですとかいろんな財源の持ち越しがあろうかと思います。これは決して単年度収支をやはり赤字で

よかったのか、悪かったのか。やっぱりこれは解消すべきであるというふうに思うんですけど、そ

れについての見解をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 １７番 小坂直親議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 落合総合政策部次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 実質収支につきましては６億７,７００万円で、前年度よりも３億４,６００万円増加しておりま

す。ただし、単年度収支につきましても、前年度から比べまして９億８,４４１万６,０００円の増

となる３億４,６５７万４,０００円となっております。実質単年度収支につきましても、昨年度の

１４億６００万円から３億１,９００万と、これについてプラス１０億円の増となっております。 

 このように、単年度収支だけじゃなくて昨年度からの実質収支も含めた２カ年にわたる収支とい

うものを勘案していく必要があると、単年度で満足するというものではないと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 何を言うておるかわからん。何を言わんとするのか。 

 実質単年度収支については、本来は単年度予算主義をとっておることについて、去年は１４億に

対してことしは３億であろうが、単年度予算主義をとっておってこの黒字、赤字、単年度赤字はい

いのか悪いのかと、これを解消すべきと違うんかということを私は聞きたいと、その辺の見解を聞

いておるんですよ。そんなことを私は聞いておるわけじゃないです。 

○議長（西川憲行君） 
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 山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 先ほど次長が申し上げましたが、基本的に平成２９年度の実質単年度収支は３億１,９００万と

いうことで、財政上といたしましては、やはり単年度の中でこれを黒字にするというのは目標であ

るというふうな認識は持っております。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 当然、昨年が幾らであろうがことしが幾らであろうが、やっぱり単年度予算主義の予算をとって

おる以上、ある意味当然、これは出さない、赤字なり黒字なりの方向でやはり予算を調整すべきで

あるというふうに思います。 

 その中で、財政分析指標の中で経常収支比率について、前年度より８６.７で２.４％ということ

で良好であると言いますんですけれど、これはあくまでも、私から言ったら他力本願で、本来の行

財政改革の、市が努力してこの経常収支が結果として２.４％下がったわけじゃないと思う。やは

り、実は経常的経費の物件費と繰出金、これ前年度より３億９,０００万、約４億円。これを減ら

さなければ、あくまでも本来の経常収支比率は下がらないですよ。これは、この４億円はふやした

けど、それ以上に交付税と市税と臨時財政対策債がふえたから、だから今度財政力指数が上がった

んだと、よくなったんだと言うけど、この経常的収入財源の中には、市税と交付税、確かに２億４,

０００万、それから交付税として１億３,０００万。しかし、臨時財政対策債７億ですよ。去年は

３億ですよ。これは借金ですよ。歳入の中に、単に税収とかほかの歳入じゃなしに、臨時財政対策

債は交付税にかわる起債ですよ。借金をようけふやしたから、だから２.４％で８６.７になったん

だと。これがなければ、そんなに経常収支比率は上がらないですよ。 

 だから中身が、数字の上では確かに８６.７で２.４％、前年度よりよくなったと言うんですけど、

だけど、本来抑えるべき需用費、物件費、繰出金、ここらの義務的経費は４億ふえておるんです。

これを抑えなければ経常収支比率は下がらないですよ。その中身は市税と交付税、臨時財政対策債、

７億９,１７１万、このうちの大半は臨時財政対策債ですよ。これは借金ですよ。借金をようけふ

やして歳入がふえたから経常収支比率がよくなったという考え方は、あくまでもこれは数字の上だ

け、本質的な経常収支比率の向上にはつながっていないという考えなんですけど、その辺について

のお考えをお伺いしたい。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 経常収支比率が好転したことの要因といたしまして、市税や地方交付税などの増収によって一般

財源が増収となったこと、それが要因の一つであるということは議員ご指摘のとおりと、事実であ

ると考えております。 

 しかし一方では、２９年度決算におきましては、総合計画の初年度として事業の推進に取り組む

とともに、行財政改革大綱の実施計画を着実に実践したことによって、市税の収納率の向上である

とか事業の見直しによる歳出の削減に努めたこと、そういうようなこともありまして、そういうこ
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とからも２.４ポイント改善しておるというものでございます。 

 そして、臨時財政対策債につきましては借金ではございますけれども、後年度で普通交付税で１

００％措置されるというふうなこともございます。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 そんなことはさっきから私の知っておる範囲内です。だから、実質この財政分析の経常収支比率

には中身が違いますよと。本来２.４％でよくなっているというのとは中身が、歳入の大幅な借金

をカウントすることによって収支比率が上がったんとは違いますよと、それは中身が違いますよと

いうことなんですよ、次長。だから、その考え方が違うと思うんですけどね。だから、税収が上が

ったと言うんですけど、先ほど交付税が１億２,０００万上がったと。再三、今、同僚議員が質問

させていただいておるんですけど、税収が上がって、そしてなぜ次長は地方交付税は基準財政需要

額がふえて、それから税収入が減ったから地方交付税が上がったんだと言うんです。税収は２億７,

０００万ぐらいふえておるわけですよ、実質は、前年度より。なぜその交付税が、あなたの発言だ

と、税収が減ったから、基準財政収入額が減ったから地方交付税が１億２,０００万ふえたという

話と若干話が混乱しておると思うんですけど、それは何を基準にして、前々年度なのか前年なのか。

要するに２９年度は、税収は前年度より２億８,０００万ふえておるんですよ。だけど、あなたの

説明では、ことしの地方交付税１億２,０００万もふえたのは、基準財政需要額がふえて税収が減

ったから、基準財政収入額が減ったから交付税がふえたんだというのとはちょっと矛盾すると思う

んです。その辺の説明をお願いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 基準財政収入額の算出方法といたしまして、市民税とか固定資産税は当該年度分の税収から算出

します。ただ、法人市民税につきましては、前年度の実績と現年度の４、５月分から算出というこ

とで、実際の決算額がそのまま来るものではございませんので、捉え方の時点が異なりますもので、

基準財政需要額と実際の収入とは異なるものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 それは７月算定で大体税収見込みとして、基準財政収入額は税収の約７５％ですよ。安全率を掛

けてあるんですよ。７５％に大きく変わりはないと思うんです。これを見ると、２９年度より平成

３０年度は大幅に税収が減るということですか。そうでなければことしの地方交付税の額が決定し

ないですよ。現時点でというならば、前年度決算やなしに７月時点での法人税、固定資産税、市税

の分を７５％でカウントするのが基準財政収入額ですよ。それが大幅に需要額に対して減ったから、

交付税が前年度ふえたんだということですと、それを時点の修正はどこでとるんですか。 

 あくまでも前年度の７月の算定でしょう、これ。そのときに３０年度の税収は大幅に減ったんで

すか。減るという前提でなければ、交付税は１億２,０００万もふえないですよ。あなたの言う時
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点修正とはいえ。それに安全率で７５％ですよ。税収額に対して７５％が基準財政収入額としてカ

ウントされるんでしょう。どこでそんに何億という税収が落ち込んでおるんですか。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 基準財政収入額は、もう一度申し上げますと、市民税とか固定資産税は当該年度の調定、概要調

書とかそういうところから算出します。それから法人関係税につきましては、前年度の実績と当該

年度の４、５月分について算定されますので、おのずと捉える時点が異なってくるということで、

実際の決算額と基準財政収入額は異なるということでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 何遍も言うけど、税収が１億円か２億円減るんですよ。どこで減っておろうが、どの時点の修正

であろうが、税収が減っておるんですよ。減ったから交付税がふえたと言ったんだ、あんたは。時

点修正がどこであろうと、どこで税収が減っておるんですか。 

 だったら、ことし還付金３,０００万、法人税の中間に対してことし補正予算で３,０００万修正

が出ていますよ、還付金が。これらはどのようにカウントされるのか。前年度の修正ですよ、当該

年度で。要するに取り過ぎだったんですよね。だから３,０００万は今度還付するでしょう。そこ

らは次の翌年度の交付税にカウントされるわけですよ。 

 だから、時点修正で幾ら減ったって、税収が減ったといったら固定資産税にしろ市民税にしろ、

どこで、何が、幾ら減ったんですか。だから交付税がそんだけ出たということは、１億２,０００

万も出るということは、１億２,０００万にあと２５％を掛けるんですよ、税収は。それで１億５,

０００万以上税収が減ったということですよ。その減った税収は、何年度分の税収が減っているん

ですか。２９年度分ですか。３０年度分ですか。何年分なのか、いつの分のやつが減ったんですか。

１億２,０００万減ったということは、それに対して２５％掛けるんですよ。７５％見ておるんで

すよ。１億５,０００万ぐらいの税収はどこで減ったんですか。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 この基準財政需要額の収入の減につきましては、過年度分もございますので、ちょっと手持ちに

ございませんので、後刻答えさせていただきます。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 経常収支比率のカウントの仕方によってはそれは考え方が違うと思うんですけど、いずれにして

もこれは７５から８０％というのが本来の数字であろうかと思います。それで行財政改革では８

５％を目標にするということで、８９から今度８６.７になったということなんですけど、やはり

当然、この長期計画の中では８５％に近づけるべきという目標を掲げておることについては、この
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８６.７％をいかにして８５％以内の本来の係数にするかというお考えを、お示し願いたいと思い

ます。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 経常収支比率につきましては、特に義務的経費、人件費、物件費、公債費等のそれらを削減する

ことによって経常収支比率を下げていくというのが本来のことでございます。今回、税収がふえた

ということで算式上は下がっておりますけれども、物件費等、公債費、事業の規模を考えながら起

債の発行額を勘案して義務的経費の削減に努めていくということでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 それを私が先ほど申し上げたんです。だから、物件費とか繰出金とか他会計の経営状態から、全

てを含めて義務的経費を減らすのに、それを聞いておる、どういう方法で何をしようとするのか。

義務的経費がことしは４億円あったわけですよ。それを減らさなければ。だから公債費にしろ人件

費にしろ義務的経費を減らす、８５にするために義務的経費を減らすのは当然ですよ。それには具

体的に何をしようとするのかということを聞きたいんですよ。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 まず、今までの指標につきましては、確かに単年度それで判断するものではなくて、中・長期的

な展望を持って財政運営を行っていくと、まずこれが必要であろうというふうに思っています。そ

の中でこの指標の改善等につきましては、今、議員ご指摘の義務的経費の増加を抑制する、これに

つきましては、まず事業の効率性を高めるとともに、例えば収納率の向上を図るなど経常的な収入

の確保を図っていくということが当然必要になってくるというふうに考えております。そのために

も第２次行財政改革に位置づけました取り組みを着実に実施して、検証して進めていくことが肝要

であろうと考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 きょうはこの決算についていろいろ話があったんですけど、監査委員さんのほうから歳入におい

ては、重複しますが、交付税と市税が緩やかな減少方向にあると。あわせて扶助費だとか投資的経

費が増加を見込むということの中で、より一層市民の生活なり福祉の安定の維持向上を特に図られ

るよう監査委員から期待をすると、非常に期待をされておるんですけれども、その期待に応えるた

めの市長の決意についてちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 
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 小坂議員から市長の決意をということでありますが、やはり今後、財政見通しも本年の２月にお

示しをさせていただきました。しっかりとこの環境変化の中で、厳しい状況、限られた財源を本当

に必要な諸施策へ展開をしていくという意味では、今後につきましても行財政改革を不断の努力を

していくということに尽きようかと思いますし、今ご指摘いただくような案件につきましても、本

当に単年度はもちろんしっかりやってまいりますし、その中で中・長期でこの財政を展望を持って

厳しくコントロールしていくということは当然のことでございますので、しっかり臨んでまいりた

いというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 そのように、期待に応えられるよう、監査委員さんのほうにもよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、収入未済額についてお伺いをさせていただきます。 

 まだ未済額については７億２,４９８万円あるわけでございますが、これの大半は市税、４億６,

４６６万と大半なんですけど、前年度より２億４,５０５万円減少をしておるのが事実なんですけ

ど、これの主な理由が特別土地保有税の徴収猶予額、これは住友商事に対する扱いであろうと思う

んですけど、これについて、これはどういう規定で納税猶予が、これ１５年以上猶予しておったん

ですけど、改めてここで免除したということが、大きな１億３,０００万という猶予したことにつ

いて、どのような経過で、昨年の３月の災害等で延期になったんですけど、これに対する延滞金と

かそういうことが発生していないのか、この免除した内容についてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 市税の収入未済額が昨年より減少した要因として、今ご指摘の特別土地保有税の猶予額１億３,

４８０万円の納税義務の免除が上げられます。これにつきましては、今、議員おっしゃられました

亀山・関テクノヒルズ開発事業に係る２０３筆、２４万７,２３２平米の物件でございます。この

土地につきましては、工業団地造成事業として平成元年１０月より民間活力導入の位置づけのもと、

市も支援をいたしまして、平成１０年に三重県より都市計画法に基づく開発許可を得ており、特別

土地保有税についても優良宅地の供給に資するという、こうした認定要件に該当することから地方

税法第６０１条の規定に基づき納税義務の免除に係る徴収猶予期間を設定されたものでございます。 

 その後、亀山・関テクノヒルズ開発事業に係る保有税につきましては、平成１９年度既存造成完

了区域の納税義務の免除を行い、今これも議員からございましたが、未完了区域に係る最終猶予期

間が平成３０年、本年３月３１日となっておりましたが、この３月に開発事業者により事業の完了

に伴う特例譲渡確認申請書、これにつきましては、優良宅地に関する売買についての申請書が提出

をされまして、これの確認がとれましたことから、地方税法第６０２条第１項の規定に基づき納税

義務を免除いたしたものでございます。 

 また、議員からは徴収猶予に係り災害等で一部工事が遅延したことによる延滞金の徴収について

のご質問もございましたが、特別土地保有税全額を免除いたしておりますので、これに係ります延

滞金につきましても全額免除いたしたものでございます。 
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○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 住友については、これはテクノヒルズのことで当初の計画からの約１００万平米ですか、平方キ

ロであったんですけど、あの当時第１工区と第２工区があって、第２工区は鷲山から白木一色約６

０ヘクタールを合わせて住友が地元説明をもって買収に入ったわけです。そしてオオタカがいると

いうことで、オオタカの周辺は開発できないということで、約４０ヘクタールを住友が買収して、

そのまま虫食い状態になっておるわけです。その分についての市の住友に対する考え方、保有税そ

のものはもう廃止になっていますので税法上ないんですけど、その当時同じようなスタートライン

であとの４０ヘクタールを合わせてやって、住友がまだ山を持ったまま虫食い状態やったわけです。

このことについて、この猶予をしたことについてと切り離しておるのか。これは地元にとっては一

団の土地として第１工区、第２工区として開発許可をとった工区なんですけど、そのことについて

の対応についてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 今回、あくまでも免除をさせていただきましたのは、先ほど申しました２０３筆２４万７,００

０平米ということで、これにつきましては特別土地保有税の徴収猶予に係る認定を受けた部分でご

ざいまして、あと住友に関しまして今おっしゃられた部分の特別土地保有税というのは課税がされ

ておりませんので、その部分につきましては徴収猶予がなされておらん現状ということでございま

す。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 市にとっては、せっかく開発をしてもらったんですけど、特別土地保有税を取っていないにして

も、少なくともあそこで全体で６０ヘクタールです。荒れたまんまなんです。オオタカがおる、お

らんということは別にして、関亀山線の道路をつけるについての話もあって、いろいろ話があるん

ですけど、やはり市として住友の開発に絡めて広域道路をつけるにしても、何らかの形でこれは住

友に譲歩していただいて、開発するなり公園としてするなり、何らかの窓口を開けていただきたい

というんですけど、その辺についてのお考えを。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 私も残りの土地につきましての認識は持っておりまして、確かに今の亀山・関テクノヒルズの中

で隣接する一団の土地ということで、土地の価値等非常にポテンシャルは高いものというふうに認

識をしておりますので、この土地の取り扱いにつきましては今後もしっかり検討していく必要があ

るということと、住友ともしっかり詰めて進めてまいらなければならないと考えているところでご

ざいます。 
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○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 それ以外に、その収入未済額で保育園の利用料が７１６万、これが含まれておるのと、それから

繰越明許、未収入特定財源１億６,４４７万、これは工事が非常におくれて国との整合等も図られ

ておると思うんですが、余りにもことしは多いんじゃないかというのと、それの理由と、それから

林業総合センターの損害賠償金７,０００万、これも既にもう三、四年たっておるんですけど、一

体どうなっておるのか。裁判費用だけ払っておって解決する見込みがあるのかないのか。これ７,

０００万、火災による業務責任ははっきりしておるわけなんですけど、これがその未収金として収

入未済額として積んでおくだけでいいのか、解決の方法があるのかないのか。その辺についてお伺

いします。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 まず、繰越明許費の未収入特定財源につきましては、平成２９年度の繰越明許費に係る特定財源

として平成３０年度に繰り越すものでありまして、事業完了後に受け入れるために既に交付決定さ

れた国、県の補助金が未収入特定財源としたものでございます。 

 主な繰越事業としましては、亀山駅周辺整備事業や関の山車会館整備事業などでございまして、

それらの繰越計算書及びその理由書につきましては本年６月議会に提出いたしておるところでござ

います。 

 済みません。先ほどの普通交付税のことですけれども、基準財政収入額が減となった理由でござ

いますが、平成２８年度分の法人市民税が約１億円過大であったということで、平成２９年度分と

して精算されたということでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 保育料にかかわるというところで、平成２９年度におきます収入未済額７１６万５,５３４円に

つきましては、そのうちの２３２万２,１００円が平成２９年度の保育所利用者負担金が滞納とな

っているもので、残る４８４万３,４３４円につきましては、平成２８年度以前からの滞納分とな

っております。 

 滞納の削減に向けた取り組みといたしましては、現年分につきましては毎月の督促状の送付、年

に二、三回の催促状の送付などを行うことで自主納付の促進に努めているところでございます。ま

た、滞納繰越分につきましては、催告状、最終催告書の送付による自主納付を促した上で、納付を

いただけない方につきましては、法律に基づき差し押さえなどの強制執行などの滞納処分、滞納者

からの申し出による児童手当からの充当などにより収入未済額の減少に努めているところでござい

ます。 

 今後におきましても、まずは現年分の収納に特に努めるとともに、過年度分につきましても現実

的に徴収の難しい案件につきましては、法律に基づいて不納欠損等の処理を行うことも含め、収入
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未済の減額に鋭意取り組んでまいりたいと存じます。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤産業建設部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 林業総合センターの損害賠償金の収入未済額でありますけれども、第２０款諸収入、第４項雑入、

第１目雑入、第５節農林水産業費雑入の収入未済額７,０６５万９,４４３円のうち、林業総合セン

ターの損害賠償金は７,０５５万４,４４３円でありまして、平成２６年２月に修繕工事中に起きま

した火災被害に係る損害賠償金でございます。市といたしまして、全額回収に向けて平成２７年４

月８日に津地方裁判所へ提訴しまして、これまで口頭弁論と１４回にわたる書面による弁論準備の

手続が行われましたが、現在も裁判継続中でございます。本件に関しましては、今後も訴訟代理人

弁護士と十分相談の上対応してまいりたいと考えております。 

 この裁判でありますけれども、現在、相手方はみずからの過失割合を少しでも下げるべく主張を

しておりまして、これに対して市といたしまして丁寧に反論をしておりますことから、まだしばら

く時間がかかる見込みでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 保育所の利用の面については、確かにこれは難しいと思うんですけど、後ほど申し上げる不納欠

損の額についても、本年度８３件１５７万不納欠損を落としておるんで、やはりこれはほとんど保

育所の場合は取れないであろうと思うんで、そこら辺については不納欠損を処理していかないと、

いつまでもこの収入未済で置いておくのは好ましくないと思うんで、その辺の不納欠損等の整合を

図りながら、もう少し収入未済額の中身を検討していただきたいというふうに思います。 

 繰り越しの未収金については、今、事業のこともあるけど、駅前等も含めてというけど、やはり

その予算を、できもせんものを最初から過大見積もりしてやるから事業が解決していないんであっ

て、あれはもう少し事業の見通し、完了というものを見据えた上の予算をつくるべきであって、最

初から非常に難しいのに予算だけ膨大にとっておいて、結局物の解決ができなかったら繰り越しで

すわでは、なかなか本来の単年度予算主義をとっておる中身に繰越明許ですればいいわという安易

な気持ちでは予算審議は十分できないと思うんで、もう少し慎重な、単年度で事業が遂行できるよ

うに予算を作成すべきであろうかというふうに思います。 

 それから林業センターについては、これはもう５年たっておるんですけど、まず無理ですよ、こ

れ。１００％、と思う。いつまでたっておっても利息もつかんと弁護士費用だけとるだけで何の解

決にもならんと思うんで、やはりこれらはもう少し強烈な手段を講じてでも、できるだけ早くこの

未収財源からなくなるように、もう少し誠意ある交渉をして解決していただきたいなというふうに

思います。 

 その次に不用額は、これは実質収支に関連するんだけど、６億９２６万あるんですけど、主なも

のは総務費、民生費、衛生、土木と教育とあるんですけど、今も出ましたように教育で７,８４４

万もあれば、今言ったように不用額を出すんだったら冷暖房ができたやろうというふうに思うし、

なぜ民生費で２億７,１１５万、特に総務が９,６００万、約１億円、それから衛生も７,０００万、



－９２－ 

土木も７,０００万、教育も７,０００万なんですけど、民生費だけが２億７,１１５万とあるんで

すけど、なぜこのような民生費が２億７,１１５万も不用額が出てしまったのか、お聞かせ願いた

いと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 平成２９年度決算で約６億９,２６０万不用額が出ております。そのうちで最も大きいのが民生

費で２億７,１１５万円。それを分析いたしますと、民生費の中で扶助費が、やはり不用額が多く

出ております。扶助費は予算を計上しておいて、減額すると、また新たな対象者が見えるという場

合に予算不足を生じますので、それは減額補正をすることなく予算計上しておくと、そういうこと

で大きく不用額が生じたというものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 扶助費ということなんですけど、扶助費であってもそれは別に急施を要すれば予備費でもいいわ

けですし、予算は６月も９月も１２月もあるんで、総額の予算からするとかなりの割合ですけど、

扶助費だけに限って２億というのであれば、もう少し補正予算なり予備費の流用なりいろんなもの

ができると思うんで、もう少し予算の運用を、不用額がこのように出ないような方向で年計予算に

合うような予算執行をしていただきたいというふうに思います。 

 その次に不納欠損額なんですけど、４１３万９,０００円。今年度は前年度よりはと思うんです

けど、市税で１,２６０件３,９５１万円、前年度より２６９件１５４万円ふえておるんですけど、

なぜことしは市税がこんなにふえたのかというのと、特に固定資産税がほぼ倍、前年度の倍の件数

になっておるんですね。なぜ不納欠損は市税に対して２６９件も多くなって、その中でも固定資産

税が約倍近く不納欠損で落とす結果となっておるんですけど、これについてはどのような中身なの

か。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 まず、不納欠損が２６９件１５４万円ふえた要因でございますが、執行停止分や消滅時効分の増

加のほか、滞納者の死亡、死亡による相続人の相続放棄、外国人の出国など徴収することができな

いことが明らかな場合に行うことができる即時納税停止処分、この処理件数もふえたことによるも

のでございます。また、数社の法人におきまして、破産手続廃止決定や代表者の行方不明などによ

り欠損処理を行ったことも増額の要因ということで考えております。 

 また、税別の中で固定資産税がふえた要因ということでございますが、件数の増加の要因につき

ましては、今申し上げた執行停止分、消滅時効分、即時停止分、それぞれの処理件数が増加してお

るということが、結果として増加の原因となっております。 

 また、不納欠損につきましては、先ほども申し上げました外国人の転出とか出国、こういったこ

ともございますし、あと社会情勢の変化とか、財産がなくなったり生活が窮迫したり行方不明等の



－９３－ 

事由によって執行停止件数が毎年額が異なってきますので、一定額が不納欠損になるということは

限らないことでございまして、これらさまざまな理由によりまして前年度と比較して増加したもの

と、そのように分析しておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 特に固定資産税は去年より倍ふえておるのと、それとリンクして、やっぱり都市計画税も当然リ

ンクしてくるので同じ件数になっておりますんですけれど、その消滅時効が２００件近くあるんで

すけど、その行くまでに財産がない、固定資産税、それから死亡した場合、生活が困窮した場合に

分かれるんですけど、消滅時効の前に時効の中断をどういう形で今やっておるのか。土地なり家屋

の差し押さえを含めて時効の中断を当然やるべきだと思うんですよ。その時効の中断についてどの

ような件数でどのような方法をとっておって、それがどのような効果を上げておるのかということ

をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 まず、ご指摘のように消滅時効分につきましては、平成２９年度欠損の中で１８８件４６０万の

欠損処分金額となっておりまして、これも議員ご指摘のとおり、消滅時効につきましては５年間滞

納処分を行わなかったときに発生する時効ということでございまして、これにつきましては５年間

の間で差し押さえ等の滞納処分を行えばその時効についてはとまるというふうな形で、まずは土地

であれば差し押さえ、金融機関の預金等を押さえる、そういったことを行っておりますが、今回上

げさせていただいた中には、行方不明等で所在がはっきりしないような形の中で滞納処分が行えな

かった、そういった案件が１８８件に上っておったと、そのような分析をしておるところでござい

ます。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 時効の中断については、本年度特に固定資産税と都市計画税、これらについては当然土地ないし

家屋の不納欠損未納額になると思うんで、ここらはことし特に多いんですけど、固定資産税はどち

らかというと時効の中断は非常にやりやすい。普通の税収とか、いろいろ時効の中断をするのはや

っぱり固定資産税とかというのは非常に手段としてやりやすいし、効果も上がると思うんで、その

辺について時効消滅とあわせて時効の中断によって、特に固定資産税なんかはそれに非常に効を発

するんで、時効の中断のための固定資産税をもう少し検討していただければなというふうに思いま

す。 

 それでは、議案第５２号亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正についてということと、５４号

の亀山市健康づくり関センター条例の廃止についてとは、関小学校区放課後児童クラブの移転と定

数についてと関連がございますので、あわせてこの改正の理由、背景、まず廃止の趣旨等について

お聞かせ願います。 
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○議長（西川憲行君） 

 伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 今回、放課後児童クラブの改正なんですが、昼生小学校区と関小学校区とございます。 

 昼生小学校区におきましては民設民営の放課後児童クラブが設置されておりますが、施設の老朽

化等により現施設での運営が困難な状況となっております。昼生小学校区放課後児童クラブのあり

方につきましては、地元まちづくり協議会及び昼生小学校区放課後児童クラブ運営委員会から昼生

小学校敷地内への建設の要望もあり、検討を重ねてきた結果、小学校敷地内に新たに公設の放課後

児童クラブを整備することとなりました。 

 また、関小学校区におきましては、現在公設民営の放課後児童クラブとしてさくらクラブ運営委

員会が運営しておりますが、利用希望者の増加により児童の受け入れが現施設では困難となってお

りますことから、平成３１年４月１日から現亀山市健康づくり関センターへ移転を計画するもので

ございます。 

○議長（西川憲行君） 

 井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 先ほど次長よりご答弁させていただきましたとおり、今回の改正におきまして亀山市健康づくり

関センターの位置づけを変えていこうというものでございます。 

 このセンターでございますけれども、市民の健康の保持と促進を図るため、母子や成人保健の相

談窓口、また各種検診、健康診査など地域に密着した健康福祉サービスの実施をしてまいりました

が、近年このサービスにつきましては亀山市総合保健福祉センター「あいあい」に集約して実施し

ておりますことから、今回この関センターの稼働率が低くなっているという現状が一つの要因でご

ざいます。 

 また、議員もご承知のように平成２９年３月に策定をしております亀山市公共施設等総合管理計

画におきましては、健康福祉施設の管理に関する基本方針として稼働率の低い施設については休止

または他の施設への転用も含め、周辺施設との複合化や類似施設の集約化を視野に入れた施設の再

編を行うこととしております。 

 こうした中で亀山市健康づくり関センターは、休止または他施設に転用を図った場合であっても

他の施設を利用することによりその目的を達成することができることから、先ほども申し上げまし

たように本年度末をもって廃止ということを考えておるものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 都合のいい話であって、本当の実態に合った廃止と統合なのかということなんですけど、まず放

課後児童クラブについてなんですけど、今１９施設、公設が８、民設が１１なんですけど、今回は

昼生の遊友クラブが来年度から公設民営になり、それから関のさくらクラブが公設民営になるとい

うことなんですけれど、基本的に、市長としてはあくまでも地元の要望に合わせて公設民営にする

のか、民設民営がいいのかということで議論はなかなか、今までも質問あったんですけど、やはり
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本来は公設民営に行くべきなのか、やっぱり地域の事情に合わせて民設民営でいいのかというのが、

市としての方針はどのように今後進めていくのか。都合のいいやつだけ、条件の整ったところだけ

するけど、しないところは絶対にしないんだというのか、民設民営を推進するのか、公設民営をこ

れからしていくのかという市の方針をどのように考えてみえるのかお伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 以前からも申し上げてまいりましたが、亀山市子ども・子育て支援事業計画の中に私どもの考え

方を明記させていただいて、それに基づいて展開をいたしてまいりました。その方針は、それぞれ

の小学校区の地域の特性等を勘案し、公共施設の利用など公的関与を行うとともに、必要に応じて

民間力を活用しながら進めてまいりますという考え方でございます。 

 この七、八年で５カ所でありました放課後児童クラブが、現在、ご指摘のように１９カ所まで増

加いたしてまいりました。これはある意味、小学校区の特性に応じて、公設であろうが民設であろ

うが設置を支援していくという考え方でございます。 

 いずれにいたしましても、今申し上げた方針に基づきまして、私どもは今後におきましても放課

後の子供の拠点として安心安全な居場所となりますように整備に努めてまいりたいというふうに考

えておりますし、今回、懸案でありました２カ所につきましては、２年越し、３年越しのさまざま

な協議を経ましてこのような形で対応させていただいたということでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 これからは、公設であろうが民設であろうが地域の実情に合わせて進めていくということなんで

すけど、そうすると無条件、民間の方が民間活力で民設民営でしたいというのであれば、今までの

民設民営のルールにのっとって民間活力であれば支援していくんだということでいいのか、あくま

でも民間は民間、公設は公設でするんだという話で、それは地域の実情に応じて公設にする場合は

市の税金が要るんですよ。だから、安易に民営は民営、公設は公設というわけにはいかないと思う

んですけど。結局、公設にしても指定管理者制度で今回も債務負担行為で３億７,０００万、５年

間で。年間にして７,０００万ですよ。８地区が公設ですと、単純に児童数が全部違うにしても１

施設にするとやっぱり９００万ぐらいですよ。４０名とかいろいろあるにしても。これだけの公費

は出るわけですね。 

 民設民営については補助金だとかいろんなことがあるんですけど、公設の場合は指定管理者制度

で３億７,０００万ですか。予算を５年間確保しておくんですけど、民設民営の経費、補助金につ

いてはこれに見合うような、運営内容は同じだと思うんですけど、どのように予算的に考えてみえ

るのか。それから補助金をするのか。新しくできた場合、民設民営であれば全て補助金を出して支

援していくのかということをあわせてお聞きさせていただきます。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 
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 今日までもそうなんですが、民設につきましてもこれを整備する段階で、ご案内のように５００

万を上限に支援をしてまいりました。さらに、運営につきましては補助金という形になりますが、

私どもは場所の賃貸料につきましても年間１２０万でございましたか、ちょっとまた正確には次長

のほうからご答弁させていただきますが、そういう形でサポートをしてまいりました。したがいま

して、議員からも、例えば民間の法人が運営をしていくというようなことについては選択肢はない

のかというご質問を過去にいただいておりますが、いずれにいたしましても、地域の小学校区の特

性でありますとか、それを回される、運営をされる方々のご意向もそれぞれ違いますので、そうい

うものに柔軟に対応しながら放課後の拠点をつくっていこうという考え方でございます。 

 ちょっと補助金の詳細につきましては、次長のほうからご答弁をさせていただきたいです。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 先ほど幾つかありましたので、まず土地の借用の加算でございますけれども、９６万円を上限に

市のほうから出しているということでございます。 

 それから、民設民営の施設に対しての補助なんですけれども、国のいろんなメニューがある中で、

それに指定管理をしていただく方と遜色ないような運営をしっかりしていただくような形で、国、

県、市の割合がありますが、補助金を交付させていただいているところです。また、市独自のもの

もありますので、その辺しっかり運営をしていただくような体系をとっているところでございます。 

 それから、民間参入につきましてですけれども、これにつきましても、市としてやはりそのニー

ズがあって必要性を持つものに対しましては、協議の中で協力していただく検討をしてまいりたい

と考えているところです。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 いずれにしても、その地域の事情によっていろいろ経営形態が違うと思うんですけど、市として

は民設民営やなしに、やっぱりできる限り学校区に合わせて公設で、同じような条件で、できるだ

け指定管理でうまく運営できる方向へ進めていただきたいというふうに私は思いますし、市民もそ

のように望んでみえると思うんで、まず民設民営やなしに、公設で環境に適した施設を提供するべ

きであるというふうに私は思います。 

 それと、関小学校区の児童施設、これは本来幼稚園、保育園の跡地なんですよ、今使っておるの

が。あれは定数８０名以上の保育園がちゃんとできるように、トイレもそれから広場も全て整備が

できておるんですよ。なぜそれを健康づくり関センターへ変えなければならんのか、それがわから

んのですよ。 

 あれはその当時、関町のときの健康医療センターとして斎藤十朗さんに頼んで厚生省に特に認め

ていただいて、地域の保健の拠点としてするようにということでつくったやつなんですよ。だから、

学童保育所はその幼稚園跡地を使ったということで非常にいいんですよ。だから、なぜ出なければ

ならない状況なのか。追い出すところがそこへ行けばいいんですよ、本来の姿は。追い出そうとし

ておるんですよ。その辺の実態をいろいろ聞いてみると、子供のためにも、送り迎えのためにも、
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今のほうがいいと言っておるんですよ。トイレもちゃんと児童・生徒用のトイレになっておるし、

給食設備も全て完備できておるんですよ、今の施設は。あれはアスレができたときにできた保育園

跡地ですよ。 

 それを今度この健康づくり関センターを廃止して、そこにこの学童保育を持っていくんやと。本

末転倒だと思うんですよ、私は。趣旨が違うと思う。本来の児童福祉のためのアスレができて、保

育園の跡地に学童保育をあそこにつくったんですよ、関が一番最初に。何十年そこでやったやつを、

児童数がふえたからといって、あそこは８０名はできるんですよ。ほかの団体が入っておるから次

の追加ができんということですよ。ほかの団体が占拠して、それが出ていけば何ら支障を来さんで

すよ、本来のとおり。 

 本来の健康づくり関センター、今の話ではあいあいで集約したから需要が減ったって、当然です

よ。あいあいにそういう検査機能を全部持っていったら、それは、そこは人数が減るに決まってい

ますよ。関の人は、歩いて健康づくり関センターへ行けたものが、わざわざバスに乗っていくかタ

クシーに乗ってあいあいに行くんですよ。そんだけ不便になったんですよ、年寄りが。当然行かな

いですよ。集約したら当然稼働率が減るに決まっていますよ。稼働率が減った要因は、年寄りはタ

クシーで行くかバスで行くかと、だから行かなくなるんですよ。悪の循環ですよ。そんなことをし

ておいて、子供だけは不便なところに、せっかく使っておったところを出ていけということにはな

らんでしょう。その辺について、なぜこんなことを、誰が決めたのか。その辺を一回聞いてみたい。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 関小学校区におきましては、現在、先ほどおっしゃっていただいたように旧関保育園跡を使わせ

ていただいているわけなんですけれども、利用者が大変多くなってきまして、現状として、今はも

う１支援単位を老人福祉関センターの２階をお借りするような形で運営を余儀なくされているとこ

ろです。ただ、運営者が離れていることでありますとか、子供たちの見守り等々に関しましてもや

はり一緒の施設でということを一番に最優先としまして、２支援単位が同じ施設でできるところと

いうことで現健康づくり関センターのほうへ１階部分、２階部分に広く面積をとれますので、そち

らのほうへ移動させていただくというような形を考えているところです。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 人数がふえたと、今４０名が８０名ですやろ。あの幼稚園は８０名から１００名おったんですよ。

十分、潤沢に。だからその４０名がなぜあかんのかといったら、ほかの団体が入っておるから押し

出されたんですよ。本来の学童保育として、放課後児童クラブとして一番いい条件のあるところを、

支所の隣の機能を持っていない健康づくり関センターという、それに適した施設へ１階と２階へ持

っていくって、子供を２階に上げるのはよくないですよ。やっぱり１階が一番いいですよ。それを

２階へ持っていくとか、今あるやつを条件としては環境が悪くなるんですよ。何でそんなことをし

なければならんのか。これはまた審議しなあかんと思うんですけど、私はこれは反対です。この案

を廃止することについて。廃止するだけで後の利用のことは何も書いていないですよね。私は廃止
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するべきじゃないと思う。目的が違うという意味では。 

 時間がないんで、これだけもう一遍。 

○議長（西川憲行君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 先ほど次長からも答弁がありましたように、今回そういった考え方の中で健康づくり関センター

を廃止して運用を図ってまいりたいと、かように考えております。 

 ちなみにでございますけれども、健康づくり関センターの稼働率をお調べいたしますと、２９年

度で２４７日貸し館を稼働させたわけでございますけれども、ちなみに１階の健康教室には１０％

余り、また栄養指導実習室においては４.５、それから小会議室が１２.１ということで、こういっ

た形で稼働率の中で、公共施設そのものの考え方を別にまた考え直さなければならないと思った点

が１点。また、１日延べ１０名程度まで電位治療器ヘルストロンが、旧関の時代で整備したもので

ございますけれども、それの利用も鑑みましたんですけれども、十分な活用がなされていないんで

はないかということもございました。今回の認定こども園の問題等々を鑑みまして、それぞれの関

係団体とのお話し合いも持たせていただく中で、市全体といたしましては、子供たちのために大人

が少し不便を感じられるかもしれませんけれども、一番よりよき方法に向けた考え方を打ち出して

いこうと、かように思っておる次第でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 それは市の都合のいい判断であって、そのために、廃止することによって子供が今より環境が悪

い、条件の悪いところへ移らなければならん、子供を犠牲にするというこのやり方については、私

は決していい方法ではないというふうに思います。 

 時間がありませんのでもう少し、１点だけ。 

 議案第５５号平成３０年度亀山市一般会計補正予算（第２号）についての農林水産業費のうち団

体営かんがい排水事業の増額補正について、１,４００万で国費の国庫補助として７００万の７０

０万ということになっておるんですけど、この事業について、時間がないのでなぜ地元負担金、受

益者負担金を取っていないのか、これをまずお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 今回の団体営かんがい排水事業の増額補正１,４００万円につきましては、菅内町地内の幅５メ

ーターの農業用排水路におきまして、長年の河床洗掘によってブロック積みが右岸側で延長２６.

８メートル、左岸側で延長１８メートル崩壊したことから、次年度の作付に支障を来さぬよう、農

繁期を終えた渇水時期に国の補助事業、補助率５０％を活用して施設を復旧する事業でございます。 

 この排水路は、野村の中山地区から海本町、天神町、阿野田町、菅内町を通過しまして鈴鹿川へ

放流する農業用排水路でございますものの、現状は、農業排水だけでなく生活排水や工場排水、国

道３０６号等の道路排水が多く混入している状況でございます。こうした状況から、この排水路は
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農業受益者のみの維持管理範囲でないと判断をいたしまして、受益者分担金につきましては亀山市

農林水産事業分担金条例第６条の、市長は、災害その他特別の事情がある場合に限り、分担金を減

額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができるに基づきまして免除するものでござ

います。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 あくまでも農業用排水路としてのブロック積みが崩れたんでしょう。それによって来年の耕作が

できないからされるんだと。受益者は決まっていますよ、そのかんがい用水を利用する人が。いか

なる水がどういうように入っておろうが、自分のところの都合のいいようにかんがい用水がとれる

わけですよ。湧き水であろうが河川から上がろうが。ここだけなぜ、受益者は決まっていますよ。

田んぼをつくる方が見えるから今の時期にやるんでしょう。それによって受益をこうむるわけです

よ、受益者として。それがその２０％の、今の市の条例が２０％、それにするかせんかは別ですよ、

中身によって。ゼロでよろしいって、受益者負担を全部やめたほうがいいですよ。ここだけやられ

るんだったら。そんなん条件だったら幾らでもつけられますよ。関でもようけ、いろんな排水が入

って、今ようやく下水ができたからある程度今はできておるけど、ほとんど下水も含めた中で河川

とかでとってかんがい用水にしておる。ようけあったですよ。なぜここだけ受益者が決まらないん

ですか。それによって明らかに恩恵をこうむって田畑をつくるわけですやんか。受益する方が見え

るわけですよ。なぜ受益者負担をここは取らないんですか。再度聞かせてもらいます。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 この排水路につきましては、あくまで農業用排水路でございますものの、先ほどご答弁申し上げ

た農業排水だけでなく生活排水や工場排水、国道３０６号線等の道路排水が多く混入している状況

であるということでございまして、今回免除するというものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 そんな工業排水や道路排水を入れて田んぼをつくる人はいないですよ。今言いましたような工業

排水やら道路排水やらそんなものを入れて田んぼつくる人はいないですよ。そんなことを言うて免

除するんやったら、今の受益者負担金条例は全て廃止するべきである。私は再三２０％は高いし、

農耕作するのにそんな受益者負担金払ってまでも水路は直さんという、だからもう田んぼはやめま

すという農家はようけ見えますよ。そんな実態の中で、やめるんやったらよろしいよ。そのかわり、

これからの亀山市の農業排水関連の受益者負担金は、林道も含めて全てやめるべきやということを

申し上げて、これからその分は予算決算委員会でまた審議させていただきます。終わります。 

○議長（西川憲行君） 

 １７番 小坂直親議員の質疑は終わりました。 

 以上で、本日予定しておりました通告による議員の質疑は終了しました。 
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 続いてお諮りします。 

 質疑はまだ終了しておりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、あすにお願いしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 

 そのように決定いたしました。 

 なお、台風２１号の影響により昨日予定しておりました会議は休会とさせていただきましたこと

から、本日から一般質問の最終日まで１日ずつ日程が変更になっておりますのでご了承ください。

あす６日は午前１０時から会議を開き、引き続き上程各案に対する質疑と、午後からは市政に関す

る一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会します。 

（午後 ４時０９分 散会） 
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●議事日程（第３号） 

 平成３０年９月６日（木）午前１０時 開議 

第  １ 上程各案に対する質疑 

     議案第５２号 亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正について 

     議案第５３号 亀山市営住宅条例の一部改正について 

     議案第５４号 亀山市健康づくり関センター条例の廃止について 

     議案第５５号 平成３０年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について 

     議案第５６号 平成３０年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

     議案第５７号 平成２９年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

     議案第５８号 平成２９年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

     議案第５９号 平成２９年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

     議案第６０号 平成２９年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

     議案第６１号 平成２９年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

     議案第６２号 平成２９年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついて 

     議案第６３号 平成２９年度亀山市公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついて 

     議案第６４号 平成２９年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

     報告第１１号 決算に関する附属書類の提出について 

     報告第１２号 健全化判断比率の報告について 

     報告第１３号 亀山市水道事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１４号 亀山市工業用水道事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１５号 亀山市公共下水道事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１６号 亀山市病院事業会計資金不足比率の報告について 

     報告第１７号 亀山市農業集落排水事業特別会計資金不足比率の報告について 

     報告第１８号 専決処分の報告について 

第  ２ 請願第 １号 義務教育費国庫負担制度の充実を求める請願書 

第  ３ 請願第 ２号 教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書 

第  ４ 請願第 ３号 防災対策の充実を求める請願書 

第  ５ 請願第 ４号 子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める

請願書 

第  ６ 請願第 ５号 （仮称）ウインドパーク布引北風力発電事業の中止を求める請願書 

第  ７ 請願第 ６号 農業振興地域の農用地指定の見直しと農業振興施策の充実を求める請願

書 
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第  ８ 市政に関する一般質問 

───────────────────────────────────── 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

───────────────────────────────────── 

●出席議員（１８名） 

   １番     今 岡 翔 平 君       ２番     西 川 憲 行 君 

   ３番     髙 島   真 君       ４番     新   秀 隆 君 

   ５番     尾 崎 邦 洋 君       ６番     中 﨑 孝 彦 君 

   ７番     福 沢 美由紀 君       ８番     森   美和子 君 

   ９番     鈴 木 達 夫 君      １０番     岡 本 公 秀 君 

  １１番     伊 藤 彦太郎 君      １２番     宮 崎 勝 郎 君 

  １３番     前 田 耕 一 君      １４番     中 村 嘉 孝 君 

  １５番     前 田   稔 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

───────────────────────────────────── 

●欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────── 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長   西 口 昌 利 君 

総 合 政 策 部 長   山 本 伸 治 君    生 活 文 化 部 長   佐久間 利 夫 君 

健 康 福 祉 部 長   井 分 信 次 君    産 業 建 設 部 長   大 澤 哲 也 君 

上 下 水 道 部 長   宮 﨑 哲 二 君    危 機 管 理 監   久 野 友 彦 君 

                       生活文化部次長兼 
総合政策部次長   落 合   浩 君              嶋 村 明 彦 君 
                       関 支 所 長 

健康福祉部次長   伊 藤 早 苗 君    産業建設部次長   亀 渕 輝 男 君 

生活文化部参事   深 水 隆 司 君    産業建設部参事   服 部 政 徳 君 

産業建設部参事   草 川 保 重 君    会 計 管 理 者   渡 邉 知 子 君 

消防長兼消防部長  平 松 敏 幸 君    消 防 署 長  豊 田 邦 敏 君 

地域医療統括官   伊 藤 誠 一 君    地 域 医 療 部 長   古 田 秀 樹 君 

教 育 長   服 部   裕 君    教 育 部 長  草 川 吉 次 君 

教育委員会事務局参事  亀 山   隆 君    監 査 委 員  渡 部   満 君 

                       選挙管理委員会  
監査委員事務局長  青 木 正 彦 君              松 村   大 君 
                       事 務 局 長 

───────────────────────────────────── 

●事務局職員 

事 務 局 長  草 川 博 昭      書 記  水 越 いづみ 
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書 記  髙 野 利 人      書 記  村 主 健太郎 

───────────────────────────────────── 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（西川憲行君） 

 おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 初めに、９月４日に上陸した非常に強い台風２１号の影響により、近畿地方を中心に甚大な被害

が発生しております。また、本日午前３時８分ごろ、北海道において震度６強の地震が発生いたし

ました。改めて自然の驚異を思い知らされたところでございますが、お亡くなりになられました

方々のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、被災されました方々に心よりお見舞い申し上

げます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第３号により取り進めます。 

 日程に先立ち、お諮りします。 

 １５番 前田 稔議員から、５日の議案質疑において不適切な発言があったとの理由によりその

一部を取り消したいとの申し出がありましたので、会議規則第６３条の規定により取り消しの申し

出を許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 

 前田 稔議員からの発言の取り消しの申し出を許可することに決定しました。 

 これより日程第１、上程各案に対する質疑を行います。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 １６番 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 おはようございます。 

 冒頭に議長の発言がありましたように、台風２１号が駆け足で抜けていきましたけれども、関西

空港のような非常に重大な被害をもたらす台風でありました。 

 私は、この台風を通じて自然の力のすごさというものを改めて感じさせられた次第です。人間の

想定など超えていくということは、やっぱり我々も、亀山市としても教訓にしなきゃならないとい

うことを申し上げて、質疑に入ります。 

 まず、議案第６４号平成２９年度亀山市病院事業会計の決算の認定についてであります。 

 この病院事業については、平成２７年１２月議会で地方公営企業法の財務のみの一部適用から全

部適用へ変更する議案が提案されました。 

 櫻井市長は、提案理由説明の中で次のように述べられました。従来の財務適用から全部適用への

移行を行うことによりまして、医療、保健、福祉の包括的な政策の推進、それから医療センターの

経営健全化に向けた病院経営上のより機動的な体制を早急に構築する必要があるという中で、今回

大きな変革ではございますが、経営形態の変更を判断いたしたものでございますと。 
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 このとき述べられた医療センターの経営健全化が、地方公営企業法の全部適用移行後のこの２年

間でどうなったのかをきょうはただしたいと思います。 

 そこで、まず病院事業管理者にお聞きしたいと思います。 

 法の全部適用から２年目の決算となりましたが、経営改善の観点からこの決算をどのように評価

しているのかお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 １６番 服部孝規議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 伊藤地域医療統括官。 

○地域医療統括官（伊藤誠一君登壇） 

 おはようございます。 

 平成２８年度より、議員申されましたとおり、公営企業法の全部適用に移行いたしまして経営改

善に取り組んでまいったところでございますが、平成２９年度決算におきましては、平成２８年度

からの取り組みの効果があらわれ、収益的収支におきます赤字幅が対前年度比較におきまして約１

億５,０００万程度減少しております。この要因といたしましては、平成２年に開院して以来、病

床削減を伴う地域包括ケア病床を１５床開設いたしました。このことによりまして、一般急性期と

回復期とのバランスのとれた入院病床の運用となり、病院全体の病床利用率が向上したことが大き

かったと考えるところでございます。 

 一方、経費削減につきましては、専門コンサルとともに病院職員全体で委託経費等の削減に取り

組んだ結果によるものと考えておるところでございます。 

 なお、経営改善の第一歩として目標としておりました資金残高が減少しない状態、そこまでをま

ず取り組んでおったところでございますが、赤字幅が減少したものの、約５,０００万円程度の資

金が減少となりましたことから、現時点におきましてはさらなる取り組みが必要と考えておるとこ

ろでございます。 

 なお、本年４月より地域包括ケア病床の４床の増設や、訪問看護ステーション化等を行ったとこ

ろでございますが、今後におきましても診療報酬制度の的確な運用、あるいは健康診断等の受け入

れ体制の充実などに積極的に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 答弁いただきました。前進した面もあるけれども、まだまだ十分ではないというような趣旨だと

いうふうに思います。 

 私は、この全部適用直前の平成２７年度の決算と、それから全部適用後の２８年度と２９年度の

決算を比べてみたいというふうに思います。 

 ３つの点が指摘できるんではないかと思います。１つは、まず入院収益が２８年度が前年より減

っていますけれども、２９年度は２７年度より大きく上回っているという点で、一方、外来収益は

２７年度以降減り続けているという、減少傾向に歯どめがかかっていないということですね。 

 ２点目は、累積赤字を示す当年度未処理欠損金が、２７年度の７億１,０００万から２８年度に

９億７,０００万円、そして２９年度の１０億９,０００万円へと増加し続けており、これも歯どめ
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がかかっておりません。 

 ３つ目は、流動資産のうち現金預金、触れられましたけれども、２８年度に有価証券の売却で３

億円ほどふえて、２９年度はさらに５,０００万円ほど増加しています。これは、決算書の表面上

の問題であります。その中で、特にやっぱり分析してみますと、隠れた問題があるということです

ね。 

 先ほど病院事業管理者も言われましたけれども、実際には当年度損失、赤字が１億１,６００万

というふうになっておりますけれども、例えばこれを赤字補填として市が出している補助金、約１

億円がありますけれども、これを収益として計算した上でのこの赤字なんですね。だから、もしこ

の補助金１億円がなければ赤字額は２億１,６００万円になるということですよね。だから、この

実質的な赤字が２億１,６００万円ということでいいのか、この点について確認をしたいと思いま

す。 

○議長（西川憲行君） 

 古田地域医療部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 議員おっしゃるように、決算上は１億１,６００万円の赤字でございますが、一般会計から赤字

補填として９,９００万円ほどを繰り入れていただいておりますので、議員のおっしゃる額が赤字

額という形になってまいります。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 答弁ありました。累積赤字を示す未処理欠損金というのが２９年度で１０億９,０００万円とい

うふうになっておりますけれども、これは毎年市が赤字補填として補助金を出している、この分を

差し引きしたもので計算をされておりますので、実際これを入れなかったとした場合の赤字額とい

うのは相当な金額になるだろうということであります。 

 それから、もう一つ隠れているのは、これもきのうの質疑でも指摘をされましたけれども、監査

委員の決算審査意見書にこう書かれています。また、キャッシュフローの状況を見てみると、５,

７３９万円の資金増加となっているが、建設費等が翌年度支払いになったことなどが要因で、実質

的には約５,０００万円の現金預金の減少であるということを言われています。 

 再度、またこの内容について答弁を求めたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 昨日も森議員のほうにご答弁をさせていただきましたが、キャッシュフロー上は平成２８年度と

比較して約５,０００万円程度増額しております。期末資金残高。 

 しかしながら、２９年度に行った受変電装置の改修工事が３０年度に支払いがずれ込んだことも

含めまして、２８年度と比較して資金は約５,０００万円程度減少したという結果でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 
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○１６番（服部孝規君登壇） 

 ２つのことを指摘させてもらいましたけれども、やっぱりこの決算書の表面ではわからない財政

状況、だから累積赤字はもっと膨大なものになってくるということと、それから現金預金は減少に

歯どめがかかっていないということね。だから、そういう意味では経営改善が進んでいるのかとい

うと、やっぱりこれはそうとは言いがたい状況であろうというふうに思います。 

 次に、私はこの点をただしたいんですけれども、全部適用がどうだったのかということなんです

ね。この平成２７年１２月議会で、地方公営企業法の一部適用から全部適用への移行を行うことに

より、全部適用のメリットを最大限に生かし、保健、医療、福祉の包括的な政策の推進と、医療セ

ンターの経営健全化に向けた病院経営上のより機動的な体制を早急に構築することが必要であると

答弁をされました。 

 本当に全部適用のメリットを最大限に生かすことができて、効果があったのかということですね。

この点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 地方公営企業法を全部適用した効果といたしましては、病院事業管理者が病院事業の業務に関し

て広範囲の権限を持ったことから、柔軟性かつ自主性のある取り組みが迅速に行うことができるよ

うになったことが最大の効果であると考えております。 

 その例といたしましては、先ほど統括官も答弁いたしましたが、短期間でスムーズに地域包括ケ

ア病床の開設に踏み切れたことが上げられます。これによりまして、病床の高い稼働率にあらわれ

ておりますように、市民のニーズに早急に対応することができ、また今回の決算においても医業収

支は大幅に改善したというふうに感じておるところでございます。 

 今後も全部適用のメリットを生かしまして、経営改善に向けたさまざまな取り組みを行っていく

所存でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 これ、私たち議員団が２７年１２月議会で反対討論をしました。そのときに、このように言いま

した。医療センターが抱える問題の改善は一自治体の経営形態を変更すれば何とかなるという問題

ではなく、一部適用のままでもいいということであります。 

 それで、先ほど財政問題も聞きましたけれども、やっぱり改善はなかなか難しいという問題があ

りますし、それから今その効果として言われましたけれども、じゃあ一部適用の状態でそういうこ

とができなかったのかというと、これはできないはずはないんですよ。だから、病院事業管理者が

いたからこそできたという話ではないというふうに思います。一部適用でも十分できたんだろうと

いうふうに思います。 

 そこで、じゃあひっくり返して聞きますけれども、一部適用ではできなかったけれども、全部適

用でできたというのは、先ほど言われた病院事業管理者がいろんな形で判断できるという、このこ

とだけですか。 
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○議長（西川憲行君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 地方公営企業法の一部適用ではできなかった効果につきましては、まず病院職員の経営に対する

意識改革が大きいと思っております。 

 全部適用前は、病院経営について関心を示す職員は多くありませんでした。医療センターの経営

基盤の確立を目指す姿勢を全部適用することにより市が示したことにより、また病院事業管理者が

経営に対する方向性を具体的に職員に示して、常々示しておりますので、その職員の経営に対する

意識の向上が図られていったと考えております。 

 その結果、さまざまな角度から経営改善につながる事項を検討する場を積極的に職員が設け、そ

の中でプラン化し、実行に結びつける体制につながってきているというふうに実感しております。 

 また、今年度には事務部門のみならず、診療部を除く全部署を部課制にして、部長、課長、グル

ープリーダーを置くなど、組織改革も行ったところでございます。 

 各部門における責任を明確化したことにより、病院経営に対する意識は今後さらに高まっていく

と考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 その意識改革が進んだというのは答えにならないと思いますよ。要するに、地方公営企業法の適

用を受けているということに関してのやっぱり意識改革がなければあかんのですよ。一部適用であ

っても、全部適用であっても。だから、その問題は全部適用したから意識改革が進んだなんていう

のは答えになっていません。だから、一部適用でもそれはやらなきゃならないんです。できるはず

です。 

 それから、平成２７年１２月議会、これは何遍も出しますけれども、全部適用の効果としてこの

ように言われております。病院事業管理者において、医師確保が即断できること、また病院の収益

につながるよう、医事にたけた人材を医療センターとして確保できることを上げております。 

 こういう答弁から見て、今回２年たちましたけれども、経営改善の観点から病院事業者を設置し

た効果があったのかどうかお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 地方公営企業法が一部適用であったときには、病院経営における主な権限が医療センター内にな

く、病院経営の具体的な方向性が示されることがなかったため、主に医療スタッフからの指示や要

求を事務部門が支えるという構図ができ上がっておりました。病院職員が一丸となって病院経営に

対して積極的に取り組むことについては、なかなか難しいことがありました。 

 しかしながら、病院事業管理者を設置し、医療現場に即した病院経営の方向性を示すことにより、

事務部門のみならず、病院全部門が病院経営に関するさまざまな取り組みに積極的に参加できる環

境が整ったと感じております。 
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 また、病院事業管理者を設置したその他の効果といたしましては、国のガイドラインに基づき平

成２１年３月に亀山市立医療センター改革プランを、平成２９年３月に亀山市立医療センターアク

ションプランを作成し、医療センターの経営等について目標を定め、さまざまな取り組みを行って

おります。 

 病院事業管理者が明確な方向性を示すことにより、計画に示した目標に対して確実に進んでいる

と感じております。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 あなたがその病院事業管理者を置いたことによっての効果を強調すればするほど、一部適用のと

きの市長がいかに方向性を示さなかったか、病院事業について具体的な指示をしなかったかという

ことを言っているわけですよ。それがなかったのが、病院事業者を置いたことによってそれができ

るようになったとあなたが言うわけですよ。だから、市長がいかにこの医療センターについて策が

なかったか、指示がなかったかということをあなたは答えたことになるんですよ。 

 それで、市長にこれは最後にお聞きしたい。こういう形で病院事業管理者を置いたんですけれど

も、本当にこれは経営改善や医師確保、これは医師確保もできていませんよね、言われていますけ

れども。即断できるというふうに言われていますけれども、即断どころか確保すらままならないと

いうのが今の状況ですよ。 

 先ほど決算も言いましたけれども、外来収益の減少、累積赤字の増加、それから現金預金の減少、

こういうことに歯どめがかかっていません。そんな中で、本当にこの病院事業管理者を置いたこと

が経営改善や医師確保で効果があったというふうに市長は考えてみえるのか、お聞きしたいと思い

ます。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 おはようございます。 

 私からも、先般の台風被害、そして本日の北海道での地震被害に遭われた皆様にお見舞いを申し

上げたいと思います。 

 服部議員のご質問にお答えをさせていただきますが、ちょうど平成２９年度決算は、ご指摘のよ

うに経営形態を全部適用に転換をして２年目の決算でございました。今ご指摘のように、当然病院

事業の今日までの構造的な課題とか、それから地域医療を取り巻く大変難しいさまざまな要素を、

ぜひこれをしっかり再構築しながら次の展開へつなげていこう、そして再来年には開院３０年を迎

えますこの亀山市立医療センターが自治体病院として市民の皆さんの命や健康や福祉をしっかり支

えるような役割を担っていけるように、従来の課題の解消のために経営形態の改善を行ったところ

でございます。 

 また、病院事業管理者を設置して、その統括責任のもとに、さらに機動的で効果的な体制の推進

を意図したところでございます。 

 それで、今幾つかご指摘もいただきましたし、私どもが医療センターのアクションプラン等々に
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おいて目標といたしております課題、目標に対して、まだまだその改善努力は途上にあるというふ

うに考えておるところでございますが、一方で在宅医療の後方支援病院であるとか、地域包括ケア

のサポートであるとか、そういう役割も一定担いつつ、病院事業のこの収支改善に向けてしっかり

努力をしていくということの今大事な局面であろうというふうに改めて考えておるところでござい

ます。 

 平成２１年までの２０年間に起きました累積の赤字を全部一般会計の税金でお尻を拭いていくと

いうことから脱却をして、今日その努力を進めておるところでございますが、この経営収支の改善

とあわせて、地域医療の質という両面をこの体制でもってさらに前進をさせていくという意味では、

この全適への転換というのは一定の役割があったと思いますし、今後におきましても、さらに意識

改革や仕組みの改革も含めて全力で改善をしていくということになろうかと思います。 

 一定の成果の途上にあるというふうに認識をいたしておるところであります。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 あんまりその病院事業管理者を置いてよかったと言うと、今まで自分がやっていなかったという

ことを言うことになりますので、言えないんかと思いますけれども、やっぱり４年の任期ですわね、

病院事業管理者は。４年の任期の中でも半分まで来たというところで、やっぱりきちっと見なきゃ

ならんなということで今回は取り上げさせていただきました。さらなる議論をまた予算決算委員会

でやっていただければということを期待したいと思います。 

 次に、議案第５５号平成３０年度亀山市一般会計補正予算についてであります。 

 この第２表、債務負担行為の補正についてでありますけれども、債務負担行為とは、通常その年

の支出はその年に予算計上をするのですが、向こう数年間支出が予定されている場合、債務負担と

して前もって上げて、実際の予算はその年度ごとに計上するという仕組みであります。非常にわか

りづらいもんですね。つまり、将来の負担をあらかじめ約束しておくということであります。 

 今回、放課後児童クラブ、つまり学童保育所ですけれども、それと勤労文化会館の指定管理が平

成３１年度から５年間の債務負担行為補正として計上されています。 

 この２つの指定管理については、公募せず、非公募ということでやられております。つまり、競

争相手を求めないということであります。 

 この非公募の指定管理については、昨年総務委員会が調査研究を行い、議会の提言としてまとめ、

市長に提出した提言で次のように述べています。指定管理者の選定方法について、競争のない非公

募は廃止するとともに、放課後児童クラブや地区コミュニティセンターなど、この中には今回の勤

労文化会館も含めます。収益性のない施設は直営、または業務委託に管理方法を改めることという

提言をさせていただきました。 

 そこで、今回この議案の提案に当たって、この議会の提言がどのように検討されたのかお聞きし

たいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合総合政策部次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 
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 昨年９月に総務委員会から指定管理者制度について、競争性のない非公募の廃止、収益性のない

施設の直営、または業務委託への変更、モニタリングの評価方法等の見直しなどの提言をいただい

ております。 

 この提言を受けまして、市の対応としまして第２次行財政改革大綱後期実施計画の取り組み項目

に新たに掲げ、検証と見直しを行っていくとしております。 

 この実施計画におきましては、平成１８年度の指定管理者導入から約１０年余が経過した現在、

平成３０年度、３１年度において個々の指定管理施設のみならず、指定管理者制度全般的なあり方

についても検証していくものであります。 

 なお、指定管理者制度の目的といたしましては、市民サービスの向上、経費の削減でありまして、

効果といたしましては、直営よりも管理者の自主性、独自性の発揮を期待できるというふうなこと

でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 いや、私が聞いたのは、この提言が検討された結果として議案が出ておるのかどうかですよ。も

う一度。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 本年４月１０日に市長を委員長とする行財政改革統括管理委員会におきまして、先ほどの総務委

員会の所管事務調査による提言を踏まえた上で継続を決定したということでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 ちょっと驚きますね、これは。 

 例えば、今回資料で平成３０年度亀山市一般会計補正予算における債務負担行為補正資料という

のがあります。この中に、これまでの指定管理による管理運営についての検証及び評価というのが

ある。これは、現在の指定管理でどうかということだけですよ。つまり、総務委員会、議会が指摘

したのは、非公募のものは指定管理から外したらどうか。そのことについて何も触れていないです。

検討されたのなら、そういうことが書かれていいわけですよ。議会からこういう提言があったけれ

ども、これは指定管理から外すべきではないということは書いていないですよ、何も。 

 全くこれ、検証及び評価となっていますけれども、全く検証でも評価でもないですよ、これ。 

 去年の総務委員会が放課後児童クラブの方と意見交換をしました。そのときの出された意見、こ

れは提言にも入っていますけれども、紹介したいと思います。公設の定義が曖昧であることから、

指定管理者制度の趣旨、基準がわからない。５年という指定管理期間があるため、安定性、継続性

の面で不安がある。利益が生じない放課後児童クラブには指定管理者制度はなじまない。協定書に

おいて、５万円以上５０万円未満の修繕については、市と指定管理者で協議を行うこととなってい

ることから、協議に時間を要し、修繕がなかなか進まない。こういうような声が出されました。 
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 こういうことを本当に検討されたのかどうか、こういう意見もね。その点についてもお聞きした

いと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 今回、債務負担行為補正資料に上げてございます検証及び評価というのは、議員のおっしゃるこ

とは今までの検証と評価であります。そして、ここの中で個々には具体的なことについてはここに

は触れられていないこともありますけれども、こういうようなものも含めて検証はされておるとい

うことでございます。 

 そして、この非公募とかそういうようなことについては、３０、３１年度について検討していく

ということでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 ６月議会のときにも言いましたけれども、結局、その行革大綱で３０、３１年度にやるというん

ですよ、見直しをね、検証を。だから、非公募についても先ほど言われたように見直しをするとい

うんですよ。だったら、何でこの時点で３１年度から５年間のものを出してくるんですか。おかし

いでしょう、これは。 

 あなた方、３０年度、３１年度で見直しをするんですよ。そのことによって、場合によっては指

定管理でない方がいいかもわからん、こういう結論だって出るんですよ。ところが、その結論が出

ても３５年度までは指定管理でいくんですよ。おかしいでしょう、それは。 

 あなた方がこの年度と３１年度で見直しをすると言っている、それに合ったような提案の仕方が

あるでしょう。３１年度の検討期間までは暫定的に２年間でも指定管理するとか、３年間指定管理

するとか、それから以降についてはその検証結果が出てからにするとか、方法は幾らでもあるわけ

ですよ。ところが、もう５年間縛るんですよ、これ。だから、３６年度以降しか反映されないです

よ。 

 市長、それでいいんですか、これ。そんな見直しで。行革大綱でうたって、検証と見直しを掲げ

て、それでその検証と見直しがまだこれからするという段階で、もう３１年度から５年間の指定管

理が議案として提案される。こんなやり方はおかしいでしょう。 

 市長の見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 今回、先ほども答弁をさせていただきましたけれども、議会の提言も踏まえ、私どもはさまざま

な角度から検証をし、一定の考え方を整理した上でご提案をさせていただいてまいりました。 

 現状としましては、検証結果の中において放課後児童クラブにつきましては今一部そのようなご

指摘をいただきましたが、かといって公的な施設を柔軟性のある指定管理という形で運営するのが

いいのか、あるいは業務委託のように市がその業務委託として出すのがいいのか、そうすると非常
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に限定された、裁量権が入りませんので、そういうさまざまなことも考えますと、今展開をしてい

ただいておりますこの放課後児童クラブにつきましては、サービス面、コスト面、管理運営面にお

きましてもおおむね良好であるという判断をさせていただいたものでございます。 

 それで、指定管理者によります運営につきましても一定の成果が見られるというふうに評価をさ

せていただいて、今回その形を継続させていくということであります。 

 一方で、行財政改革大綱でお示しをさせていただきましたのは、そもそもの指定管理者制度全体

としてのあり方を大きく検証していくということを、やはりこれはもう少し大きな視点も入ってこ

ようかと思いますので、そういう問題につきまして第２次行財政改革大綱の実施計画に掲げて、私

どもはこれを今しっかり見詰めていこうということでございますので、その点につきましては一定

のご理解をいただきたいというふうに思ってございます。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 いつものことですけどね、長々と答弁されるんですけれども、聞いたことには答えていないです

よ。 

 私は、３０、３１年度と見直しをするんなら、その結果が出てから指定管理者制度を続けるとい

う話ならわかりますよ。ところが、もう３５年度までは続けるという議案なんですよ。おかしいで

しょうということを言っておるんですよ。それに対して答えがないですよ。再度、答弁を求めます。 

 それから、市長が先ほど踏まえてやったと、議会の提言を。ところが、その後で言われたのは、

大きな根本的な見直しはこれからやるんやと。踏まえていないじゃないですか。議会が提言してい

るのは、根本的な見直しですよ。非公募のものまで指定管理していいのかということを言っておる。

収益性のないようなものまで指定管理でいいのかという根本を問うているわけですよ。何も踏まえ

ていないですよ。これからやるんですよ。そういう状態でありながら、なぜ３５年度まで、３１年

度から５年間を今提案してきたのか、このことについての答えがなかったですよ。もう一度答弁を

お願いします。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 なぜかということについては先ほど申し上げましたように、この間運用していただいてまいりま

した放課後児童クラブの指定管理者制度による運営におきまして、おおむねこれは良好にその成果

が生み出すことができたという評価をいたしておるところでございまして、それをやはり今後にお

きましても継続をしていくのがベストであるという判断をしたということでございます。 

 ただ、指定管理者制度は他の公共施設につきましても一定の考え方をやっぱり整理することも必

要かと思いますので、それについて行財政改革の視点から点検をしていくということで申し上げた

ところでございます。 

 今日までの指定管理者制度の成果、これでおおむねの良好な成果につながっておるという判断の

もとに、次の５年間もその制度を継続していくということを考えたところでございます。 

○議長（西川憲行君） 
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 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 結局、指定管理者制度で成果があるということなら、何も３０、３１で見直しなんかせんでええ

やないですか。矛盾しているんです、あなたの言うのは。 

 だから、指定管理者制度でいいんであれば、先ほども放課後児童クラブの方の意見を紹介しまし

た。利益が生じない放課後児童クラブには指定管理者制度はなじまないと言っておるんですよ。こ

ういう声があるんですよ、現実に。そういうことも踏まえてやるのがこの３０、３１の見直しです

よ。それをやらずして、なぜ３１年度から５年間やるんですかということを問うておるわけ。 

 結局答えになりませんので、もうこれで終わりたいと思いますわ。 

 やはりきちっとそういうことには答えていただきたいということを申し上げて、質疑を終わりま

す。ありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 

 １６番 服部孝規議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１０時３５分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午前１０時４４分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１８番 櫻井清蔵議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 それでは、質疑をさせていただきたいと思います。勇政の櫻井でございます。 

 直近に大型台風が来るわ、きょうはまた北海道で震度６強の地震が起こったと。日本中はどうな

っておるかという中で、当亀山市においても一層危機管理体制を充実していただきたいことを申し

述べて、質疑に入りたいと思っております。 

 今回質疑させていただきますのは、議案第５２号亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正につい

てでございます。 

 まず、改正内容については提案理由で述べられましたけれども、今回の施設改良において、まず

当初予算で設計費４２０万、工事費２,１００万が計上されております。そこにおいて、この改正

内容については定数を２０としております中で、建物の総面積及び学童の利用できる有効面積をお

教えいただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 １８番 櫻井清蔵議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 伊藤健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 おはようございます。 

 ご質問いただきました、今回昼生小学校区に新設整備いたします施設のことなんですけれども、

敷地面積としましては、昼生小学校の学校敷地内、全体として１万８,３４８平米の中に建てさせ
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ていただくことになります。 

 場所としましては、体育館の北、校舎の西というか、体育館の北側のスペースになるところです。

そこに建てていくということで、建物の面積としましては建築面積９１平方メートルを予定してい

るところでございます。 

 この中には保育室、それから給湯室等々ございまして、いわゆる保育スペースというところにつ

きましては４２平米を予定しているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 そのほか、ちょっとお聞きしたいんですけれども、市長に。今回、昼生小学校区の児童クラブ、

確かに通告にも書かせていただいたように、児童数は年々減少しております。平成３０年、６３名。

平成３１年は見込みで６７名という形になっているということが見込みで示されております。 

 平成２５年には８１名学童は見えたんですけれども、今回その条例定数で２０名と規定されてお

ります。私は、基本的には学童保育所は国の補助対象として１単位４０名を基本としておる中、こ

の２０名とした根拠について市長にお聞かせ願いたい。 

 と言いますのは、先ほど伊藤次長から建物の総面積は９１平米、学童の有効利用面積は４２平米

ということで、４２平米を１.６５で割った場合、恐らく２０名以上の収容人員になると思います。

ちなみに、２０名で３３平米、４０名で６６平米ということで、４２平米となると、少なくとも２

５名は有効面積になると思います。にもかかわらず、今回２０名にして条例改正を提案されており

ますけれども、その根拠について市長としての見解をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 櫻井議員のご質問にお答えをいたします。 

 まず、この昼生小学校区の放課後児童クラブの整備に当たりましては、足かけ２年、３年という

経過がいたしておりますが、地域の皆様の要望等も取り入れながら、よりよいものになるように検

討を重ねてまいりました。その結果、このような形、公設の施設として学校敷地内に設置すること

として整備を進めておるわけでございますが、その規模につきましては学校区の実情に即した適正

なものであるというふうに考えております。 

 今、昼生小学校の児童数の年々の推移等もご紹介もいただきましたけれども、私どもとしては一

定の利用者数の増加も見込まれるということでありますが、定員を２０名と設定いたしました。し

かし、なおこの施設としましても、仮に定員を上回った場合でも若干の増加には対応できるという

ものでございまして、私どもとしては学校区の実情に即した適正な規模であるというふうに考えて

おるところであります。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 そこら辺がやっぱり市長の学童に対する考え方の、僕は甘さがあると思う。 
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 やはり単純に計算しまして４２平米、２５.４名です。２５名です。２０名を超えた場合に多少

余裕があるのやでよろしいよというものではないんですよ。やはり昼生の学童については、市長が

就任される前に、その昼生学童というのは亀山市内で一番最初にできた施設やないかと私は思って

いますけれども、その中で地域の方のいろいろなご努力、議員の方もご努力されて、昼生の学童が

誕生したと。それで、市内各所に１９施設の公設及び民設民営の学童が設置されたと。 

 この中で、やはり学童施設の状況によって、ちなみに西小学校においても最初は羽若のほうで民

家を借りて学童保育をやったと。ところが、やっぱり学校から遠隔地でやったもので、森新聞さん

ですか、お世話になりまして、そこで学童を再開した場合には希望者が多くなって、第２の施設を

つくったと。井田川小学校区においても３カ所の学童ができたと。やっぱりその中でも１単位あた

り４０名という基準のもとに、だんだんに１つを２つ、２つを３つと変えていったわけですよ。 

 確かに学童も通常見込みの中で２０名に設定したけれども、余裕があるという考え方よりも、や

はり基本的にこの施設がよくなった場合に、やはり今までは施設が悪かったであんたはそこで住み

たいとか何か、私の部屋よりもええというようなことを過去に言われたんやけれども、施設がよく

なった場合はおおむね２０名と、今その利用者の数はその２０を下回っておると思いますけれども、

やはり施設がよくなれば、やはり友達同士で一緒に行こうやないかというようなときに、２０名と

いうような基準で決めた場合に、それが一つのネックになったかと思います。一緒になって入れな

い子供たちができると。それやったら、やはり１単位４０名という形になって、地域の要望に応え

る施設の定数を確保すべきやと思います。 

 私らの計算で、４２平米の場合やったら２５名の定数まではこの条例改正においてやるのが普通

じゃないかと私は思うけれども、そういうようなお考えはなかったか。余裕がある場合には、２０

名で定数が決めておいても５名ばかりの余裕があるから、その地域によって、そこへついでに入所

してもよろしいやないかというようなお考えですかな、そうすると。２０名定員。 

 条例というのは一つの地域、この亀山市の一つの基準になるわけです。そういうような中で、き

のうでも小坂議員が言われたように、負担金の問題でもどうのこうのいろいろな議論をやられたと

思う。それは、ある場合にはよろしいやないかと、超えても。ある場合にはまあまあと、こういう

のはやっぱり行政ではないと思うんですわ。その施設をつくるんやったら、４０名１単位という形

で条例改正をしておいて、そして地域の要望についてやっていくのが本来の行政ではないかと私は

思いますけれども、２０名を超えた場合は少々５名ぐらいの余裕があるで、その施設に任すという

ようなお考えでいいんですか。再度、ちょっと聞かせていただきたい。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 昼生小学校の全校児童数が今６３名ということで、その数は年々減少傾向にあります。これは大

変寂しいことでありますが、しかしこの放課後児童クラブの利用ニーズは現在ご利用が１５名とい

うことでありますけれども、一定のニーズの高まりはあろうというふうに予測をいたしておるとこ

ろでございます。 

 平成３６年に、これもお話がありましたように、今４０名の児童数ということが予測をされてお

るところでございまして、大体、亀山市全体におきましても、全小学生の２０％ぐらいのご利用を
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いただいております。６００名ぐらいのご利用をいただいておるわけでありますが、いわゆる昼生

小学校の現状、それから今後の展望を考えますと、学校区の実情に適した適正な規模であろうとい

うふうに思いますし、若干の、仮に定員の２０を上回った場合におきましても、そこは若干の増加

に対応できるものというふうに考えておるところであります。 

 いずれにいたしましても、私どもは地域の本当に各運営をされる皆さんや地域の皆さん、自治会

とか住民の皆さんとも本当にいろんな思いを共有しながら積み上げて今日に至っておるところでご

ざいますので、議員のおっしゃられる意味というのは理解させていただきますけれども、今日の現

状の中で、私どもとしては適正な判断の規模というふうに考えて提案をさせていただいておるもの

でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 だから、その適正な判断という中で、そうすると、きのうも小坂議員がいろいろ関の学童保育の

移転についてもいろいろ議論をされた。それでも明確な答弁をされなかった。そういう中でも、こ

の昼生についても明確な答弁をされないと。 

 やはり、２５名やったら２５名を収容できる、４２平米やったら２５名としてまず出発すると。

そしてなおかつ足らなかった場合には、これ、国からの補助基準は４０名を１単位とすると。４０

名を超えた場合にはもう一つをつくりなさいというのがあります。つくらんことには補助対象の施

設にはならんということで、今日まで亀山市は第１、第２、第３とこういうふうにつくってきたわ

けです。 

 だから、やっぱりそういうようなことを考えた中で、放課後児童クラブというのは基本的に、今

回は昼生は民設民営が公設民営になると。ましてや指定管理になるというような形で運営形態を変

えていくと。だから、その中で基本的なことがやっぱり市長の考えの中にあるのかないのか。非常

に、今の答弁を聞かせてもろうても、私は不思議で仕方ない。その場当たり的な行政というのは絶

対あかん。やっぱり将来を見据えて。 

 というのは、あなたのキャッチフレーズか何か知りませんけど、市長はこんなことをよう言われ

ますな、亀山市住めば悠々と、よう発言されます。この亀山市住めば悠々というのは、もっと若い

人らがもっと亀山市に来てくださいというようなことを考えた中でこういうようなことを言うてお

るのやったら、学童の場合の定数についてももう少しきちっとした考え方を持って運営、それから

条例等を設定していかんことには、やっぱり非常に不安やと、あなたのその姿勢自体がと思います

けれども、決して施設がよくなって仮に２６名であっても採用するおつもりかな、そうすると。２

６名になっても。６人希望者がふえた場合でも、１.６５の基準に合いませんけど、２５.４５なん

ですよ。保育施設も、そういうのも含めていると、そうすると、２６名になったら２６名目はどう

するんですか、そのときは。ちょっとそれのお考えを聞かせていただきたい。 

 ５名は余裕があると、２６名目はどうするんですか。そこを一遍どういうふうにお考えになるの

か。それを切るんですか、切るというか、その方には抽せんして抽せんで外れてもらうんですか。

そういうようなお考えですかな、そうすると。ちょっと聞かせてください。２６名目の対応を。 

○議長（西川憲行君） 
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 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 先ほどから申し上げておりますが、定員を２０名として設定し、今回のさまざまな機能とか形態

とか運営委員の皆さんのご要望も入れ、今回整備をしていくわけでありますが、その５名が６名定

員プラスとなった場合にどうするかということにつきまして、若干のそれはさまざまな増加には対

応できるという判断をいたしておるところでございます。 

 また、今日までの放課後子供対策については、亀山市としては明快な立場で展開をしてまいりま

したが、さまざまなニーズに対応しながら今日この環境を整えてきたわけでありますが、今後もい

ろんな変化があろうかと思います。 

 さらに、この学童、いわゆる放課後児童クラブだけではなくて、昼生地区には本当に今子供教室

やあるいは子供の居場所づくりにつきまして、地域まちづくり協議会を初め、さまざまなメニュー

を今努力をいただいておるところでございまして、そういう中でこの新たに整備される放課後児童

クラブを初め、そういう環境が昼生小学校区の子供たちにとりまして大きな居場所につながってい

くというふうに考えておりますので、そこはぜひご期待をいただきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 私はそんなこと聞いていないがな。２５名までは２０名と規定しても余裕があるから２０名を超

えても収容はできると。だけど、基本的に１.６５を基準としたら、２５.４５とせずに２６人目の

学童の希望者が出たときは市長としてはどう対応すんのかということを聞いておるんですよ。そう

でしょう、何も答えていないがな、私の問いに。答えてくださいよ。 

 それと、関小学校区でも４０名を超えた場合にどういうような１年間動きをしたか、あなたご存

じかな。老人福祉関センターの２階で間借りで、民設民営で１つの施設は４０名で運営しておると。

それを超えたもので、これは指定管理を受けてこれを超えたわけです。だけど、その数を超えたも

んで、老人福祉センターの２階で間借りして１年間を過ごしてくれておるんですよ。そして、今回

も条例改正が出ていますよ、保健センターの件で。そういうふうにやってきておるんですよ、各地

域の学童は。 

 だから、昼生についても２６名目はどうするつもりやな、あんた。それを聞きたいのや、それを。

そんなもんごちゃごちゃ言わんでええ。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 何度も申し上げていますが、私どもとしては若干の２５名であろうが、２６名であろうが、それ

に対してちゃんとそれは機能できるようにという拠点であろうというふうに確信をいたしておりま

すし、また今申し上げました関地区での学童もそうなんですが、さまざまな積み上げを私どもはさ

せていただいて今日に至っておりますし、今後のことにつきましてもよりよいのはどういうことな

のか、こういうことにつきましても検証させていただいて、今後の利用の形態も変わっていくとい
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うふうに考えておるところでありますので、そういう中で適正な規模であるという判断をいたして

おります。 

 ２５名、２６名ふえていくことについては、またその時点でこれはまたどういう状況になってお

るかというのもしっかり見きわめる必要があろうかと思いますが、私どもとしては現時点ではこれ

に対応できるというふうに考えておるところであります。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 もう、時間も限られておるもんで、もう一言だけ言わせてください。 

 ２５名でも２６名でも対応できるて、基本的に国の基準は１.６５で１人と、このような基準な

んですよ、学童の。それに対して、各種補助金が来るわけです。それが頭に入っておったら、今み

たいな答弁はできへんはずなん。だから、あなたはそのようなことがほとんど頭に入っていない。

学童の本質も。本来なら、私は申し述べたいけれども、ちょっと議長にお許し願いたいけれども、

あくまでも亀山市の学童はせめて公設民営を主体とした、民設民営やなしに、公設公営の運営をす

るという一つの市長としての信念を持っていただきたい。あなたはそんなことはないと思うで、あ

あじゃこうじゃと余分な答弁をする。本当に学童の本質もきちっと勉強してもろうて、勉強は１０

０までするのが勉強なの。勉強は、自分が次の世に行くまでは日々勉強するのが一つの、行政につ

いても私事についても、遊びについても日々勉強するのが、一つの人間に与えられた責務だと私は

思っていますんで、日々勉強をしてください。 

 次に移りたいと思います。残り時間がもう１８分ですので。 

 議案第５５号平成３０年度亀山市一般会計補正予算（第２号）についてですけれども、今回の補

正は社会教育費、町並み保存費、関の山車会館整備事業の増額補正であります。 

 これについては、なかなかさきの議会でも１億５８０万の専決処分をしたと。これは国の補助金

を返さならんでというんですけれども、私もこういうようなパネルも出させていただきました。そ

の中で、確かに展示棟、離れにおいて１回目の入札が行われて、２,９７０万で落札されておりま

す。次に、管理棟、展示棟、主屋については、２回目の入札で２,７４５万で落札がされています、

２月２８日に。それで、３回目がその専決が行われた９,８００万、１億５８０万が３月２７日に

入札が行われています。 

 その中で、今回補正で出されたこの根拠。確かに提案理由には、めくってみたら主屋がかなり傷

んでおったからそういうふうになりましたと。通常、私も関町議会議員にならせていただいてから

亀山市と合併して３２年間議員として活動させていただいていますけれども、今、関の町並み保存

とともにこの関町議会議員、亀山市議会議員としてこの地域で議員活動をさせていただいておる中

で、それなりに町並みに対する思いはあります。 

 それで、各伝建建物の方々が修繕等で、当初は、関町時代のときには５００万でしたんですけれ

ども、いろいろ議会で議論して、物価も上がったもんで上限を８００万にしたらどうかとほかの議

員の方が提案されて、関町の折に８００万に上限が設定されました。合併後も、８００万でこの補

助金の上限が維持されています。 

 その中で伝建建物の所有者は８００万の補助金をいただいて伝統的建造物の改修事業を行ってい
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ます。その中で、私の知る限りでは５００万のときにむくり屋根の家を直された方が大体２,７０

０万から２,８００万で、２,３００万の手出しで修理をやっています。私の場合はそういうような

ことで４カ所ばかり修復をやりましたけれども、五百五、六十万の修繕に対して、手出しが３８０

万から４００万近い手出しをやって修復をやっています。 

 その中で、今回２,７００万の中でめくって、そのときにその大工さんと一応見積もりも合わし、

担当者ともいろいろな協議をした中で、全て見た中でその金額を決めてその修復事業をやっていま

す。亀山市は買い取った主屋、離れ、土蔵等々の修繕に、設計した業者が見落としでかどうかわか

りませんけれども、めくってみたら６８０万余分に要るというような、こういうような予算が出て

くることはおかしいやないかと私は思うんですけれども、それをちょっとどういうような経緯につ

いてか、後残りが１４分ですから、一遍それをお示し願いたい。よろしくお願いします。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村生活文化部次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 関の山車会館整備事業に関しましては、新築をいたします収蔵展示棟及び復元修理を行います管

理展示棟で現在工事を進めておるところでございます。 

 今回の補正につきましては、管理展示棟、これは伝統的建造物として特定をしている建物でござ

いますけれども、この旧主屋の設計変更に伴います工事請負費と、全ての施設整備完了後の開館準

備における施設管理経費でございます。 

 まず、管理展示棟の設計変更の内容でございますけれども、大きく３点ございます。１点目は、

当初は屋根の一部をふきかえといたしていたところでございますけれども、実際に屋根瓦の解体を

進めましたところ、傷みが想定より大きく、屋根を全部ふきかえることとしたところでございます。 

 ２点目は、構造補強の見直しでございまして、軸部の立て起こし作業に取りかかったところ、小

屋ばりの状況などが想定していたより傷みが大きく、内部に新たな軸組みを挿入して荷重を負担す

るよう設計変更をいたしました。 

 ３点目は、内部の解体時に行った調査により得られました新たな文化財的な知見によりまして、

間取りや建具等に変更が生じたところでございます。 

 これらはいずれも実際の工事に取りかかったところ判明した事実に対しまして、追加して工事を

させていただくものでございますことから、今回補正をさせていただくものでございます。 

 なお、施設整備工事完了後の施設管理経費といたしましては、開館準備にかかわります光熱水費、

警備保障委託料、通信運搬費等でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 私も、３軒対象で直しました。確かに総屋根ふきもしたし、その大工さんと協議した中でやった

んですけれども、めくってみたらわかったではあかんと思う。 

 それで、それなりにこれも設計関係で入札もやっています、２９年１０月１７日。これは１４８

万円で１回目の入札をやって、この３０年３月２８日にはでかいほうの山車会館のほうやと思うん

ですけれども、それでいろんな入札の調書もここにあります、ここに持っています。その中で、め



－１２０－ 

くってみやなわからんような設計業者に委託するということは、市長、それでよろしいんかな、あ

なたは。そういうようなことは、私らも、私の知り合いも、伝建で私の知り合いでも正直この３２

年間の間に１０戸や２０戸じゃないんですよ、私の知り合いでも。 

 そうやけど、今まで町並みの中で４００戸の看板が立っています。伝統的建造物と。町並みに即

した新築家屋については町並み風にしたら２００万、３００万というようなあれが出ます。それか

ら、といとかそういうことについても８割の補助が出るというような形で進んでおる中で、めくっ

てみやなわからんというような業者を、市長、選定するんですか、あなたは。これが問題なんです

よ、今回の補正は。そのような問題意識は市長、持ってみえるかな。 

 これに対しては、やっぱりそれなりの、町並みの街道まつりとかそういうようなところをいろい

ろ歩いて、いろんなにこにこ笑って歩いてもらうのはありがたいですけれども、もう少しこういう

ような設計業者を選んだ経緯について、あなたはどういうようなこの６８０万の補正に対する思い

は何もなかったんか、あったんか。それをちょっと聞きたい、市長。 

 市長や、市長でよろしい。市長って言うとんのや、俺は。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 まず、本工事にかかわります設計監理のところでございますけれども、伝統的建造物等の文化財

の修理設計に経験のございます業者６社の指名競争入札を経て発注をいたしたところでございます。

これらの業者につきましては、関の伝建地区の中において実際に修理修景にかかわります設計経験

のあるものでございます。 

 当初、設計時においても部材の破損等について調査を行った上で設計を行ったところでございま

すけれども、当初の調査では内部の解体を行えないことから、十分な調査が行えなかった箇所での

破損が工事に伴う今回の解体作業の中で新たに確認されたものでございます。 

 担当といたしまして、これまでの経験を十分に生かせなかったというふうな反省もございますけ

れども、設計については適切であったというふうに考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 担当者は適正な設計であったと。そうやけど、主屋の設計会社は契約額が３４５万６,０００円、

監理も含めて。それで、１２月の補正によって繰越で３４５万６,０００円、専決処分の繰越が９

０万２,０００円というような数字になっておるんですよ。そして、離れにおいても監理だけでそ

の前に設計をやっとると思うんですけれども、適正かどうかの証拠に、主屋の設計監理で３４５万

６,０００円の設計監理費を払っておるんですよ。この工事の工期は平成３０年３月７日から平成

３０年７月３１日という工期になっておるんですけれども、この中で主屋の六百何十万が出てきた

の。その設計業者には３４５万円を払っておるんですよ、これの監理で。もうこれは契約済みです

に、これは、既に。ご存じかな、これ。 

 担当者やなしに、市長にその思いを聞きたいんや。これは適正であったと担当者は言うておる。

適正でなかったからこういうような補正をせんならんのですやろう。これは、設計監理者の見過ご
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しですやんか。 

 大体、町並みの伝建を直す場合には屋根瓦、私も直したときは前の瓦は古い瓦を使ってください

と、新しい瓦にせんといてくださいという前任者、嶋村君の前任者やと思うけれども、その方に指

摘されたもんでその古い瓦は残しました。そのかわり、主屋のほうの主体の、これは切り妻ですけ

れども、そこは新しい瓦に全部ふきかえました。前の見えるところだけは古い瓦でやりかえました。

ええのを残しておいてね。そのときも、屋根裏も見て、そしてはりの状況。そうすると、はりを見

たら大概垂木があるんですよ。それで、杉皮とかが見える。それが設計の、基本的な設計業者とし

ての責務です。それから床下を見る。すると床下の土台が腐っておる。これは間柱というんですけ

れども、これを取りかえならんとか、それを設計するんですよ。にもかかわらず、こういうような

補正が出てくると。屋根があかんだと。そんなもん、そんな感性はないんですか、市長。これも担

当者任せですか。わしはわからんと、見てもわからんのやったらわからんと言ってください。わか

っておってわからんふりをしたらあかん、物事は。 

 それで、これも本質を市長は担当者にどういうふうにあなたはヒアリングを受けて、聞き取りを

してこの補正予算を計上したんか、そこら辺の本音を聞かせてください、市長。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 先ほどのこの設計にかかわります状況につきましては、次長のほうからも答弁がありましたが、

工事につきましては議員もご案内のように、実際の設計段階から工事施工の過程でさまざまな新し

い状況の変化とか、これには的確に対応するというのは当然のことであろうかと思っております。 

 そこは適正なものであったというふうに思っておりますし、そもそもこの関の山車会館整備事業

につきましては平成２８年度から平成３０年度までの３カ年計画で整備をしておりました。本年度

が最終年度ということで進めてきたものでございます。今年度末には全ての施設等の工事を終えて、

その後開館準備を行って、来年の祇園夏祭りのこの時期ごろには開館をさせたいという思いで事業

を展開しておるところであります。 

 今回の補正につきましては、関宿の伝統的建造物でもあります管理展示棟の修理にかかわる工事

経費の補正でございますので、先ほどのような新たな状況が生じましたので、それについて事業を

前に進めるために必要なものと判断をさせていただいて、補正予算としてお願いをいたしておるも

のでございます。 

 いずれにいたしましても、来年夏に向けてさまざまな課題があろうかと思いますけれども、しっ

かりと担当部局には開館に向けた事業の展開を進めてほしいと思っておりますし、私どもとしても

住民の皆さんのご期待に応えられるように努力をいたしてまいりたいと考えております。 

 設計と工事施工の過程でご指摘のようなさまざまな新たな課題が生じるということにつきまして

は、一般的にもあろうかと思いますけれども、私どもとしてはこれを解消するために今回補正計上

させていただいたということでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 
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 いや、私が聞いたのは、その設計者にあなたは瑕疵はあるのかと、これを理解するのかというこ

とを聞きたいの。 

 これ、私が工事をやっていくのに、当初２,７００万用意しましたと。２,８００万用意しました

と。なら、それを契約しますわな。めくってみたら、おいおい櫻井よ、６８０万足らんわと言うた

ら、わしはその設計業者を訴えるわ。当初契約と違うやないかと。市民の税金やから、あなたは簡

単にできるわけや、そんなことが、この補正が。民対民の契約やったら、これはけんかになります

よ、恐らく。それは、訴えるのは設計業者、その見積もりをした設計業者に対して私は訴えますよ、

こんなことになってくると。それが本来の姿やないか。 

 大体、物を建てるときには自分の資本力の２割減で物事をやれというのが私の考えなの。それで

２割減にしておいて、これも継ぎ足し、これも継ぎ足して、そして従来の自分の用意した１,００

０万やったら１,０００万の範囲で自分はやると。当初計画は８００万を見積もっておいて、最終

的に１,０００万のものを建てると。費用がかかったと。それで、自分の資金繰りというのが完了

したというのが大体私の経験からは、６９年も生きておるけれども、私の経験からはそういうよう

に思うんですよ。 

 そういうような中で、今回めくってみたらこんな余分に金がかかると。あなたのお金やないです

よ、市民のお金なんですよ。そこら辺のことを考えたら、その設計業者に対してどういうような今

後対応をするんですか、あなたは。それを聞きたいの。 

 例えば、そんな不測の事態を招くような設計業者は排除するのか、そういうのはそこまで行かな

あかんと思うの。とか、ペナルティーをかけるとか、そういうようなことの考えを持っていないん

ですか。ないですか、そんなことは。そこを聞きたいの、私は。 

 原課はそれはしたいやろうと。山車会館も建てると。主屋も直したい、いろんな思いはわかる。

私も同じような思いでこの町並みを見てきましたからな。だけど、設計監理者に対しても何かの処

置をすべきではないかということを私はあなたに聞いておるのやに。勘違いせんといてくださいよ。

もう時間がないですから、一言二言あれば答えてください。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 来年の７月のこの事業の完成に向けて、この事業が適切に展開するようにと私どもは思っており

ますし、設計監理を、監理業務も含めてしっかり見ていっていただくということが当然のことであ

ろうというふうに考えております。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 どうもありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 

 １８番 櫻井清蔵議員の質疑は終わりました。 

 以上で、日程第１に掲げた上程各案に対する質疑を終結します。 

 続いて、ただいま議題となっております議案第５２号から議案第６４号までの１３件については、

お手元に配付してあります付託議案一覧表のとおり、それぞれ所管する常任委員会にその審査を付

託します。なお、報告第１１号から報告第１８号までの８件については関係法令の規定に基づく報
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告でありますので、ご了承願います。 

 

       付 託 議 案 一 覧 表 

 

   教育民生委員会 

 

議案第５２号 亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正について 

議案第５４号 亀山市健康づくり関センター条例の廃止について 

 

   産業建設委員会 

 

議案第５３号 亀山市営住宅条例の一部改正について 

 

   予算決算委員会 

 

議案第５５号 平成３０年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について 

議案第５６号 平成３０年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

議案第５７号 平成２９年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５８号 平成２９年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５９号 平成２９年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６０号 平成２９年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６１号 平成２９年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

議案第６２号 平成２９年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

議案第６３号 平成２９年度亀山市公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

議案第６４号 平成２９年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

 

○議長（西川憲行君） 

 次に、日程第２、請願第１号から日程第７、請願第６号までの６件を一括議題とします。 

 請願第１号義務教育費国庫負担制度の充実を求める請願書、請願第２号教職員定数改善計画の策

定・実施と教育予算拡充を求める請願書、請願第３号防災対策の充実を求める請願書、請願第４号

子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める請願書、請願第５号（仮

称）ウインドパーク布引北風力発電事業の中止を求める請願書、請願第６号農業振興地域の農用地

指定の見直しと農業振興施策の充実を求める請願書の審査については、お手元に配付してあります

請願文書表のとおり、所管の教育民生委員会及び産業建設委員会に付託します。 

 

請願文書表 
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受  理  番  号 請  １ 

受 理 年 月 日 平成３０年８月２４日 

件       名 義務教育費国庫負担制度の充実を求める請願書 

請願者の住所・氏名 

亀山市本丸町５８５ 

 亀山市ＰＴＡ連合会 

  会長 寺田 潔 他２名 

要       旨 
義務教育費国庫負担制度が充実され、国の責務として必要な財源が確

保されるよう採択いただき、国の関係機関に意見書を提出願いたい。 

紹 介 議 員 氏 名 服部孝規、宮崎勝郎、今岡翔平、中村嘉孝、前田耕一 

付 託 委 員 会 教育民生委員会 

 

受  理  番  号 請  ２ 

受 理 年 月 日 平成３０年８月２４日 

件       名 教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書 

請願者の住所・氏名 

亀山市本丸町５８５ 

 亀山市ＰＴＡ連合会 

  会長 寺田 潔 他２名 

要       旨 

子どもたちの「豊かな学び」の保障に向け、教職員定数改善計画の策

定・実施と教育予算の拡充を行うよう採択いただき、国の関係機関に

意見書を提出願いたい。 

紹 介 議 員 氏 名 服部孝規、宮崎勝郎、今岡翔平、中村嘉孝、前田耕一 

付 託 委 員 会 教育民生委員会 

 

受  理  番  号 請  ３ 

受 理 年 月 日 平成３０年８月２４日 
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件       名 防災対策の充実を求める請願書 

請願者の住所・氏名 

亀山市本丸町５８５ 

 亀山市ＰＴＡ連合会 

  会長 寺田 潔 他２名 

要       旨 

子どもたちの安心・安全を確保するため、巨大地震等の災害を想定し

た防災対策の充実を図るよう採択いただき、国の関係機関に意見書を

提出願いたい。 

紹 介 議 員 氏 名 服部孝規、宮崎勝郎、今岡翔平、中村嘉孝、前田耕一 

付 託 委 員 会 教育民生委員会 

 

受  理  番  号 請  ４ 

受 理 年 月 日 平成３０年８月２４日 

件       名 
子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求め

る請願書 

請願者の住所・氏名 

亀山市本丸町５８５ 

 亀山市ＰＴＡ連合会 

  会長 寺田 潔 他２名 

要       旨 
子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度が拡充するよ

う採択いただき、国の関係機関に意見書を提出願いたい。 

紹 介 議 員 氏 名 服部孝規、宮崎勝郎、今岡翔平、中村嘉孝、前田耕一 

付 託 委 員 会 教育民生委員会 

 

受  理  番  号 請  ５ 

受 理 年 月 日 平成３０年８月２４日 

件       名 （仮称）ウインドパーク布引北風力発電事業の中止を求める請願書 

請願者の住所・氏名 
亀山市加太中在家６９７３ 

 加太の自然を守る会 
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  代表 北澤利明 

要       旨 

（仮称）ウインドパーク布引北風力発電事業の中止と、住民合意によ

る環境影響評価の進め方への見直しを求める意見書を国の関係機関に

提出願いたい。 

紹 介 議 員 氏 名 中村嘉孝、服部孝規、鈴木達夫、前田耕一、櫻井清蔵、新 秀隆 

付 託 委 員 会 教育民生委員会 

 

受  理  番  号 請  ６ 

受 理 年 月 日 平成３０年８月２４日 

件       名 
農業振興地域の農用地指定の見直しと農業振興施策の充実を求める請

願書 

請願者の住所・氏名 

亀山市能褒野町１５－１ 

 拓けゆく能褒野の未来を考える会 

  代表 永田常吉 

要       旨 

市内の農業従事者や地権者の要望・意見を十分に理解したうえで、農

業振興地域全域に渡り実情に即した農用地指定の見直しを行うこと

と、耕作放棄地の増加や後継者不足等の課題解決と農業従事者の経営

安定化に向け、農業を守るために有効な施策を講じることを求める意

見書を市に提出願いたい。 

紹 介 議 員 氏 名 櫻井清蔵、小坂直親、中村嘉孝、前田耕一、森 美和子、福沢美由紀 

付 託 委 員 会 産業建設委員会 

 

 

○議長（西川憲行君） 

 会議の途中ですが、予算決算委員会の開催のため午後１時まで休憩します。 

（午前１１時３０分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、日程第８、市政に関する一般質問を行います。 
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 通告に従い、順次発言を許します。 

 ８番 森 美和子議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 公明党の森 美和子でございます。 

 きのうに引き続き、きょうは一般質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず初めに、台風２１号に関しましては、四国から近畿地方を通り抜けたような状態でありまし

たが、亀山市におきましても市民生活にかなり影響を与えてしまったということで、被害に遭われ

た皆様にはお見舞い申し上げたいと思います。 

 また、今朝、北海道で震度６強の地震がありました。ニュースを見ておりますと、かなりの被害

で死者も出ているようですので、お亡くなりになりました方にはお見舞いを申し上げますとともに

被災されました皆様にはお見舞いを申し上げたいと思います。 

 ９月１日は防災の日です。今月３０日には、市の総合防災訓練も予定をされております。ことし

に入って、さまざまな気象変動や地震が起こっております。ことしの初めには、北陸、東北地方を

中心とした平成３０年豪雪、また西日本を中心とした平成３０年７月豪雨、４月９日には島根県西

部地震で震度５強、また６月１８日は大阪府北部地震、これは震度６弱、またこの夏の猛暑は４０

度を超える地域が幾つも出たという、こんな状態であります。 

 このような状況の中では、もはや想定外は通用せず、全てが想定内として対策をとっていく必要

があるように感じます。いつも申しておりますが、災害は自助・共助・公助・互助で対応していく

ことは当然でありますが、行政で備えることができるものはやっていかなければならないと思って

おります。 

 ことしの４月から６月にかけて、公明党では全国の地方議員、国会議員全てで１００万人訪問調

査を行いました。介護、子育て、中小企業、防災についてアンケート方式で行いました。市内でも

多くの方の声を聞かせていただきましたので、その中から防災について質問をさせていただきます。 

 まず大きく１点目、危機管理体制についてお伺いをしたいと思います。 

 災害時における備蓄品として、液体ミルクを導入することについてお伺いをしたいと思います。 

 日本では母乳以外の乳幼児のミルクとしては粉ミルクが主流ですが、海外では液体ミルクが普及

をしております。常温で保存でき、ふたをあけて吸い口を装着すればすぐに飲める。夜中や外出時

の授乳が手軽になり、水や燃料が確保できない災害時にも有効とされております。 

 公明党女性委員会では、子育ての負担軽減や災害時の備えとして国内生産の解禁に向けて働きか

けてまいりました。ことし８月に国内での製造販売が可能となり、厚生労働省では製品の規格基準

を定めた改正省令が施行をされたところであります。 

 まず、亀山市の備蓄品の中でも、現在、乳幼児向けの備蓄品の現状についてお伺いをしたいと思

います。 

○議長（西川憲行君） 

 ８番 森 美和子議員の質問に対する答弁を求めます。 

 久野危機管理監。 

○危機管理監（久野友彦君登壇） 

 亀山市の災害対応の備蓄食料の方針は、人口の１０％の３日分を基準といたしまして、３カ所、
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本町、中央、関の備蓄倉庫を中心に保管しております。 

 議員ご質問の乳児用の現在の備蓄でございますが、乳児用の備蓄に対しましては、粉ミルクを備

蓄いたしておりまして、新生児用ミルク約２３キロ、９カ月児用ミルク約２０キロ、合計約４３キ

ログラムを備えております。 

 亀山市の平成３０年４月１日現在のゼロ歳児及び１歳児の人数は８１３人であり、乳児の１食当

たりの粉ミルク量を２６グラムと想定いたしますと、必要な量が１９キログラムとなることから３

日分以上の備蓄量を確保していると考えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 粉ミルクの現状についてお答えをいただきました。 

 ゼロから１歳の８１３人の粉ミルク４３キロ、３日分ということでお聞きをさせていただきまし

た。 

 それでは、液体ミルクの認識と導入の方向性についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 久野管理監。 

○危機管理監（久野友彦君登壇） 

 まずは液体ミルクの認識でございますが、液体ミルクにつきましては、粉ミルクのように熱湯で

溶かすなどの手間がかからず、長期保存ができ、海外では広く普及しており、育児の負担軽減や災

害時用の備蓄に適していることなどから、市民団体などが厚生労働省に対しまして乳児用液体ミル

クの国内での製造販売を可能にすることを要望しておりましたが、乳及び乳製品の成分規格などに

関する省令がことしの８月８日に改正されたことにより、乳製品の一つとして位置づけがなされ、

これからは国内の粉ミルクメーカーなどが製造に乗り出すであろうと認識しております。 

 この液体ミルクの導入についてでございますが、ただいま説明させていただいたとおり、また議

員がご指摘のとおり、乳児用の液体ミルクにつきましては、哺乳瓶の煮沸消毒などを必要とせず、

湯沸かしから飲みやすい温度まで冷ますまでの手間や時間も必要なく、封をあければすぐに赤ちゃ

んにミルクを飲ませることができるため、災害時に使用面、衛生面などから非常に優良な食料であ

ると認識しております。しかしながら、メーカーの製造ラインの整備や品質検査などが必要なため、

流通は早くても来年以降となるであろうと聞き及んでおります。 

 このようなことから、国内製造メーカーなどの市場の動向を見きわめながら、導入に向けて前向

きに検討してまいりたいと思っておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 おっしゃるとおり、来年から販売がされるような見通しであると聞いておりますけど、やっぱり

普及までには、やっぱり高額ということもありますので、少し見きわめていく必要があるかと思い

ますが、各自治体が導入すれば価格も下がってきますので、また検討をいただきたいと思います。 

 東日本大震災や熊本地震では、海外からの支援物資としてこれが配られて、子育て中の親御さん、
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非常に喜ばれたとお聞きしておりますし、今回の西日本豪雨の折にも届けられたと聞いております

ので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 続きまして、通電火災を抑制するための感震ブレーカーの普及及び補助についてお伺いをしたい

と思います。 

 地震の発生により、停電した際ブレーカーを落とさずに避難すると、後で電気が復旧した際、切

れたと思っていた電気製品が再び作動し、それが火元となって起こるのが通電火災であります。阪

神・淡路大震災では、原因が特定された建物火災の約６割が通電火災によるものと言われ、その危

険性が明らかになっております。 

 電気製品以外の思わぬところからも火が出る可能性があります。例えば、地震による転倒や落下

で傷ついた電気コードです。電気が通った瞬間、コードがショートして火花が出てしまい、近くに

燃えやすいものがあると火災につながる可能性が高いのです。 

 さらに、通電火災は時間差で起こる特徴もあります。阪神・淡路大震災では、震災当日だけでな

く、最長で８日後にも通電火災が起こっていたとの報告があります。国の新たな被害想定では、こ

の通電火災を初めとする電気関係の出火を防ぐなどの対策を徹底すれば、火災による死者は２０分

の１に減らされるとされております。 

 本来は、地震等により停電した状態で避難する場合は、各家庭においてあらかじめブレーカーを

落として避難することの啓発が大事ではありますが、なかなか進んでいないのが現状であります。 

 現在、地震の揺れを感知して自動的に通電を遮断する感震ブレーカーが市販されております。値

段も二、三千円ぐらいから数万円までの幅広い状況であります。 

 まず、感震ブレーカーの効果に対する認識についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 久野管理監。 

○危機管理監（久野友彦君登壇） 

 感震ブレーカーの認識についてでございます。 

 議員のご説明あったことと多少重なりますが、よろしくお願いいたします。 

 阪神・淡路大震災及び東日本大震災において発生した津波火災を除く火災につきましては、約６

割から７割が電気の起因による火災ということが言われております。 

 この地震が引き起こす電気火災とは、地震の揺れに伴う電気ストーブ、電気こんろ、白熱灯など

の電気機器が転倒したための着火や電源コードやコンセントなどが破損しており、停電が復旧した

ときに断線部やプラグ部の発熱などが原因による火災のことでございます。 

 亀山市におきましても、地震による電気火災を防ぐために各戸配付させていただいております防

災マップにも、避難時にはブレーカーを落としていただくことを勧めており、各まちづくり協議会

や各自治会などで開催しております防災出前講座などにおきましても、電気火災を防ぐために地震

時にはブレーカーを落としていただくよう注意喚起を行っているところでございます。 

 この電気火災対策には、感震ブレーカーが効果的と聞き及んでおります。感震ブレーカーとは、

地震発生時に設定値以上の揺れを感知したときに、分電盤や宅内配線、コンセントなどの電気を自

動的にとめる器具であり、地震発生時に不在の場合やブレーカーを切って遮断する余裕がない場合

に電気火災を防止する有効な手段と認識しておるところでございます。 
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○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 ありがとうございます。 

 本当に啓発に関してはしっかりとやっていただいているみたいですけど、広報とかホームページ

とかにも載せていただいているということで、次に補助についてなんですけど、啓発ももっと進め

ていく必要があるんだなと思うんですけど、補助については、意識の高い自治体では火災抑制の取

り組みの一つとして感震ブレーカーの購入費に対して補助されているところがあります。 

 例えば、亀山市では家具の転倒防止には、ひとり暮らしの高齢者世帯には特定として行っていた

だいておりますが、例えばそういうところに補助をするなり、また住宅密集地ですよね、ＤＩＤ地

区とされている、そういう地域に関して補助しているという自治体もあります。 

 そういった補助の考え方についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 久野管理監。 

○危機管理監（久野友彦君登壇） 

 ＤＩＤ地区など、あるいは市での設置の補助についてでございますが、亀山市におきましても発

生が危惧されております南海トラフ地震を初め大規模地震災害が発生した場合には、火災による損

害を極力防ぐことが必須となりますので、その一つのツールとして感震ブレーカーの設置は有効で

あると考えております。 

 このため、防災出前講座などでは電気火災対策として感震ブレーカーが効果的と説明はしておる

ところでございます。ただ、医療用機器を常時使用しておられるご家庭については、その箇所を除

いた部分的な感震ブレーカーの設置となりますし、地震発生と同時に停電状態となるため、夜間に

懐中電灯などを枕元に置いておくなどの注意事項もありますので、正しい認識を持っていただいて

設置するよう啓発させていただいているところでございます。 

 このようなことから、ひとり暮らしや高齢者の住宅、あるいはＤＩＤ人口集中地区の住宅に限定

せず、市民の皆様全員が自分の財産を自分で守るための減災対策の手段、ツールとして、今後も出

前講座などを通じて注意喚起と啓発を行ってまいりたいと考えておりますが、現時点では感震ブレ

ーカー設置に伴う補助制度までは考えていないところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 本当に啓発が大事だなというふうに思いますし、国交省では感震ブレーカーの設置は密集市街地

の安全性向上に寄与するとした上で、社会資本整備総合交付金の事業の中で補助することが可能で

あるというふうにされておりますので、またいろいろ考えていただきたいなと思います。 

 じゃあ、次に移ります。 

 災害を見据えて、該当者にヘルプカードを配付することについてお伺いをしたいと思います。 

 人工関節や義足、内部障がいや難病、妊娠初期など、援助や配慮を必要としても外見ではわかり

にくい人が携帯をし、周囲の人から必要な支援を受けやすくするヘルプマーク、現在、これは三重



－１３１－ 

県が導入を決め、亀山市の福祉の窓口で配付をされております。ストラップ方式のかばんなどに取

りつけるものと、それからカード方式の配慮の必要な内容を記入して携帯できるタイプと２つあり

ます。 

 現在、福祉の窓口にとりに来られた方、必要としてとりに来られた方は何人いらっしゃるのかお

伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 議員おっしゃいましたヘルプカードでございますけれども、三重県が援助や配慮を必要としてい

る障がいのある人、病気の人、妊娠初期の人などが日常生活や、特に災害時などに困ったときに周

囲に示し、支援や理解を求めやすくすることを目的に、本年２月から発行が始まっております。 

 このカードでございますけれども、県から依頼を受けまして本市においても同時期に総合保健福

祉センターあいあいにて配付を始めておりまして、先ほどご質問の数ですが、本年８月末までに１

３６枚を配付いたしたところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 １３６人の方がとりに来られたということで認識をさせていただきました。 

 お隣の愛知県の幸田町では、ヘルプカードとストラップつきケースを災害時要支援者、高齢者の

み世帯やこれは障がい者などに限るんですけど、郵送をされているということです。 

 亀山市では広報などでは紹介をしていただいておりますが、まだまだご存じの方は少ないという

ふうに思っております。とりに来る方には差し上げますというよりも、今後のやっぱりこれだけ異

常気象やら災害が続いている中で、災害を見据えて対象者に送る、こういった考えはないのかお伺

いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 議員お尋ねの対象者に郵送する考えはというお尋ねでございますけれども、もともとこのヘルプ

カードでございますが、利用したい方の申し出があればそれぞれお渡しできるというような環境の

ものでございますし、ご紹介いただきましたヘルプマークストラップ型、またヘルプカード等々も

災害有事の際に、ご自身の状況を外部にいかに知らせるかというようなものと考えております。 

 よって、今後ですけれども、民生児童委員等の関係の方々にお話はしてまいりますけれども、郵

送までは至らず自助・共助・公助、先ほど互助のお話もございましたが、共助の部分でこういった

ものが解消できるような説明等を行いつつ、行政としての責任を持ってやっていきたいと思ってお

ります。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 
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 このことに限らず、もう待つだけの行政の体制から、やっぱり積極的に市民のほうに働きかけて

いくというような、私は転換が必要じゃないかなと思って、今回の質問をさせていただきました。 

 また、防災の啓発にも、とりに来られる方、非常にこの１３６名とりに来られたというふうにお

っしゃっていましたけど、まだまだ必要な方はいらっしゃいますし、このことを知らない方もいら

っしゃいますし、やっぱり災害のための防災の考え方としての啓発は必要じゃないかと思いますの

で、また考えていただきたいと思います。 

 じゃあ、次に移らせていただきます。 

 公共施設等にあるＡＥＤを屋外へ設置すること、及びコンビニ等への普及啓発についてお伺いを

したいと思います。 

 亀山市では、消防本部が中心となって、心肺蘇生法やＡＥＤの使い方の講習を行っております。

私の地元のみずほ台でも毎年講習会を開催しており、私はできる限り参加をさせていただいており

ます。 

 確実に使える方の裾野が広がっているように思いますが、毎年私、受けていますけど、なかなか

倒れられた方が見えて、すぐ自分が飛んでいって処置ができるのかということには、やっぱり何回

もやっていくという必要性は非常に感じております。突然ぐあいが悪くなった場合やスポーツを行

っているとき、また今年の異常気象による体調不良など、このＡＥＤの活用というのは非常に効果

があると言われております。 

 ＡＥＤに関しては、市内の公共施設への設置や消防から企業への設置を促していただくなど、市

域全体の個数的な広がりはあろうかと思っております。ただ、基本的にどのＡＥＤに関しても室内

設置となっており、緊急時が施設等が休みのときには使えないのが現状であります。以前、新議員

が質問したときも、屋外設置は難しいとの答弁をされておりました。この屋外設置に関しては、私

も市民の方から不安の声を聞かせていただいております。 

 ことし、津市が市内小・中学校６９校のＡＥＤを屋外に設置するということを決定し、来年度中

に完了するということになりました。全国的にもこのＡＥＤを屋外設置するということの広がりが、

特に学校なんかですけど、広がっているというふうに聞いております。 

 やっぱり身近なところにあって、いつでも使える体制にしないと、せっかく消防がこうやって一

生懸命講習会をしていただいていても、いざというときに使えないのであれば問題があるんではな

いか、市民の方の不安も解消できないのではないかと思います。公共施設でも、例えば地区のコミ

ュニティとかそれから学校、そういうところに屋外設置ができないのか、その考え方についてお伺

いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合総合政策部次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 公共施設全般についてお答えさせていただきます。 

 ＡＥＤにつきましては、現在市役所、関支所、総合保健福祉センター、各小・中学校、保育所、

幼稚園など市内７２カ所の公共施設に設置いたしております。そのうち、市役所、関支所、総合保

健福祉センターにつきましては、１階の玄関付近に配置しておりますが、万一、時間外や休日にＡ

ＥＤの使用を求められても、宿日直者が常駐しておりますので対応は可能であります。その他の施
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設につきましても、基本的に施設利用時におきましては開館しておりますので、屋外でもＡＥＤの

使用は可能であります。 

 屋外への設置にということでございますけれども、ＡＥＤは誰でもいつでも使用できる状態が望

ましいとは存じますが、機器の保管については温度調整が必要であること、同時に盗難やいたずら

などの管理上の問題も出てまいります。 

 このことから、他市の導入事例も参考にしながら、今後の機器更新の際には、施設管理者と屋外

の設置の是非について前向きに検討してまいりたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 小・中学校におけるＡＥＤの状況でございます。 

 現在、市内小・中学校１４校の全てにＡＥＤを設置しております。設置場所につきましては、盗

難やいたずらを避けるため、校舎内に設置して管理をしているところでございます。 

 しかしながら、各学校では地域の方々が学校開放や地域行事などで休日や夜間に体育館や運動場

など学校施設を使用することもございます。ＡＥＤを屋外に設置することにつきましては、ＡＥＤ

の設置効果をより一層高めるためにも有効な方法であることから、他市の状況も踏まえた上で前向

きに検討してまいりたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 前向きに検討していただけるということで安心をいたしました。 

 屋外型の収納ボックスもいろんな種類が出ていて、さっきおっしゃっていました温度管理なんか

もしっかりできるというふうに聞いておりますので、またしっかりとお願いをしたいと思います。 

 次に、コンビニ等への普及啓発についてお伺いをしたいと思います。 

 亀山市内には２４時間営業のコンビニエンスストアが随分できてまいりました。市民の身近な場

所にあり、誰もが出入りすることが可能であります。企業への設置の働きかけは消防のほうでしっ

かりとしていただいておりますが、このコンビニなど２４時間、市民が誰でも利用ができる事業所

へのＡＥＤの設置の働きかけはされているのか、またされていないのであれば、していく必要があ

るのではないかと思いますが、ご見解をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 平松消防長。 

○消防長兼消防部長（平松敏幸君登壇） 

 ＡＥＤの普及啓発につきましては、消防本部の所管でございます。私のほうからご答弁申し上げ

たいと思います。 

 ＡＥＤの設置につきましては、一般財団法人日本医療財団が取りまとめたＡＥＤの適正配置に関

するガイドラインにおきまして、設置が考慮される施設といたしましてコンビニエンスストアが位

置づけられておるのが現状でございます。 

 なお、市内におきまして、公共施設を除く民間事業所などのＡＥＤの自主的な設置につきまして
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は、９月１日現在で８５カ所把握しております。設置箇所は年々増加している状況でございます。 

 このような状況から、現在のところ、亀山市としてコンビニエンスストアにＡＥＤを設置すると

いうような計画はございませんが、ＡＥＤの設置につきましては、各事業所などの判断により行っ

ていただくものと認識をしているところから、コンビニエンスストアのほかＡＥＤが設置をされて

いない事業所等に対し、継続をして設置の啓発に努めてまいりたいと考えております。 

 また、今後におきましても、ＡＥＤを効果的に使用するため、市民の皆さんに対してＡＥＤを含

めた応急手当の普及啓発に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 公共施設以外で８５カ所あるということで、随分置いていただいているんだなという認識を持た

せていただきました。 

 １台が非常に高価、高額なのでなかなか難しいかと思いますが、やっぱり置いていただく、コン

ビニの中でも置いていただいているところもあろうかと思いますので、またしっかりと啓発をして

いただく。それから、さっき言いましたように、事業所内に置いていただいておりましても、お休

みのときには、もし周辺で何かがあったとしても借りることはできませんので、２４時間出入りが

できるという、非常に有効的だと私も思いますので、また啓発をしっかりとしていただきたいと思

っております。 

 じゃあ、次に、大きく２点目、スポーツの推進についてお伺いをしたいと思います。 

 スケートボードなど新たなスポーツの練習場の確保についてお伺いをしたいと思います。 

 ２０２０年東京オリンピックでは、野球・ソフトボール、空手、スケートボード、スポーツクラ

イミング、サーフィンの５種目が追加となりました。余りなじみのないスケートボード、スポーツ

クライミング、サーフィンに関しては、若者にアピールできることが追加の理由の一つと言われて

おります。 

 私は、市内の若者からスケートボードの練習する場所がないことや、場所を探して練習をしてい

ても、警察に通報されたりと困っている現状を訴えられました。ちょっと私に相談をされるという

ことは、どっちかというとスケートボードなどには縁遠い私に相談をされるということは、よほど

困っていらっしゃったんだなというふうに感じました。 

 日本スケートボード協会の発表では、全国に１００万人ほどの競技人口がいらっしゃるというこ

とであります。ポピュラーなスポーツではないので、市内だけでなく県内でもほとんど練習する場

がないと。練習する場を見つければ、ＳＮＳで、皆さんここで練習しているというふうにすれば、

わあっと集まってくる。そうしたら苦情になって通報されるという、そういう繰り返しだそうです。 

 そこで、まず１点目として、亀山市内の公園施設などでこのスケートボードが練習することがで

きるのか、その点についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村生活文化部次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 スポーツにかかわる施設のことでございますから、私のほうからご答弁をさせていただきます。 



－１３５－ 

 特に市のスポーツ施設の中で、スケートボードを使用するというふうにうたっているものは現状

ではございません。また、その他公共施設などにおいても、特にスケートボードを使用してはいけ

ないといった制限は現状ではないものというふうに考えておりますけれども、特に使用していると

いうふうな実態、競技の方が行かれて、遊びとして使われているという状況は見たことはございま

すけれども、特にそのような状況ではないというふうに認識をしております。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 今、制限はないとおっしゃったんですけど、そうしたら練習してもいいと捉えていいのか、その

点についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 特に公共施設の中でスケートボードを使用してはいけないといった、スケートボードに限った制

限というものはないというふうに考えております。 

 しかしながら、道路交通法におきましては、交通のある道路におけるローラースケートなど、こ

ういったことが禁止をされておりますという状況もございますので、実際に施設を使用されるとい

うふうな状況の中でいいますと、競技者あるいは施設を利用される方の安全等も十分に配慮をする

必要があるかというふうに考えますし、一定のルールなどは定めておく必要があるのではないかと

いうふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 なかなか難しいですよね。公共施設の敷地内でやるとかということ、それから公園の敷地内とい

っても、コンクリートが張っていないと練習はできませんので、なかなか難しいんじゃないかなと

思っております。 

 松阪市に整備をされている総合運動公園の中に、このたびスケートパークが整備されるというふ

うにお伺いをして、視察に行ってまいりました。ここは、全国規模の大会が開催できるような公園

になるということであります。この建設に関しては、やっぱり市民要望とか、請願が出されたとか

というようなことを踏まえて、今回決断をされたんだと思うんですけど、私、別に亀山市内に大が

かりな公園をつくってくれというふうに今回質問するわけではありませんけど、スケートボードと

かそういう今の若い方がされるスポーツに関しては、少しやんちゃなイメージとか、そういう形の

中で敬遠される部分があろうかと思います。 

 ただ、今回最初に申しましたように、オリンピック種目になるという、スポーツとしての市民権

を得たというようなところですので、私は今後考えていく必要があるんではないかと思っておりま

す。 

 この新たなスポーツ、こういったスポーツをやる場合、練習の場というのも当然ないということ

も大きな問題ですけど、困っていることに対して、市民の、私の場合は若い子たちだったんですけ
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ど、その意見を聞く場、そういう場があるのかどうか、その点についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 スケートボードに関しましても、東京オリンピックの正式種目になったということで、近年若者

を中心に人気のある新しいスポーツとして認識をしております。 

 時代の変遷に伴いまして、スケートボードのような新しいスポーツが非常にふえておりますし、

スポーツ競技も多種多様化しているというところでございます。全ての競技の推進を図るというの

は、私どもも非常に難しい点がございますけれども、特に将来を担う青少年の新しいスポーツへの

ニーズということにつきましては、随時把握をしながらスポーツ推進計画への反映や見直しも行っ

てまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 ぜひ、担当部署のほうにご相談でありますとかご意見をお寄せいただければというふうに考えて

おります。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 競技人口が少ないとか、それから一つの団体というか協会としてまとまっているわけじゃないの

で、いろんなところに多分愛好家がいるんだと思うんですけど、どうやったら協会ができるのかと

か、どうやったら団体として認識をしていただけるのかという、そういうこと一つ一つが全くわか

らない中で、それぞれが困りながら練習をしているというような状態ですので、ぜひやっぱり行政

に、スポーツの担当のところに相談に行けといっても、なかなか市役所のほうに足を運ぶとか、関

支所に足を運ぶというようななれがないので、いろんな方法で亀山はこういう形で相談に乗ってい

ますよみたいな発信の仕方はあろうかと思いますので、しっかりとそこら辺はお願いをしたいと思

います。 

 また一つ、やっぱり亀山の魅力として、こういう新たなスポーツとか若者が本当にやっているよ

うなことに関して耳を傾ける行政なんだということも、亀山って住みやすいなというような魅力に

つながっていくんじゃないかと思いますので、ぜひお願いをしたいと思います。 

 最後に、スケートボードを練習する場の確保について、行政として何ができるのかお伺いをした

いと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 スケートボードの練習される施設ということについてでございますけれども、先ほど議員も触れ

ていただきましたとおり、すぐさま施設整備というところはなかなか対応として困難なところでご

ざいますけれども、練習の場所の確保が難しいといった課題については、競技者の方初め関係の

方々とも一緒に考えてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 先ほど申し上げたとおり、施設を利用していただく上での一定のルールというふうな部分につき

ましては、私どもも実際競技の実態などについてしっかりと勉強させていただかないといけないと
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いうふうに思っておりますので、そのような形で進めさせていただきたいと思っております。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 ぜひ、本当に一緒になって考えていただきたいなと思いますし、最初に申しましたスポーツクラ

イミング、ボルダリングとかというような、ああいうスポーツも若い人たちからも非常に支持もさ

れていますし、亀山の魅力発信のためにはぜひともお願いをしたいなと思います。 

 次に、移らせていただきます。 

 ピロリ菌検査についてお伺いをしたいと思います。 

 ピロリ菌検査は、胃がんのリスクを回避することから非常に効果があるとされております。市民

の健康を守ることや医療費の抑制の観点から、会派でもピロリ菌検査の助成について提案をしてま

いりました。 

 本年度から、中学３年生を対象にではありますが、市として取り組んでいただいていることは評

価したいと思いますし、対象者の親御さんからは非常に喜んだ声を聞かせていただきました。 

 そこで１点目、本年度から実施をしている中学３年生を対象にした検査結果についてお伺いをし

たいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 本年度実施をいたしましたピロリ菌尿検査の結果につきましては、市立中学３年生４３５名中、

検査を希望されました約７割、３０１名の生徒に実施をしております。そのうち、ピロリ菌に感染

しているとされた生徒、陽性者でございますが１０名でございまして、検査を実施した生徒全体の

３％でございました。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 ありがとうございます。 

 ３０１名が受けて、１０名が陽性反応が出たということで、除菌をすれば胃がんのリスクが薄ま

っていくということで、非常にありがたいことだなと思います。 

 次に、その除菌治療費の窓口無料化についてお伺いをしたいと思います。 

 市長の現況報告では、陽性反応が出た場合、除菌治療費として２万円を上限として助成するとあ

りました。非常にありがたいことだと思います。除菌治療の流れについては、お薬を飲んでいただ

いて、その後にまた検診を受けていただくということで、治療費としては２万円ほどかかるという

ふうに聞いてはおります。 

 この高額の治療費を助成していただいていることはありがたいんですけど、その支払い方法が償

還払いになっている。親御さんが一旦立てかえて払って、後に返ってくるというふうに聞いており

ます。この高額の治療費を払いたくても払えない場合、そのご家庭がないとも言えないんじゃない

かなと思います。 
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 今回、１０名ということで、そんなにたくさん子供たちからピロリ菌の陽性反応が出るというふ

うには考えにくいんですけど、ではなおさら窓口の無料化をすることができないんだろうか、そん

なふうに思いますが、その点についてのご見解をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 議員お尋ねの除菌の治療費の助成につきましては、初回の除菌治療費、再検査であるとか、服薬

除菌判定に係る費用につき、２万円を限度として助成することとしておりますことは、先ほど議員

が申されたとおりでございます。 

 除菌治療は自由診療でございまして、かかりつけ医を受診し、薬局で処方された抗生剤を服用す

ることとなりまして、医療機関や薬局の窓口で支払いを無料とする場合は、市は、私どもですけれ

ども、市内、市外の各医療機関と薬局全てにおいて委託委任契約を締結する必要がございます。 

 今回のケースでございますが、１回目の答弁で申し上げましたように、対象者が１０人という少

数でありましたので、個々に対応するような形を優先させていただく中で、償還払いでの対応のご

協力をお願いするものでございます。 

 また、２点目のご質問でございますが、仮に２万円を支払えない保護者がいた場合にどうすれば

いいのかということでございますが、助成制度を利用される場合、事前に市の相談窓口、私どもの

長寿健康課健康づくりグループでございますが、ご相談をしていただくような形を考えてございま

す。通知を送らせていただく際にそういったフォローも考えつつ、除菌治療費が払えないご相談を

含めて今後対応してまいりたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 しっかり相談をしていただくということですけど、なかなか市の相談窓口というか、相談をされ

る方はいいんかなと思うんですけど、そういうところに至らなくて、結局、除菌するのをやめよう

かという、お金が払えなくてというようなことも考えられるんじゃないかと思うんですけど、そう

すると、この１０名ということは学校に所属されている生徒さんですので、教育委員会と福祉との

連携、こういう親御さんの場合はちょっと対応してあげないといけないというような、この連携は

できているのかお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 私、先ほどご答弁申し上げましたように、今回の対象者１０名でございました。教育委員会等と

情報共有をさせていただく中で、事務を進めたいと考えております。 

 １０名の中で家庭環境等々の横のつながり、情報共有を図ることもしかりでございますけれども、

個人情報でございますので、そういったものに配慮しつつ、一番我々といたしましては、ピロリ菌

によってそういったご病気になる方を少なくしたいということが一番の目的でございますので、そ

の目的に追随するような考え方で事務を進めてまいります。 
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○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 ぜひ、しっかりと連携をとっていただきたいと思います。 

 最後に、胃がんリスクを回避するための検査対象者の拡大についてお伺いをしたいと思います。 

 本来は、私は成人に対して検査をしたほうがそのリスクの回避につながるのではないかというふ

うに思っておりました。 

 今回のこの検査というのは、残尿でできるということで、もしそういうふうなことであれば、例

えば国保の特定健診などに組み込まれないのか、そういった検討はなされなかったのか。また、集

団検診も亀山市では行っておりますので、そういった考え方はないのか。検査対象者の拡大の考え

方についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間生活文化部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 国民健康保険では、特定健康診査、これは市独自で検査項目をふやして実施しておるところなん

ですが、それとこれとを分けて考えまして、一般的に今、ピロリ菌感染の持続時間が長ければ長い

ほど胃がんにかかりやすいということを言われておりまして、ピロリ菌除菌による胃がん予防は、

慢性胃炎が進行していない、例えば３０歳代までの若い年代で行うことが効果的と言われておりま

す。 

 ただ、その年代の国民健康保険の被保険者割合自体が少ないこともございますので、私ども国保

の所管部署といたしましては、まずは３０歳以上の被保険者を対象に今も実施しております人間ド

ッグで胃がん検診を受けていただいて、病気の発症を未然に防いでいただきたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 集団検診での考え方もお聞きしましたが、それは特定健診とは別だと思うんですけど、その点に

ついて最後にお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 答弁を求めます。 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 集団検診全体の中での取り組みでございますけれども、今後検討させていただく中で整理をして

まいりたいと思っております。 

 なお、ピロリ菌検査につきましては、集団検診しかりなんですけれども、定期健診、これが一緒

のものかどうかはわかりませんけれども、人間ドッグなどのオプションのサービスなどもふえてお

ります。 

 また、専門の医療機関での検査を受けやすくなっていますことから、こういったものを啓発しつ

つ全体として対応してまいりたいと考えております。 
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○議長（西川憲行君） 

 森議員。 

○８番（森 美和子君登壇） 

 除菌に関しては、胃カメラなんかを飲むような感じ、検査というか除菌は保険適用が今されてお

りますので、しっかりと啓発等も行っていただきながら、市民の健康を守る取り組みをお願いして

私の一般質問を終わらせていただきます。大変ありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 

 ８番 森 美和子議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 １時５０分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ２時００分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１番 今岡翔平議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 勇政の今岡です。 

 通告に従い、一般質問をさせていただきたいのですが、２つ目のテーマで災害時におけるツイッ

ターの活用について取り上げさせていただいているんですけれども、このたびの平成３０年７月豪

雨災害、台風２１号、それから今朝の北海道の地震の被害に遭われた方に改めてお見舞い申し上げ

ます。 

 それでは、最初のスケートボードの遊び場について質問に入らせていただきます。 

 先ほど、森議員も取り上げられていたスケートボードについてなんですけれども、８月２日に伊

藤議員、森議員と先ほど上がったスケートパークについて、松阪市の建設予定のスケートパークに

ついて視察をしてきました。先ほどあったように、東京オリンピックの正式種目にもなるというこ

とで、非常に本格的な予算もかけて、相当大規模なものができるということで、本格的な選手の養

成にもつなげたいというようなスケートパークができるんですけれども、最終的にそういったスケ

ートパークができるということもいいかもしれないと思うんですが、私のほうでは今実際に、この

亀山市、まちでスケートボードをやる人がいて、問題が起きていることについて取り上げたいと思

います。 

 具体的には、子供たち、これは初心者に近い、友達同士とか仲間内でスケボーを楽しむ中のこと

で、あくまでここでは遊び場というふうに表現しているんですが、遊びという観点で、森議員はス

ポーツ、練習ということで取り上げられたと思うんですが、こちらは遊びという観点で質問を展開

していきたいと考えます。 

 ある日、市民の方から相談を受けまして、ある長い下り坂の歩道をスケートボードをした子がず

うっとおりてきたそうなんですが、その子が歩道からバランスを崩して車道に転がり落ちてきたと。

そのときに、私に相談をくれた方は車道を走っていて、間一髪のところでとめて、こらっというふ

うに声をかけたということだったんですけれども、そりゃ車道の前に転がり出てきたらこらっと怒
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られるのもしようがないと思うんですが、これ一つの問題だと思うんですけれども、この課題に対

する見解ですとか対策というのをどのように考えているのかを中心に質問をしていきたいと思いま

す。 

 子供たち、子供たちというふうに申し上げましたが、ここで子供たちを使った場合は、小・中学

生を対象にするということにいたします。主な理由は３つで、１つは自分たちで責任がとれない、

とりづらい年代であること。もう一つが、２つ目が自分たちが思った遊びができる。それから、自

分たちである程度の行動範囲を持っている。３点目が学校での指導が及ぶ範囲の子供であることと

いう３つの理由で小・中学生に限定していきたいと思います。 

 それでは、１つ目なんですが、まず市の見解について、市として子供たちがスケートボードで遊

ぶこと自体をどのように考えているか見解をお伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 １番 今岡翔平議員の質問に対する答弁を求めます。 

 草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 小・中学生を対象とした子供たちの遊び場、遊びについて教育委員会としてご答弁申し上げます。 

 子供たちが、戸外、屋外でスケートボード等を使って遊ぶことは、体を動かして、また友達など

と遊ぶ重要な機会の一つと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 私も同じような考えで、友達と遊ぶ、一人で遊ぶ子もいると思うんですが、大抵はそれぞれがス

ケボーを持って一緒に遊ぼうよ、で、やるとしたら外で遊ぶ。体を動かして遊ぶことやからいいこ

となんだろうなというふうに思いますが、先ほど危険でしたよという例を１つ挙げさせていただい

たんですが、まさにこのスケートボード、危険な遊びでもあるとは思うんですけれども、どういっ

た点が危険であるとお考えでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 スケートボード自体が車輪による転がり摩擦を利用する遊びであることから、まず自分でコント

ロールができなくなった場合に、転倒によるけが、また他者との衝突などの交通事故を招くおそれ

があるというのが危険な理由でございます。 

 安全面の配慮は当然必要と考えておりますので、教育委員会としましては、道路では行わないこ

とを基本として、安全な場所で遊ぶように指導を行っているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 そうですね、板に車輪がついていて、それに乗ってそれを転がして遊ぶということなので、コン

トロールがきかないんです。けれども、それがおもしろくもあり、危険でもあるというところで、
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私が最初に挙げた例というのも、非常に危険な例で、恐らく先ほど教育委員会のほうからおっしゃ

っていただいた、遊んではいけない場所で遊んでいた結果、そういった事態が起こってしまったと

いう例なのかなというふうに捉えておるんですが、これは遊ぶこと自体はいいよということで最初

おっしゃっていただいたんですけれども、やっぱり考え方によってはスケートボード自体禁止しち

ゃおうか、市としてはあかんのちゃうかというような考えもあり得ると思うんですけれども、そこ

まではないんでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 禁止といった考えを持っているかということでございますが、教育委員会といたしましては、危

険性や市内で専用の遊び場がないため、直ちにスケートボードを使用禁止にするといった考えは持

ってございません。 

 したがいまして、子供たちが楽しく安全に遊べるように今後も注意喚起を続けてまいりたいと考

えております。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 ここでやっぱり禁止にしようかなという答弁だと議論も終わってしまいますし、そもそもやっぱ

り一番最初に上げたように、遊ぶこと自体はすごくいいことなので、どうしたら安全に、楽しく子

供たちが遊べるかということを考えた議論にしていく必要があるのかなということで、２番に入っ

ていきたいと思います。 

 では、先ほど違うところからもご答弁があったかと思うんですが、遊び場の考え方について、つ

まり現在どういったところでスケートボードで遊べばいいと考えているのか、お伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 具体的な遊び場所の指定につきまして、直ちにできないものと考えております。スケートボード

で遊ぶときは、車や人との接触事故が起きないよう、道路では行わず、安全な場所で行うように指

導しております。 

 また、市内では専用のスケートボード施設はございませんので、どこであったらよいというお示

しは難しいところでございますが、繰り返しになりますが、安全な場所で遊んでいただくようにお

願いしているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 最初の３つの子供たちを小・中学生を対象にするということで絞った条件の一つに、学校での使

用が及ぶ範囲の子供にするよと、子供に限りますよというような条件をつけたんですが、学校のほ

うではこのスケートボードについて何か指導というのはされているんでしょうか。 
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○議長（西川憲行君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 各学校では、学級指導や全校集会などのさまざまな機会を通して交通安全に関する意識向上を図

っております。 

 スケートボードの遊び方につきましても、交通事故防止の観点から全保護者に向けた配付文書の

中で危険な場所ではしないと記載し、公道等の事故につながる可能性のある場所では、スケートボ

ードを使って遊ばないよう子供たちに指導しております。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 それでは、学校以外の場所で子供たちに指導できる方法というのは何かあるんでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 学校以外におきましては、教育委員会の青少年総合支援センターのパトロールの際にスケートボ

ード等の現場を現認しました場合には、注意喚起、また指導を行っております。 

 具体的には、路上でスケートボードなどの行為につきましては、危険な行為につながるものとし

て、安全に注意して、道路では遊ばないように指導を行っているところでございます。 

 昨年度、指導を行いました事例については、１年間で２９件ございました。その内訳は、小学生

が２７件、中学生が２件というような状況でございました。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 さっきのは青パトの話だと思うんですが、青パトに注意されたのが去年１年間で２９件あって、

小学生が２７件、中学生が２件ということだったという認識でよかったですか。 

○議長（西川憲行君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 そのとおりでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 パトロールしていただいている青パトが見つけた場合は、注意をして、大体１年間で３０件ぐら

いということですが、これ以外にもたまたまそのパトカーが通って見つけたら注意できるんでしょ

うけど、隠れてやっていたり、危険な事態というのも起こっているのかなと思っているんですが、

ここまで危険ですよね、それに関して注意はどのようにしていますかということで、やりとりをさ

せていただいたんですけれども、この問題の難しいところは、私も小・中学生に子供たちというの
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を限定させていただいたんですけれども、一通り学校で注意喚起をしてもらいましたと。その上で、

危険な行動が発生してしまうというのがここの問題の難しいところかなというふうに考えています。 

 １つは、学校が注意をする、危ないことであると。学校は危険だと言っているけれども、自分た

ちは大丈夫、自分たちにとってはそんなことはないよというふうなことを考えてやると。多分、私

が最初に申し上げた事例の車道に転がり出てきた子供も、自分はそんなことするつもりじゃなくて、

上手に滑りおりるつもりやったと思うんです。多分、学校でも注意を受けたよねという話をしたら、

注意を受けたよという答えが返ってくると思うんです。 

 つまり、ひとしきり学校で注意をしていてもそういう問題が起こってしまうんですよというとこ

ろで議論をしていかなければいけないということと、先ほど森議員の質問の中でもあったように、

やんちゃなイメージがあるというふうにありましたが、競技の質として、まち中を物すごいスピー

ドで走りおりたりですとか、階段の手すりのようなものに対してスケートボードを横に乗せて、そ

の横になったスケートボードの上に乗っかって、ずうっと手すりを滑りおりていくと。 

 つまり、上級者の演技ですとか、そういったプロモーションビデオを見ていると、いかにも危な

いことというのがかっこよく見える。だから、そうなりたい、そんなまねをしてみたいということ

で、危険なことがかっこいいということが特にこのスケートボードの特徴だと思うんですけど、つ

まり、危険だから注意をしていますよという問題では解決しないと思っていて、危険だから注意を

した。けれども、それをかいくぐって子供たちはやってくるんだということを踏まえて対策してい

かなきゃいけないと思うんですが、そのあたり見解いかがでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 議員申されました子供たちが上級者の演技に憧れを持って、自分も挑戦してみたいというような

考えを持ったり、教育委員会とか学校のほうから注意喚起を行っても、自分は大丈夫だと思い込む

ということはご指摘のとおり、全くないとは言い切れないと思います。 

 交通事故やその事件、事故についても同様ですが、子供たちにいかに当事者意識を持たせるか。

自分に置きかえて考え、自分にもそのような危険性があるということを実感させることが大事かな

と考えております。 

 学校についてはもちろんですが、ご家庭や地域においてもさまざまな遊びに潜む危険性、それを

回避するためのルールであったり、マナーというものを機会あるごとに話題にしていただいて、事

故防止に関する意識向上を図っていくことが大切であると考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 注意したことに対して、子供たちはその注意を受けた上で、危険なことが起こってしまうことも

想定した上で、注意喚起をしていくというような不思議な答弁が返ってきているように感じるんで

すけれども、ほかに方法がないかなと考えていくと、やっぱりどういう場所やったら遊べるという

遊び場について限定をしていく必要があるのではないかなと思っているんですけれども、まず４番

目の項目で、保護者ですとか市民の方からこの遊び場についての要望というのは教育委員会のほう
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では聞いているんでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 遊び場に関する要望でございますが、平成２８年度の青少年総合支援センター補導委員研修会の

際に、自転車やスケートボードで遊ぶ子供たちの安全面についての意見交換がございました。 

 その中で、スケートボードができる場所をつくってはどうかといったご意見も出されたこともご

ざいますが、特に保護者を初め、市民の方から具体的な遊び場所についてのご要望やご意見はいた

だいていないところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 なかなかみずからこのことだけを話題に取り組むというのも難しいことなのかなと思うんですけ

れども、ぜひ５番目の項目にも入っていくんですが、この新たな遊び場をつくる必要性についてと

いうことなんですけれども、これは先ほど例に挙げたような松阪のスケートパークのようなものを

つくる必要性というのは考えているのかであったり、私はむしろこのスケートパークと同じような

ものをつくってくださいよと言うよりも、とにかくここだったら大丈夫です、ここだったらやって

もいいよというような特定をするだけでも大分事態というのは変わってくるのかなと思うんですけ

れども、新たな遊び場をつくる必要性というのは考えていますでしょうか。 

 それから、できないのであれば場所を限定はできませんか。もしできないのであれば、理由につ

いてお伺いいたしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 新たにスケートボード用の遊び場をつくることにつきましては、さまざまな関係機関などとの調

整も必要となりますことから、場所の指定も含めて直ちに整備できるものではないと考えておりま

す。 

 ただ、子供たちの遊び方も時代とともに変わってきておりますので、スケートボードに限らず戸

外や屋外で子供たちが安全に遊ぶことができる方策は必要であると考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 遊ぶ場所をここだというふうに特定するというのはできないでしょうか。 

 できないのであれば理由も伺いたいんですけれども。 

○議長（西川憲行君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 場所の特定については今のところできませんので、今後指定については関係部署と協議してまい
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りたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 関係部署と協議して考えていただけるということだったんですけれども、質問の最初から申し上

げているように、そもそも子供たちがみんなで友達と一緒に体を使って遊ぼうということがなかな

か難しい、危険と隣り合わせであるということをどうしたら尊重できるだろうか、気持ちよく遊べ

るだろうかということを今後、せっかくそういったふだん自分たちが大人がやってほしいと思うよ

うなことに近い遊びがなかなか気持ちよくできないというような事態に、これは当てはまると思う

んですけれども、ぜひ前向きに、とにかく何でもかんでも新しいものをつくるというよりは、注意

すればいいというよりは、もう少し踏み込んだ対策であったり、課題解決というのを考えていただ

ければなというふうに思います。 

 それでは、２つ目のテーマに入っていきたいと思います。 

 災害時におけるツイッターの活用についてということで、西日本豪雨災害、先ほど私、通告の時

点で西日本豪雨災害というふうに申し上げたんですけれども、実際ほかにも西日本に当たらない地

域があるので、平成３０年７月豪雨災害というのが正しい言い方のようなんですけれども、その中

で、ツイッターを活用して、それが人命救助であったり、市民の皆さんの交友を築けたというよう

な事例がありまして、今ニュースですごく出てくる倉敷市の真備町というところなんですけれども、

災害発生の当初はマスコミの報道というのが届かずに、浸水の中、取り残された人がツイッターで

つぶやくということで、倉敷市のアカウントがそれを取り上げて救助ができた。 

 あるいは、２つ目の事例なんですけれども、これは岡山県に派遣されている名古屋市の消防局の

アカウントの人が倉敷市真備町で救助活動を開始しますと。不安な気持ちでいっぱいだと思います

が、遅くなりましたが救助はすぐそばまで来ています。必ずあなたを助けますというように、名古

屋から真備町に対して発信することによって、その被害に遭われた方が非常に勇気づけられたと。 

 それから、３つ目なんですけれども、倉敷市の公式ツイッターアカウントが避難所に使うスポッ

トクーラー、７月だったんで、避難所に避難したら当然普通の体育館ってクーラーはないので、ス

ポットクーラーというものが必要になったということで、提供してくださいとツイッターで呼びか

けたら、５時間後に必要台数が集まったというような事例があったということなんですけれども、

これは非常に有用であったというような事例ばかり挙げさせていただいたんですが、亀山市でもこ

ういったことができますかというようなのが質問の大きな趣旨なんですけれども、その前に幾つか

考えなければいけないことがあるのかなと。 

 まず、前提といたしまして、亀山市では災害時、個々の住民が取り残されてしまったり、行方が

わからなくなるという事態が発生する想定というのはできるんでしょうか。つまり、いつも連絡が

とれていたり、顔と顔が見えていたら、こんなツイッターなんか使う必要はないわというようなこ

とが言えるかなという前提で聞いているんですが、そのあたりまずいかがでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 久野危機管理監。 

○危機管理監（久野友彦君登壇） 
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 最近の地震、台風などの自然現象につきましては、「過去に例のない」や、「異常な」、あるい

は「前例のない」といった枕言葉がついておりますように、これまでの想定を覆すような状況が続

いておりますことからも、亀山市におきましても孤立する地区はあり得ると考えておるところでご

ざいます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 当然亀山市でもどなたかが取り残されてしまう、孤立する事態はあるということなんですけれど

も、それでは率直に亀山市でこの災害時におけるツイッターの利用、先ほど上げたような利用とい

うのは今できるんでしょうか。可能なんでしょうか。お伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 久野管理監。 

○危機管理監（久野友彦君登壇） 

 まずツイッターの私どもの認識についてちょっと説明させていただきたいと思います。 

 大規模な災害が発生いたしますと、通信インフラの損傷や通信規制で電話回線がつながりにくく

なり、固定電話や携帯電話による通話は困難になると予想しております。 

 一方、インターネットは電話と比較すると災害発生時にも利用できることが多く、実際、過去の

大災害で電話回線がつながらない状況下で多くの人がインターネットを利用して家族との連絡や安

否確認、避難場所の確認、救助要請などを行ったと聞き及んでおります。 

 特に利用者が多かったのが、フェイスブック、ＬＩＮＥ、ツイッターなどのソーシャルネットワ

ーキングサービス、いわゆるＳＮＳと言われるコミュニケーションツールでございます。このＳＮ

Ｓは、スマートフォンやタブレット端末などとインターネット環境があれば誰でも手軽に情報発信

や収集ができるため、テレビやラジオなどとともに災害発生時に一定の役割を担う情報ツールとし

て注目されるようになっております。 

 現時点で、亀山市でございますが、ツイッターを活用しての情報発信は行っていないところでご

ざいます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 現在行っていないということなんですが、調べてみたらすぐわかるんですけれども、亀山市の公

式のアカウントであったり、何か名古屋の場合だと消防局が、部署ごとにアカウントを持っている

ということがあるんですけど、そういったことがもちろんないということで、今はできないという

ことなんですが、先ほど有効であった事例というのを挙げさせていただいたんですけれども、もち

ろん使うに当たってメリット・デメリットというのは当然あると思っていまして、私のほうもこう

いうことかなと思っているんですが、市のほうでツイッター導入に当たってメリット・デメリット

というのはどんなものか把握しているんでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 久野管理監。 
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○危機管理監（久野友彦君登壇） 

 ソーシャルネットワーキングサービス、いわゆるＳＮＳと言われますフェイスブック、ＬＩＮＥ、

ツイッターなどを代表といたしますＳＮＳの活用のメリットといたしましては、情報発信、収集の

迅速さ、情報量の多さ、そして何よりもつながりやすいと考えており、安否確認、被害状況、避難

状況、避難所情報などをリアルタイムで発信、収集できるため、より安全に避難したり、避難生活

を送ったりするために役立つと考えております。 

 一方、ＳＮＳ活用のデメリットといたしましては、情報発信取集が迅速かつ大量に行えるという

ことはデメリットにもつながりまして、悪質なデマや誤った情報などが大量に、かつ素早く拡散さ

れるため、情報管理に特段の注意が必要であると聞き及んでおるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 おっしゃっていただいたとおりで、個々の取り残された人が気軽に発信ができるというところが

メリットであると。一方で、特にツイッターなんかは本名を出さなくてもアカウントがつくれたり

するので、実は悪意を持った人がうその情報を流していて、それに踊らされてしまうという危険も

発生しかねないということなんですが、それを踏まえた上でつき合っていく、使っていく必要があ

るのかなと思うんですけれども、つまり、電話も通じない、電気も使えない中でスマートフォン、

タブレットは電池ですから、残った電池、電気で個々に連絡がとれるというのがいいところだと思

うんですけれども、このツイッターの挙げた例というのは、それぞれの取り残された個々の人たち

がＳＯＳを求めることができたということと、３つ目のスポットクーラーの例というのは、自治体

からの発信する手段のバリエーションの一つになったのかなというふうに考えているんですけれど

も、現在亀山市からの災害時の発信というのはどのようなものがあるのか。それから、この発信の

バリエーションというのは十分であると考えているか２点お伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 久野管理監。 

○危機管理監（久野友彦君登壇） 

 現在の亀山市におけます市民への防災に関する情報発信につきましては、スマートフォンや携帯

電話を通じての緊急速報メール、亀山市のホームページからの緊急情報、パソコンやスマートフォ

ンなどを通じてのかめやま・安心めーる、ＺＴＶのケーブルテレビからの文字情報、そして、旧関

町区域に設置の同報系防災行政無線を通じて行っております。 

 第２点目のバリエーションは十分かというご質問でございますが、ただいま説明させていただい

たとおり、亀山市からはこのような情報手段をさせていただいて情報発信を行っておるわけでござ

いますが、災害時におきましては市民への情報を確実に行う必要があり、一つの手段に頼らず、複

数の情報手段を組み合わせることと、これらの手段方法を強靱にすることは極めて重要だと考えて

おります。 

 先ほども申しましたとおり、１つ目にはスマートフォンや携帯電話、２つ目にはホームページ、

３つ目にはかめやま・安心めーる、４つ目にはＺＴＶへの文字情報、５つ目には関地区への防災行

政無線、そして６つ目には防災みえ.ｊｐを通じましてのＳＮＳ発信、そして最後にＮＨＫや各民
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間放送の協力を得ておりまして、テレビやラジオ情報などを発信しておる次第でございます。 

 現時点でのできることは実行しておりますが、さきにも述べましたとおり、想定を覆すような自

然界の現象が昨今ではたくさんありますので、防災には万全はないと表現があるように、１００点

満点だとは思っておらない状況でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 先ほど丁寧にバリエーションを上げていただいたように、ツイッターのアカウントがあればそれ

だけ選択肢がふえるでしょうし、行政無線については関地区しかないので、亀山地区にも張りめぐ

らせてもらえればそれだけ選択肢がふえるというような選択肢というのはまだまだふやせる余地が

あるのかなというふうに感じられました。 

 では、もう一つ申し上げました、逆に個々の市民さんからのＳＯＳの受信というのはどのように

されているのでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 久野管理監。 

○危機管理監（久野友彦君登壇） 

 台風などの接近によります警報発表時などのときに、市民からの防災に関する気象情報や避難場

所情報などの問い合わせや道路障害などの通報によります道路障害情報などの市民からの通報につ

きましては、現在は電話連絡が主な手段となっておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 最初の１個目の事例で挙げさせてもらったように、ツイッターを通じて助けを求めたという例だ

ったんですけれども、先ほどから電話、電気がつながらないという事態も想定されるのに、ＳＯＳ

を受信するのは電話連絡が主であるということが非常に怖い状況かなと。 

 もちろん、特に特定するわけではないですけど、高齢の方ですとか、余りツイッターになじみが

ない方でも、若い人が、使える若い人がうちのおじいちゃんが、うちのおばあちゃんが取り残され

ているということをつぶやくことで救助が間に合ったという例があったので、やっぱりそういう意

味でも特に市民からの細かい情報を受け取る選択肢として、ぜひ考えていってほしいなと思うんで

すけれども、３つ目に入っていくんですが、これツイッターを多分というか、つくるのにお金はか

からないので、ぜひ開設に取りかかってもらえればなと思うんですが、これについてどう考えるの

かということと、あとこれゼロから始まる、ある意味、事業とか取り組みに当たると思うんですけ

れども、これを使っていく過程で、ノウハウをゼロから学びましょうというより、例えばプライベ

ートで使いこなしていたりですとか、例えば危機管理局とか情報部門ではない部署にいたとしても、

詳しい職員さんがいたとしたら、頼ったほうがいいんじゃないかなと思うんですが、そんなことは

可能なんでしょうか、そういったことを把握できているんでしょうか。ちょっと多くなっちゃった

んですけど、お伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 
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 久野管理監。 

○危機管理監（久野友彦君登壇） 

 ツイッターなどの、まずＳＮＳを活用してはに対しましてのご答弁をさせていただきます。 

 さきにも述べましたとおり、フェイスブック、ＬＩＮＥ、ツイッターなどのＳＮＳのコミュニケ

ーションツールにつきましては、災害時には有効な手段と考えておるところでございます。 

 三重県内の防災情報を提供していただいております防災みえ.ｊｐにつきましても、ツイッター

につきましては平成２９年６月１日から、ＬＩＮＥへの情報配信につきましてはことしの６月１日

から行っていただいておりまして、防災情報の提供をしていただいている状況でございます。 

 しかしながら、先ほどのデメリットでも申し上げましたとおり、悪質なデマや誤った情報が拡散

すると危惧されておることからも、三重県民などからの情報収集の受信はまだ行っておらず、現在

の時点では配信専用となっておるところでございます。 

 今後、亀山市におきましても、メリット・デメリットを勘案し、このＳＮＳのコミュニケーショ

ンツールの活用については研究してまいりたいと考えておるところでございます。 

 なお、亀山市の災害対策本部が発表した防災情報などは、防災みえ.ｊｐのツイッターやＬＩＮ

Ｅに瞬時に配信されることになっておりますので、まずはこちらのほうをご登録していただき、活

用していただけたらと思っておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 人事管理の面でもお尋ねがございましたので、私のほうでご答弁をさせていただきます。 

 職員が持つツイッター活用能力を生かしてはどうかというご提案だというふうに認識をしており

ます。 

 現在、亀山市ではＩＣＴ利活用計画の推進に当たりまして、各所属における技術的支援員を担う

ＩＣＴリーダー、これを所属長の推薦によりまして、各グループごとに配置をいたしておる状況で

ございます。こうした職員は、ＩＣＴ活用に秀でた職員でございますので、議員ご提案のツイッタ

ーに詳しい職員にも、一定該当してくるものと考えているところでございます。 

 なお、アカウント設定時には、このような職員を活用することは大変有意義であるとも認識をし

ておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 ぜひ、市役所でそもそも持っている資源、人材を活用して取り組んでいただけたらなというふう

に思います。 

 最後の項目なんですけれども、議会及び議員の提言や意見に対する市の対応についてということ

なんですが、これは私たちにとっての今期最後の議会になると思うんですけれども、来期に向けて

といいますか、今期を総括して、議会及び議員からの提言や意見に対する市長はどういった認識で

あったかということと、この４年間において、議会及び議員からの提言や意見で政策に反映された

ものというのはこういうものであったということで、２点お伺いしたいんですが、これからこの中
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で、またこの場所にいる方もいるでしょうし、新しく来る方もいると思うんですけれども、そうい

った方を含めて、市長、執行部というのはどういった認識で議会と対峙されているのか、向き合っ

てこられたかについてお伺いをいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 今岡議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 ４年間の総括的にということでございましたけれども、議会と行政につきましては、ご案内のよ

うに、これは国政の議員内閣制と違って、直接選挙で選ばれました議員と市長が二元代表制のもと

に議決機関、執行機関、それぞれの権能を尊重し合って、市民のため、あるいはまちの市政発展の

ために、それぞれの役割を発揮していくという仕組みで動いておるところであります。 

 そして、この間に議会及び議員からご提言とかご意見をさまざま頂戴するわけでありますけれど

も、常任委員会からの所管事務調査報告による提言を初めとしまして、きょうもそうですが、この

本会議におけます質疑や質問、あるいは委員会での調査等々、さまざまな機会を通じて適宜多くの

ご意見を頂戴してまいっておるところでございます。 

 また、平成２２年に策定いたしました亀山市まちづくり基本条例におきましては、当然このまち

づくりの基本原則の一つとして、まちづくりは市民、議会及び執行機関が相互に尊重し、協働して

進めることとされておりまして、その理念に基づいて私どもも、議員は議会と対峙してということ

をおっしゃられましたが、やはり市民、議会、行政は協働し合いながらこの市政を前へ進めていく

という立場にあろうかと思っております。 

 ４年間、議会におけます予算でありますとか、条例案のさまざまな審議を通じまして、審議結果

並びにその過程でご意見やご提言をいただくわけでございますが、しっかりそれを尊重すべきもの

というふうに認識をさせていただいて、より市政が進展できますように、ともに努力をしてまいり

たいというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 今岡議員。 

○１番（今岡翔平君登壇） 

 今、ご答弁いただいたことが、やはり市長の本当に真摯に考えられているというふうにおっしゃ

られていましたけれども、姿勢として今後の議会審議ですとか、あるいは来期も真剣に議論という

のは進んでいくと思いますので、ぜひさっきのご答弁に違いない政策の執行であったり、議論とい

うのをお願いいたしまして、質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 

 １番 今岡翔平議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ２時４５分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ２時５５分 再開） 

○議長（西川憲行君） 
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 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１７番 小坂直親議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 一般質問に当たります前に、２１号の台風で大変大きな打撃を受けたにもかかわらず、また北海

道では６強という、大変地域によっては社会的な問題になろうかと思います。また、国際空港が２

つも閉鎖されておるということで、大きく経済に影響を与えるのではないかということを大変心配

しておりますので、一日でも早い復興を願う者の一人でございますので、よろしくお願いします。 

 それでは、通告に従いまして、３点通告をさせていただいておりますので、順次質問させていた

だきます。 

 来年度以降の森林環境税の活用についてということで出させていただいておりますが、市長の現

況報告の中にも若干触れていただいておりますが、これは来年度の４月１日から、我が国の温室効

果ガスの排出削減の目標の達成や災害防止を図るため、森林整備に必要な地方財源を安定的に、確

実に確保する観点から、さきに成立した森林経営管理法を踏まえて創設された税であります。 

 この４月１日からの税の施行に対しまして、亀山市はどのようにこれを認識し、来年の予算にど

のように反映して、より具体的にどういう制度を来年から導入するのかということを、まず認識を

お伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 １７番 小坂直親議員の質問に対する答弁を求めます。 

 大澤産業建設部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 まず、森林環境税でありますけれども、先ほど議員からご紹介がありましたとおり、平成３６年

度から国税として、仮称ではありますけれども、森林環境税が創設されまして、年１,０００円徴

収されることになります。一方、森林整備を推進することは急務であるということから、３１年度

から新たな森林管理システムの構築とあわせまして、国から、こちらも仮称ではありますが、森林

環境譲与税として市町村へ交付されることになっております。 

 この譲与税の使い道でありますけれども、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進等に

関する費用に充てるということにされております。 

 次に、亀山市にまずどれぐらい交付されるかということでありますけれども、この森林環境譲与

税でありますが、人口また私有林の人工林面積、それと林業就業者数に応じて交付されるというこ

とになっておりまして、試算をいたしますと、平成３１年度から３３年度の交付見込み額につきま

しては、年間約１,２００万円が交付されるというふうに試算をしておりまして、その後は、３年

から４年ごとに段階的に増加をいたしまして、平成４５年度には年約４,３００万円が交付される

見込みとしております。 

 この森林環境譲与税を活用して来年度どうしていくのかというようなことでありますけれども、

この森林環境譲与税につきましては、平成３１年度からスタートいたします新たな森林管理システ

ム、この制度でありますけれども、森林経営管理法が制定されたことによってスタートするわけで

ありますけれども、この制度につきましては、森林所有者に適切な森林管理を促すために森林管理

の責務を明確にして、従来とは違いまして、森林所有者みずからが森林管理ができない場合は、市
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町村にそれを委託するということになっております。そして、市町村は、林業経営に適した森林に

つきましては、意欲と能力のある林業経営者に再委託をするか、自然条件に照らして林業経営に適

さない森林は公的に管理を行うこととなっております。 

 なお、森林環境譲与税は、この制度を円滑に機能させるため、市町村の公的管理や森林所有者の

意向調査、境界確定の財源に充当することも可能であるということにしておりまして、市といたし

ましては、森林環境譲与税を新たな森林管理システムの円滑な運営の財源として活用して、適正な

森林整備に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 今言われたように、この税は３６年からというのは、それまでは東北の財源に１,０００円取ら

れておるので、それが終わったらこの環境税へ振りかえるという税で、１人１,０００円というこ

とで、全国で約２００億円です、当初は。２００億円から３００、それから４００億ということで、

３６年までに亀山市でざっと計算すると約５億ですよ、総額。５億の財源が確保できておるという

ふうに、今の試算されておる中では。 

 そうした中で、当然その税をどう使うかというのは、いかにしても新たな森林管理システムと、

これをどういうふうに理解するかと。有効活用させていただくと今言われたけど、それはわかって

おるんですが、一体何をしようかということなんですよ。どうしようかということです。経営管理

ができる山林は、それでよくなる方に経営をしていただくと。経営のできないやつは公的管理で市

がやりますよと。市が管理できるわけがないですよ。どこにあるかもわからん山を、市が管理でき

るわけがないですよ。 

 だから、それをどうするのかということを本年度中に方向を示さなければ、来年度４月１日から

もう既に１,２００万、金は譲与税として入ってくるわけですよ。だけど、使い方もわからんよう

では、決してこの法律の税の有効活用はできんわけですよ。 

 そういう意味で、これを有効活用しようと思えば、今亀山市は大体面積が１万９,１０４ヘクタ

ールある中で、林野面積が１万２,０５０ヘクタール、約６５％ですよ。これの中で、私有林が１

万１,４５８ヘクタールあるわけです。これをいかにしてどうしようかというと、林家としては５

０２世帯あるんですけど、林業経営をしておるのは４０人しかおらんわけですよ。その方の持って

おる山をどのように掌握して、意見聴取して委託契約をするか、それによって事業が進むというこ

となんですけど、全然今の段階では、話としてはわかっておっても何をしようかということが決ま

っていない。搬出間伐するのか、切り捨て間伐するのかということもわかっていない。どのエリア

を重点的にやるのかということも決まっていない。そんなことを、今亀山市はどのようにしようか

と、今の国のスケジュールからいくと、市としては事業の構築をしなければならんし、平成３１年

度の予算編成、それから事業の執行体制の整備、これはマンパワーが物すごく要るわけですよ。こ

れをするために、来年スムーズにスタートするためには。そのための準備をこの３０年度中にやら

なければ、来年スタートを切れんわけですよ。 

 だから、そういうことを含めて、この事業により具体的な方向に進めて、来年度スタートするた

めには、今何をしようとしているのか。もう半年切っておるわけですね。あとの３月までにどのよ
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うな予算を組んで、どのようなマンパワーでどういう整備をして何をやっていこうということが、

より具体的に今示されておるのかいないのか、これからなのか、あわせてお聞かせ願いたいと思い

ます。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 現時点ではありますけれども、やはり公的に管理をしていくということが、市による間伐等を進

めていくというふうに考えてございまして、それにつきましては、当然、林業事業体への委託をし

ていくものと考えておるところでございまして、どこからやっていくかというようなことにつきま

しては、やはり鈴鹿川の最重点源流域ということでありまして、所有者等もまとまりやすいという

坂下地区から取り組みを進めていきたいと、そのように現時点では予定しておるところでございま

す。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 坂下地区からしていこうかという具体的な根拠は、なぜ坂下地区からしていくのかと。安楽川も

あれば加太川もあれば、いろいろあるわけですよ。これは、あくまでも林業経営ができるかできな

いかの判断をまずしなきゃならない。林業経営ができる人は経営の範囲内でできるけど、経営がで

きないことを市はどのように管理していくのかということの判断をしていかなきゃならんと思いま

す。その判断がまだ全然できていないと思います。掌握もできていないと思うので。 

 それと、今言われたように、鈴鹿川等の源流の森林づくり協議会があります。これをつくったん

ですけど、ここらとどのように、源流を守るといいますと、鈴鹿川等源流の森林づくり協議会とど

のように整合を図っていくのかというのと、それから鈴鹿川等の源流である誇りと責任を明らかに

する条例を、今度仮称でつくろうとしておる。この目的とこの譲与税はどのようにリンクさせてい

くのか、どのように考えてみえるのか。 

 というのとあわせて、もう一つ、みえ森と緑の県民税、これも三重県独自の１,０００円、約８

億円のうち、この５年間で約５,０００万ぐらい金は来ておるはずです。これが、引き続き県とし

ては、この県民税は続けるということやけど、これとの整合をどのように図ろうとするのかという

こと。だから、今からつくる条例の問題、今でき上がっておる協議会とのどういう意見交換をされ

て、それから今度つくろうとする条例とどのようにリンクさすのか。そして、三重の県民税と、今

既に進めておる緩衝林、それから立木間伐を含めてどのように譲与税との本来の防災を主に置くの

か、間伐を主に置くのか、搬出間伐するのかという、何に重点を置いてほかの協議会、つくろうと

する条例、県民税とリンクさすのかを一遍お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 まず、鈴鹿川等源流の森林（もり）づくり協議会との整合ということでありますけれども、鈴鹿

川等源流の森林づくり協議会、こちらはかめやま会故の森環境整備協議会が発展的に解消しまして、
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去る５月に設立したものでございまして、設立の趣旨でありますけれども、鈴鹿川等の源流域の大

切さを再認識し、地域への愛着意識を醸成するとともに、その生活や文化も守るために、本市に関

連する産学民官等の多様な主体が連携、協働しながら、この豊かな源流域を未来へつなげていくと

いうものでございまして、このために協議会は、森林環境教育や間伐体験などの事業を展開しまし

て、森林への関心を高め、間伐の大切さを理解してもらうことで、森林環境譲与税やみえ森と緑の

県民税で行う施策につなげてまいりたいと考えておるところでございます。 

 次に、みえ森と緑の県民税との整合ということでございまして、平成２６年に三重県において導

入されましたみえ森と緑の県民税につきましては、災害に強い森林づくりと県民全体で森林を支え

る社会づくり、この２つの基本方針に基づきまして、平成３０年度までの第１期につきましては、

環境林の間伐や森林環境教育を中心に実施をしてまいったところでございます。 

 また、三重県におきましては、平成３１年度からの第２期の５年間は、森林環境譲与税と一体で

活用することによりまして、森林整備や森を育む人づくりが一層進むということが期待されるとし

ておるところでございます。 

 このことから、市といたしましては、森林環境譲与税は新たな森林管理システムを円滑に機能す

るための公的管理の財源に活用いたしまして、みえ森と緑の県民税は災害に強い森づくりとしまし

て、土砂や流木によって人家や公共施設等に被害が及ばないよう、渓流沿いの土砂や流木の発生を

抑制する森林整備に活用してまいりたいと考えております。 

 また、県民全体で森林を支える社会づくりを目指しまして、先ほど申し上げました鈴鹿川等源流

の森林づくり協議会の活動の財源としても県民税を活用してまいりたいと考えておるところでござ

います。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 それはもう本当に絵に描いた理想のような話なんですけど、現実はそんな調子にはいかんと思い

ますよ、私。現実は、山はそんな状態になっていない。 

 それで、今、たちまち来年度に向けて予算編成するに当たって、この財源を確保して、県民税に

ついては向こう５年間は延長するということで、だから５億プラス、県民税を含めると５億５,０

００万ぐらいあるわけですよ、６年間で。それをどのように生かすかという計画をつくらなきゃな

らないんですよ。メニューをどうするかということを。それには、今やらなきゃならない森林経営

管理制度の森林管理システムについては所有者の意向調査をまずやらなきゃならん、本年度中にで

きるだけ早く。 

 それから、経営管理権の集積計画をつくらなければならん。それから、所有者不明の森林等の対

応。たちまちこの３点を早急に調査して意向調査の方向を示さなければ、来年からの計画が具体化

しないわけですよ。だから、人的パワーも要るということを私は申し上げたんです。ことしじゅう

にやらなければならんと。それにしても、今のような絵に描いた理想型だけでは、なかなかこれは

来年スタートを切れん。 

 あわせて、昨年度つくった亀山市森林整備計画、変更計画、これはせっかくつくっていただいた

けど、これは譲与税とはリンクしていません。だから、これはもう一遍見直すべきだと思うんです。
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できるだけ早急に。そうしなければ、せっかく２８年４月１日から３８年３月３１日までの計画な

んですけど、これは、今言う森林環境譲与税とはなかなか事業がリンクしていない。リンクしてい

るところもあるけど、リンクしていないところもある。だから、これは当然見直すべきやと思うん

ですけど、その辺のお考えはあるのかないのか、お伺いします。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 ３１年度からスタートします新たな森林管理システムにつきましては、現時点ではまだ対応のほ

うが、進めておるところではありますけれども、おくれております。ただ、森林整備計画の見直し、

これについては、当然、森林環境譲与税の数値が反映されていない計画でございますので、必要が

あれば見直しが必要かと思っております。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 やはりせっかくつくった計画ですけど、このように状況変化によって、また対応によって違って

きているわけです。当然変えるべきところは変えると、そして提案していただくと、よりその予算

と整合できるような計画にしていくというふうに進めていただきたいというふうに思います。 

 それでは、２点目の庁舎建設についての基本構想策定支援業務委託についてお伺いします。 

 新庁舎の建設について、市長の現況報告に、新庁舎の建設については基本構想の策定に当たり、

庁内で検討を進めるとともに策定支援業務委託を契約し、市民アンケートを実施し、結果を盛り込

んだ中間案を１０月をめどに取りまとめたいということを申し上げておりますが、業務委託をした

経緯と内容について、まずお聞かせ願います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合総合政策部次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 経緯でございますが、委託業務の経緯につきましては、まず２社から参考見積もりを徴取しまし

た。 

 それらを参考といたしまして、庁内で設計書、仕様書を作成の上、施行伺の決裁、これは３０年

４月２４日でございます。その後、指名業者につきましては指名審査会における審査、４月２６日

でございます。指名審査を経て、市長へ報告して、決裁を受けております。 

 入札につきましては５月２１日に執行いたしまして、最低入札業者であった業者が落札しまして、

５月２４日に契約締結をしたものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 私は契約のところまで言っていないんです。それ以前に、今庁内で検討を進めておる中に、策定

を支援する業務を第三者に委託しなければならなくなったという、その経緯ですよ。なぜ今、庁内

で進めておるのに、いつ出すかわからん、まだ年度も決まっていないのに、庁舎を建てるのに、よ
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り具体的に業務を民間委託しなければならなかったのか。その経緯を聞いておるんです。契約の中

身についてはもうちょっと後で聞きます。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 まず、広く市民の意見を聞くということで、アンケート調査を実施するということで、アンケー

ト調査の分析につきましては庁内でするということなく、業者に委託をしておるというのが通常の

パターンでございます。 

 アンケートのほかに新庁舎の必要な機能であるとか、想定規模でありますとか、建設候補地の選

定条件といった専門的な事項について支援をいただくということで、業務委託をすることになった

ものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 そうすると、結局庁内ではそういうことはできないので、専門に頼んだということなんですけど、

業者委託を、見積もりを２社にやったと。それで、入札は５社でして、２社が辞退して３社でした

と、結果的に。 

 予定価格を決めるのに、まず見積もりをとった２社なんですけど、これは名前を申し上げると東

畑と日本開発です。たしか、日本開発はこれが専門ですよ。東畑は建築設計業者ですよ。本来、や

るのであれば百五総研とかいろんなとこがあるんですけど、百五総研とか地域問題研究所とか、こ

こらはやっぱりそういうアンケートをとったり、分析するのが専門ですけど、なぜ東畑から見積も

りをとったのか。もっと専門性のある、今までからいろんな意味で総合計画をつくるのについては

その問題、地域問題研究所とか、それから百五総研とか、日本開発とか、こういう業者からとると

思うんですけど、なぜ東畑と日本開発の２社からとったのか。そして、その２社のうち、１社は辞

退しておるんですね、入札に。結果的に東畑が入札して取ったわけですよ。 

 そのときに、２社が見積もりをしたと。相見積もりをとって、そのときの見積もり額が１５７万

ですよ。そして入札の結果は１００万ですよ。ほかの業者は１４０万、１３０万とか、見積もりが

適正であることに対して、やっぱり百五総研も、それから地域問題研究所も、その予定価格におお

よそ合わせるんやけど、相見積もりをとった東畑は、自分のところは１５７万で入れておきながら、

１００万で落札しておるということ。それについてどのように思われますか。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 まず、東畑建築事務所につきましては、いろいろ事前に調べております。例えば、京都市の庁舎

整備基本構想の策定業務を平成２４年にやったり、名古屋市の中村区役所の改築基本構想策定調査

業務というのも実際実施しております。そういうことから参考見積もりをとったということでござ

います。 

 そして、確かに予定価格１５７万で１００万の札、入札されたということで、それについては競
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争性が働いたということでこちらは捉えております。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 競争性がどうやって働いたの、それ。東畑と２社は同じように入れたと思います。その中で１５

７万と決めたんでしょう。そして１００万でどんな競争性が働くの。そこ１社しか出てないでしょ

う。相見積もりをとった、２社のうち１社は辞退しておるんです。何も競争性は働いておらへん。 

 それで市長にお伺いしたいんだけど、予定価格は市長が決めるんですか。今までの入札全ては、

予定価格は市長ですよ、決めるのは。何を根拠に、東畑から見積もりをとって１５７万が適当であ

るというふうにとったのに、予定価格が１５７万ですよと。これは市長の権限ですよ、予定価格は。

入札の後、公表するんですよ。 

 １５７万で、これでやらしてください、これでできます、これぐらいかかりますという相見積も

りをとって、それを持って予算化して、予定価格を決めて、それを入れた本人、１５０万と書いた

本人が入札となったら競争性も何もせんと、見積もりを出した相手は辞退して、東畑が１００万で

取って、何の競争性が働くんですか。そんたくとしか言いようがないんですよ、こんなものは私か

ら見れば。談合もええところですよ、裏談合ですよ、こんなものは。その辺についてどう思います

か。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 予定価格の設定権者は１５７万ですので、今回は総合政策部長が予定価格の設定権者です。そし

て、一般的に参考見積もりを出して、こっちが設計して入札をするときには、それよりも価格は下

がるというのが一般的なんですけど、今回はかなり下がっておるということでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 それなら、今度の５社のうち３社、入札のときに適当な予定価格に対する入札、約６０％から８

０％を入れておるんですよ。だけど、東畑だけは６０％以下ですよ。競争は何もしていない、談合

ですよ、こんなもの。 

 なぜかというと、それ以前にもう一つありましたな、図書館の設計委託、これについても同じこ

となんですよ。図書館の設計についても、これも入札したんですけど、これも５社ですよ。そのと

きも３社見積もりをとって、１社は辞退ですよ。そのときは５０９万ですよ、予定価格は。それも

東畑と山下設計と都市環境、３社の見積もりをとっておるんですよ。そして予定価格を５０９万に。

入札した結果、また東畑が１２３万ですよ。２４％ですよ。 

 東畑の入れた予定価格、見積もりが５００万であったものを、入札してほかの方は全部４００万、

５００万、５５０万、５５０万、４６０万、ほかは全部予定価格に近い、それぐらい経費はかかる

であろうと言うておんのに、東畑は１２３万ですよ。これが２遍も続くんですよ、東畑ばっかり。

異常ですやろう、これは普通に考えたら。そんな入札あるんですか。これは談合としか言いようが
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ない、談合かそんたくとしか言いようがないんですよ。だから、今回の調査のやつの業務委託につ

いても、その前の図書館についても、こんなことで正当な競争入札ができておるんですか。 

 結果的にこれは５００万のやつを１２０万で落として、計画をして、今度駅前の本設計、これは

まだ準備会ですよ。これも何もなしにプロポーザルして１社、９,７００万で東畑が落としておる

んですよ。そんなことは普通あり得んですよ。これは市がするわけじゃない、組合が今度駅前開発

の設計ですよ。プロポーザルでやったけど応募者がなくて、１社独占ですよ。それで東畑が落とし

ましたと、９,７００万ですよ。 

 これが欲しいがために、５００万と書いたけど、１２０万で落としたと。そんたくか何かがなけ

れば、そんな正当な競争入札にならんでしょう。それを私は、皆さんそれでええという、私は聞き

取りのときもそれを説明をしても、それは普通やと言う、あんたは。こんなことを市民が聞いたら、

ほかの業者が聞いたらおかしいですよ。談合としか言いようがないですよ。市長、その辺どう思わ

れますか。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 入札契約制度、この手続、そして透明性、それぞれ競争性を担保した上で、この入札契約制度で

私どもは事業者の選定をいたしておりますが、この入札契約につきましても適正になされたものと

考えるところであります。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 市長は適正に行われたと言うけど、市民とか、これは設計業務やけど、建築、土木、いろんなも

のの入札があります。予定価格と分切りについても大変長くかかって、ようやく市長は分切りをし

なくなったという改革もなされたんですけど、やはりコンサルとか設計業務については、確かに最

低制限価格はないんですよ。だけど、本当にこれが成果品として５００万どうしても要りますとい

う見積もりを出しておきながら、１２０万でよろしいわと。それはそうですよ、あと９,７００万

丸々新しい入札が取れるんですもん。ほかは全部おりるんですから。そんなことは、世の中で通る

かということですよ。それは市長がええと言うんやったら、亀山市の入札はこの程度ですよという、

今まで土木にしても、建築にしても、こういう入札がまかり通って当たり前であるということで解

決するしかないと思うんですよ。しかし、それでは市民も納得しないし、税金も確かに安くなるこ

とは結構ですよ。だけど、結局成果品として正当な物ができ上がらないということですよ。建築に

関しても、土木に関しても。 

 余りにもこれは、入札制度についてはおかしい。もう少し我々市民にわかりやすい、透明な入札

にしていただきたいことをご要望申し上げておきます。 

 それでは、最後になりますが、普通財産の利活用についてご質問させていただきます。 

 これは、本年度の総務委員会の所管事務調査について、委員会で調査をして、本年度また委員長

のほうから報告があろうかと思います。 

 普通財産、また行政財産、土地開発公社の保有の土地等について課題と問題点を洗い出し、提言



－１６０－ 

事項をまとめておりますので、また後でご報告があろうかと思いますが、行財政改革大綱に基づき、

資産の処分、利活用、保有する財産から活用する財産への考え方についてお伺いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 普通財産の現状でございますけれども、現在は草刈りなどによる維持管理をしながら、主に貸し

付けによる利活用を行っております。 

 ただいま議員がおっしゃられましたように、普通財産の有効活用につきましては、保有している

財産から貸し付けや売却によって収入を得ていく、また維持管理費を削減して活用する財産への変

革に向けて、今現在、進めておるところでございます。 

 そして現在、今の進捗状況ですけれども、普通財産、多種ありますけれども、それのランクづけ

といいますか、区分分けを今整理しております。例えば、すぐに売却可能な財産であるとか、売却

するには条件整備、境界立ち会いとか、そういうことが必要である財産であるとか、その他もう面

積が小さいので売却しようがない財産とか、６段階ほどに今財産の区分けを作業中でございます。

そういうふうに境界立ち会いとかが終わったものにつきましては、公売を進めていきたいと考えて

おります。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 考えておるだけで実行がなかなか伴っていないというのが、今の普通財産のあり方だろうと思う

んです。 

 普通財産とは、行政財産とは異なりまして、直接的に行政の執行上の手段とは使用されるもので

はなく、主に経済的価値の発揮を、保全発揮をすることにより、間接的に市の行政に貢献されるた

め、管理または処分されるべき性格が普通財産であるとも言われております。 

 今既に普通財産が、市であらゆるものを足すと約１００町歩あるそうです、全部足すと。それは

貸し借りもしておるし、あれやけど、１００町歩というと、今度テクノ開発をしたその倍ぐらいに

近い、山も含めて１００町歩の普通財産が延々と眠っておるんですよ。利活用されておるものもあ

るんやけど、ほとんどが塩漬けになっておる。やはり、もう少し利活用を図るべきものは図ってい

かなければならんと思うんですけど。 

 そのようにしたいということなんですけど、ただ１点、私はちょっと勘違いしておったんですけ

ど、市から寄附をいただいた物件があります。約千二、三百平米の。これが、私は普通財産だと思

っておったんですけど、行政財産になっておるんですな。放ったらかしの土地が。約１,０００ち

ょっとの土地なんですけど、家屋ともに寄附いただいて、それを有効活用を図るといって、調べる

と、国の有形文化財として認められるだろうということで行政財産になっておるんです。今はもう

荒れ放題、蔵も土塀も、その地域の猿の巣になっておると、寝床になっておると、何ら手を加えて

いない。これが行政財産なのかということと、地域住民にとってみれば、非常に困惑しておる。早

く撤去してもろうて、壊してもうて、地域のための利活用できる土地にしてほしいというようなこ

とも言っておりますけど、もう今さら、国の有形文化財になるような物件ではないと思うんです。 
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 地元からは物すごい苦情が来ていますし、獣害の寝床になっておるというようなことでは、せっ

かく寄附していただいた方への思いもあるし、放ったらかしておく市、行政財産としてやったらな

おですよ。普通財産であれば塩漬けもあるんですけど、行政財産であって放ったらかしで荒れ放題、

猿の集合場所になっておるというような物件について、どのように行政財産として扱ってみえるの

か、お伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村生活文化部次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 市内椿世にございます旧安藤家住宅につきましては、平成２１年に所有者の方から保存を図りた

い旨のご相談がございまして、建造物の現状調査等を行うとともに、その文化財的価値について精

査を行っておりましたところ、翌２２年２月に所有者の方が急逝をされましたため、故人の遺志を

引き継ぎいただいた相続人の代表者の方から同年１０月に土地建物を市にご寄贈いただいたもので

ございます。 

 市といたしましては、建造物を文化財として保存し、公開活用の方策を探るため行政財産として

受け入れ、文化スポーツ課まちなみ文化財グループで管理を行っているところでございます。 

 当初は、国登録有形文化財として登録をすることを念頭にしておりましたが、現段階では文化財

登録等に至っておりません。また、公開活用にも至っていない状況でございまして、ご寄贈いただ

いた皆様はもとより、地域の皆様には大変申しわけなく思っております。改めて、保護の具体策に

ついて検討を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 そんな答弁は平成２２年１２月に聞いておるんですよ。ここに議事録がありますけど、同じこと

を言っておるんですよ。何にも進んでいない。行政財産っておかしいですよ、今も国の文化財も難

しい。もう５年間は荒れ放題ですよ。 

 地元の人に聞くと、あれはもともと庄屋さんの家なんですよ。中にあったものは全部持っていっ

て、好きに処分して、税金を払うのが何にもない、放ったらかしの蔵、母屋、ずっとあるんですけ

ど、固定資産税を払うのが、もうどうしても払い切れんので、もう寄附したほうがええんやないか

と言うて、本人が死んだ後の、財産の相続人が市へ寄附したということで、地元にとっても本当に

甚だ迷惑であるという声なんですよ。だから、早急に方向性を示していただいて、これは行政財産

にならんと思う。であるなら、普通財産としてできる限り、地元地域の要望に応じて適当に処分す

るべきだと思いますが、市長、どう思いますか。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 今、椿世地区の安藤家住宅について触れておられるんだろうと思いますけれども、この敷地内に

は８棟ほどの建造物がございまして、いずれも明治時代の中期から大正１０年ごろまでに建築され

たものでございます。非常に良好に保存されてきたという状態でございました。こうした例は、市
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内ではほかにはなくて、非常に価値が高いものというふうに当時考えておるものでございます。 

 その後、平成２４年１１月に、その寄贈者であります相続人の代表者から２００万円のご寄附を

いただきまして、平成２４年度末から２５年度にかけまして、建物の修繕などを行ったわけであり

ます。その後は、今お話しありましたけれども、年間一、二回の草刈りや樹木の枝払いなどを実施

して、施設の維持管理を行ってまいったものでございます。 

 今後どうするんだということでありますが、早急に方針を定めてということであります。改めて、

この保護の具体策等々につきましても検討を行ってまいりたいというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 小坂議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 そこら辺も、市長の考えるような価値観のある建物ではないです。私は見に行きました。再三あ

そこを通っても、土塀は道路側に突き上がって、もう壊れそうになっておるし、危険もある。そん

な価値観は私は到底ないと思う。だから、早急に行政財産から離して、それから普通財産にして、

これからどうするかということを早急に決めて、地元の理解を得られるような方向で進めていただ

くことを要望して終わります。 

○議長（西川憲行君） 

 １７番 小坂直親議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ３時３７分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ３時４７分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、７番 福沢美由紀議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 日本共産党の福沢美由紀です。 

 一般質問、きょう最後の質問となりました。もうしばらくおつき合いを願いたいと思います。 

 きょうは、中学校給食の早期実施を求める質問、そして学童保育所、昼生小学校区の学童保育所

ですけれども、新しく建てていただくということになったことについて、旧施設の解体について、

そして２０２０年から始まります会計年度任用職員制度の改正についてと、３つの質問を用意いた

しました。よろしくお願いいたします。 

 まず、中学校給食の早期実施についてお伺いします。 

 中学校給食については、私が議員になってから、本当にずっと求め続けてきたテーマなんですが、

２回の学校給食検討委員会がされました。 

 １回目の検討委員会の後、デリバリーが始まり、２回目の検討委員会の後、完全給食の実施の方

向性が出されました。しかしながら、平成２９年度から３１年度まで３年間、検討し続けるとのこ

とで、１年半が経過してきたわけです。これまで半分が経過したということですので、具体的にど

のような検討がなされたのか、まずお伺いしたいと思います。 
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○議長（西川憲行君） 

 ７番 福沢美由紀議員の質問に対する答弁を求めます。 

 草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 中学校給食につきましては、平成２８年３月に教育委員会におきまして、亀山中学校及び中部中

学校において完全給食の実施が望ましいとの方針を取りまとめております。この方針に沿った形で、

第２次亀山市総合計画前期基本計画に中学校給食の完全実施に向けた多面的な検討を行うと位置づ

けられたところでございます。 

 これまでの完全給食に向けた検討状況でございますが、昨年度、教育委員会事務局の当時の教育

総務室と学校教育室の職員により、中学校完全給食に向けてワーキンググループを立ち上げ、検討

を進めてまいったところでございます。 

 ワーキンググループでの検討内容といたしましては、随時会議を開催しまして、これまでの経過

の確認と情報共有を行うとともに、他市町の実施状況の把握や、参考となる事例の収集を行ってお

ります。その中で、昨年１０月には鈴鹿市、１１月には奈良市の学校給食の状況についての視察を

行い、施設設備や運営方法、さらには導入までの経緯や課題等について研究を行ったところでござ

います。 

 また、本年度におきましては、４月の組織再編によりまして給食関係の事務は教育総務課におい

て一体的に所管することとなり、他市町において、近年建設された給食センターなどの建設手法な

どの情報収集を現在のところ行っておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 １年半の中で、前に質問をしたときには視察を２カ所しましたというお答えだけだったんですが、

今回はワーキンググループを立ち上げたということをお聞きしました。 

 そのワーキンググループの、済みませんが、メンバー構成と内容について、回数について、もう

一度ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 昨年度のワーキンググループの状況でございます。 

 メンバー構成といたしましては、当時の教育次長、教育総務室長、学校教育室長、学校教育副室

長と、あと担当が３名でございます。 

 会議の開催については随時行っておりますが、大きくは、第１回におきまして当市の現状と情報

収集の分析、視察先の検討、第２回が視察先の内容についての整理、第３回が、大きくは視察結果

の評価と取りまとめというようなことで検討を進めてまいっています。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 
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 結局、視察に２カ所行ったというのと、内容的には変わらないわけですね。全部で３回やって、

現状把握と視察前の会議と視察の後の会議ということなんですね。 

 ここで１つちょっと、中学校給食というものについて押さえておきたいことがあるんですけれど

も、公立の中学校、全国の中学校給食の実施状況が２年に１回、文科省で調査されています。 

 ４７都道府県全部の調査で、完全給食を一体何パーセントの中学校がしているでしょうか。通告

をしていないので私が答えますけれども、２８年５月の現在の資料しかありませんけれども、９０.

２％の学校が完全給食をしている。食育基本計画の目標も９０％を早く超えるようにということで

したので、それが超えてきたということですね。 

 私が最初のころ質問したときには、本当に三重県もどべから４番目やとか、そういう質問をして

いたわけですけれども、三重県の実施率は何パーセントになったか。昔６０％台だったのが、今は

９１.７％です、完全給食。全体で三重県、１５７校ある中で１３２校が完全給食をしているとい

うことになります。 

 それで、亀山市は３つ中学校がありますが、関中学校はもちろん完全給食にカウントされていま

す。中部中と亀山中学校はデリバリーということをやっていますが、完全給食というカウントでは

なく、ミルク給食というところにカウントされております。じゃあ、三重県のミルク給食をやって

いる学校は何校あるのか。これは５校なんです。１５７校ある中で、たった５校の中に亀山市の学

校が２つ入っているということになります。 

 私が以前質問したときには、２０１５年に質問したときには、まだ中学校給食をやっていないと

ころは、四日市市と名張市と、尾鷲の１校と亀山市でした。今、四日市市は四日市市中学校給食基

本構想のパブリックコメントを募集している状況です。名張市については２０１７年から取りかか

り、２０２１年度の実施を目指してセンター給食ということですけれども、取り組んでおられる。

尾鷲については、ちょっとまだやるという情報を私はよう探さなかったんですけれども。 

 要するに、尾鷲も何校かは給食をしていて、１校だけしていないところがあるということですの

で、亀山とよく似た問題があるのかもしれませんが、亀山と尾鷲だけになってきているということ

を認識していただきたいんですが、この結果をお聞きになって、教育長のご所見を１点お伺いした

いと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇） 

 教育長の所見ということでございますが、私、就任前の平成２８年３月に教育委員会の方向性、

方針として協議の上、議決されておりますので、完全給食の実施が望ましいという方針を尊重した

いと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 尊重していただくのは当然のことだと思いますが、私が問いたいのは、このスピード感です。 

 図書館の移転につきましては慌てて、まだ市役所もあかない８時から教育委員会を開いてまで決

めていかれたのに、義務教育の、子供たちの教育である中学校給食、３６５日ある中で、およそ半
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分ぐらいの昼ご飯については中学校の教育として扱うというこの給食を、いつまでも後回しにして

いるというこのスピード感について、私はお伺いしたいのです。いかがでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇） 

 スピード感とのお尋ねでございますが、学校教育を取り巻く課題は数多くございます。教職員の

働き方改革もそうでありますし、新学習指導要領への対応等、部活動指導員の問題とか、いろいろ

ございます。そういった中で、優先事項を考慮しながら進めてまいっておる所存でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 英語や国語や数学には教科書があって、当たり前のように教育がされているのに、亀山市の中学

校の子だけが、しかも同じ市内にいながら、２つの中学校の子だけが当たり前の給食がなされてい

ないということは非常に不公平なことだと私は思います。 

 今、子供の貧困問題のこともございます。デリバリー給食を選択すれば、その分が就学援助でも

出していただけますが、やはりみんなと一緒の給食を当たり前にやっていただくということでない

と、なかなかいろんなご事情でデリバリー給食も選んでもらえないこともあるかと思います。 

 優先する課題があるとおっしゃいましたが、私はこの中学校の給食、全国でもこんなに遅くなり、

三重県内でも、もうあと亀山市だけ、尾鷲の１校と亀山市だけという状況になって、まだ優先する

課題がほかにあるからといってゆっくりやっているようでは、子供たちに対して、私はもう顔向け

ができないんじゃないかなあと思います。 

 ２校の視察をしていただいたということですが、それぐらいなら第１回の学校給食の検討委員会

でもやっていますし、２回目の検討委員会でもしていただきましたし、１回目の検討委員会も、で

きるだけ検討委員会には傍聴に行くようにしていましたけれども、相当突っ込んだ議論がされてい

て、自校方式が大体どれぐらいかかるのか、センター方式だとどれぐらいかかるのか、人件費はど

うなのかということまで、かなり詳しい資料まで出て、検討されておりました。 

 ２回目についてはそういう資料が出てこなかったので、それを出したらどうかとご進言申し上げ

ましたけれども、自校かセンターかという資料については、出すとそれに振り回されても困るから

とおっしゃったかどうか、ちょっと私もはっきり細かい言葉は忘れましたけれども、出さないとい

うことで出されませんでした。 

 ワーキンググループは庁内の教育委員会の人だけでやっておられるようですけれども、これから

どういう検討をしていただくかということですけれども、委員会の立ち上げ、またワーキンググル

ープとは違う委員会の立ち上げをするつもりなのか、このワーキンググループだけで、例えば計画、

基本構想などをつくっていかれる予定なのか、それについてお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 昨年度は、教育総務室と学校教育室の職員による教育委員会の中でのワーキンググループという
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ことで検討を重ねてまいりましたが、４月以降は教育総務課の施設・保健給食グループというのが

一体的、一元的に給食を所管することになっておりますので、今のところ全庁的なワーキンググル

ープの拡大ということまでは考えておりません。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 給食が優先課題でないとおっしゃる時点で、私は専門的な知識を持つ人がいらっしゃらないんだ

と思うんですけれども、やっぱりそういう専門的な知識を持った方をちゃんと入れて、しっかりし

た委員会を立ち上げていただきたいというのが私の思いです。 

 それから、もう一点、今ワーキンググループが１年半の間に３回なされたということですけれど

も、これからはどういうペースでされるのか、具体的にどういう検討を、どんな順番でしていかれ

るのかをお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 今後の検討ということでございますが、給食施設の整備には大規模な事業でございますので、当

然ながら、市において事業計画の位置づけが必要になってございます。現在の第２次総合計画前期

基本計画におきまして、初めて中学校給食の完全実施に向けた多面的な検討を行うということが位

置づけられましたことから、現在計画期間の３年間については、この整備に向けての検討を着手し

ておるところでございます。 

 それぞれ給食の実施方式については、自校方式、センター方式が想定されますが、それぞれのメ

リット・デメリットがございますので、各方式で必要とされます施設であるとか、具体的な規模、

さらには建設費、予算的な試算も行って、現在の子供たちの給食に対する思いや実態についても再

度把握して、多面的に本市において最も適切な方式を検討してまいりたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 既にもう日本中の中学校が、９０％以上の中学校が既にもう実施をしていて、三重県内でも９

０％以上が実施していて、もう初めから自校がええのか、センターがええのかとか、お金がどれぐ

らいかかるのかとか、そんなのは既にやっている方々に聞いたらわかることですし、そこと亀山の

あり方、亀山独自の問題を抽出してやっていけばいいだけのことでしょう。それをまた、子供たち

の意見を聞いて、そんなこと、何を今ごろ言っているんですかと私は言いたいです。 

 本当に、今まで公募の委員の皆さんも入って、あの方たちは一生懸命勉強して委員会に参加され

ていましたよ。あれぐらいの真剣な気持ちで、どうか取り組んでいただきたい。もう亀山中学校と

中部中学校と２つだけなんですから。場所がなくて困難なことも、初めから問題点はわかっていま

す。場所を探したんですか。検討したんですか。試算も一回もやっていないんですか。子供たちの

教育に責任を持つ教育委員会として、余りにもずさんではないでしょうか。どうか早く真剣になっ

て子供たちの食育を、優先課題ですよ。 
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 今本当に、いろんな災害が起こっています。台風も起こっていますけれども、やはり給食室が自

校方式であったところは、いち早く皆さんに食事が提供され、自営でやっているところは本当に職

員が一緒になって、その地域を励ましています。私は、そういう意味ではたった２校、自校方式と

いうことをしっかり検討の中に入れてやっていっていただきたいと思っています。 

 この３年間の検討というのをもう前倒しして、早く取り組んでいただきたいと思います。そうい

うお考えがあるかどうか、もう一度お伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇） 

 教育部長より答弁させていただきましたが、大規模な事業の位置づけが不可欠でございます、市

としての。したがいまして、前期基本計画の期間内である平成３３年度までには、教育委員会とし

ては実施方式や具体的なスケジュールなど、一定のめどをつけてまいりたいと考えておりますが、

大規模事業への位置づけについては、市長の判断を待ちたいと存じます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 市長の判断を待つということですので、市長にお伺いしたいと思います。 

 三重県で本当に亀山の子たちだけが、こんなに遅くなっていいんでしょうか。早くできるように、

市長の判断をお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 福沢議員の質問にお答えをさせていただきます。 

 ちょうど就任させていただいた平成２０年の秋に、中部中学校で試行的にスタートさせていただ

きました。２３年度からは亀山中学校が、いわゆる希望選択制の給食を実施して、今日に至ってお

るところでございます。 

 今、議会の皆さんにご賛同いただいて、ちょうど昨年、第２次総合計画をスタートさせていただ

きました。現状と将来を展望して、この前期基本計画の５カ年の中でこれを検討していこうという

ことを全庁的に位置づけさせていただいて、今教育委員会の中で努力をいただいておるところでご

ざいます。 

 この５年間の総合計画、前期基本計画の中では、教育施策として現在進めております川崎小学校

の改築、それから小・中学校の空調機の整備事業などを確実に実施して、子供たちの学びの環境を

充実していきたいということ、それから教育子育て支援として待機児童の解消のために、市内２園

目となります認定こども園や放課後児童クラブのさらなる整備を進めていこうというふうに、既に

ご案内のとおりでございます。 

 さらに、質問に答えておるわけでありますが、教員の働き方改革に伴います部活動指導者の配置

など、ハード以外のソフトにつきましても急務の課題を抱えておるところでありまして、これらを

踏まえますと、現時点ではより優先度の高い教育課題の解決を先行させる必要があるというふうに
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考えております。その上で、今後の生徒にとって、よりよい給食とはどういう形なのかにつきまし

ても、市政全般の視点の中で、当然長期的な財政面での影響とか、事業の内容とか、時期などを見

きわめるべく、多面的な検討を進めていこうということで、今進めておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 やるのかやらんのかよくわかりませんでしたけれども、給食室１個をつくるのに、大体２億円ぐ

らいかかるそうです。２つ合わせて４億円、多く見積もって５億円。本当に、駅前なんかにかかっ

ているお金のほんの少し考えていただくだけで、今の子供たちが当たり前の給食の教育が受けられ

ます。 

 優先、優先と言いますけど、給食が優先です。どうか、子供たちの顔も見に行ってやってくださ

い。安心して子供を送り出せる親たちにしてやってください。私はそれを本当に思います。これが

優先でないというのが市の考えならば、優先であるということをわかっていただく行動をしなけれ

ばなりません。私もこれから考えたいと思います。 

 今、３年間の検討をすると言いましたけれども、先ほど３３年までに決めるとおっしゃいました

が、そこのところがはっきりわかりませんので、そこのところをもう一回、はっきり教えてくださ

い。 

○議長（西川憲行君） 

 服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇） 

 計画期間、第１次実施計画でお示ししている計画期間３年間では検討となっておりますので、施

設整備着手の予定はございません。 

 そのため、完全給食の開始時期と申しますと、現時点では、はっきり申しますと未定でございま

すが、前期基本計画の期間内となりますと平成３３年度までかと思いますので、前期基本計画の期

間内には実施方式や具体的スケジュールなど、一定のめどをつけてまいりたいという考えでござい

ます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 ３年検討した後、２年間は何をするのかちょっとよくわかりませんけれども、要するに、３３年

と言いますけど、平成がいつまでかわかりにくいんですけれども、３４年以降に設計したり、始ま

るということですか。３３年まで検討も含めて内部的にいろいろやって、３４年から給食ができる

ということではないんですね。一番早くて３４年から給食ができるんですか。 

○議長（西川憲行君） 

 服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇） 

 現在のところ、計画の位置づけが検討という位置づけでございますので、大規模な事業への位置

づけにめどが立つことが、一歩前へ出るには欠かせないことだと思いますので、必要に応じて教育
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委員会や、また総合教育会議とかそういった中での検討課題に、協議課題になるかもわかりません

が、今のところ、いつ工事に着手するんだというのは未定でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 済みません。総合計画の関係ですので、私のほうからご答弁をさせていただきます。 

 まず、第２次総合計画の前期基本計画の期間は３３年度ということで、この５年間の中で施策の

方向としては、中学校給食の完全実施に向けた多面的な検討を行うということが施策の方向で示さ

れております。 

 したがいまして、今福沢議員が言われたその後につきましては、第２次総合計画の後期基本計画

の中で、どのような位置づけをするかということになってまいりますので、そのようなご理解をお

願いしたいというふうに思います。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 子供が大きくなってしまいますわ。そんなことではあきませんので、早く前倒しできるような工

夫を、ぜひ全庁挙げてやっていただきたいと思います。 

 それから、ホームページを見させていただいたら、中学校給食を見ましてもデリバリーのことが

書いてありますが、そうやって完全給食の方向性を出して、今検討しておるということがわからな

いホームページになっています。それをわかるようにきちんとまとめてください。それはもうやっ

てくださったら結構です。 

 次の質問に移りたいと思います。 

 学童保育所の公設化に伴う旧施設の解体についてです。 

 昼生小学校区の学童保育は平成２１年１月の開設で、あのときは姉歯事件があって、思ったより

もなかなか建物が建たなくて、当初、ほかの小学校区の学童に行っておられる方が、そこの学童か

ら出されるということで、もう仕事をやめなくちゃいけないし、何とか早くやってほしいという要

求で皆で取り組んだものですから、どうしても１月にやりたくて、地元を回ってお寺をお借りして、

お寺の本堂の奥の部屋から始まったのが、今、昼生小学校区の学童保育の遊友です。地元の皆さん

に温かく見守られながら、冬場でしたのでお寺が寒いからといって、ストーブもお寺の三宝寺さん

の奥さんにつけてもらったり、ご近所の方も様子見に来てもらったりしながら、子供たちは育ちま

した。 

 そのころは、そんなに学童保育を欲しい欲しいというすごいニーズが余りない状況で、昼生小学

校だったら場所もあるし、二、三年実績を積んだらまた小学校に行けるといいねみたいな話も、一

緒にやっていく中で市の方ともあったぐらいで、私たちもそういうことならと、５００万の補助金

を全部使ったら申しわけないということで、本当に２００万円台だったと思うんですけれども、半

分ぐらいで中古の古いものを用意して、またいいところに行けるんだったらということで始めたの

が始まりでした。 

 それがあだになって、本当にその後、どんどんとニーズが出てきまして、もうみんな学童保育が
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欲しい欲しいということでほかを、何にもないところをやっぱり先にしていかなきゃなりませんの

で、なかなかうちも新しくというところには回ってこなくて、やっと今回の当初予算で新しく昼生

小学校区の学童保育が公設にということで予算つけていただいたという流れです。 

 建てるための予算はつけていただいているんですけれども、今の借りている土地に施設を建てさ

せてもらっているわけですけれども、子供たちの安全のために柵を後からつけさせてもらったり、

いろいろやっているわけですけれども、解体費用をぜひとも市に責任を持ってやっていただきたい

という内容のきょうは質問です。それについてのご見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 昼生小学校区放課後児童クラブの公設整備に伴う旧施設の処理でございますが、亀山市放課後児

童健全育成事業補助金交付要綱におきましては、撤去費用を補助する規定はございませんことから、

現状では運営者の方にご負担いただくこととなっております。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 私が家を建てて、それを壊してほしいと言っているのと違うんですね。学童保育というのは、今

までは市の責務としては、利用促進するように言うということが市の責務でしたけれども、２０１

２年８月からは子ども・子育て支援法で位置づけられて、学童保育は市町村が行う地域子ども・子

育て支援事業ということで、市町村の事業として位置づけられたわけです。国が省令を出して、市

町村が条例を出すということでされています。随分と市の責務というのが高まったわけです。議会

からも、公設を基本としなさいということで決議も出させていただいている。建物ぐらいは、市が

責任を持っていただいたらどうかという思いです。 

 建てることに責任がある、学童保育に責任があるのであれば、壊すことにも責任を持っていただ

くというのも一つの考えだと思うんですけれども、市長、どうでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 平成２１年２月に昼生の放課後児童クラブがスタートいたしました。私、就任して最初の日曜日

のオープニングの式典に議員のきれいな歌声を聞かせていただいた記憶がございますが、以来、そ

れぞれご苦労いただいて今日に至りまして、昼生小学校区の放課後児童クラブにつきましては、こ

のたび昼生小学校敷地内に新たに公設で整備をいたすところであります。 

 一方で、今議員が触れられました旧の施設の処分に関しましては、土地所有者と、それから運営

者の間の契約があるように聞いておりますし、またその契約に沿って、双方で話し合いを進めてい

ただいておるというふうにも伺っております。まず、両者の間で適切に契約に基づいて解決してい

ただくことが原則であるというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 
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○７番（福沢美由紀君登壇） 

 学童保育というところは児童福祉法に準じて、そして国からも補助金をいただいて、国・県・市

で補助金をいただいているわけですけれども、その補助金の算定根拠に、こんな建物を処分するよ

うなものが入っているとお思いになりますか。人件費についても、本当に安い人件費で算定されて、

年々上がってきてはいるんですけどね、国のほうも。そんな大変なものを自分たちで持てるほど補

助金をいただいていません。今、そういう補助金のメニューがないというのであれば、新たにつく

っていただく、構築していただくということも含めて、ぜひとも考えていただきたい。 

 昼生小学校区の学童保育は今１５名おりますけれども、先ほどの質問でもありましたけど、本当

に６０人台の小さな小学校の中で、親御さんが頑張って、今運営委員会を地域の方とやっています。

地域のまち協の皆さんも、これはやっぱり市にやっていただきたいという会長さんの思いも、私は

伺わせていただきましたので、これから、きょう言ってきょう、はい、やりますと言わないのはわ

かっていますけれども、ぜひともお願いしていきたいということを申し上げて、次の質問に移りま

す。 

 会計年度任用職員制度の改正についてということです。 

 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律という長い名前の法律ですけれども、２０２

０年に施行されるということです。これは臨時職員、非常勤職員さんについて、いろんな影響があ

るということです。制度の内容について、簡単にお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 まず、会計年度任用職員制度につきましては、今議員が申されました地方公務員法と自治法の改

正に基づく、そういった趣旨で導入されるものでございまして、具体的には、一般職の非常勤職員

は、現在は地方公務員法の第１７条の規定に基づきまして、正規職員とは職務の内容や責任の程度

が異なる業務に従事する者といたしまして、１年以内の任期で任用できる職員と位置づけておりま

す。 

 法改正後におきましては、地方公務員法において新たに会計年度任用職員といった言葉で定義を

されまして、勤務時間の要件により、フルタイムとパートタイムの職に区分をされまして、その採

用方法、任期及び更新など、任用に関する一連の取り扱いが初めて明確化されるものでございます。 

 また、法改正によりましては、今まで支給がされてこなかった期末手当の支給が可能になる給付

に関する規定も設けられる予定と聞いております。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 今までは、ボーナスのときに非常勤職員さんが悲しい思いをしていましたけれども、法的にも出

せるものではなかったということなんですけれども、これからは手当について対象になってきて、

支給が可能になるということですね。 

 フルタイムについては給料、旅費は支給義務があって、地域手当等全ての手当が対象として支給

が可能になると。パートタイムについては報酬は支給義務で、費用弁償が可能になって、期末手当
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のみ手当については支給が可能になるということで、亀山市の場合、本当に正規、非正規の割合が

半々に近いということで、かなり影響があると思います。 

 もう２０２０年４月といったらあっという間に来ると思うんですけれども、その手当について、

どのように検討されているのかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 本制度は、議員ご指摘のように、２０２０年（平成３２年）４月１日から制度運用が開始される

ということで決まっておりますので、まずは本市の実情を踏まえた中で、適切かつ円滑に制度導入

が図られるよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 また、これも議員のご指摘がございましたが、正規職員と非正規職員の割合もご提示いただいた

ところでございますが、平成３２年４月というのは現在の定員適正化計画の改正時期でもございま

して、こうしたものと正規職員の割合と非正規職員の割合、こうしたものも制度の中でしっかりと

考えていかなくてはならないと思いますし、またご指摘をいただいた期末手当につきましても、法

の趣旨を最大限に尊重した上で、導入に向けて考えていきたいと、そのように考えているところで

ございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 考えていきたいということで、どのようにしていくかということは何一つ、まだ決まっていない

んだろうなあとは思いますけれども、スタートする前から、一応基本的に処遇の改善とか、この考

え方を尊重するということでは非正規の方の処遇の改善というのは、やはり２０年を待つまでもな

く、常にやっぱり考えていかなくちゃいけないと思います。各市町、例えば年金の繰り上げができ

るのかとか、いろんな処遇が市町によって違います。 

 亀山の劣っているところをやっぱり少し上げていくというようなことをやりながら、２０年に向

けて検討していただくのだと思いますが、１点、これは国会で可決されたところですが、全会一致

で可決されたんですけれども、附帯決議というのが全会一致で付されたということなんですね。こ

れは衆議院の総務委員会の附帯決議なんですけれども、その中でも重要なのが、私は２番と３番だ

と思うんですけれども、そこのところを読ませていただきますが、人材確保及び雇用の安定を図る

観点から、公務の運営は任期の定めのない常勤職員を中心としていることに鑑み、会計年度任用職

員についても、その趣旨に沿った任用のあり方の検討を引き続き行うこと。やっぱり、公務の運営

は任期の定めのない常勤職員が中心だという、当たり前のことが１点付されています。 

 それと、現行の臨時的任用職員及び非常勤職員から２０年にかけて会計年度任用職員への移行に

当たっては、不利益が生じることなく、適正な勤務条件の確保が行われるよう地方公共団体に対し

て適切な助言を行うことということが書かれてあります。民間なんかが同一労働同一賃金という議

論をしているところも注視しながら、ぜひともやっていっていただきたいと思います。 

 特に、今具体的なことが決まっていないようなんですけれども、例えば空白期間であるとか手当

であるとか、今の処遇で特にこれからやっていくこととかあるようでしたら、お伺いしたいと思い
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ます。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 まず、議員から具体的な手法を、取り組む方法がまだ決まっていないじゃないかということでご

ざいましたが、まずこれにつきましては、国から会計年度任用職員制度の導入に向けた事務処理マ

ニュアルというのが示されておりますので、基本的にはこうした資料をもとに制度導入に当たって

の整理を行っていくということでございます。 

 また並行して、本市の臨時非常勤職員につきましては、教育、福祉などさまざまな分野において

多くの職種が存在いたしておりますので、本市における制度設計の検討を進めるに当たりまして、

こうした現在の任用勤務条件の実態、こうしたものも再度、個別に把握して進めていきたいという

ふうに考えております。 

 それと、会計年度任用職員につきましては、少し継続雇用のご指摘もございましたが、今のマニ

ュアルでいきますと、任期は１会計年度内に定めるということでございまして、当然、今後継続任

用ということも国の中で議論はされてくるとは思いますが、今、私どもでマニュアルの中で示され

ておる期間といたしましては１会計年度以内で定めるということで、これは今後の検討課題となっ

てくるというふうに思います。 

 それで最後に、議員からはフルタイム職員とパートタイムの中で、手当の話が出てまいりました

が、議員ご指摘のとおり、フルタイムにつきましては、給与という形で全ての手当が対象になって

くるということで、こうした手当の導入に向けて考えていくのと加えまして、パートタイム職員は、

今まで給与から報酬という形に変わってまいりまして、この方についても期末手当のみ対象という

ことになってまいりますので、こうした制度の趣旨を十分に踏まえまして、導入に向けて検討を進

めていきたいと考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 そうなんですね。最長１年以内ということがうたわれていますので、そうすると、雇いどめとい

うことにもつながってくるんじゃないかという心配も一つあります。今の職員さんが一定の空白期

間をつくりながら続けていただいている方もいらっしゃるのかもしれませんけれども、こういう制

度が出てきたらどうなるのかということなんですね。 

 先ほど、私も附帯決議を読ましていただいたように、やはり公務の運営が任期の定めのない常勤

職員を中心としているという基本に立ち返って、ぜひとも検討していただかなくては、これはもう

解決がつかないんだろうと思います。 

 ただ一つ心配なのは、やはり今働いている方が、２０年を機会に仕事がなくなるようなことがあ

るのかないのかということだけ、ちょっと伺っておきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 
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 まず、１点目の雇いどめの関係でございますが、これは労働契約法、今の職員の地方公務員の非

常勤さんにつきましては労働契約法の適用外でございますので、継続雇用となっても雇いどめの心

配というのはございません。 

 それと、法の趣旨から議員もご指摘のとおり、導入に当たっての不利益が生じないような形で対

応するということもうたわれておりますので、今働いている方に不利益が生じないような形で対応

してまいりたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 福沢議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 また、追って経過をお聞きしていきたいと思います。職員さんに不利益のないようにすることと、

やはり先ほど言われたように、常勤と非常勤の割合そのものから考え直していただくということな

しには、この制度はなかなか難しいんだろうなあと思いますので、お願いしたいと思います。 

 今回、給食と学童と職員さんのことを質問させていただきました。本当に、けさからも北海道の

地震があったり、豪雨災害があったり、台風の災害があったり、今はもう携帯があるのですぐに写

真で、動画で見られたりして、本当に大変な状況がうかがえます。 

 本当に皆さんにお見舞いも申し上げたいし、私のできることもしたいなあと思うんですけれども、

でも熊本の地震の方はどうしているのか。あるいは福島の方はどうなのかというようなことは、も

うどんどんいろんな災害が来ると、前の人のが忘れられていくということもあります。 

 実際、生活再建はまだまだです。そういう状況を見るにつけ、本当に、例えば中学校の給食のよ

うなものがしっかりとある自治体であればたくさんの方の助けになるし、学童保育が潤沢にあれば、

昼の間、子供たちが豊かに放課後を過ごせる、そのことが安心して親が働けるということがありま

す。 

 本当に政治というのが人々の生活の再建、生活ということに根差したものをやっていくという責

任を殊に感じました。一緒に皆さんとやっていきたいと思います。きょうはありがとうございまし

た。 

○議長（西川憲行君） 

 ７番 福沢美由紀議員の質問は終わりました。 

 以上で、本日予定しておりました通告による議員の質問は終了しました。 

 次に、お諮りします。 

 質問はまだ終了しておりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、あすにお願いしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 

 そのように決定しました。 

 あす７日は午前１０時から会議を開き、引き続き市政に関する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会します。 

（午後 ４時３９分 散会） 
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●議事日程（第４号） 

 平成３０年９月７日（金）午前１０時 開議 

第  １ 市政に関する一般質問 

───────────────────────────────────── 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

───────────────────────────────────── 

●出席議員（１８名） 

   １番     今 岡 翔 平 君       ２番     西 川 憲 行 君 

   ３番     髙 島   真 君       ４番     新   秀 隆 君 

   ５番     尾 崎 邦 洋 君       ６番     中 﨑 孝 彦 君 

   ７番     福 沢 美由紀 君       ８番     森   美和子 君 

   ９番     鈴 木 達 夫 君      １０番     岡 本 公 秀 君 

  １１番     伊 藤 彦太郎 君      １２番     宮 崎 勝 郎 君 

  １３番     前 田 耕 一 君      １４番     中 村 嘉 孝 君 

  １５番     前 田   稔 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

───────────────────────────────────── 

●欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────── 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  西 口 昌 利 君 

総 合 政 策 部 長  山 本 伸 治 君    生 活 文 化 部 長  佐久間 利 夫 君 

健 康 福 祉 部 長  井 分 信 次 君    産 業 建 設 部 長  大 澤 哲 也 君 

上 下 水 道 部 長  宮 﨑 哲 二 君    危 機 管 理 監  久 野 友 彦 君 

                       生活文化部次長兼 
総合政策部次長  落 合   浩 君              嶋 村 明 彦 君 
                       関 支 所 長 

健康福祉部次長  伊 藤 早 苗 君    産業建設部次長  亀 渕 輝 男 君 

生活文化部参事  深 水 隆 司 君    産業建設部参事  服 部 政 徳 君 

産業建設部参事  草 川 保 重 君    会 計 管 理 者  渡 邉 知 子 君 

消防長兼消防部長  平 松 敏 幸 君    消 防 署 長  豊 田 邦 敏 君 

地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君    地 域 医 療 部 長  古 田 秀 樹 君 

教 育 長  服 部   裕 君    教 育 部 長  草 川 吉 次 君 

教育委員会事務局参事  亀 山   隆 君    監 査 委 員  渡 部   満 君 

                       選挙管理委員会 
監査委員事務局長  青 木 正 彦 君              松 村   大 君 
                       事 務 局 長 

───────────────────────────────────── 
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●事務局職員 

事 務 局 長  草 川 博 昭      書 記  髙 野 利 人 

書 記  村 主 健太郎      書 記  大 川 真梨子 

───────────────────────────────────── 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（西川憲行君） 

 おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第４号により取り進めます。 

 これより日程第１、市政に関する一般質問を行います。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 ４番 新 秀隆議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 おはようございます。 

 公明党、新 秀隆でございます。 

 通告に従い、順次質問を始めさせていただきたいと思います。 

 今回は、安心・安全についてと、次に市民サービスの向上についてと、大きく２つ伺いたいです。 

 まず初めに災害対策についてでございますが、昨日、森議員からミルクの件で質問があったと思

うんですけど、ミルクも液体ということで、今回、私は液体つながりで水ということで進めさせて

いただきたいと思います。 

 まず緊急災害対策用の飲料水についてでございますが、以前より、あのときは危機管理でござい

ましたんですけど、亀山市内の保有に至りましては、４万５,０００リットルという飲料水を蓄え

ておるということでございますが、せんだってから非常にこの災害ということにつきましては、台

風２１号、そして昨日の６強という地震に見舞われました北海道ですが、夕方、聞くところにより

ますと、もう７というふうな北海道では今まで記録がないというほどの震災で、非常に現地の方に

つきましては、命を落とされた方も見えますし、そして避難所で厳しい生活を強いられているとい

うふうにも聞き及んでおります。心よりご冥福、そして早い復興を願うばかりでございます。 

 それでは、その件につきまして、水ということについて、詳細、私自身の思いは後からしますん

ですけど、まずこの水について、飲料水、この考え方について、どのように亀山市として保有をす

るか、お伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 ４番 新 秀隆議員の質問に対する答弁を求めます。 

 久野危機管理監。 

○危機管理監（久野友彦君登壇） 

 おはようございます。きょうも一日よろしくお願いいたします。 

 亀山市の災害対応の備蓄食料の方針は、人口の１０％であります約５,０００人の３日分を基準

といたしまして、３カ所、本町、中央、関の備蓄倉庫を中心に保管しております。 
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 現在の飲料水の備蓄につきましては、約３万９,０００リットルを保存しておる状態でございま

す。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 ３カ所、以前と同じ場所でございますので、そちらのほうで現在は３万２,０００ということで

ございますが、この３万２,０００リットルというので、亀山市５万人の１０％ということで５,０

００人分の３日分を見当として備蓄しているということでございます。 

 まずこの飲料水につきましては、現在でいきますと、近いところで申しますと、高梁市の近々の

話でございますんですけど、給水車が２台支援のために行きました。これは飲料水があるという前

提で給水車が走っていったわけでございますが、もし亀山市に置きかえて、大体断水というのは部

分的に起こってくるわけでございますが、もしも全亀山市で飲料水となるような、蛇口をひねって

出るような水がなくなったときには、もちろん近隣の市から援助という形で給水車もあると思うん

ですけど、まず自力でやるためには、やはり井戸水とかため池、そしてプールとかいろいろあるわ

けなんですけど、やはりそういう災害時と申しますのは、多少濁った水でも浄化できる、そういう

機械があれば飲料水として使用できるわけですが、主に現在はアメリカ製品を中心として販売され

ているものがございます。こういうふうな形でいきますと、その浄化する機械につきましては、ど

うしてもアメリカ製になりますと、メンテナンスの面で非常に不便なところも出てくるということ

でございます。そうやって考えると、やっぱり日本製のそういう飲料水になるようなところが現在

の時代には合ってきているんではないかと思います。 

 確かに災害といいますと、水源として、先ほども申し上げた小川とか池、プール、防火水、そし

て地震によりこの辺が破壊とか倒壊した場合に使えなくなる可能性も高いですし、そして川が氾濫

したときなんかは、下水の部分、トイレの部分とかそういう部分もあふれ出してきて、非常に水源

としても好ましくない状態になってきます。 

 それにつきまして、現在備蓄されているものでございますけど、これも３日ということでござい

ますが、非常に先行きがわからないような、現在、全国各地でも非常に断水をしてしまうと、なか

なか復旧というのは難しいものでございます。１カ所、２カ所ならまだしも、もう大量に出てきま

すと、非常に厳しい状態でございます。 

 こういうところにつきましては、今回の避難所での飲料水の供給につきまして、ある程度の日本

でもコンパクトな、冷蔵庫ほどの大きさで、そして長テーブルのこたつのようなソーラーを抱えて

コンパクトに運べるような、これは今までも、私、本会議でもお話ししてきたんですけど、そうい

うような機械を準備しておくというのも、今の時代、不可欠ではないかと思います。 

 確かに金額的には２００万ほどするわけなんですけど、今現在いろいろ、文科省とか厚生労働省、

そんなような形で２分の１の補助とか、学校施設を絡めて言っているということもございますんで

すけど、備蓄品の水がなくなり、そしてまた追加の水を給水車で運ぶことができなくなったときに、

もう本当に今の時代、厳しい。まずは水さえあれば何とか生きていけると。血液も水分がないと、

固まってくると、人間、命にかかわってまいります。 

 そういう面につきまして、実際、３万２,０００リットルということでございますが、飲料水を
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準備できるということになりますと、金額換算で１本が、大体２リットルぐらいが１００円といた

しまして、それでもやっぱり２００万近くかかってくるということでございます。そして、また保

管をしておく、そして賞味期限が来たときにはやはり買いかえるということもございます。 

 そういう面につきまして、このような機械の準備ということについて再三伺ってまいりましたが、

再度このような準備について、危機管理を考える上でお願いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 久野管理監。 

○危機管理監（久野友彦君登壇） 

 まず１つ訂正していただきたいのは、さきにも申したんですが、現在の飲料水の備蓄では約３万

９,０００リットルでございます。３万２,０００ではなく、３万９,０００リットルを今備蓄して

おる状態でございます。 

 それと、高梁市へ支援させていただきましたのは、３,５００リットル用の給水車１台でござい

ます。高梁市へは各市町の応援が行きまして、何台か行っておるんですけど、私どもが支援したの

は、３,５００リットルの給水車１台と、あとペットボトルの９,０００リッターを持っていったと

いうことでございます。ですので、この９,０００リッターにつきましては、今、買う段取りをさ

せていただいておって、近々、現在の３万９,０００リットルに、あと９,０００リットルを足して

備蓄していくという状況でございます。 

 それと、もう一つでございます。亀山市地域防災計画に位置づけいたしております飲料水の供給

についてでございますが、まずは今言いました備蓄倉庫に保管しておりますペットボトルの飲料水

で対応を行うのと、あと亀山市が保有しております３,５００リットル用と１,０００リットル用の

計２台の給水車を避難所へ巡回させて、供給を行うこととしております。また、それ以上の被害が

大きく、亀山市独自に給水体制を整えることが不可能である場合は、三重県や国からのプッシュ型

支援を受け、また災害時応援協定により、他市町や関係機関、関係団体などへ応援要請を行うこと

になっております。 

 それともう一つでございますが、現在、浄水器、いわゆる浄化して飲料水に使えるなどの浄水器

につきましては、亀山西小学校と川崎小学校にて、プールの水を飲料水や生活用水に利用できる浄

水器を設置しておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 若干の訂正、申しわけございませんでした。 

 そういうことで、今、久野管理監のほうから、ある程度、小学校のプールとか、その辺の水を飲

料水にするための機器の準備があるということでございます。 

 そういう中におきまして、亀山市内におきましても、さまざまなお店とかもございます。こうい

うところも、他市によりましては、さまざまな協定を組んでおります。亀山市も、飲料水について

も、そういう企業との提携を結ぶべきではないかと現時点では思うことでございますが、これは一

つ申しおいておきたいと思います。 

 続きまして、今回の緊急輸送道路の管理についてでございますが、非常にきょうのテレビ、メデ
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ィア、そして新聞でも一面で、すごく状態としてはよろしくない、山の崩れた状態、そして道路の

液状化、マンホールが飛び出ておると。あれは道路が下がったのか、マンホールが飛び出たのか、

ちょっとわかりませんですけど、そういうようなことが非常に各地で起こっておるという北海道の

状況でございました。 

 それにつきまして、亀山市の緊急輸送道路の安全確保について、今現在の緊急輸送道路について

お伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 服部産業建設部参事。 

○産業建設部参事（服部政徳君登壇） 

 おはようございます。 

 現状の指定路線について、ご説明させていただきます。 

 三重県緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会により指定された市内の緊急輸送道路は、第

１次緊急輸送道路として、高速自動車道の東名阪自動車道、伊勢自動車道、新名神高速道路の３路

線と、一般国道の国道１号、国道２５号の２路線の計５路線であります。 

 次に、第２次緊急輸送道路といたしましては、主要地方道一般県道の四日市関線、亀山白山線、

亀山鈴鹿線、亀山停車場石水渓線、亀山城跡線の５路線と、市道として亀田小川線の１路線の６路

線が指定されております。 

 次に、第３次緊急輸送道路といたしましては、県管理であります国道３０６号、県道津関線、白

木西町線の３路線と、市道の小野白木線、国１側道栄町川合線、国１東野公園跨道橋線、栄町川合

線、国１側道下り２号線の５路線の計８路線が指定されております。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 今、服部参事のほうから、緊急輸送道路の件数、また路線のほうをご紹介いただきましたが、こ

のような形で、大体聞くところによると、緊急というのはやはり道幅もある程度の幅があります。 

 そんな中におきまして、県・国のほうの管理のほうが多いようでございますが、亀山市におきま

しても、亀田小川線につきましては、これは医療センター前の道と理解しておるんですけど、そう

いう中におきまして、やはりこの辺ではまだ何も大きな地震というのは来ておりません。やはり南

海トラフ、これがいつ来るかというふうなので、非常に地震があるたびに、もういよいよ来たかと、

どきっと、本当に心配する日々が迫ってきております。そういう中におきましても、やはり平常時

でも、将来的に心配される南海トラフを、大規模自然災害の発生時には、やはりこの緊急道路とい

うのを確保しておかないと、物資、そして人の安心・安全、さらには地域の経済をやっぱり守る上

では重要な意味を持っておると思います。 

 私ども公明党は、以前から防災・減災といったスローガンを掲げて、地域住民の命と暮らしを守

るために政策に全力で打ち込んでまいりました。こういう中におきましても、国や政府も３・１１

東日本大震災での教訓をもとに、国土強靭化計画で推進してきております国土強靭化政策のテー

マ・課題にも非常に多岐にわたって、中でも重要政策についてきておる中で、国土強靭化アクショ

ンプログラムの中でも明確にいろいろと道路の安全性について訴えております。 



－１８０－ 

 最近、やはりこの地震ということで、液状化もあるんですけど、道路の陥没ということで私も再

三議会の中でお話しさせていただいてまいりましたが、このアクションプログラムも２０１５年か

らもう既に出てきておりまして、交通ネットワークの強靭化の推進というわけで、とりわけ路面の

空洞化ということについて非常に関心を持ってきております。 

 そういう面につきまして、この道路の保全に関して、亀山市として、この緊急輸送道路のかかわ

りというのをお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 服部参事。 

○産業建設部参事（服部政徳君登壇） 

 安全確保の考え方というふうな捉まえ方でご説明させていただきます。 

 道路管理者といたしましては、輸送道路区間にある高速自動車道や一般国道をまたぐ跨道橋を初

めとする道路橋梁の安全確保を維持することが必然であります。 

 対象橋梁数は、高速自動車道上に６橋、国道上に１３橋、県道上に４橋、市道橋として１橋があ

り、全橋梁２４橋が存在します。これらの対象橋梁には、既に耐震診断及び耐震工事を実施してお

り、今後も橋梁修繕工事を実施し、適切に維持管理を行ってまいりたいと存じます。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 橋梁のほうを中心的にお話しいただきましたが、実際、橋梁のところを５年に１度とか点検して

いるというのも以前よりお伺いしております。その中におきまして、やはり橋梁、これも鉄ででき

ておるので、かなりさびがあって、表面上ではわからないところもあります。そういうのにつきま

して、再三今まで亀山市も科学的な形で見るということで以前説明を建設部のほうからいただきま

したが、やっぱり点で見ているというのがありました。私が以前から提言しておるのは、やっぱり

面で、きちっと幅広い間隔で、橋梁もしかり、道路もしかり。道路でいきますと、やっぱり陥没と

いうところが気になるところでございます。 

 今、亀山市としてどういうふうなかかわりということでございますが、そのように点検をしてお

るということでございますが、これは突然きのうの夜の話で、この答弁は結構なんですけど、国道

１号線でもやっぱり緊急輸送道路という形で車は走るわけですけど、人の歩く歩道でございますが、

以前より草が非常に多くて、昨年は何とかと言ったら、結構早く、タイミングもよく草刈りがあっ

たわけですけど、そういう中におきまして、ご婦人の方からのお話だったんですけど、やはり草が

絡んできて、自転車が草に絡まり、こけてしまってお仕事を１週間休んだとか、今回も、どうも７

月には刈ってくれたようなんですけど、まだ残っておって、きのうも、もう自転車が怖いから歩い

て行ったら、木で目をついてお医者さんに行ったとかという、こういう事態にもなります。緊急輸

送道路とはいえ、日々日ごろから歩道のほうにもやはり目を向けていただきたいと思っております。 

 こういうことで、大事には至りませんでしたけど、日ごろからの草というのはどのように日常生

活に影響が出ているか。きょうも、やはりいつも通る道ですけど、だんだんこの暑さと、そして雨

によって、草の伸びるスピードというのは非常に大きいものでございます。緊急輸送道路におきま

しても、悪さも出ておりますので、やはり歩道も含めてしっかりと目を向けていただきたいことは
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申しおいておきます。 

 そういうようなところで、亀山市もいろんな契約により事業が進められておるわけですけど、そ

ういう中におきましても、亀山市といたしましても、まさに他市に先陣を切れるような、亀山市の

周辺の自治体の動きをもう待っているのではなく、今こそこうしたしっかりと対応がとれるような

取り組みを通じて、安心できるまちづくり、防災の先進都市亀山をアピールすべく、考えを思って

おります。 

 そういう面につきましては、他市とのいろんな事業、既に進んでいるところもありますし、その

比較をお伺いしたいと思いますが、このセクションではこのところを最後にしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 服部参事。 

○産業建設部参事（服部政徳君登壇） 

 先ほどから申されているのは、点から面の調査の件だと解釈させていただきますが、調査費用の

課題がございますし、調査する路線につきましては、優先度を判断し、選定する必要がございます。 

 現在、三重県、河川国道事務所、三重県各市町の自治体が集まり、メンテナンス会議も開催され

ており、その中での各自治体の動向も聞きながら、市民の安心・安全の確保のためにも研究してま

いりたいと考えております。ご理解賜りますようお願いいたします。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 県全体で考える。これは市だけでは十分でなくて、県全体でもそういうふうな危機管理の面で集

合的な形で進めるというのも非常によいのではないかとは思い、申し添えておきます。 

 それで、最後のところに入ってまいります。 

 市民サービスの向上についてでございますが、本会議でお話しするのは初めてではございますん

ですけど、各種コンビニを使って収納、税金とかその面をお振り込みいただくというような機能が

出て、結構コンビニというのは皆さんのおうちの近くにある存在ではございます。 

 こういう中におきまして、今現在、コンビニエンスを使ったさまざまな証明書を発行していくと

いうような事業ができております。以前は年間費で１,０００万を超えるというような時代ではご

ざいましたが、これも今は全国でも、もう５３９市町村、そしてそういう中におきましても、三重

県としても進んできております。 

 この辺の状況を、今現在、市としてはどのように捉えているか。研究していますという話は随時

聞いておるんですけど、その辺の状況をお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間生活文化部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 各種証明書のコンビニ交付サービスでございますが、これはマイナンバーカードを利用しまして、

早朝から深夜まで、市内だけでなく全国のコンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書

の交付を受けられるものでございます。 

 国からも、また議員のほうからも、各種証明書のコンビニ交付サービスの導入について検討する
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よう求められておりまして、私どもとして、全国の状況や県内他市町の事例などを調査していると

ころでございます。 

 本年８月１日時点で申し上げますと、全国の自治体は１,７００余りあるわけでございますが、

５３８の市区町村でコンビニ交付サービスが導入されており、また県内でも、ことしになってから

伊勢市、松阪市、川越町が運用開始するなど、お隣の鈴鹿市も含めた１０の市町で導入されている

ところでございます。 

 サービスの内容でございますが、コンビニ交付サービスでは、住民票の写しのほか、住民票記載

事項証明書、印鑑登録証明書、各種税証明書、戸籍証明書、戸籍の付票の写しを交付することがで

きます。 

 コンビニ交付を実施しております県内の１０の市町のうち、戸籍を含めた複数の証明書を交付し

ている自治体が８団体、税証明を含めた複数の証明書を交付している自治体が９団体と、ほとんど

の市町が住民票や印鑑登録証明書以外にも戸籍や税の証明書まで交付しているという状況でござい

ます。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 部長のご報告をいただきました内容でございますが、確かに全国の件数は最新版でちょっと捉え

させていただきましたので、数値の誤差はご勘弁いただきます。三重県内においての調査の状況で

ございますが、先ほど部長のほうからもありましたが、１０市町村で亀山市の５万人都市とよく似

ておるところは、やはりいなべ市、そしてまた菰野町、川越町。町としても２町聞いております。 

 そういう中におきましても、先ほど部長のほうからはちょっとお話がありませんでしたんですけ

ど、当初はセブンイレブン１本だったんですけれども、今はもうコンビニという名のつくのがほと

んどと、そしてまたイオンリテールとかダイエー・コープとかいう名の会社も、非常にたくさんの

場所で出せるということでございます。 

 この中で一つキーになるのが、やはりマイナンバーの運用でございます。亀山市におきましても、

まだまだマイナンバーの運用が全ての市民に行き渡ってはおりませんが、やはりお仕事のかげんで

役所に日曜日ですら運営時間に間に合わないというふうな方も見えます。そういう中におきまして、

やはり亀山市でもこの実施、大きな都市が余りないなあというのは、やはり住民の５万人をランク

として、５万人以下は幾らとか、そういう年間費の料金のことにもかかわってくると思うんですけ

ど、やはりその辺は亀山市の小回りのきく５万人の中でそういうのを使うことによって、マイナン

バーも持たなくちゃそういう証明書が出ないんだなということにつきましては、この点につきまし

ては一石二鳥といいますか、マイナンバーカードの促進にもつながってくるんではないかなあと思

うんですけど、この点につきましてはどのようなお考えをお持ちでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 マイナンバーカードの交付状況でございますが、本年８月１日現在の交付枚数は４,５１２枚で、

交付率にいたしますと９.０３％となっております。これは全国とか三重県の平均と比べて若干少
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ないということがございます。 

 三重県内でも、先ほど議員おっしゃいましたとおり、コンビニ交付がふえておりますので、それ

を導入したところについては、マイナンバーカードがふえておるということは聞いております。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 やはりマイナンバーカードを運用する一つのきっかけといいますか、キーになるものではないか

とも思います。 

 そして、また一つ思うのは、このような形で職員の方の労働力が分散されるということで、その

労働力がまた別のところで使われるとか、そしてゼロになるかどうかはちょっとわかりませんです

けど、市の中ででも、やはりご家庭をお持ちの職員の方、そして若い職員の方でも遊びに行きたい、

日曜日に遊びに行きたい、でもきょうは当番だから出なくちゃいけないとか、そういう面も含めて、

この導入について、職員の稼働率というか、また別の仕事の分野に広げられるものではないかと私

は思うものでありますが、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 私どもでは、毎週日曜日、職員が順番に出勤しまして対応に当たっており、日曜窓口というのを

行っておりますが、体制といたしましては、住民票・戸籍関係で３人、そして年金関係で１人、国

保関係で１人、税関係で１人、合計６人体制で行っておるところでございます。確かにその人件費

とかその辺もかかってはおりますが、この辺は住民サービスの一環として行っておるところでござ

います。 

 コンビニ交付を始めますと、先ほども申しましたが、市役所へ出向かずに、市役所があいていな

い、窓口があいていない時間帯でも証明書が取得できるということで、住民さんの利便性が高まっ

て、それとともに日曜窓口職員の負担も若干減るのかなと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 どうしても６名ぐらいは見えないと運用ができないということでございますが、それと職員の方

の生活も守って、メンタル面でもいろいろ家族との時間を持てるような、そのような形でいきたい

と。 

 あと一つ、最後にですけど、今、料金は大体発行料金が３００円なんですけど、いなべ市はちな

みに２００円で自動発行ができるとか、そういうのもありますので、この辺の金額もやはり研究課

題に入れていただいたほうがいいかと最後に申しおきいたします。 

 それでは、本日の最後のところでございますが、手話通訳の導入についてでございますが、せん

だって広聴広報委員会におきまして、お隣の滋賀県の甲賀市のほうへお邪魔させていただきました。

そういう中につきまして、議会の中でも手話通訳とかそういうのも、常にではありませんが、検討

し、導入の段階にこぎつけたというふうなご報告をいただきました。 
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 この手話というのは、以前、私も、機械を使って言葉がディスプレーに出て文字になるというふ

うな、そういうような考え的な、提言的なお話をさせていただいたんですけど、やはり身近な形で

いくと、やっぱり手話。今回、この手話の話をさせていただきます私どもも、以前、石狩市のほう

で手話がかなり早く導入されております。今、この初の条例ということで、２０１３年に鳥取市で

制定されて、そこで同年に２自治体が、１４年には８自治体と。１５年には２２自治体とか１６年

には４１自治体とか、ちょっと広がってきております。 

 今現在、亀山市におきまして、議会では手話というふうなことは取り上げてはおりませんが、さ

まざまな市、三重県におきましても松阪や鈴鹿のほうでも進んできておるわけでございますが、亀

山市の今の手話に対する状況、これについてお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 手話通訳者の設置状況でございますが、平成２８年４月の障害者差別解消法の施行に伴い、聴覚

障がい者の方が市の窓口での手続や健診等をスムーズに行い、コミュニケーションが図れるよう、

平成２８年４月から亀山市総合保健福祉センター「あいあい」に、毎週木曜日、手話通訳を１名配

置しているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 井分部長のほうからご説明がありましたが、平成２８年４月よりあいあいのほうで、木曜日限定

ということでございますが、これにつきまして、木曜日限定ですが、どうしても木曜日は行けない

とか、そしてまたこちらの本庁のほうにどうしても用事があるんだと、こういう場合にはどのよう

な対応をとっておられるか、お伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 先ほど議員が事例的に申されましたが、例えば本庁での窓口対応であったり、手話通訳者が不在

のときというような事例に関しましては、例えば本庁での窓口の対応につきましては、手話通訳者

が直接本庁に出向きまして対応させていただいている現状がございます。こちらのほうのご案内に

つきましては、現在、ホームページ等によりまして案内をさせていただいておりますが、障がい者

の方と事前に時間等を調整の上、円滑な対応ができるよう努めているところでもございます。 

 また、毎週木曜日以外の手話通訳者が不在の場合の対応でございますが、筆談での対応等で対応

させていただいている現状でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 何とか対応はぎりぎりとれているような形には聞き取れるんですけど、突然お見えになったとき

には、やはり柔軟な対応というのは現状では難しいと私は考えるものであります。 
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 そういう中におきまして、やはりお年を召されてちょっと難聴になられる方は、補聴器のお世話

になって何とか聞こえるというのはあるんですけど、もともとの聴覚障がいをお持ちいただいてい

る方につきましては、非常に市のサービスとしても向上に心がけるべきではないかとは思うもので

あります。 

 最後に、市として、さまざまな市で、今、本当にたくさんの市が条例を制定してきておりますん

ですけど、亀山市としての手話条例につきましては、いかような考えで今後お持ちなのか、お伺い

したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 市内には、聴覚障がい者の方、また言語障がいにより全聾状態である方が約４０名という現状が

ございます。また、市といたしましても、障害者差別解消法の施行によりまして、障がいのある方

に対する合理的配慮を行っていくために、手話通訳者の周知・啓発を引き続き行うということを考

えております。 

 ただ、先ほど議員おっしゃいましたように、条例までということの考え方でございますけれども、

まず仮に条例制定となりますと、条例そのものの趣旨であるとか目的、また理念条例であるとか、

また実効性等々で条例そのものを積み上げていく必要がございます。また、議員おっしゃいました

ように、この条例でございますけれども、三重県、松阪市、伊勢市等が制定されていることは承知

しておるわけでございますので、まずはその内容につきまして、勉強なり研究をさせていただきた

く思っております。 

 いずれにいたしましても、常々、福祉サービスそのものを追求すべきは我々健康福祉部の使命だ

と思っておりますので、そういったものを研究させていただく中で、一歩でも進められればと考え

ております。 

○議長（西川憲行君） 

 新議員。 

○４番（新 秀隆君登壇） 

 最後に一言だけ。 

 条例に対しては、全く批判的ではないということは理解できました。これは提言といいますか、

別に答弁は結構でございますんですけど、今のこの時代、少し前でもテレビ電話というのもありま

した。今はネット社会でございます。そういうふうな機械を利用して、どこにいても画面でできる

ということも一つ視野に入れて、今後の亀山市の優しい亀山のまちづくりに寄与していただきたい

なと思っております。 

 以上をもちまして、私からの質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 

 ４番 新 秀隆議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１０時４４分 休憩） 

───────────────────────────────────── 
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（午前１０時５４分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１１番 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 それでは、通告に従いまして、一般質問に入らせていただきます。 

 今回は３点大きく項目を上げさせていただいておりますけれども、まずその中で市の非正規職員

の雇用についてという点です。 

 まず、これにつきまして、傾向についてというふうに上げさせていただいておりますけれども、

まずこの市の非正規職員の雇用につきまして、この最近の傾向、以前に比べて何か変化が生じてい

るのか。非正規自体がふえているのか、減っているのかとか、どういう人材がふえているのかとか、

その辺、市としてつかんでいる部分があれば聞かせていただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 １１番 伊藤彦太郎議員の質問に対する答弁を求めます。 

 山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 市が雇用いたします非正規職員の最近の傾向について、ご答弁を申し上げます。 

 市が雇用いたします非正規職員は、福祉、教育などさまざまな分野におきまして、現在約８０の

職種がございます。 

 これらの職員の過去３年間の任用状況を見ますと、その職員総数はおよそ５７０人前後で推移を

いたしており、男女別では女性が４７０人余りと全体の約８割を占め、年齢別では５０歳以上が全

体の半数以上を占めている状況でございます。また、男性職員の約７割が６０歳以上でありますこ

とから、定年退職された方が多いと推察できるところであり、こうした傾向につきましては、過去

３年間で大きな変化は生じていないところでございます。 

 なお、本年度当初の６０歳以上の非正規職員１５１人を職種別で見てみますと、施設管理人が最

も多く３４人で、次に行政専門員と事務補助員がそれぞれ１１人となっている状況でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 いろいろと詳しく説明をいただいたと思います。 

 それでは、それを受けて２番目の定年後の人材の雇用についてという項目に移らせていただきま

す。 

 先ほどもちょっと部長のほうの答弁で、やはり定年後の人材の活用が非常に多いと、非正規の中

で。この話なんですけれども、今、私も余り詳しくは知らなかったんですけれども、役所もそうで

すけど、定年年齢はそのままで、年金の支給年齢が徐々に上がっているということなんですね。 

 その中で、再任用という話がよく出ています。私らも、いろいろお世話になった職員の方々が定

年やというふうに言われて、もうしばらくお会いできないのかなとか思っていましたら、また４月

からいきなりお目にかかることもありまして、あれ、どうしたんですかと言ったら、再任用でとい
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うことではあるんですけれども、こういう感じで、年金支給年齢がどんどん上がっていく中で、定

年はそのままという状況で、となると、やはりこの再任用というのがどんどん増加していくのかな

というふうに思ったわけなんですけれども、この辺は市としてどういうふうな見解を持ってみえる

のか、その点をもう一度お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 議員ご指摘のように、平成２５年度以降で公的年金の支給開始年齢は段階的に６０歳から６５歳

に引き上げられ、私ですけど、６４歳で支給ということになります。そうしますと、地方公務員に

おきましても、無収入期間が発生しないよう、雇用と年金の接続を図ることを目的に、今これもご

指摘の定年退職者の再任用が制度化されたところでございまして、既に本市におきましては、平成

２６年度以降で、医療職を除いて、定年退職後、２９人の再任用を行ってきたところでございます。 

 そして、これについて、どんな影響が出てくるのかというご質問でございましたが、当然、年金

の開始年齢が段階的に引き上げられますと、定年退職者の再任用制度を運用する上で、その任期の

更新が終了するまでの期間が長くなってまいりますので、職員定数への影響もございますが、まず

一番懸念いたしますのは、職員の新規採用が抑制されたり、職員の年齢構成に偏りが生じることが

懸念されるところでございます。 

 しかしながら、一方で人生１００年時代を迎えまして、若年労働人口が減少する中で、既に国に

おきましては、高年齢層の国家公務員の能力や経験を本格的に活用するため、定年を段階的に６５

歳まで引き上げる検討が進められております。その中で、人事管理諸制度への影響や給与水準の設

定等について検討がなされておりますので、今後における地方公務員への影響も見据えながら、引

き続き適切な人事管理を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 市としてもいろいろと考えていただいておるんだなあというのがよくわかりましたけれども、先

ほどもちょっと部長が言われましたように、やはり新規採用を抑えたりとか、そういうようなこと

をしなければならないのかなということではあります。 

 やはり一方で、それで定年を迎えた方であっても、やはりそれまでに蓄積された特に役所内での

ノウハウみたいなもの、これはもうかなり大きなものがあると思いますし、よく天下りという言葉

がありますけれども、あれもやはり役所で培われた行政のノウハウというのが民間でも役に立つと

いう意味で、やはり積極的にそういった方を使われるという部分、これもやはり否めないと思いま

すので、この辺は一概にいいとか悪いとかというものではないんだろうとは思うんですけどね。 

 その中でも、国としても６５歳の定年、こういったことも考えておられるとか、この辺の話では

あると思うんですけれども、そんな中で、これは３番の項目に移らせていただきたいと思うんです

けれども、３番は有給休暇付与の問題についてと上げさせていただいております。 

 先ほどの定年後の話はちょっと一旦置いておいてという形にはなるんですけれども、ここでちょ

っと資料をお配りさせていただいております。ちょっと映していただけますでしょうか。 
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 ここに有給休暇に関して、厚生労働省なり労働基準監督署なり労働局なりが出している資料では

あるんですけれども、基本的に有給休暇、我々も企業にいたこともありますし、労働者に与えられ

る当然の権利というふうな形ではあるんですけれども、そこにも書いてありますけれども、業種・

業態にかかわらず、また正社員、パートタイム労働者などの区分ではなく、一定の要件を満たした

全ての労働者に対して年次有給休暇を与えなければならないとあるんですね。 

 その下に年次有給休暇の付与日数ということで、年数に応じた付与日数、半年勤務すれば１０日、

そこから付与される。１年半やったら１１日で、これはまたさらに使わない場合は１年間は繰り越

しがなされるみたいな、こんな話ではあるんですけれども、ここでちょっとお聞きしたいんですけ

れども、この市の非正規職員において、この有給休暇の表ですね、このとおりに付与されているの

かどうか、この点をまず確認させていただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 今回、議員がお示しをいただいております年次有給休暇の付与に関する表につきましては、継続

雇用も含めた形での表というふうに認識をしておりまして、現在、市が雇用する非常勤職員は、原

則１年以内という雇用ということになっておりますので、私どもの最大の付与数としては１２日が

最大ということになっておりまして、お示しされておる表とは若干差異があるものと、このように

考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 市の非正規職員の場合は、最大１２日ということを確認させていただきました。 

 そういうふうな話があったから、今回、私もちょっと質問をさせていただくことになったわけな

んですけれども、１年間、これは当然継続して、先ほどの表ですけれども、した場合、どんどんふ

えていくというような形ではあります。ただ、市の場合、１年ごとの雇用になっているので、１年

間、それでも１年は１１日という基準でありますけど、それを１２日にされていて、それを一旦リ

セットして１２日が、契約が更新されるというか、もう一度契約を結び直すという形やと思います

ので、そのたびに１２日ずつ与えられるというような考え方やと思うんですけれども、ただ、これ

ははっきり言って、言い方は悪いですけど、よくブラック企業がやるようなやり方だとかも言われ

ていまして、もう労働基準監督署では、幾ら契約が１年であっても、それが連続して契約がなされ

る場合は、これは継続雇用とみなすというふうにかなり前から、どれぐらい前かはちょっと私も確

認はしておりませんけれども、もうそういう話になっているらしいんですよね。ですので、幾ら１

年ごとの契約を結んだとしても、もう１年ごとの雇用を、例えばこの表にありますように、７年間

すれば、もう当然２０日間の有給を与えなければならないというふうになっておるわけです。 

 こういう状況の中、やはり市としては、当然今までの経緯もいろいろあったとは思いますけれど

も、当然この日数に合わせなければならないのではないかと思いますけれども、その点、どうお考

えでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 



－１８９－ 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 私どもも、今、国の中で働き方改革ということが叫ばれる中で、有給休暇の付与につきましては、

勤務実態に即して判断すべきものであるというふうに考えております。 

 例えば期間の定めのある労働契約を、今ご指摘のように、反復して労働者に使用する場合は、必

ずしも当然に継続勤務が中断されるものではないと解されるという総務省通知も示されているとこ

ろでございまして、当市におきましても、同じ職員を、任用期間終了後、再度任用するということ

もございますので、勤務の実態に即して判断する必要があるものと考えているところでございます。 

 こうしたことから、実質的な勤務状況と他市の状況も踏まえますと、非常勤職員の有給休暇の付

与につきましては改善すべき事項があるものと、そのように認識をしておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 改善すべき事項があるということで、当然ながら改善していってもらわなあかん話だとは思うん

ですけれども、この日数ですね、当然、先ほどいきなり１２日と言われましたけれども、１２日を、

これは最低１０日ということなので、別に１２日でも構わないわけですけれども、初年度からは１

０日にするとか、そういうふうなのも含めまして、やはりこの表を満たすように変えられるという

ことなのか、その点をもう一度確認させていただきます。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 今回ご指摘いただいておるのは２点あると思います。 

 １つは年間の付与日数、これは表でもお示しのとおり、７年間を経過すると２０日間ということ

になっておりますが、現在は市では最高１２日間ということで、まずこの日数の問題が１点あると

思います。 

 それと年次有給休暇の翌年への繰り越し、これも原則１年雇用とみなしておって、繰り越しがで

きない状況になっておりますので、この２つの点について見直しを考えてまいりたいと、そのよう

に考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 見直しをしていただけるということやと私は解釈できる答弁やと思いました。 

 そんな中で、先ほどもちらっと再任用の話をさせてもらいました。私、これ、労働基準監督署に

いろいろと、もともとやはり薄学で、余りこういうふうなことを知らなかったもんで、いろいろと

お聞きしておったんですけれども、例えば定年を迎えた方が再任用という場合、非正規であったと

しても、これはどうなんですか、継続しての雇用になるんですかとお聞きしたら、これは継続とみ

なされるということなんですね。ですので、定年を一旦迎えたとしても、いきなりその次からは１

０日から始まるんじゃなくて、もう２０日から始まると、日数が。そういうこともあるわけですね。 



－１９０－ 

 やはり私も経営側の人間ではありましたもので、いろいろこの辺で時代の流れとかを感じる部分

もあったんですけれども、最初は余りこの有給に関しては、そんなに厳しくないような感じだった

のが、ここ数年、かなり厳しい状況になってきていると思います、雇う側にとっても。こういうふ

うな、昔はある程度目をつぶってくれるような話が、もうそんなものは見過ごせないんだというふ

うに、やはり労働基準監督署も言われています。 

 働き方改革の中で、今度また新制度にという話になっておるらしいんですけど、これを商工会議

所の担当の方にいろいろ聞いたら、ある程度、多様な働き方という意味で、もう少し例えば雇用者

も雇いやすいような、そういうシステムもあるんですかと聞いたら、逆ですと。雇用者にとっては

さらに厳しくなるような状況ですのでと。逆に言ったら、労働者にとってはかなり権利が保障され

るということになっています。 

 きのうも福沢議員からいろいろと雇用に関する話も出ましたし、またこの後も尾崎議員のほうか

らも採用についての話も聞かれると思うんですけれども、やはりかなりその状況が変わってきてい

るような形ですもんで、この辺をしっかり認識した上で対処していっていただきたいなと思います。 

 それでは次、関の山車会館と書いてあるんですけど、ちょっと先に交通弱者に対する支援につい

てという項目に移らせていただきます。 

 今、乗合タクシー制度のことがいろいろと議題に上がっておるわけですけれども、今回、その乗

合タクシーの是非というつもりはなくて、制度の検証についてということで上げさせていただいて

おります。 

 この乗合タクシーに関する議論の中で、このタクシー制度は、まず導入してみたいという試行的

な側面もあるというふうに感じました。そんなこともあったもので、同時にタクシー券をもう廃止

するという話が、ことしに関してはタクシー券を継続するという形にもなったと思います。 

 そんな中で、この乗合タクシーの中で、関町の関南部地区が自主運行バスを考えておったんです

けれども、この中で市から、乗合タクシーのちょっと状況を見て、その自主運行バスのこともまた

判断してほしいんやというようなことで、少しその自主運行バスの話が、まだ引き続き地元では考

えてもろうてはおるんですけれども、ちょっとブレーキをかけられてしまったようなイメージがあ

りまして、ただ、この自主運行バスも、決して高齢者とか障がいの方、乗合タクシーを利用できる

方ばかりを対象にしているわけではなくて、山間地のやはり中学生とかも乗れるようにとかという

ことで考えておりました。そんな話もありましたので、やはり乗合タクシーの状況というのを悠長

に見守っている場合じゃないわけです。 

 そんなわけで、やはりこの乗合タクシー制度、これはほんまに役に立つものかどうなのか、これ

をきちっと早いところ検証してもらわなあかんということではあると思うんですけれども、この乗

合タクシー制度の検証は一体どういうふうに行われているのか、制度の開始前ではありますけれど

も、その点の考え方を聞かせていただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤産業建設部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 本年１０月に運行開始いたします乗合タクシー制度の現状につきましては、本年度は運行の初年

度でございますことから、まず１０月から来年１月までの４カ月間の利用実績に基づきまして、今
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年度末までに検証を行いたいと考えております。 

 その検証に当たりましては、利用実績はもとより、利用者の方、また民生委員さん、まちづくり

協議会の方、自治会連合会、さらに老人クラブ連合会の方など、関係者の方々、さらにはタクシー

事業者のご意見も伺いながら実施をしてまいりたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 今年度中にということではありました。当然、今年度していただくのも、早いところというのは

まず今年度ぐらいだろうとは思うんですけれども、ただ一方で、先ほども言いましたように、今回、

この乗合タクシー導入に当たりまして、少なくともタクシー助成の制度は、タクシー券配付はなく

なっておるわけですね。来年、一応もうなくすという話ではありました。 

 ただ、この乗合タクシー制度が余りにも使えない、もし役に立たないという話になってきたとき

に、年度いっぱいの評価では遅いわけですよね。もうこの１０月に改選がありますけれども、新し

い議会の体制の中で、やはり３月の予算議会で、次年度の、この乗合タクシー制度を導入したけれ

ども、本当に交通弱者の交通手段を確保できる、その施策が行われているかというのをきちっと見

きわめなければならないわけです。 

 そういう意味では、３月とは言われましたけれども、その３月の前にやはり中間報告みたいな形

で、それは１０月に始めて三、四カ月でというのは厳しい部分もあるかもしれませんけれども、で

も何となくの感触はわかってくると思うんですよ。本当に導入が１０月で、１２月、１月ぐらいに

なってきたら、その辺の利用者の声もあるやろうし、先ほど言われていたような団体なりの声、地

元の方々、まち協の方々の声もあると思います。 

 ある程度、やはり予算議会、３月議会が始まる前ぐらいには、その辺の中間報告ぐらいなことは

していただくべきではないかと思いますけれども、その点についてお考えを聞かせていただきたい

と思います。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 先ほどもご答弁申し上げましたけれども、来年１月までの４カ月間の利用実績に基づきまして検

証を行うということで、１月の実績を取りまとめた後、整理をさせていただきまして、また利用者

の方、関係者の方々のご意見も取りまとめた上で、３月の議会には中間報告というような形では報

告させていただけるかと思っております。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ３月議会の前までにはということ、中間報告ですけれど、ですので、しっかりとお願いしたいと

思います。 

 それでは、その２番目の項目に移りたいと思うんですけれども、交通弱者支援の具体策について

ということで、先ほどもちょっと触れましたけれども、乗合タクシーがどれぐらいの効果があるの
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か、やはりそれを見てもろうた上で、ただ、やはりこの制度としては、ちょっとこの乗合タクシー、

かなり無理とは言わなくても、一部の方には喜ばれても、全員に喜ばれるとは限らないかもしれま

せん。 

 そういう意味で、制度として全員の交通弱者をフォローできない場合、例えば今年度までと言わ

れていたタクシー券の配付を新年度に改めて予算計上したりするような考え方はあるのか、その点

についてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 議員お尋ねの高齢者におけますタクシー料金の助成事業でございますけれども、ご案内のとおり、

閉じこもりを防止することによりまして、外出の機会をふやし、社会参加を促すものということで

事業を展開しております。 

 全体といたしまして、この事業に関しましては、主要事業として捉えることの中で、今年度まで

ということで、７５歳以上の高齢者の皆様には、原則として乗合タクシー制度のご利用を行う予定

でございます。ただし、乗合タクシーがセダン型の車両を使用することから、セダン型タクシーに

乗車できない方でワゴン型の福祉タクシーに乗車する必要がある方は、引き続きタクシーの料金助

成を利用いただけるような配慮を考えていく予定でもございます。 

 また、障がい者の方はこれまでどおりタクシー料金助成を利用できますが、セダン型の利用が可

能な方につきましては、タクシー券あるいは乗合タクシー、いずれかの選択をお願いするようなこ

とを考えておる現状でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 セダン型が難しい人はワゴン型のものを使えるようなと、そういう話がありました。 

 要は、今回、先ほどもちらっと部長おっしゃいましたけれども、もともとは外出支援ですね。何

としても外出せなあかん人らというよりは、外出して生き生きとした老後を送っていただく、そん

なイメージの部分もあったんですけれども、ただ、やはりこれは、もう実態としては、交通弱者の

方に関してはなくてはならない手段というような部分もありましたので、これに関しては、乗合タ

クシー制度の動向を見ながらも、やはりきちっと。多分出てくると思います、乗合タクシーでは無

理というような話が。 

 先ほどもちょっと福祉関係のバスの話も出ていましたけれども、それについても、地元とかでも、

ちょっと足が悪いので、そういうのに乗れやんのやろうかという話が出たときも、やはり介護認定

の度合いとか、あと同行者がどうなのかとか、その辺の話でかなり制限があって、実際に乗ろうと

思っても、かなり難しい部分があったりする。正直、介護まで行かなくても、やはり付き添って高

齢者の方を一緒に連れていくとか、そういうこともあるわけですよね。車の運転ができない方は若

くてもいらっしゃいますし、あと、この介護云々で、やはり介護認定を取ろうとするのも一苦労で

あったりする部分もあります。 

 そういう意味では、もちろんこの乗合タクシーというのを進めてもらうのは、それはそれで結構
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なんですけれども、一方で、本当に行かなければならないけれども、行く手段を持っていないとい

うような、そういう方々に対しては、やっぱりもう少し柔軟な施策というのを考えていっていただ

きたいと同時に思うんですけれども、その点について、もう一回見解をお聞かせ願いたいと思いま

す。 

○議長（西川憲行君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 議員がいろいろお考えいただいているのは重々わかったわけでございますけれども、私どもとい

たしましては、個々のご事情により外出・移動支援が必要な方につきましては、先ほどご答弁申し

上げましたタクシー料金の事業や乗合タクシーをご紹介しましたけれども、福祉部門といたしまし

ては、その制度に限らず、他の制度やご家族、また地域の皆様のご支援を合わせまして、複合的な

支援により個別対応を考えていきたいと思っているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ぜひ個別対応と言われましたけれども、やはり個々の事情とかももちろんあるとは思うんですけ

れども、やはりそのためにも、民生委員さんとか前の制度ではありましたけれども、これはやはり

やむを得ないんやという場合には、できるだけ柔軟に対処していただきたい、そのことだけ申し上

げまして、次に移らせていただきます。 

 最後に、関の山車会館についてなんですけれども、設計についてということで上げさせていただ

いております。 

 今回、関の山車会館、補正でもちょっと屋根のほうがという話がありましたけれども、その関の

山車会館の建設が進む中で、ちょうど先日、７月に関の祭りがありまして、実際にその山車が入る

のかどうかというのをやってみたところ、ちょっときつかったと。予定していた入り口がちょっと

狭いんじゃないのかということ、そんな話があったと聞かれたんですけれども、これにつきまして、

どういうふうに対処を行われたのか、その点について、まずお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村生活文化部次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 関の山車会館の山車を出し入れする街道に面した部分の開口部につきましては、整備前には、敷

地内にある離れ座敷と同じく大正１０年に建築がされました門と塀が設置されておりました。塀の

一部を取り壊して出入り口を確保する必要性があることから、歴史的な建造物である門・塀の保存、

あるいは町並みの連続性の確保といった観点と、出し入れをするために必要な、安全な出し入れの

ための開口部の幅について、慎重な検討が必要であるというところでございました。本年度は、こ

の門、入り口の整備を含めます外構工事を実施する予定となっておりますことから、その設計を進

める上での最終的な協議をさせていただいていたところでございます。 

 本年、関宿の夏祭りの初日でございました７月２１日には、実際に山車の出し入れを行う関宿

「関の山車」保存会の皆様のお立ち会いのもと、１台の山車を出し入れ、実際に行って確認を行っ
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たところでございます。その上で、関宿「関の山車」保存会の役員さん、４つの山持ちの自治会の

代表者の方々との協議をさせていただいた上で、開口部の間口を、当初計画では約５.１メートル

としていたところでございますけれども、最終的には約６.５メートルを確保するということで最

終的なご確認をいただいたところでございまして、これを門・塀の改修を含む外構工事の設計に反

映をさせたところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 当初予定していたのが５.１メートルの幅で、それを６.５メートル。実質、工事するに当たって、

６.５メートル幅まで塀を撤去というかどけておいて、最初はそれをもう一度５.１メートルのとこ

ろまで戻そうという話やったのを、６.５メートルの幅のままにしたというような話ではあったん

ですけれども、ただ、その辺の話をいろいろお聞きしておると、現場にはちょっと小坂議員もいら

っしゃったとかということでしたけれども、その辺で、やはりもっと広くしてもいいんじゃないの

か、６.５メートルよりももっと広くしたほうがいいんじゃないのかという意見もあったとかとい

うことなんですけれども、この辺、そういう話にはならなかったのか、その点をお聞かせ願いたい

と思います。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 先ほども申し上げましたとおり、この門・塀についても、私どもとしてはできるだけ保存をして

いきたいという建物でございました。また、当然、山車の出し入れをされる方の中には、間口が大

きければ大きいほど出し入れを行いやすいというふうなことの中で、広くとりたいというお話もい

ただいたところでございます。 

 そういうふうなことがございましたので、実際に山車の出し入れをすることでご確認をいただこ

うということで、１台の山車のご協力をいただいたところでございますし、こういうふうなことで

確認をするということも、山車保存会の方々との協議の上で決定をさせていただいたところでござ

います。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 もうちょっと広くするに当たっては、塀も貴重なものだからということであるんですけれども、

ただ、この塀を、既にもうこれを６.５メートル分取っ払っているんですよね、貴重なものである

にもかかわらず。一方で、やはり６.５メートルであっても、何とか入ったけれども、もうちょっ

と広いほうがやはり楽やぞと。決して道路幅も広いところではないので、ある程度安全性とか、山

車を運行される方の実際の作業としても、やっぱりもうちょっと広くてもよかったんじゃないのか

という部分もあります。 

 やはりこの町並み保存、保存、保存と言うておるんですけど、修景ということもありまして、実

際、そのまま残さなければならないというものではないはずで、その時々に応じて、この町並みと
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いうのは、もちろんある程度の形というのは残していかなければならないんやけれども、その時代

に応じて変わっていくようなものだというふうなもののはずなんですね、そもそもが。実際、本当

に昔の町並み風に新しく建てるものであったとしても、昔はこうじゃなかったけれどもというのが

あるわけです。 

 実際、本当に江戸時代に建っていたものと、あと、その後、明治時代にできたもの、大正時代に

できたもの、どこの時代を再現するんですかとなったときに、決して江戸時代というわけではなく

て、そのまちに住む人らにとって一番いいのはどこなのかという時点をするわけです。それこそ町

並みの景観条例とかありますけれども、その感じを損なわないような形にした上で、やはりこの平

成の時代として、何が、どこがいいのかというところを見きわめなければならないと思うんですけ

れども、そういう意味で、さらに広げるという選択肢もあってもよかったと思うんですけれども、

もう一度その点についてちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 まず、今回、関の山車会館として整備をいたしますのは、旧三谷家と申しまして、関宿で近代に

なって産業として興っていた関万古という焼き物の創業者のおうちでございます。その関万古が最

も栄えたのが大正時代ぐらいというふうに資料などではわかっておりまして、現在のこの敷地が今

の大きさになりましたのも、大正年代ぐらいに三谷家が土地を買い足して今のような規模になって

おります。 

 そうした背景の中で、離れ座敷も大正１０年に建築がされ、主屋についても大正時代に大きな改

造が行われて、今のような姿になっているというふうな理解をしておりまして、そうした中では、

大正時代の大正１０年ごろの姿にしていくというのが、あの場所に関していうと最もふさわしい姿

なのではないかというふうな判断をしたというところが１点でございます。 

 その上で、間口につきましては、当初５.１メートルでも決して出し入れができないものではな

いということでございましたけれども、当日、実際にやっていただいた中で、より安全な方向性を

ということで、私どもとしては６.５メートルまで広げようというふうに判断をさせていただいた

ものでございまして、これについては地域の方々も一定の理解を示していただいたものだというふ

うに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 いろいろと言っていただきました。大正時代の雰囲気をあの場所については残したいというか重

要視したいということで、あの形をということであったんですけれども、ただ、地元の方々の理解

というのも非常に重大ではあると思うんですけれども、ただ、その理解が、６.５メートルか５.１

メートルという話の中で、６.５メートルに対する理解はあったけれども、一方で、さらにもうち

ょっと広げた、その選択肢があった場合、そこまでは広げやんでいいぞというふうに地元の方が言

われたのか、あるいはもう５.１メートルじゃなくて６.５メートルにしますわ、それで妥協してく

ださいというふうに言われたのか、その点はどうなんでしょうか。 
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○議長（西川憲行君） 

 嶋村次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 そのために現地で実際にご確認をいただくというふうな作業をさせていただいたものでございま

して、議員もおっしゃられたように、今、６.５メートルの幅というのは、工事施工上で一旦確保

しているところでございますので、そういう間口で入るんだということを現地でご確認をいただい

たものだというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 いえ、６.５メートルで確認してもらったというよりも、６.５メートルよりも広いものはどうな

のかという、その点は確認されたんですかというか、そこの話にはならなかったんですかというこ

とです。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 当初５.１メートルということでお話をさせていただいた中で、どれだけ広げようかというふう

なお話、現地での確認でございましたので、基本的には６.５メートルでいけるというふうなこと

の中で判断をさせていただいたもので、それ以上というふうなお話は、現実的にはさせていただい

ておりません。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 今回、この関の山車会館の中で、おとついも櫻井議員のほうから、そんな屋根をめくってみなわ

からんだって、そんなことあるかと、これは設計のミスやないかという話がありました。でも、確

かにめくってみなわからん部分もあるのかもしれませんし、ただ、その中で、やはりこれは当初の

設計の時点で、やはりこの広いだの狭いだのというのは反映されていなければならない話やと私は

思います。 

 その中で、ある程度柔軟な設計変更が可能であるんやったら、やはり今からでも遅くないので、

これを６.５メートルよりもさらに広げたほうがいいのかどうか、それこそそれを地元の方々、山

車保存会の方々にも確認した上で、もちろんそこで、いや、やはりもうそこまで広げるなというふ

うな地元の意見があるんやったら別ですけれども、もう一度それを確認していただいて、状況によ

ってはさらに広げるという選択肢もとるべきではないかと思いますけれども、その点はどうでしょ

うか。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 私どもといたしましては、実際に現地での確認をした後、山車の保存会の皆さんと、それから４
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つの山車持ちの自治会の代表の方ともお話し合いをした上で確認をさせていただいたものでござい

ますので、これはそういう段階では一つの最終的な判断であろうというふうに考えているところで

ございます。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ちょっと話が平行線かなと思うんですけれども、何も私は広げろとは言っていないんですよ。広

げるかどうかという話をもう一度持ち帰ってみたらどうですかと。今回、櫻井議員もおっしゃって

いたけれども、屋根の変更、こういったことも補正で出てきたわけですよね。広げるって、そんな

にお金がかかることではないと思うんですよ、これ。 

 それについては、やはりもう一度地元に持ち帰って、これで本当にいいでしょうかという、もう

ちょっと広げるという話を、確認を既にしていただいているんやったら話は別ですよ。さっきの話

は、もう６.５メートルありきで理解を得ただけなので、やはり今後の山車会館に対して山車を入

れる、出す、この話の中で、やはりもうちょっと広げておいたほうがよかったのになということが、

やはりこんなことを言うてもろうたらあかんわけですよ。それをなくすためにも、もう一度地元に

意見を聞く場を設けてはどうですかと、そういうふうに思うんですけれども、これは市長に聞きま

すわ。 

 市長、この辺どうですか。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 伊藤議員のご質問でございますが、私どもも、一昨日も申し上げたように、来年７月の開館に向

けてさまざまな準備を進めて今日に至っておるところでございます。そして、先ほどの門の開口部

の間口につきましては、当然、先ほどの保存会の皆さんや４つの自治会代表者の方々とご協議をさ

せていただいて、その上で今回判断をさせていただいておるところであります。 

 来年７月に向けた作業を進めてまいりますが、その中で、適切な今後管理へ向けての保存会を初

めとする関係団体の皆さんのご意見やご協議を重ねさせていただいて、しっかりよりよいものとし

て整備をしていきたいという考えを基本的に持たせていただいておるところでございますので、今

後におきましても、さまざまな議論を踏まえて、来年７月に向けて、この関の山車会館がすばらし

い施設として竣工できますよう努力をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 はっきりどういうふうな答弁であったのか、いろんな解釈ができるような答弁だなと私は感じま

したけれども、今後も議論を重ねてよりよいものにしていきたいという、市長のその言葉の部分を

私は取り上げさせていただいて、ぜひ開口部の広さ、この辺の議論も含めて引き続き考えていただ

きたいということを申し上げて、終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 
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 １１番 伊藤彦太郎議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、午後１時まで休憩します。 

（午前１１時４２分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、３番 髙島 真議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 こんにちは。 

 緑風会の髙島でございます。 

 今回は、亀山の庁舎管理規則について、図書館の蔵書についての２点を質問させていただきます。 

 まず、最初に亀山市職員は地方公務員の職、任免、服務、労働関係など、地方公務員の身分、取

り扱いに関する基本的な事項を定めた法律があると思うんですけれども、地方公務員法という法律

があります。それを遵守していかなければならないことは、もうこれは間違いはないでしょうか。

まず１点目、聞かせてください。 

○議長（西川憲行君） 

 ３番 髙島 真議員に対する答弁を求めます。 

 山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 我々地方公務員は、地方公務員法の定めのもと、これを遵守する義務を負っているところでござ

います。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 遵守しなければならないということをお伺いさせていただきました。 

 それでは、次に亀山市職員は、職員の服務の宣誓。早い話、入庁というか、入社するときに亀山

市の服務規程の遵守をしていかなければならないということは宣誓をしておるんですかね、どうな

んでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 亀山市職員の服務の宣誓に関する条例におきまして、代表者が１人宣誓をしまして、全ての職員

がこの宣誓書に署名をしてからでなければ、その職務を行ってはならないと、そのように規定され

ておるところでございまして、そのように実施しているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 
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 では、地方公務員法第３６条、一般職地方公務員の政治的制限についてお伺いをさせていただき

ます。 

 一般職地方公務員については、地方公務員法第３６条により一定の政治行為が制限をされていま

す。地方公務員法第３６条第２項において政治的目的と政治的行為を規定しており、政治的目的を

もってする政治的行為に限り制限の対象となっております。 

 その政治的目的とは、特定の政党、その他政治的団体、または特定の内閣、もしくは地方公共団

体の執行機関の支持・反対、公の選挙または投票において、特定の人または事件の支持・反対を指

すと思います。 

 政治的行為とは、公の選挙投票での投票勧誘運動、署名運動、積極的な関与ですね、第２号。第

３号が寄附等の募集の関与、３号。４号が文書、図面の庁舎への掲示等を指します。これに間違い

はございませんでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 地方公務員法第３６条には政治的行為の制限が示されておりまして、議員がお示しになられた事

項につきましては、地方公務員法第３６条に規定されておる文面でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 これは先ほど申しました１号から４号のことなんですけれども、亀山市役所庁舎及び職員、政治

的中立を担保するということなんですよね。先ほど宣誓にもされたことで、中立を担保しなければ

ならないということをうたっております。その確認がとれましたので、特定の政党、その他政治団

体を支持・反対する目的をもって、先ほどの１号から４号まではしてはならないということで、そ

れは了解をしていただいておるものと思います。 

 では、この亀山市役所での文書、図面、庁舎への掲示の禁止について、例えばどのようなことに

気をつけているかお聞かせをください。 

○議長（西川憲行君） 

 落合総合政策部次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 亀山市庁舎管理規則がございまして、その第１０条におきましては、公共用または公共を目的と

する以外の広告物を掲示する行為は、その行為が庁舎の管理上支障がないと認められるもので、特

に市長が許可した場合において認められるという規定になっております。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 掲示とか許可販売とか、許可は全て市長の許可のもとでなされなければならないと思います。 

 それでは、ここから市に直接聞いていきます。 

 現状、共産党が発行する新聞「赤旗」という機関紙がございます。庁舎内のカウンターの上など
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に置いてあります。「宇都宮弁護士 都知事選挙に出る」とか、いろいろカウンターの上に置いて

ありました。 

 私、このことをなぜ言いますかというと、いつも改悪や改悪やと言われてずうっと来たんですけ

れども、ここに１通の職員からの手紙があります。読ませてもらいます。 

 髙島市議へ。 

 私は亀山市職員です。数年前より市議団より、名前は伏せますが、新聞「赤旗」をとれとれと強

要され、仕方なくとり続けています。この状況を何とかしていただきたくお願いをいたします。私

と同じ気持ちの職員も多々いるはずです。 

 次に、私たち管理職非組合員にしか新聞購入をさせない、そんなことではだめです。これでは中

立公平でなくなります。これは議員の、今で言うパワハラではないでしょうか。何とかしてくださ

いという、よく言う市民の声なんです。市民というか、職員の声がここに来ております。これが私

のもとに届きました。 

 全国の自治体でタブーとされてきた共産党議員による自治体職員に対する同党機関紙、新聞「赤

旗」の購入勧誘問題。神奈川県内では、ことしに入り藤沢市とか茅ヶ崎市で相次いで勧誘、配達、

集金をしないように採択をされてきました。 

 さらに、市職員が管理職に昇進した際、言葉巧みに新聞勧誘を持ちかけるなど、議員の立場を利

用した手口も明らかになってきているということが書いてあります。 

 そこで、市長はその勧誘に関して、まずその規則でここに書いてあります何人も庁舎において、

次に掲げる行為をしてはならない。庁舎管理規則でございます。市長が許可した場合は、この限り

ではない。 

 市の事務または事業と関係ない物品の販売、勧誘、これに関する行為、公共用または公用を目的

とする以外の広告物配布などを、市長は許可をまずされておるのかというのを聞きたいんですけれ

ども、これは許可関係ですので、市長がしたのか誰がしたのか。市長だと思うんですけれども、許

可しておれば。許可しておるんでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 その許可はいたしておりません。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 それならば、市長はこの規則を、出していないということをやり続けておるということですよ

ね。 

 共産党、別に構わないんですが、その思想、それに関することは。 

 しかしながら、私が言いたいのは、これは公安の資料でございます。公安のホームページに載っ

ております。 

 共産党は破壊活動防止法に基づく対象団体となっておるわけです。これは国が認めておるわけで

す。監視対象なわけで、それに対する金銭を寄附、新聞を買って活動を援助しておるわけですよ。 
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 私、これは半年前にいただきまして、ずうっと調べてまいりました。日曜版が８２３円、約８０

人、亀山市の職員の中でとらされておる。その中で約半分の人に声を聞いてきました。みんな、や

めたいんやと。何とかしてくれと。勝手に置いていって、勝手に集金もしていくと。何じゃこれは

という話で計算していきますと、月に６万５,８４０円掛ける１２カ月で７９万８０円が２０年以

上続いておるという苦情をたくさんの、半分以上の方からいただきます。こういう実態になってお

るというのは知っておったのか、それとも知って知らんふりをしておったのか何なのかと、一遍教

えてください。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 今の購入等につきましては、個人の契約に基づいて行われているものというふうに解釈をしてい

るところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 個人の契約に基づいてやっておるんですよ。皆さん、個人的にバッジをつけた人がつかつかと入

ってきて、勉強のためにどうやなと言葉巧みにやったわけなんです。それについて個人の契約で、

そうしたら個人の契約がそこでできる場所なのかどうなのかというのを教えてください。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 契約行為そのものについては、先ほども申し上げた個人のものでございますが、議員ご指摘の庁

舎管理規則、これにつきましては次長も申し上げましたとおり、公共用または公用を目的とする以

外の広告物を掲示する行為は、その行為を庁舎の管理上支障がないと認めるものは特に市長が許可

した場合において認められるということでございますので、これに抵触するかどうかという、その

１点だというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 抵触するかどうかって、市長は許可をしていないということを言うておるわけなんですよ。とい

うことは、それは抵触しておるということと違うんですか。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 新聞の契約そのものが、今ここに書いてございます広告物の掲示に当たるかどうかにつきまして

は、今私どもで判断しかねるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 



－２０２－ 

○３番（髙島 真君登壇） 

 掲示とは言うていないですよね。僕はカウンター越しに置いてあったのを見て、何だこれはと思

っただけの話ですので、掲示には触れていないと思うんですよ。勧誘に関してはどうなんですか

と、規則に対しては抵触をしておるんじゃないですかと聞いておるんですけれども、いかがなんで

しょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 例えばでございますが、庁舎内におきまして勧誘等の行為が行われるということであれば、それ

については抵触するおそれがあるものと、そのように考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 でしょう、抵触しておるんですよ。違法な契約なんですよ、まるっきり。監視団体なんですよ、

破防法の。監視団体の、まして偏った機関紙なんです。それが堂々と机の上に置いてあるわけで、

それと堂々と集金して、堂々といっておるんです。 

 市会議員というのは、議会から市役所全てのことについて監視、チェック機能を果たしておる人

間だと僕は理解しております。正常に市民の税金が使われているのかどうなのかというのを調査

し、監視し、提言していく立場でございます。職員にとっては、議員というのはうざこい存在だと

思いますよ、強い立場だと思います。１歩、２歩強く言って、これどう、これどう、これ勉強のた

めにとってよ、どうと言うたら、それが活動費になるんですよ。それを今まで、僕の聞いた中では

七十何人おるということは一体どういうことやと思うんですけれども、それって議員さんに言われ

たら、これ勉強のためにとってよと言われたらとらざるを得んでしょう。 

 現に亀山市で、僕はとっておる人の名前もずうっと拾ってありますけれども、読んだらみんな管

理職ですやんか、やっておることは。それって、職員はどういうふうに感じてとっておるのか、ど

う思いますか。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 先ほども申し上げましたが、この契約については個人の契約でございますので、その方の意思等

につきましては十分把握はしていないところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 個人の契約ですので、これは基本的なものですけれども、そうしたらあなたはとっていますのか

な。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 
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○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 個人の契約でございますが、購読をいたしております。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 基本的に、ここのみんな一人一人に聞きたい気分ですけれども、もう一人一人聞いてありますの

でもうあえて言いませんけれども、圧力をかけて、それに違反しておるわけでしょう。そういう勧

誘は認められるのかどうなのかという、とっておる部長からちょっとお聞きしたいんですけれど

も。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 先ほども申し上げましたとおり、勧誘そのものが庁舎内の中で執務中とか、庁舎内の中で行われ

るということであれば、これは庁舎管理規則に抵触するおそれがあるものと、そのような認識をし

ておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 これは人の思想の問題ですので、私はそこまで踏み入って、どちらを向いておろうが関係ないの

で、僕に迷惑さえかからんとおけばよろしいですのであれなんですけれども、まず理解してほしい

のは、職員がそこまでもう要らんのやと、解約したいんやと、もうやめてくれと言うておる声とい

うのは企画部長としては認識をしておらなあかん話と、市長も認識していなければならないと思い

ます。 

 では、政治的中立性に関してお伺いさせていただきます。 

 一般職員は地方公務員法第３６条において、庁舎内で政治的中立を保たなければならないことに

なっております。 

 確認ですが、庁舎内で販売を許されております業者、弁当屋さんもそうだと思います。あると思

いますけれども、もう一回そこで聞きたいんですけれども、新聞「赤旗」について、勧誘、集金、

配達を市長は許したのか。 

 それと、机に置かれている新聞について注意をしたことがあるのか。それがカウンターに置いて

あるから僕は言うたわけで、見えないところに置いておくんだったらあれなんですけれども、これ

は政党が発行する機関紙、監視団体の機関紙ですよ。それに対する活動資金を渡しておるのと一緒

のことなんです。そうであることをわかっておるのか、まずその認識があるのかということをお聞

かせ願います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 新聞「赤旗」につきましては、日本共産党の政党機関紙という認識は持っておるところでござい
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ます。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 中立性を担保できておるのかどうなのか。 

 机の上に置いてあったり、中で勧誘したり、集金したり、配達したり、それで中立性を担保でき

ておるのかということを、今の現状。今までそうだったからそうだという話じゃなくて、それが担

保されておるのかということを聞きたいんですけれども。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 繰り返しになると存じますが、執務中に庁舎内で行われる行為であれば、これについては庁舎管

理規則に抵触するおそれがあるというふうに認識をしておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 抵触しておると認めてもらっただけでもあれですので、ぜひとも改善をしていかなければならな

いと思います。 

 今回は職員が声を上げなければ、僕は普通に置いてあるものだなと思ってやり過ごしておるわけ

なんです。そうしたら、手紙が５通も６通も来たわけなんです、ある日を境に。何でこんなことに

なっておるのかなと思ってずうっと、これは僕と相反するところですので、基本的に余り触れては

いけない問題なのかなと、タブーな話なのかなと私は思っておりました。 

 しかし、新聞は、その思想は個人の自由なんです。俗に言う右も左も自由なわけでありまして、

それは読みたいんだったら個人で契約してもうて、違法な勧誘で契約したものは、違法にしたもの

は市長、どう思われますか。それについてはどう思っておるのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 当然ながら、地方公務員であります市職員は、その政治的中立を市民から疑われるようなことが

あってはならないと、このように感じております。 

 一方で、議会の政治倫理上におきましても、市職員の公正な職務執行を妨げないようにすべきこ

とは、これは本市の政治倫理条例にも明記をされておるものというふうに承知をいたしております

が、ただいま議員ご指摘をいただきましたような、例えば議員がその権限や地位を利用した勧誘

や、私どもの庁舎内管理規則に違反した配布、販売、集金といった実態は問題であるというふうに

考えております。 

 ただし、職員が本人の自由意志によりましてこの政党機関紙を読みたいのであれば、これは庁舎

外の自宅で購読をすべきものというふうに考えるものであります。 

○議長（西川憲行君） 
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 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 そうなんですよ。基本的にそうしてもらえば何の問題もなくて、個人の思想も守れるわけなんで

す。違法に庁舎管理規則に反して、それで契約、集金をバッジをつけて行って、勉強のためにどう

やなと、管理職になったらどうやなって。だから、組合にも入れやん人は泣いておるわけでしょ

う、管理職になって。そういうことを市長は考えて、今度からそういう欲しい人があれば自宅でと

いうことをもう一度聞きたいですわ。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 先ほども申し上げましたが、本人の自由意志によってその政党機関紙等々を読みたいのであれ

ば、庁舎外の自宅で購読をいただくというのが当然であろうというふうに思います。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 市長、ご英断やと思いますよ、当然の話。 

 バッジをつけて新聞どうやと言われたら嫌と言えやんのですよ、基本的に職員というのは。それ

をやり続けて、２０年やり続けたんです。そんなことはちゃんちゃらおかしい話。それは市長、一

度、自分の若い衆ですよ、自分の従業員、そうやって泣いてこっちに手紙を出してきた、市長に出

すべきものをこっちに来たわけなんですから、その辺のところをよく考えていただきたいと思いま

す。 

 次に、図書館に移っていきたいと思います。 

 現在、図書館における蔵書冊数はどれぐらいあるのかお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 亀山教育委員会事務局参事。 

○教育委員会事務局参事（亀山 隆君登壇） 

 図書館の蔵書冊数でございますが、平成２９年度末における図書館の全蔵書冊数は１６万６,７

８９冊でございます。 

 その内訳は、市立図書館が１４万９,７７８冊、関図書室が１万７,０１１冊となっております。 

 なお、この冊数は、それぞれの開架書庫及び閉架書庫における雑誌を含めた全冊数でございま

す。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 そこの中で、それでは寄贈された図書についてはどれぐらいあるのでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 亀山参事。 

○教育委員会事務局参事（亀山 隆君登壇） 
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 図書資料の寄贈された分の内訳ということにつきましては、かなり詳細なものをきちっとデータ

としてつくっておるわけではございませんけれども、寄贈に関しましては、郷土に関する資料、あ

るいは多くの方に利用していただきたい、そういった理由から寄贈いただいているというものでご

ざいます。 

 このほか、公的機関などからの各種計画でありますとか、市住民の皆様への周知を目的としたよ

うなものも寄贈いただいているというものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 具体的には図書資料の寄贈をどのような基準で、これは全て受けるというのが基本姿勢やと思い

ますけれども、どのような基準で受けてみえるのかお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 亀山参事。 

○教育委員会事務局参事（亀山 隆君登壇） 

 図書の寄贈につきましては、個人でありますとか企業、団体などから絵本でありますとか小説、

レシピ本といったようなさまざまな図書資料の寄贈をいただいているところでございます。このほ

かには、新聞や冊子などの逐次刊行物などのご寄贈もいただいているところでございます。 

 この取り扱いにつきましては、内部での運用として目安という共通の認識はしておりますが、現

在のところ規則や基準としたものは定めておりません。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 これも市民の、これは住んでいる人からの通報というか、メールをもろうて見てきたんですけれ

ども、例えば、図書館内に新聞「赤旗」、特定政党が発行する機関紙が置いてありますけれども、

置いてある経緯というのはどこに至ったのか。偏った新聞だけしか置いていないんですけれども、

その経緯というのは教えていただけませんでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 亀山参事。 

○教育委員会事務局参事（亀山 隆君登壇） 

 新聞「赤旗」については、かなり以前からご寄贈としてお受けしているところでございますが、

具体的にいつごろから、どのような経緯でご寄贈いただいているかについてははっきりとしており

ません。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 いつごろからわからんか、それはあれですね。 

 そうしたら、寄贈したら、市長からやと思うんですけど、お礼をしたりとか、お礼を言うたりせ

なあきませんわね、物をもうたら、基本的に寄贈をしてもらったら。一体、何て言うのかな、寄贈
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は誰から寄贈されておるわけですか、教えてください。 

○議長（西川憲行君） 

 亀山参事。 

○教育委員会事務局参事（亀山 隆君登壇） 

 現在、ご寄贈いただいている状況につきましては、過去の職員からの聞き取りも含め聞き取りも

行っておりますけれども、日本共産党亀山市議団からご寄贈いただいているものと図書館では認識

しております。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 そうなんですか。 

 市議団から寄贈を受けておるということですので、それはある程度また改めてやらせていただき

たいと思います。 

 今後の考え方についてお伺いをさせていただきます。 

 他市では、政党機関紙、政党が発行するものを予算化した上で、いろいろあると思うんですよ、

日本には。公党と、共産党も公党、自民党も公党、公明党も公党。それを予算化して、その寄贈じ

ゃなく、寄贈はできませんので、寄贈じゃなくしていくのが市役所の役目じゃないのかなと。もろ

うたらよしじゃなくて、そういうことは考えられないんでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 亀山参事。 

○教育委員会事務局参事（亀山 隆君登壇） 

 図書館では、ユネスコ公共図書館宣言や図書館の自由に関する宣言の趣旨に基づき、市民の皆様

の知る自由を担保しつつ、公平性、中立性を持った視点に立って幅広い分野の図書資料の収集、提

供、保存を行うことが求められていると認識しております。 

 今後は、亀山市立図書館整備基本計画において記載をさせていただいておりますように、蔵書計

画の策定を進めてまいります中で、今回ご指摘いただいた点も含め図書資料の充実について、十分

に検討を重ねてまいりたいと存じます。 

○議長（西川憲行君） 

 髙島議員。 

○３番（髙島 真君登壇） 

 きょうはこの２点を聞こうかなと思ってやってまいりました。基本的には弱い者の味方というの

が、弱い者から新聞を売りつけて金を巻き上げておったという落ちがついたという話でございま

す。 

 そういう話でしょう。何と言うか、庁舎管理規則に反して勧誘して、バッジをつけて勧誘して、

それでやったという話を僕はずうっと調べてきたんです。必要があればどこでも書類は出しますの

で、いつでもおっしゃってください。 

 じゃあ、これで質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 
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 ３番 髙島 真議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 １時３４分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時４４分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１６番 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 質問に入る前に議長に一言お願いをしておきます。 

 ただいまの髙島議員の質問については、全く私たちに問い合わせも何も確認もされずに、そして

話の中身としては公党に対する誹謗中傷、議員団に対する誹謗中傷、そして事実に基づかないもの

が幾つもありました。この点については、こういう公の場で発言をするということ自体、私は問題

があると。だから、そういう誹謗中傷である、それから事実に基づかない、そういうものについて

はきちっと議会として精査をしていただきたい。その上で対処していただきたいということを申し

上げて、質問に入りたいと思います。 

 通告に従い、質問いたします。 

 まず、亀山駅周辺整備事業についてであります。 

 市街地再開発組合の設立に絞って質問をいたします。 

 先日の亀山駅周辺整備事業対策特別委員会では、今までの市街地再開発準備会から市街地再開発

組合へ移行する再開発組合設立発起人５人が選任をされ、８月１日に立ち上げられたことが報告を

されました。これは都市再開発法１１条に、事業の施行区域内の宅地について所有権または借地権

を持つ者は、５人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、

都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができるとあり、今回の発起人会はこれに基づい

ております。 

 それで、まず今後どういうスケジュールで組合設立に向かわれるのか、いつごろそれがされるの

かお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 １６番 服部孝規議員の質問に対する答弁を求めます。 

 亀渕産業建設部次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 組合設立に向けた今後のスケジュールでございますが、まず都市再開発法第１５条に基づく施行

地区公告の申請が発起人よりなされました後、市において施行地区公告を行います。 

 この公告後、３０日以内に未登記の借地権を持つ方は、借地権の申告を行っていただきます。 

 申告により権利者が確定しますことから、宅地の所有者及び借地権者に対しまして同意の取得を

行うとともに、公共施設管理者に対しても同意を得ることとなります。 

 また、組合の定款に記載する必要のある参加組合員について、不動産開発業者等との協議を行い、

準備会の承認を得て協定書の締結を行う予定でございます。これらの手続を含め、組合設立に必要
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となる事業計画及び定款を定めまして、都市再開発法第１１条に基づく組合設立、事業計画認可の

申請を行うこととなります。 

 なお、現時点では年内の組合設立を目指しているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 特別委員会でも報告を受けましたけれども、きょうの話では年内には組合を設立したいというこ

とであります。 

 まず、この表を見ていただきたいと思います。説明をしたいと思います。 

 これは、第１種市街地再開発事業の流れと、それからそれにかかわる住民との関係を示す表であ

ります。 

 まず、１の準備段階というところに入ります。 

 これは、準備会が既に結成をされております。 

 それから、その後、都市計画決定がされますけれども、都市計画決定については地域の同意は必

要ありません。これは３月に都市計画決定がされたということであります。現時点のところは、表

の２の都市計画決定段階まで来ているというのが現状であります。 

 今後ですけれども、３の事業計画決定段階に進みまして、再開発組合の設立となると。これが市

は今のところ年内にしたいと、こういうことですね。これは法２０条で、地権者の人数とその面積

の３分の２以上の同意が必要で、組合設立に不同意の人も強制的に組合に加入させられ、脱退もで

きないと、こういう法律であります。その後、県知事の認可を受け、事業が正式にスタートするわ

けですけれども、この県知事の認可といっても、認可基準を満たしておればしなければならないと

いうことなので、これでとまるということはないということであります。 

 このスタートから３０日の間に、次は転出申し出期間。つまり地区外へ出ていくということを申

し出る期間があります。例えば、この事業に参加をしたくない地権者は、申し出て地区を出るとい

うことがされます。これが、いわゆる私が言う追い出される自由ということであります。事業の不

同意者がいなくなる場合がこれであるわけですね。これがやっぱりこの法律の恐ろしいところだと

私は思っております。 

 この転出申し出期間が終了した翌日に資産の評価基準日がスタートいたしまして、この時点で再

開発前の地権者の資産を評価すると。土地や建物やとかというのをね。 

 また、再開発後のビルの床、例えばマンションに入るということであれば、それがどの程度の値

段でなるのかということの概算額を出すというふうになっております。つまり、組合を設立してか

らでないとこういうことがされないということになっております。つまり、再開発に不同意の人は、

もうこの時点で追い出されるというようなことが起こるということであります。 

 そして、そういうことが終わった後で、資産の評価がされて概算額が示されると、こういう流れ

になっておるわけです。 

 次に、４へ行きますけれども、このように権利変換計画決定段階に移っていくわけですけれども、

この時点で権利変換計画の縦覧が行われますと。これで権利者は、ビル内のどこにどういう権利が

あるか。例えば、マンションの何階にどれぐらいのスペースが与えられるのかということが決まる
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ということですね。 

 こういう権利変換処分に対して、その通知から６０日以内に行政不服審査請求とか、それから行

政訴訟もできるようにはなっておりますけれども、事実上、個人ではなかなかこういうことはでき

ないだろうというふうに思います。 

 そして、この変換期日をもって再開発前の地権者の土地は、ビルの敷地として再開発ビルの権利

者の共有のものになるということですね。個人のものではなくなるということですね。 

 そして、その後、土地の明け渡し請求があって、場合によったら行政代執行という強制権もある

んだというふうになっております。 

 そして、５に入ってきますけれども、工事の着工、そして６で何年か後には工事が完了して、再

開発ビルがオープンをするというのがこの事業の流れであります。 

 それで、お聞きしたい。 

 ２０条で、組合設立に不同意の人も強制的に組合に加入させられ、脱退もできないということで

間違いないのか、確認でお伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 都市再開発法第２０条におきまして、施行地区内の宅地所有者及び借地権者は全て組合員となる

とされておりますことから、組合に加入することとなります。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 本当に強制なんです。 

 今までいろいろ言ってきましたけれども、全員合意というのを当初言いながら、もう今は法的に

３分の２でできるんだからということでどんどんやってきているわけですけれども、その狙いとい

うのはここにあるんですよね。つまり、全員合意がとれなくても、組合を３分の２で設立してしま

えば、あとはもう追い出す自由で、追い出される自由で、結局不同意の人がいなくなる。こういう

ことが起こるので、組合さえ設立してしまえば、結局不同意の人も強制的に加入させられて、それ

で事業に参加するのが嫌だということになれば、地区外へ出ていってくださいということなんです

よね。非常に私はひどい法律だろうというふうに思います。 

 それで、先ほども言われましたけれども、この２ブロックのエリア内の地権者の人数と、それか

らその人たち、所有権、それから借地権を持つ人たちの３分の２以上で組合が設立できると、そう

いうふうになっておるわけですけれども、現時点でそういう３分の２の同意が得られているのかど

うか、この点をお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 現時点で同意は３分の２得られているのかということございますけれども、今後、権利者より同

意書を取得することになりますので、今同意率を明確にお示しすることはできませんけれども、権
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利者とのヒアリングにおいて、多くの権利者より同意の意向があるという旨の意見をいただいてい

るところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 現時点では３分の２の同意はないということだというふうに思います。 

 この組合が設立されて、事業が正式にスタートをする段階から３０日の間に再開発エリア、つま

り２ブロックからの転出申し出期間があるというのは先ほど言いました。 

 そこで、この再開発事業には参加したくないという人がこの申し出期間中に申し出て地区外へ出

るんですけれども、そのとき、転出する場合の費用、それから場所、転出先、これは全て個人が全

て責任を持つのかお聞きしたいという１点。 

 それから、もう一点は、こういう参加したくないという人が申し出せずに転出しなかった場合は

どうなるのか、この２点をお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 転出者に対しては、都市再開発法第９１条に基づきまして、現在の土地及び建物の資産価格の補

償が支払われるとともに、都市再開発法９７条に基づく工作物や動産移転補償等の通常損失補償が

支払われることとなります。 

 こういう場合、住み続けることができるのかということでございますけれども、都市再開発法に

おきましては、権利変換を希望しない旨の申し出を行わなかった者は、基本的に権利変換を行うこ

とになります。 

 しかし、申し出後に、先ほど議員がおっしゃられますように土地の明け渡し等を行うのではな

く、補償額の提示を行いまして、それで金銭的な部分で転出されるという方もございますので、そ

ういうふうな部分で明け渡しをそういう方については受けることになります。このようなことか

ら、直ちに転出というのは、設立後に直ちに転出するようなことではございません。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 今わかったのは、出ていく人については手厚くいろんなことがある。それから、すぐに出ていけ

とは言わないけれども、権利変換の時点でまだいるという場合には、先ほども言ったように土地の

明け渡しということも当然起こってくるということですね。だから、直ちに出ていけとは言わない

けれども、先々では出ていけという話ですね、これね。やっぱりこれもひどい話ですよ。一旦組合

が設立されると、こういう所有権を持っている人、または借地権を持っている人はもう強制的に組

合に入る、脱退は認めない。それが嫌ならもう出ていってくださいと、地区から出ていってくださ

いということですね。 

 こういうやり方って非常にひどいやり方だなというふうに思います。こういうやり方をやって本

当にいいのかというふうに思うんですよ。このことについて、心が痛みませんか。その点はどうで
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すか。これはもう法律にのっとってやるんだからいいというふうに思いますか、その点を聞きたい

と思います。 

○議長（西川憲行君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 都市再開発法の公的な仕組みといたしましては、法２０条によりまして、先ほど申しましたよう

に全ての方が組合員となっていただきまして、その中で十分な話し合いを行いまして、権利変換等

にご理解をいただいた上で事業を進めていくこととなります。 

 また、組合設立に同意されない権利者の皆様に対しましては、より丁寧に対応いたしまして、事

業に対するご理解を得ながら、地区内により強制的に転出いただくことがないように十分な対応を

していく必要があるというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 答えになっていませんね。 

 要するに、最終的には法律に従って出ていってもらうと、こういうことなんですよ。だから、こ

の法律に従った組合設立は、やっぱりやるべきではないということを言っているわけですよね。 

 この法律でいくと、組合設立後に地権者の資産が評価をされて概算額が示されると。つまり、現

時点で組合が設立されていませんので、そういう資産も評価をされていませんし、概算額も示され

ていないと、こういうことですね。そういう中で、組合設立するのかどうかということを同意を求

められているわけですよね。 

 しかし、普通、誰でもそうですけれども、自分の土地や家を買うとか売るとかいうときに、どれ

ぐらいの値になるのか、転居先がどうなるのか、こういうこともわからずにいいとか悪いとか決め

られませんよね。それを今迫っているわけですよ。このことを本当にどういうふうに考えてみえる

のかということですよ。 

 それで、私が聞きたいのは、現時点で地権者の資産の評価などが明らかにならない段階で組合設

立への同意を求めるということ、このことを本当にするのかということを１点お伺いしたいと思

う。 

 それから、もう一点は、権利変換の段階で自分の資産の評価が少なくて、新たにつくられるマン

ションの権利床に移れない人がありますよね。そういう人はマンションにどうすれば移れるように

なるのか、このことですね。 

 それから、移れない場合、地区外へ転出することになるのかどうか、このことについてお聞きし

たいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 まず、１点目でございますけれども、設立時に資産の額が現時点で明らかでない状況の中で、組

合設立に同意が得られるのかということでございますけれども、権利者の資産額等の確定には、組



－２１３－ 

合設立後、詳細な調査を実施する必要がございます。 

 しかし、現段階において、一定の従前資産額の概算や権利変換後のモデルの提示は必要なことで

ございますから、準備会の理事会におきまして整理した資料をもとに、各権利者に対しましては建

物の外観調査等から算出いたしました概算の評価額及び権利変換後の資産モデルを示しまして、同

意に対する意向を確認しているところでございます。 

 ２点目の小さい権利者についてはどのような対応になるのかというところでございますけれど

も、権利者に対しましては概算の資産額等をお示しいたしまして、権利変換または転出についてご

検討いただくことになります。 

 そのような中で、従前の資産額のみで権利変換による住宅権、要は保留床でございますけれど

も、それを確保できない権利者につきましては、不足部分の価格に見合った金銭を追加することで

住宅の権利床を確保することが可能となります。 

 また、資産額に見合った住宅権利床の床面積が確保できるかにつきましても、計画段階で協議検

討を行うこととなります。 

 いずれにいたしましても、権利変換等による権利者の将来の生活設計については重要なことでご

ざいますので、組合内で十分に協議を行い対応していくものというふうに考えております。 

 ３点目でございますけれども、資産が小さくて転出せざるを得ない方に対して、移転費用等はど

うなるんだというふうなことだと思いますけれども、資産の大小にかかわりませず、転出される権

利者に対しましては資産額に見合った法第９１条の補償及び動産移転費や営業補償等の法第９７条

の補償が支払われることとなります。 

 なお、土地の明け渡しをされない権利者につきましては、権利変換まで十分協議を行いまして、

権利変換や転出による対応を行っていくこととなるというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 要するに、きちっとしたものは組合設立後じゃないと出せないということですよね。あくまでも

一定のというふうな概算と言われましたけれども、果たしてそれで納得するのかどうかですよね、

地権者のほうがね。 

 それから、問題は資産の評価が小さい人ですよね。これもやっぱり、例えばマンションが３,０

００万、自分のところの資産の評価が１,０００万であれば、２,０００万の追い金をしないとマン

ションには入れませんよと、こういうことなんですよね。そうすると、この人も２,０００万がつ

くれなければ出ていかざるを得ない。地区外へ出ていくと、これもまた追い出しなんですよね。 

 先ほども言いましたように、再開発に不同意の方も地区外へ出ていってくださいと。それから資

産の評価が小さくて、とても権利床を確保できない人も地区外へ出ていってくださいと。これがこ

の法律なんですよね。まさに、これは追い出しじゃないですか。 

 こういう形で、結局残った人だけがやるのがこの再開発組合。それ以外の不同意の人は出ていっ

てください、それからお金のない人も出ていってくださいと、こういう形で整理していくわけです

よ。これはとんでもないやり方だと私は思います。 

 やっぱりこの都市再開発法に問題があるんですけれども、やっぱりこれは自治体が施行する場合
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でも民間がやる場合でも、やはり事業者が進めやすいように法律をどんどん変えてきているんです

ね、この間にね。だから、こういうふうに住民の権利なんかはもう犠牲にされているわけです。い

かに早く事業ができるかということでやっているために、こういうことが平然と行われるわけです

よ。だから、本当に組合設立を強行するということは、私はやるべきではないというふうに思いま

す。一旦これをしてしまうと、もうここまで行ってしまうんですよね。そんなことを本当にやるの

かということなんですよね。 

 最後にもう一つ聞きたいんですけれども、先ほど権利変換日以降に土地の明け渡しを求められる

という場合が出てきます。そのときに行政代執行という強制権もあるというふうに言われているん

ですけれども、そういうことでいいのかどうか。代執行があり得るのかどうか、これをお聞きした

いと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 都市再開発法第９８条には、土地や建物の引き渡しが行われない場合に、都道府県知事等は施行

者の請求により行政代執行法に基づく対応を行うことができるとされております。 

 しかし、これまで築いてきた地域のきずなやコミュニティがあることから、これらの権利者に対

しても丁寧な対応を行いまして、ご理解が得られるように取り組んでいくこととなるというふうに

考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 まあ、何回聞いても丁寧に説明するとか言いながら、どんどん進めてきておるわけですよ、強制

的にね。 

 最後に市長に聞きたいです。 

 こういう形で不同意者は地区外へ出ていくことができる。それから資産の少ない人については、

これも地区外へ出ていくこともあり得る。それからここに住み続けたいという人についても、その

資産の評価については組合設立後じゃないときちっとした数字は出ない。こういうことが今回明ら

かになったんではないかなと思うんですけれども、こういう形で進めていくということについて、

市長は何の心配もありませんか。私は、こんなやり方はすべきじゃないと思うんですけれども、本

当にこれは地権者や市民の立場に立っていいことだと、すべきだと、進めるべきだというふうに考

えてみえるのか、市長の見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 服部議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 このような状況の中で事業を進めていくことをどう思っておるんやというご趣旨でございました

が、当初の予定よりは少しおくれてはおりますものの、ご案内の本年３月に都市計画決定を行った

ところであります。 
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 また、先月８月に５人の発起人が選任をされまして、現在、これもご案内のとおり住宅開発事業

者の選定協議が進められておりますなど、法的手続も含めまして再開発事業のための大きな枠組み

ができつつございます。 

 それと並行いたしまして、今、触れていただいておりますが、同意の取得といった個々の権利と

の調整等が進められておるものと認識をいたしておりまして、駅周辺の再生のために私ども市とい

たしましても、今後もしっかり準備会を支援してまいりたいと考えております。 

 これもご案内のとおり、この駅前の再生、そしてこの第１種再開発事業等につきまして、前期の

亀山市総合計画後期基本計画に位置づけ、そして現在、昨年スタートいたしました第２次総合計画

の戦略プロジェクトの一つとして位置づけ、私どもも議会の皆様のご同意をいただきながら前進を

させてまいっておるところでございます。今、本当に申し上げたような大きな枠組みが、特にまた

個々の権利に関しますことにつきましても、あわせて確実に進めていくことが重要でございまし

て、これを本当に長年のきのうきょうの話ではございません。今日に至るまでも、今お話がありま

した地域のコミュニティのきずなだとか、資産の大小にかかわるそれぞれの思いだとか、こういう

ものも踏まえてこの事業が展開をされて積み上がってきておるものでございます。 

 したがいまして、この事業を全員の同意が得られない状況の中で事業を進めていくのかというこ

とでありますが、私どもとしても、今進めておりますこの事業がしっかりとさまざまなことに配慮

させていただきながら、市を挙げてしっかり支援をしながら進めてまいりたいというふうに考えて

おるところであります。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 簡単に言えば、長年積み上げてきたものだから、犠牲が出てもそれはやむを得ないんだと、事業

をやるんだと、こういう意思だったというふうに思います。 

 私はこの全員合意がないまま、法的に可能な３分の２以上で組合を設立するということになれ

ば、当然不同意者は外へ出ていくと、追い出すということになりますし、権利変換の段階で評価が

小さければ地区外へ出ざるを得ないという、こういうことです。最後まで残っても、土地の明け渡

しで行政代執行、こういうことで出されてしまうということですね。 

 やっぱり、このやり方を進めていくと、今、市長が言われましたけれども、地域の本当にコミュ

ニティというのが壊されるんですよ。今、駅前の商店街、非常に小ぢんまりとしたいい固まりがあ

るんですけれども、これを本当に進めていったら、その人たちの生活、それから長く培ってきた人

間関係、本当にこれはずたずたに壊してしまいますよ。誰が追い出したんや、こういう話になるん

ですよね。 

 その跡地に何ができるか。ほとんどの方が住まないんですよ、もう。マンションに一部住まれま

す。何ができるかと、４階建ての図書館ができる、地下に駐車場ができます。そして、その後ろに

１０階以上の６０戸と言われるようなマンションができるんですよ。もう全くさま変わりしたもの

ができるんです。だから、今あるようなああいうほのぼのとした商店街のようなまちは、もう全く

消えてしまうんです。だから、そんなことまでしてやる必要があるのかどうか。 

 これは費用も、今回取り上げていませんけれども、この間４５億が５０億になったと言われまし
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た。 

 しかし、これは計画が本当に出てきたら、もっと大きくなると。場合によったら１００億近い金

額になるんではないかなというふうに私は思っています。だから、こういうことをやってまで本当

に強引に進める必要はないと思いますし、やっぱり事業自体を見直して、市民や地権者の合意が得

られるもの、こういうものをやっぱり市としてきちっと追求すべきだということを求めていきたい

というふうに思っております。 

 次に移ります。 

 立地適正化計画の問題であります。 

 昨年１０月に立地適正化計画がつくられました。この立地適正化計画というのは、今後の人口の

減少、少子高齢化、そういうものを踏まえて公共施設などの医療・福祉・商業施設や住居を駅周辺

や中心街に誘導したり維持するということで人口を維持しようと、こういう計画であります。 

 この中で、人口減少の中でも住む人をふやす地域として、特に居住誘導区域というのを設定して

おります。これは特に駅、ＪＲの駅を中心に亀山中央、関、井田川、この３つを指定しておりま

す。この居住誘導区域には公共施設などの都市機能を誘導すると、こういうふうに書かれておるわ

けです。南崎に予定をされています認定こども園もそうですし、駅前の図書館移転もこの一つであ

ります。 

 ところが、現庁舎の問題、これは亀山中央に位置をしているわけですけれども、ところが、これ

については、庁舎については立地適正化計画では何も触れられていない。一番市の根幹の施設であ

りながら、これがどこへ行くのか、どこになるのか、こういうことが一切触れられていない中でこ

の計画がつくられている。 

 市長にこれをお聞きしたいんですけれども、やはり新庁舎の位置というのは、この立地適正化計

画、先ほど言いましたけれども、この意味から言えば当然亀山中央で建てなきゃならんというふう

に思うんですが、見解を、これは簡潔にそういうふうにやるというのか、いや、そうではないとい

うのか、簡潔にお答えいただきたい。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 この立地適正化計画の策定の段階におきましては、今の庁舎の位置等々、現在もそうなんです

が、未決定でございまして、私どもとしては、この庁舎の今後の規模、内容、あるいは場所等々に

つきましては本年の計画の構想、それからその後２カ年かけて基本計画を整理いたしてまいります

ので、この中で決定をして、また今後の都市計画に位置づけていこうというふうに考えておりま

す。 

 当然、この立地適正化計画でいいます都市機能誘導区域につきましては、さまざまな医療施設や

子育て支援施設や商業施設や教育施設や文化施設や行政機能も含めた機能が当然誘導されるべきも

のというふうに考えておりますが、市役所の位置につきましては、今後の検討の中で決定をしてい

くものというふうに現時点では考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 
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○１６番（服部孝規君登壇） 

 今のはおかしいですよ。 

 現に立地適正化計画で都市機能を誘導するというんですよ。だから、認定こども園を持ってく

る、図書館を持ってくるという。市役所は出ていくんですか。もう崩れますよ、これは立地適正化

計画自体が。それを聞いているんですよ、これをはっきりしないと立地適正化計画が死にますよ、

これ。 

 もう一遍聞きます。 

 亀山中央につくるのかつくらないのか、はっきり言ってください。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 新庁舎においては、当然都市機能を有する施設でありますから、原則、都市機能誘導区域へ誘導

されるべき施設と考えております。 

 しかしながら、都市機能誘導区域への誘導の考え方は、都市機能を有する全ての施設を誘導する

というよりは、極力区域内へ誘導するものであるということであります。 

 現在、新庁舎につきましては、新庁舎の建設庁内検討委員会を設置して検討を進めておりまし

て、本年度策定いたします基本構想において、建設候補地選定の考え方や条件を示して具体的な建

設候補地につきましては、次の基本計画の中で検討、決定をしていきたいというふうに考えており

ます。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 市長、今、極力と言われました。 

 じゃあ、認定こども園も図書館も極力でいいわけですよね。説明会で聞いていますと、立地適正

化計画に位置づけられておるから、絶対これは南崎なんやとよう言うわけですよ。 

 だけど、市長が言われるように極力やと。だから、反対があったらそれ以外のところへ持ってい

けばいいんですよ。現に南崎では住民が反対していますよ。あんな大きなものをこんな狭いところ

へ持ってきたら困るということで。図書館もそうですよ、全く市民の意見を聞かんと勝手に持って

いったわけですよ、駅前へ。 

 これ、極力でいいなら、駅前にすることもないし、南崎にすることもないんですよ。市役所だけ

極力そういうふうにします、そうでない場合もありますと言っておいて、認定こども園と図書館は

絶対ここでないとあきませんと、そんな理屈成り立ちますか。こんなのご都合主義じゃないです

か。だから、私は言うんですよ。立地適正化計画じゃない、立地適当化計画やと。本当に適当なん

ですよ、これは。そんな勝手な話はないでしょう。 

 じゃあ聞きますけれども、認定こども園と図書館、これは立地適正化計画に縛られずに考えると

いうことでいいんですね、確認したい、極力で。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 
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○市長（櫻井義之君登壇） 

 認定こども園も、いわゆる図書館につきましても、この立地適正化計画の都市機能誘導区域への

誘導施設として位置づけをさせていただいておるものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 そんな理屈通りませんよ。一番大事な根幹の市役所の施設を、亀山中央にちゃんと置きますとい

うことを言わないんですよ。言わずに置いて、そして認定こども園と図書館は絶対この亀山中央じ

ゃないとあかんと言うんですよ。そんな理屈成り立ちますか。 

 やっぱりこれは、私は立地適正化計画を何でこんなに急いで決めたのかということですよ。だか

ら、市役所の位置が決まってから立地適正化計画を決めれば、こんな問題は出なかったと思います

よ。市役所の位置が決まらないのに、何でこんなに急いで決めたんですか。 

 これは駅前の再開発があるからですよ。だから、こんな矛盾を起こすんですよ。何も国はいつま

でに立地適正化計画を決めよと言ったわけじゃないですよ。あなた方が去年の１０月に慌ててつく

ったんですよ、決めたんですよ。これは議会も議決していません。これは市がつくった計画です。

そのこと自体がやっぱり問題だと思うんですよ。だから、これは立地適正化計画の見直しをしなき

ゃならん。でないと、つじつまが合いません。 

 見直しをする気はありますか。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 今申し上げたように、当時の立地適正化計画策定の時点で、現在もそうですが、新庁舎の位置に

つきましては未決定でございます。したがいまして、私どもとしては、都市機能の誘導の区域とし

て立地適正化計画を策定いたしておりますが、これは当然しっかり前へ進めていかなくてはなりま

せん。 

 また、市役所の新庁舎の位置がここ３年間の間に決定をしていきたいと思っておりますが、この

決定後におきましては、それぞれの都市計画や関連する立地適正化計画等々に組み込んでいく、こ

ういうことになろうかというふうに思っているところであります。 

 いずれにいたしましても、本当に現時点で新庁舎の位置等々につきまして、基本的な事項につき

ましてはしっかり多面的に検討していくと、これが優先しなくてはならんと思っておりますので、

その中で今後の都市計画との整合をしっかり、当然市役所というのは行政機関の中枢でありますの

で、都市計画上極めて重要な施設と機能というふうに認識をいたしておりますが、そのような今検

討をさせていただいておる途上であるということであります。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 だから言うんですよ。多面的に検討しなきゃならんでしょう、だから立地適正化計画を一旦もう

白紙に戻せと言っておるんですよ。でないと、これをそのまま残しておいて、認定こども園と図書
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館はこれに従ってもらいます。一番肝心な市庁舎は自由にやります、立適にこだわりません、とら

われませんって、そんな理屈は通らんと言うんですよ。わかりませんか、そんな簡単な理屈が。情

けないですよ、本当に。 

 それじゃあ最後、もうこれ以上言うても、どうも聞く耳を持たんようですので、もう安倍内閣と

一緒ですわ。 

 最後に、入札制度の見直しについてお聞きしたいと思います。 

 きのう、小坂議員がこの問題を取り上げられました。その中で指摘されたのが、新庁舎基本構想

策定支援業務委託の入札の問題がありました。これは５者の指名で２者が辞退、３者が応札。それ

で、東畑が１００万円で落札。ところが、予定価格を見ると１５７万円で、予定価格の６３.６９

％という低価格で落札をしたという、これが一つであります。 

 もう一つは図書館、去年の１０月に駅前に移転する図書館の基本計画策定というもの。これも入

札がありました。 

 このときには５０９万１,０００円という予定価格に対して、東畑は何と予定価格の２４.１６

％、２４％という価格の１２３万円で落札をした。こんな２４％で落札するなんていうのは通常な

いですよ。 

 これは小坂議員も言われたように、業者の狙いというのがあるんですよ。図書館をまず去年の１

０月に取って、年末に行われる駅前の再開発ビルなんかの基本計画、基本設計、これを有利に進め

る、こういうことがあるわけですよ。こういう流れの中で図書館をあえて２４％、予定価格の２４

％で落札しているわけですよ。 

 そのとおりになっているじゃないですか、駅前。落札９,４００万、１者ですよ。あとは辞退、

書類は取りに来たけれども、応札もしていないですよね、参加もしていないです。事実上、東畑が

ひとり勝ちというね。今回も、また市庁舎の問題でこういうことが起こっている。 

 こういうことを見てみると、やっぱり私はこの問題の根本にあるのが、最低制限価格が設定をさ

れていない、この問題だと思いますよ。つまり、幾らでもいいんですよ。 

 昔、私、覚えていますけど、広島県かどこかでリコピー、コピー機の入札で１円入札というのが

あったんですよ。１円で入札、落札したんですよ。そのとき、どういうことをやったかというと、

コピー機さえ入れれば、あとトナーの入れかえであるとか紙であるとか、いろんなものが発注され

てくる。だから、機械自体は１円で納品してもいいんですよ。それ以降のもののが随分稼げるわけ

ですよ。だから、１円で入札したと大問題になりましたよ、これ。 

 だから、今の亀山市の制度、きのうの小坂議員への答弁では適切やったと言うんですよ、入札

が。じゃあ１円でもよかったんですね。一遍これは確認で聞きたい。 

 例えば、東畑がこの２つで１円という入札をした。これでも入札としては妥当だと、適正だと、

こういうふうに言われるわけですか、その点を聞きたい。 

○議長（西川憲行君） 

 落合総合政策部次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 最低制限価格ですけれども、亀山市の契約規則におきましては、予定価格の５分の４から３分の

２の範囲で最低制限価格を設けることができるという規定にはなっておりますが、現在のところ運
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用はいたしておりません。 

 議員がおっしゃられました１円の入札があったということと仮定しますと、この今の運用上、有

効と考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 とんでもない話ですよ、これね。 

 １円でも有効なんですよ、今の制度でいくと。予定価格の範囲内で一番安いところが取るんです

よ、それだけしかないんですよ、決めが。 

 だからこそ、他の自治体なんかでもそうですけれども、最低制限価格。つまり、この金額よりも

以下では品質は保証されない。工事なんか特にそうですわね。それから、物でもそうですよ。成果

品がどうなるのか、そういう問題になってくるわけですよ。だから、余りに安い値段は、これはも

う成果品、納品されるものに影響が出ると。だからこそ、これ以下ではだめですよということで最

低制限価格を設けるようになっているんですよ。亀山市も一応契約規則を読むと、最低制限価格を

設けることができることになっているんですよ。ところが、しないんですよ。 

 それでお聞きしたい。 

 これは他市の動向がどうこうという問題じゃないんです。現実にこんなことが起こったんです

よ、亀山市で。これは見過ごせませんよ。業者の狙いどおりのことが結果として出ているわけです

よ。こんなふうに自治体の入札なりをされるということに対して、私は憤りを覚えます。だから、

これはやっぱり知恵の出し合いですから、業者がそういう対応をするなら、市のほうはそれを防ぐ

ための手を打たなきゃ、入札はそういうやりとりの繰り返しですよ。そういう意味で、今回こうい

う異常な安値で特定の業者が落札をしたと。市長に聞きますよ、これ。 

 こういうことを生んだということから考えて、最低制限価格を設定する必要があるというふうに

思うんですが、市長、今後この教訓を生かして最低制限価格を設定されるのかどうか、お聞きした

いと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 これまで市が契約をしてまいりました業務委託とか工事請負につきまして、低価格入札が原因で

契約内容が適正に履行されなかったことや粗雑な工事が行われた事例がないことから、現段階では

最低制限価格を設定いたしておりません。当然、競争入札等々を含めて競争性、透明性が担保をさ

れて、各そこに参加される事業者の経営戦略とか考え方はそれぞれにあろうかと思いますが、しっ

かり競争性や透明性が担保された上で、適正な事業者が選定されるということは当然のことであり

ます。 

 しかしながら、今後、いわゆる最低制限価格制度の運用につきましては、現時点では運用いたし

ておりませんけれども、今後につきまして、入札契約制度改革は今日まで進めてまいりましたけれ

ども、これにつきましても検討する必要があろうかというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 
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 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 もうはっきり言うてください。最低制限価格を設定するということをやっていくということです

ね。全部にということではないんですけれども、それをやっていくということですね。それを確認

したい。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 亀山市としても、今日までさまざまな入札契約制度改革を現状等々、実態をしっかり認識した上

で、あるべき姿を求めてまいりました。 

 今申し上げましたように、その種別にもよろうかと思いますけれども、種別によっては最低制限

価格制度の導入も検討する必要があるというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 最低制限価格を設定する必要があるという認識をお伺いしました。これは種類によってですね。 

 それで、市長、先ほどこんな事例はないと言われましたけれども、市長のときにはなかったかも

わかりませんけれども、その前の市長のときだと私は思っています、２０年、私議員をやっていま

すので。非常に低い価格で、ある工事が落札をされた。その当時、その課長が言ってみえたのは、

私はもう毎日現場へ行きますと。何が起こるかわかりませんと。余りにも安い値で落札されたので

ということで、その課長は本当に毎日工事現場へ行かれました。要するにチェックをしていまし

た。 

 つまり、安い価格で落札をしたということは、そういう問題がやっぱりあるんですよね。これは

別にどの施設で、課長が誰だったと言いませんけれども、そういうことを現実に私は聞きました

し、そういう話がしっかり頭に残っています。だから、やっぱり最低制限価格、安過ぎるというこ

とはやっぱり問題があるんだろうと、そういうことを思います。 

 きょうは３点質問をさせていただきました。やっぱり思うのは、市民、それからこの地域の人、

ここの声をしっかり聞いてください。それで、そこの人たちが本当に幸せになるようなことを市は

サポートする、それが私は市の仕事だと思います。決して何とか丸め込んでとか、何とか法律で押

し通していくとかいうようなやり方は決してね、たとえ物ができても、その地域は繁栄しません。

かなりしっぺ返しが来ます。もう明らかだと思います。だから、そういうことも考えた上でやって

いただきたい。 

 それから、市役所の位置、やっぱりこれは大事ですよ。これはきちっと決めて、それで立地適正

化計画の中の根幹として、市役所はここへ来ますからまちはこうなります、こういうことをするの

が本来の仕事だと思う。だから、それがない中の立地適正化計画は、やっぱり私はもう一遍戻して

考えるべきだというふうに思いますので、そういったことをきょうは。 

 それから、最低制限価格。これは市長は入れるというふうな見解を出していただきましたので、

これはぜひやっていただきたいと、そのことを申し上げて質問を終わります。ありがとうございま
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した。 

○議長（西川憲行君） 

 １６番 服部孝規議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ２時３２分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ２時４２分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１８番 櫻井清蔵議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 それでは、通告に従い一般質問させていただきますさかいに、よろしくご答弁のほどをお願いし

ます。一生懸命質問していますさかいに、丁寧な答弁をいただきたいと思います。 

 それでは、どれからやろうかなと思って思案しておったんですけれども、順番からいくと乗合タ

クシー制度及びタクシー助成金事業について、先にやらせていただきます。 

 議会に対して、２９年８月１８日開催の全員協議会で、初めて乗合タクシー制度のことが触れら

れました。その後、１０月１７日に、これも全協資料ですけれども、やられたと。基本的に、この

乗合タクシーについては、１つ目はバス路線再編による交通不便地域解消の限界であると。それか

ら、４つあるんですけれども、タクシー助成金の助成事業に対応するのも限界であると。 

 １個抜けておるんですけれども、４つ目には運転免許証返納者が自主返納できる環境づくりのた

めの推進事業であるということでスタートをされましたが、日がたつうちに、当初、議会に報告さ

れた内容からかなり変更がされています。 

 変更された事項について述べてほしいと思います、教えてください。 

○議長（西川憲行君） 

 １８番 櫻井清蔵議員の質問に対する答弁を求めます。 

 大澤産業建設部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 去る８月１７日に開催をされました議会全員協議会でご報告を申し上げましたとおり、乗合タク

シーの利便性を向上し、多くの方にご利用いただくためには、民間施設の特定目的地を増加させる

ことが必要不可欠でありますことから、庁内のバス等検討委員会、さらに亀山市地域公共交通会議

で再検討を行いまして、民間施設の特定目的地停留所負担金につきまして見直しを行ったところで

ございます。 

 この見直しの経緯でございますが、本年５月から６月３０日までの間、民間事業者に対しまして

特定目的地停留所の募集のほうをいたしましたが、申し込み件数はスーパー１件、歯科医院が１件

と、その２件という少ないものでございました。 

 また、商業施設、金融機関等にも個別にご事情を伺ったところ、負担金額や毎年度更新の負担金

にご賛同いただけないという事業者もあったところでございます。 

 こうしたことから、商業施設、金融機関の負担金につきましては、事業者の実際のご意見も反映
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した形で減額等の見直しを行ったところでございます。 

 さらに、亀山市は平成２２年９月に世界保健機関ＷＨＯが提唱する健康都市の考え方に賛同しま

して、健康都市連合に加盟し、市民の健康寿命を延ばし、健康的で豊かな暮らしの実現を目指して

いるところでもございます。この市民の健康を支える都市環境を整える上においても、診療や健診

などに利用できるような環境整備は、ふだんからの健康管理を支えるためにも必要となってまいり

ますことから、市内の医科医院及び歯科医院につきましては、全ての医院様に特定目的地としてご

参加いただきたい、その考えから特定目的地停留所負担金をなしとさせていただいたところでござ

います。 

 こうした見直しの結果、特定目的地は公共施設を含め見直し前の６１カ所から１４２カ所にふえ

る見込みでございまして、利用者にとってより利便性の高いものになったものと考えておるところ

でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 そうやって報告がありまして、２９年１０月１７日の全協について、４項目めに運行事業者と利

用エリアについてと、今の６１カ所のつもりが１４２カ所となったんですけれども、この中で、そ

の上に特定目的地の設定に伴う負担金についてという部分が３項目めにあるんですけれども、民間

施設特定目的地を設定する場合は、民間事業者の負担金を５万円としますと。これは特定目的地と

することにより、市ホームページや毎年度作成する乗合タクシー利用ガイドブック等で幅広く周知

していくための費用の一部負担としていくものですという文言があるんですよ。それを１年こっき

りで、あとはもうなしと。 

 そうすると、この当初のこれは、特定目的地とすることにより、市ホームページやうんちくの費

用負担の一部とすると。そうすると、市税においてこの事業費を補っていくというふうに理解して

もよろしいのかな、ここの部分について。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 当初は毎年度負担金をご負担いただきまして、初年度は主に停留所の設置費用、次年度以降は毎

年見直しを予定しておりますパンフレットの印刷費用として活用することを見込んでございました。 

 今回の負担金の見直しによりまして、停留所の明示板でございますが、負担金をいただかない医

療機関につきましては原則安価なシールとさせていただきまして、商業・金融機関につきましても、

土台つき明示板を小型のものにするとともに、複数店舗の場合、アクリル板で対応する等、経費を

抑えたところでございます。 

 次年度以降でありますけれども、パンフレットの印刷部数や事業者への配付部数を調整して対応

してまいりたいと考えております。基本的には一般財源での対応になるというようなことでござい

ます。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 
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○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 時間がないので余分な答弁は要らん、それを申しておく。 

 それから、それでころころ変わっていくと。 

 そして、ちなみに今日までの市内３２カ所の説明会の一覧表をいただいております。現在までに

２５カ所、出席者３５０名、登録者が１７１名、このような形になっておりますけれども、この乗

合タクシーは冒頭に申し上げたようにバス路線再編による交通不便地域の解消のためと。対象人口

は７,０００人だと私は聞いておりました。その中で、２５カ所で、確かにこの数字を見ますと、

特にたくさんご参加いただいたのが昼生コミュニティにおいて７３名で、登録者が５４名という数

字は表にあるんですけれども、ほとんどの地区が２０名そこそこであると。果たして、こういうよ

うな状況の中で、この１０月１日から乗合タクシー制度が実施できるんですか。 

 それで、伊藤君の質問にありましたように、検証期間であるので１０月１日から１月いっぱいま

での４カ月間で次年度の検証をしていきたいというんですけれども、当初スケジュールでは目標数

値、今後のスケジュールということで、これも全協資料ですけれども、３０年は運行実績の検証、

これは末になっておるんですよ。これが伊藤君の答弁では１月に実績報告となっておるんですよ。 

 なぜこのように、それで２年目もまた下半期で検証をやっていくと。なぜこのようにころころ変

わって、議会もわからん、私も。だけど、この３５０名の出席者、そして登録者が１７１名ある中

で、どこまでの理解度があって、これが周知できたかと。 

 それで、実施した場合に、ここに試算表がありますけれども、平成３０年は５０％として目標数

値３,６００人、大体徴収するお金として１,０００万。３１年は８０％で５,７６０人で１,５９６

万うんちくの数字があるんですけれども、果たしてこれが可能な数字なのか。そして、市民の皆さ

ん方にどこまで理解していただいておるのか。理解度をどういうふうに認識されておるのか。 

 市長も副市長も、特に副市長はこの発案の担当部長だったと思うんですけれども、どういうよう

な報告を受けておるのか、担当者から。市長及び副市長、それをちょっとお聞かせ願いたい、２人

とも。 

○議長（西川憲行君） 

 西口副市長。 

○副市長（西口昌利君登壇） 

 乗合タクシーの今般の制度設計の変更につきましては、当然先ほども担当部長が答弁申し上げま

したように、庁内のバス等検討委員会でまず議論をしております。ほとんど全てにおいて、適宜報

告を受けておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 同じような答弁しか返ってこうへんのやで。 

 要は、市民の皆さん、そうすると各地域を担当者が回られたと。 

 だけど、この表を見せてもらうと、地域バランスがかなりあるね。確かに昼生コミュニティでは

７３名の方が見えたと。といって、御幸町ゼロ、関なんかはひどいときは１人。 

 特に、そのような中で１点ちょっと確認もしたいんですけれども、加太で説明会を行いましたわ



－２２５－ 

ね。８月２３日、林業センターに１１人が見えて、これはもう一遍やっているのかな、これだけや

な。今、乗合タクシー、今、旧２５号線が崩落によって通行どめになってます。タクシーは西名阪

を通過して、そのようなことをタクシー協力会社にその旨はちゃんと了解を得てあるのかないのか。

料金的にどのような形なのか、そのようなことも十分加太地区で説明もなされたのかどうか。そこ

ら辺はどうですかな。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 加太地区から関地区なり、亀山地区のほうへ来る場合、名阪を通っても基本的にはタクシー会社

へ払うのはメーターでの料金の支払いになりますので、特にその利用者の方に影響はないと考えて

おります。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 全然違うと思うに。 

 エリア別に割ったら料金は変わらんかわからんけれども、時間的に言うたらかなり違うと思う。

そのようなことも含めた中で、私は交通困難者７,０００人の方を対象にした乗合タクシー制度や

と思っておるの。そのような中で、やっぱりきちっと説明もしていただきたい。 

 それからもう一つ、２番目に行くんですけれども、商業施設が４カ所、お医者さんらは無料にな

ったと、負担金をゼロにしたと。金融機関は出してもうたらしいけれども、ことしの雑入で３７万

５,０００円、２万５,０００円として１５カ所分ですわ。そのような中で商業施設は４カ所しかな

いというのは、やっぱりこれの進め方が基本的におかしいんじゃないかと思うんですけれども、市

長、そのような感覚はないですか。 

 市長も、以前に聞いたときに、市内タクシー業者４社あるけれども、訪問もせんと、依頼もせん

と担当者に任せ切りで、あなた任せの市長さんやけど、せめてこの商業施設が４カ所となったとき

に、担当部局にもう少し協力を依頼せいというような指示を出されたのか出さなかったのか、そこ

をちょっと確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 櫻井議員のご質問にお答えをいたします。 

 商業施設にせよ、金融機関にせよ、当初非常に少なかったわけでございますので、ここをどのよ

うにふやしていくのか、これにつきましては工夫をしながら働きかけをするように指示をいたして、

その中でいろいろ制度が変わってきたというご指摘でございますが、商業施設は最終４カ所でござ

いますけれども、その他は先ほどの数字までふえてきたということであります。 

 ただ、商業施設におかれては、それぞれの営業戦略とか営業的な考え方とかそれぞれにお持ちで

あろうと思いますし、例えば宅配でありますとか、さまざまな形態のサービスも展開をされておる

やに聞いておりますので、そういう背景もあろうかというふうに考えております。 



－２２６－ 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 市長も余分なことを言うからあかんのや。 

 それなら、商業施設も、さっきのスーパーはええと。床屋さんがある、八百屋さんがある、薬屋

さんがある、これは商業施設と違うのかな。床屋へ行くのにも、車に乗れやん人はタクシーに乗っ

て行かれるわけや。床屋さんもようけあるがな、市内に。何でそういうところへは声をかけるとい

う発想はないのかな、市長。そのようなところも頼みに行けという指示は出したんかな、出してい

ないのかな。 

 確かに農協、郵便局、銀行関係、そこら辺は入っておる。だけど、スーパーだけじゃない、床屋

さんもあれば理容店もあれば、薬屋さんもあれば八百屋さんもあれば酒屋さんもあるやんかな。市

内に、それなら商業施設は何店舗あるかな、大澤君。商工会議所商業部会の加入店舗数、２０や３

０ではきかんやろう。わざわざ調べておるが、そんなものは数字はつかんでいるやろう、担当部長

だったら。西口君はつかんでおるやろう、君は当然。 

 だから、余りにも乗合タクシーというのは、交通の移動手段を持っていない方々のサービス事業

ですやろう。そうなんやったら、もうそんなことも十分考慮した中で、やっぱりこれは実施すべき

だと思う。 

 申し上げておきますけれども、この１０月１日からの実施は無理。もう少し時間をかけて、やっ

ぱりこの制度をもう一度担当部局で、市長を初め、市長がそんな公共交通機関とかバス路線うんち

く言わんと、市長を筆頭にこの乗合タクシー制度を導入するという気持ちがあれば、市長を頭に担

当部局ときちっともう一遍この制度の見直しをやって、それで実施期間は来年でもよろしいやんか。

別に無理して１０月１日からせんと、きちっともう少し練り直してやるべきだと私は思うけれども、

あくまでも１０月１日から実施するつもりかどうかをちょっと確認したいと思います、市長。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 今回の私どもが導入を準備してまいりましたこの乗合タクシー制度につきましては、冒頭触れて

いただいたような亀山市の今の現状や、今後を考えますときの本当に高齢者の皆さんのまさに本当

に必要な方にこれをサポートする仕組み、あるいは免許証の返納等々、新しい変化に応えられる仕

組み、持続的に提供していく、その新たな仕組みを考えていこうということで、今回、新しい制度

でありますが、導入を計画してきたものでございます。 

 当然、新しい制度でございますので、課題はありますし、多くの方に理解をいただいて有効に活

用いただくには当然時間もかかっていこうかと思いますし、しかしながら、この制度は本当に将来

に向けて、亀山市民の大きな役割を担う一助になると確信をいたしております。したがいまして、

いろいろ今ご懸念の課題等々あろうかと思いますが、私どもは精いっぱいその課題を解消しながら、

多くの方に愛されて、多くの方にご利用いただけるような制度としてしっかり、この１０月スター

トに向けて準備をしてまいりたいと考えております。 

 また、その中でさらに充実ができますよう努力をいたしてまいりたいと考えております。 
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○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 確かに、これは市長の３期目の公約事項であるもんで、どうしてもことしじゅうにやりたいと、

３０年度中にね。その思いはわかる。 

 だけど、あなたは２１年のときに市庁舎の凍結をやって、これは合併協議会できちっと練った、

将来の亀山市の構想を練った事業をあなたはやめたんやで。あなたのマニフェストで凍結をやって、

また復活したんだけれども、それと同じようにもう少しきちっと制度設計、それから特定停留所、

待合所の整備、停留所の整備、それをもう一度再考して、そしてあなたが筆頭になってこの制度の

充実を図った制度設計をもう少し構築して、そしてこの乗合タクシー制度を実施すると。そうすれ

ば、移動困難者、それから免許返納者の方にも喜んで使っていただけるという制度になると思いま

す。もう一度この１０月１日を見送ってでもいいで、もう少し一考することを進言しておきます。 

 それから、次に、時間もありませんもんで、エアコンに行きたいと思います。 

 エアコン問題で小・中学校で、中学校は６月に完成して、この暑い時期ですな、中学生の諸君は

授業を快適に過ごされたと。だけど、小学校は来年になると。 

 ここにも書かせてもうてありますように、ことしの夏はもうめちゃくちゃ暑かった。私もそれな

りに人生歩ませてもうた中で、本当にことしの夏は参った。だから、愛知県の豊橋市なんかは、よ

その自治体もそうでしょう。もう何でもいいから子供たちの健康管理、授業管理、学校環境の改善

のために早いところエアコンを入れて、前倒ししよにというようなことをやっておったけれども、

あなたはそれを実施しなかった。何と情けない人やと私は思った。 

 そこら辺で、やはりこの財源は合併特例債を使っておるんやで、合併特例債はもっと五、六年前

にできたはずですけれども、それをちゃんちゃか言うて引き延ばして、ようよう来年に小学校につ

くんやけれども、前倒しをする考えは浮かばなかったのかどうか。浮かんだか浮かばなかったでよ

ろしいわ、時間がないもんで、市長。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 以前にも申し上げましたけれども、この今進めております空調整備事業につきましては、当然多

くの予算を必要といたしますし、他の教育課題もたくさんあります中で、やはりしっかり私どもの

基本計画に位置づけて、そして実施計画に落として財源を担保していく必要があるということで、

ちょうどこの昨年スタートの総合計画の前期基本計画に位置づけをさせていただいたものでござい

ます。３年間の中で、小・中の普通教室を進めようということで現在進めてきておりますが、お話

しありましたように、中学校につきましては、事業の前倒しによりまして昨年度から工事に着工し

て、この７月に完成をいたしました。小学校におきましても、来年度において設置すべく私ども現

在設計業務を進めておりますが、当然補助事業として国へバックアップをお願いしておりますので、

本年度、事業採択なされましたら、これは前倒ししてでも進めていく、そういう考え方でございま

す。 

○議長（西川憲行君） 
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 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 この小・中学校のエアコン問題は、わしはきのう、きょう言うた話と違うんやな。もう六、七年

ずうっとこの議会で言わしてもうておるの。このことはずうっと言わせてもうておる。それで、財

源確保がうんとかかんとか、わけのわからんことで引き延ばして、ようよう川崎小学校を皮切りに

やっとると。川崎小学校を見ました。特別教室４教室残して、ほかは皆しておると。 

 だから、本当にあなたの資質を問いたい、決断というものを。だから、国の補助がついたら前倒

しでもやりたいと。そんなものは、さきの名古屋市長の河村さんが国に申請したら金がないとみん

な飛ばされたと。だけど、こういうようなことは、やっぱり頭がやっぱり先頭に立って物事を動か

さんことには、市政というのは動かんわけ。あなたのやっぱり政治力というものをもっと発揮すべ

きなんや。それが亀山市民５万人の安心・安全なまちづくりのための政治ができるというのが基本

なんですよ。余りにも担当者任せ、それから責任をとらん。答弁書も質問者の質問に明確に答えん。

やはりそこがあなたの悪いところである。 

 そこで、一つ聞きたい。 

 ８月２４日の新聞報道について、ここで聞きたい。 

 ８月２４日の新聞に掲載された報道についての市長の発言。やはり、これは捨ておけん、私とし

ては。確かに、新聞報道では場をもつために言うたというけれども、どういうつもりでそういうよ

うなことを言うたのか一遍ここで明らかにしてほしい。誰もあそこにおった鈴鹿市議会議員の皆さ

ん方、それから亀山市議会議員の皆さん方、特に鈴鹿市議会議員の皆さん方はいい気はせんだと思

う。どういうつもりでこういうような発言をしたのか、一遍はっきりしてください。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 議員お尋ねの件につきましては、議員もお見えでございましたし、多くの議員の皆様もお見えで

ございましたが、８月１７日開催の鈴鹿・亀山市議会スポーツ交流会の懇親会でのことでございま

して、ご案内のとおり、このスポーツ交流会は両市議会が親睦を深めることを目的とした１年に１

回の親睦交流事業であり、意見交換の場でもございました。 

 また、そのボウリング大会が前段ございますので、その成績発表等含めて懇親会があるわけであ

りますが、その挨拶の冒頭におきまして４名の両議長、両市長の挨拶が続いたわけでありますが、

その場を和ませる話題を出したものでございまして、決して当時の鈴鹿での事件をやゆするつもり

はございませんでした。 

 しかし、私の発言を不快に思われた方、不快にとられた方々に対しては大変申しわけなく思って

おるところであります。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 だから、あえてこれを取り上げたのは、私はこの９月定例会の開会の市長の挨拶の場で、このテ

レビ中継が行われる前に、きょうの新聞にこのような掲載があったけれども、まことに申しわけな
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かったという挨拶があってしかるべきだと私は思った。それをせずに、提案理由を述べられて、閉

会後にも、私は新聞をかざしてどうするんやと言うたときに、あなたは後ろを向いてごちゃごちゃ

と言って帰っていった。だから、あえてこのことを一般質問の中で聞かせてもうておる。それは不

謹慎にもきわまりない。あの報道には名前、そこの現場の名前すらも出ていなかったはずや。それ

をあえて口に出した。まして、親睦会の景品に出てくるという、申しわけないでは済まないと私は

思う。そんなことで不快に思った鈴鹿市議会議員の皆さん方に、せめて一文のわび状ぐらい出して

も、そしてそのときに鈴鹿市議会の幹事の皆さん方は、いかに親睦会の景品をどういうふうにしよ

うかというて思案に思案を重ねて、ああいうようないろんな景品を考えていただいた。それを茶化

すようなことを、一国の５万人の市長がするべきものではないと私は思う。それをまことに申しわ

けなかったと、それで終わりかな。それをどういうふうに対処するんやろう、鈴鹿市議会の幹事を

務めていただいた議員に対して、何らかのアクションを起こす。まことに申しわけなかったとわび

の一本の電話を入れるか、わびを入れるか、そういうような気持ちはないかどうか一遍聞きたい。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 当然、今申し上げましたように、私の真意はそういうことでございました。その中で、議員もお

見えでおられましたけれども、私の発言に不快な思いを受け取られた方に対しては、それは申しわ

けなく思うところであります。 

 また、今触れられた２４日開会の挨拶でなぜ触れなかったんだということでございましたが、ご

案内のように８月２４日のこの開会当日につきましては、前日からの台風２０号の接近に伴って大

雨警報が発令され、警戒態勢をとっておりました。一部の地区では避難準備や高齢者等避難開始を

発令し備えておった段階でもございましたので、開会の冒頭挨拶におきましては、被害状況の有無

を優先させていただいたということでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 つまらんと言うたら怒られるけれども、台風が来ておったで失念したということではならんと思

うよ。台風を理由にしてもうたら困る。当然、皆さん方は防災服を着て、提案理由のときに災害対

策本部を持ってもうて、それはずうっとやってもうた。この定例会のときも台風２１号のときに皆

さん方が災害対策本部を組むので、議長さんから指示をいただいて議会運営委員会で質疑の開会日

を１日ずらそうじゃないかと。やっぱり執行部側も災害対策についていろいろご苦労をかけておる

んやで、議会もそれに対してやっぱり配慮すべきやということで、議会運営委員会を開催していた

だいて、議会運営委員会で１日の会期の質疑の期間を延ばさせていただいた。そんなことも対処さ

せてもうておる。 

 それやのに、それが台風が来たからそのことに及ばんだというのは理屈にならん、こんなことは。

そのようなことを持ち出してしまうと、何か起こったときは何かの事件にかこつけて全部その事件

に対してかこつけになる。そんなことでは、やっぱりついてくる市民も不安やし、そこら辺はやっ

ぱり謝ることはもっと真摯に謝るべき。間違えたら、まことに申しわけないと。土下座をせいとは
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言わえへん。やっぱり深く頭を、こうべを垂れて、４５度頭を下げて、まことに申しわけなかった

と。不穏当な発言をしてしまったというぐらいのことを言う勇気を持たないかん。頭を下げるとい

うことは、私は勇気が要ることだと思う。 

 私も人生で１０回ぐらい土下座をしたことがある、ある職場で。だけど、それは私の仕えておる

方のために私は頭を下げた、土下座をした。それはその方を守るために私は土下座をした。そこら

辺の姿勢をもって市民に対して、また鈴鹿市議会の皆さん方にやっぱりそれだけの配慮をする必要

があったと私は思う。これは私の主観ですから、あなたがそれを今後市政運営についてどのように

捉えて市政運営をやっていくのか。 

 私もこの１０月で改選がありますので、再度ここへ戻ってこられるかどうかわかりませんけれど

も、そのことをあなたの市長の職責について一言申し上げておきたい。真摯に物事にはみずから市

政に市民の皆さん方に、または職員にも、議会にも、真摯に物事を語ると。中途半端なことを言わ

んと、あやふやなことを言わんと、きちっと答えるという姿勢でこれから市政運営を行っていただ

きたいと思います。 

 最後になりましたけれども、ちょっと順番がおかしくなりましたけれども、道路行政についてお

伺いしたいと思います。 

 あと１８分ですけれども、今、この日本国には国道、県道、市道、私道、こういうような道路が

あります。 

 私は旧関町です。亀山バイパスができたときに、なぜ関バイパスができやんのやと歯ぎしりしま

した。鈴鹿峠バイパスが今から三、四十年前に完成し、亀山バイパスが今井市長さんのときに完成

し、関バイパスは５.７キロ、その間、用地買収は１.１キロなされました。にもかかわらず、いま

だに現道、関バイパス、１号バイパスが完成できないのはどういうわけですか。 

 また、フラワー道路もそうです。 

 フラワー道路も鈴鹿市地内、亀山地内は農林省管轄の道路です。関町地内は建設省管轄の道路で

す。時の町長が鈴鹿・亀山は農林省でいくと。だけど、関町は建設省でいくと。というのは、農林

省よりも建設省のほうが予算づけが早いから、建設省で関のフラワー道路を完成させようじゃない

かということでやっておるんですけども。 

 確かに、今の住友商事のテクノ開発で一部供用がかなり延伸されました。この間も、保有税関係

で残りの約１キロぐらいのところは抜いてかなり走るようになったんですけれども、関町地内に入

ってきてセメダインの出たところぐらいから永遠とまだ進みません。あれは、今から二十七、八年

前に、時の県議会議員だった田中亮太さんに関町の議員の一部がお願いをして路線変更をやったも

のです。あなたも県議会議員をやっておったでその辺わかっとると思いますけれども、一の鳥居か

ら抜けて伊勢別街道に抜けるようなルート変更をそのときにやっていただいた。それがいまだにで

きておらん。それはいかなることですか、どういうようなご努力をしておるのか。 

 そして、もう少し、市道に関して、この間、駅前再開発で御幸８号線が狭隘道路の解消、第１種

市街化うんちくで２億以上のお金が投入されて用地買収までやっております、建物補償から全てや

って。 

 だけど、亀山地内には狭隘道路がかなりありますよ。そこの改良をするのには、それは膨大なお

金も要りますけれども、その事業をさておいて御幸８号線をやったと。御幸７号線はどうするんや
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という提案も本会議でやっていますけども。あなたの道路行政についてどのような考え方で、国道、

県道、市道を含めて市長の思いを一遍聞かせていただきたい。せめて５分ぐらいは上げますわ。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 国道、県道、市道についての市長の思いを５分ぐらいで述べよということでございますので、申

し上げたいと思います。 

 まず、国関係、国道１号直轄の亀山バイパスにつきましては、平成７年に暫定２車線で開通をし

て、４車線化の時期については未定ではございますが、その後、交通安全対策事業や渋滞対策事業

によりまして、平成２１年度に羽若交差点前後の車線拡幅や、平成２６、２７年度の野村交差点付

近の部分改良などの整備を進めていただいておりまして、本年度におきましても川合交差点の改良

に向けての設計を現在進めていただいておる予定でございます。 

 一方、国１の関バイパスにつきましては、平成１５年度に県道四日市関線バイパスまでの延長２.

５キロの事業化をしていただいたわけでありますが、平成１９年度には名阪国道までの接続部分を

開通していただき、国道１号太岡寺町の交差点との渋滞が大幅に緩和するなど、事業による効果が

一部発揮されたところでございます。 

 また、現在事業中の区間の施行時期につきましては現在未定であると伺っており、今後の周辺開

発状況や交通需要等を踏まえ、まちづくりと一体となって関バイパスの事業推進に努めていくと伺

っております。 

 市といたしましては、大変重要な道路でございますので、早期完成を国に働きかけるために、毎

年一般国道１号関バイパス建設促進期成同盟会を通じ、関係者とともに国・県、地元選出国会議員

などへの要望活動を行っております。その際、これは議会も歴代議長が参画をいただいて、ともに

活動してまいりました。私どもも、この関バイパスの必要性につきまして強く今後も要望してまい

る所存であります。 

 それから、県道四日市関線の未整備区間につきましてでありますが、主要地方道四日市関線、四

日市、鈴鹿、亀山を結ぶ地域の生活道路、北勢都市生活圏へのアクセスとして重要な幹線道路でご

ざいます。平成２年度より３.２キロの道路改良事業に着手し、一時は用地交渉及び経済状況から

休止しておりましたが、工業団地開発とあわせまして整備している５６０メートル区間につきまし

ては、平成２８年度から舗装工事に着手をいただき、本年の３月に供用開始を行っていただいたと

ころでございます。 

 四日市関線の改良済みとなっている区間の南側にあります亀山市関町会下地区地内の未整備の区

間の４００メートルは、国１関バイパスとの交差点への接続部となるために、国１関バイパスの事

業進捗に合わせて道路改良工事を進めることとなっておるというふうに伺ってございます。 

 しかし、亀山市にとりましても、こちらも早急に整備が必要な路線でありますので、今までも行

っておりますが、今後もさまざまな機会を捉えて関係機関に働きかけを行ってまいります。 

 それから、市道につきましてでありますが、市域を東西に走る国道１号や県道亀山白山線、亀山

城跡線は、本市と近隣市を接続するとともに亀山地区、関地区、井田川地区の３つの生活空間をネ

ットワークし、本市の道路網の主軸を担っておるところでございます。 
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 また、中心市街地に位置し、都市機能集約拠点の利便性向上を担う亀山環状線につきましては、

その一部を構成する和賀白川線が平成２６年度末に一部区間を供用開始するなど、市内を快適に移

動する道路環境も整いつつございます。 

 将来に向けましては、鈴鹿と亀山を結ぶ鈴鹿亀山道路の整備の取り組みが進められておりますの

で、新たな道路骨格の形成に向けて、今後もしっかりとその道路網の構築に向けて努めてまいりた

いと考えております。 

 あと、維持事業につきましては、私どもが管理しております市道の総延長５５０キロございます

ので、これをいかに適切に管理していくのかというのは大きなテーマでございます。毎年、各地区

自治会からの地元要望をいただいて、自治会長や要望当事者との現地立ち会い等を実施した上で要

望趣旨を確認し、緊急性、危険性の高い内容から順次継続的に工事をいたしておるところでござい

ます。 

 今後も、生活道路につきましても、今触れていただいた私どもが他の道路に軸足を置いてほった

らかしではないかということなんですが、三重県の中で先駆けて生活道路の狭隘道路の解消のため

の事業を立ち上げて支援をいたしております。かなりの今日まで、多くのご利用をいただきながら

解消に努めてまいりましたが、今後も生活道路につきましても、住む方々の立場に立った、人に優

しい道路管理に努めて、安全・安心なまちづくりに心がけてまいりたいと存じます。 

 ５分１５秒になりましたけれども、よろしくお願いします。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 だから、一番、国道、県道についてはやっぱり関係機関との協議も要ると。 

 だけど、市道管理については、直近の市民の要望やで、年度当初、予算を組んでも、不足分につ

いては補正を組んでも出していかないかん。６８０万、ぽーんと出すぐらいやったら。やっぱり補

正でも組んで、地元要望を完結すると。逐一その年次、月例報告、集計報告、まず要るのは集計報

告。それで、市長に対して担当部局は月例報告等々を徹底し、事業完了年度、月、その報告も市長

に上げるという市長直結の部局になるようにしてもらいたい。それをすれば、市民の人らは安心し

て生活できると思います。 

 これは道路関係、また出て来られたらまたやります。来られなかったらあかんけどね、またほか

の方に託しますわな。 

 河川改修、これは特に、市内各１級河川から２級河川、市、県、国管理の河川があるんですけれ

ども、たまたま私が百姓をしております端の久我橋のところは、河床のしゅんせつが行われており

ました。ちょっと橋から手が届いて手が洗えるぐらいの、大げさに言ったらそんな状況だったんで

すけれども、この間、百姓に行って、久我のほうのあの橋を渡ったらちゃんとしゅんせつがしてあ

ったもんであれなんですけれども、特に課題にしたいのは、常に避難勧告が出る椋川。この下流部

にかねてから、今から私も亀山市さんと関町が合併した折から聞き及んでおるんですけれども、鈴

鹿川本流に接続する椋川から、あそこに鈴鹿川本流の流速に見合う堰堤の延長堤防、これをつくら

んことにはいつまでたっても椋川周辺の方々の避難勧告を出さんならん。 

 といいますのは、鈴鹿市に庄野町というのがあります。庄野町は鈴鹿川よりも高い堤防の周辺に
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庄野川というのがあるんですけれども、これはその方策がしてあります。以前、今から昭和年間に

庄野のまちが、宿場町ですけれども、東海道の、そこが水についたことがあるんです。それで、当

時の鈴鹿市長さんがどなたか私はちょっと記憶にないんですけれども、杉本龍造さんか、その後の

野村仲三郎さんか、その方かどうか知りませんけれども、やはり建設省に強いパイプを持ってみえ

て、庄野のまちが冠水せんような堰堤がつくってあります。にもかかわらず、椋川についてはいま

だにその事業が進まない。市長はどのような形で国のほうに、要望じゃなしに直接行って、そのよ

うなお話をされておるのか。誰を窓口にやってみえるのか。 

 それからもう一つ、南鹿島もそうです。ここもすぐ避難勧告が出ます。これは樋門問題で国交省

の管轄で、樋門設計はみんな国交省に持たせたと思うんですけれども、ここも避難勧告が出ます。

やはり住民の皆さん方に避難勧告を出さんならんような市町ではあかんと思う。おかげで、私は関

町の新所地区というところに住んでいますけれども、おかげでええところへ先代が住居を構えてい

ただいたので、水が出て大変やなというような形でテレビを見させてもうています。 

 だけど、椋川周辺、それから南鹿島の皆さん方の立場になれば、やはり河川改修を速やかにする

ことによって憂いのない生活、どんな大きな台風が来ようとも憂いのない生活を送っていただくと

いうことが市長の責務やと思っておるんですけれども、その活動について今後どのような活動をや

っていかれるのか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 地球温暖化の影響によりましてことしの夏は酷暑が続いておりますが、本市は７月１８日に観測

史上初となります最高気温３８.３度を記録いたしました。８月には９個の台風が発生をいたしま

した。そういうような中で、ゲリラ豪雨、集中豪雨、記録的大雨によりまして全国各地で甚大な被

害が発生しております。 

 今、お触れいただいた本市におきます鈴鹿川と椋川の合流地点、１級河川鈴鹿川と県管理河川の

椋川の合流地点は、例えば今回の岡山県倉敷市真備町において、いわゆる本川と支流との合流地点

で水の行き場がなくなるバックウオーター現象が生じたところでございまして、その氾濫が大きな

被害につながったわけでありますが、本市の鈴鹿川、椋川の関係も同じような構造、形状をしてお

るというふうに認識をいたしておりまして、従来からこの椋川の改修におきましては三重県のほう

で、平成１１年からご努力をいただいて今日に至っております。現在、その事業は進行中でありま

す。 

 また、鈴鹿川のいわゆる本川の構造につきましても、議員もご案内のとおりでありますが、この

河床を低下させるべく、私どもは鈴鹿市、四日市市と３市連動しながら、この鈴鹿川の河川改修に

向けて強力な働きかけを国に対して行ってまいっておるところでございます。 

 市単独といたしましても、三重河川、あわせて中部地方整備局に対しまして、その土砂堆積、あ

るいは構造的な課題の解消に向けてご要望を申し上げてきておるところでございますが、今後にお

きましても地域の実情を説明させていただいて、しっかりと早期の解消に向けた努力をしてまいり

たいと考えております。 

 また、近年におきましては、平成２５年の台風１８号で、これは木下地区でございましたけれど
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も、堤防の決壊によって甚大な被害が発生をしました。護岸の復旧工事等々、約４万８,０００立

米の土砂撤去を実施いただいておりますし、それとあわせて太岡寺畷の整備につながってきておる

ところでございますが、いずれにいたしましても、国並びに三重県に対しましてしっかりと、本市

としましても改善の要望をしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 いろいろ申し上げましたけれども、最後に再度これだけはつけ加えておきたいと思います。 

 まず、行政で物事をやるためには、市長みずから先頭に立ってこの５万人の市民の安心・安全の

まちづくりに邁進していただきたい。 

 なお、つけ加えて言いますと、今回の乗合タクシー制度は再構築して、再検討して、要するに市

長公約やなしに、もう少しよく検討していくということを申し述べて一般質問を終わらせていただ

きます。ありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 

 １８番 櫻井清蔵議員の質問は終わりました。 

 以上で、本日予定しておりました通告による議員の質問は終了しました。 

 次に、お諮りします。 

 質問はまだ終了しておりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、１０日にお願いしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 

 そのように決定しました。 

 週明けの１０日は午前１０時から会議を開き、引き続き市政に関する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会します。 

（午後 ３時４１分 散会） 
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●議事日程（第５号） 

 平成３０年９月１０日（月）午前１０時 開議 

第  １ 市政に関する一般質問 

───────────────────────────────────── 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

───────────────────────────────────── 

●出席議員（１８名） 

   １番     今 岡 翔 平 君       ２番     西 川 憲 行 君 

   ３番     髙 島   真 君       ４番     新   秀 隆 君 

   ５番     尾 崎 邦 洋 君       ６番     中 﨑 孝 彦 君 

   ７番     福 沢 美由紀 君       ８番     森   美和子 君 

   ９番     鈴 木 達 夫 君      １０番     岡 本 公 秀 君 

  １１番     伊 藤 彦太郎 君      １２番     宮 崎 勝 郎 君 

  １３番     前 田 耕 一 君      １４番     中 村 嘉 孝 君 

  １５番     前 田   稔 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

───────────────────────────────────── 

●欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────── 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  西 口 昌 利 君 

総 合 政 策 部 長  山 本 伸 治 君    生 活 文 化 部 長  佐久間 利 夫 君 

健 康 福 祉 部 長  井 分 信 次 君    産 業 建 設 部 長  大 澤 哲 也 君 

上 下 水 道 部 長  宮 﨑 哲 二 君    危 機 管 理 監  久 野 友 彦 君 

                       生活文化部次長兼 
総合政策部次長  落 合   浩 君              嶋 村 明 彦 君 
                       関 支 所 長 

健康福祉部次長  伊 藤 早 苗 君    産業建設部次長  亀 渕 輝 男 君 

生活文化部参事  深 水 隆 司 君    産業建設部参事  服 部 政 徳 君 

産業建設部参事  草 川 保 重 君    会 計 管 理 者  渡 邉 知 子 君 

消防長兼消防部長  平 松 敏 幸 君    消 防 署 長  豊 田 邦 敏 君 

地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君    地 域 医 療 部 長  古 田 秀 樹 君 

教 育 長  服 部   裕 君    教 育 部 長  草 川 吉 次 君 

教育委員会事務局参事  亀 山   隆 君    監 査 委 員  渡 部   満 君 

                       選挙管理委員会 
監査委員事務局長  青 木 正 彦 君              松 村   大 君 
                       事 務 局 長 

───────────────────────────────────── 
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●事務局職員 

事 務 局 長  草 川 博 昭      書 記  水 越 いづみ 

書 記  髙 野 利 人      書 記  村 主 健太郎 

───────────────────────────────────── 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（西川憲行君） 

 おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 初めに、９月５日の福沢議員の質疑に対する答弁について、草川教育部長から訂正の発言の申し

出がありましたので、許可します。 

 草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 ９月５日の福沢議員の議案質疑におきまして、就学援助費の受給者数のご質問に対しまして、本

年９月１日現在の就学援助費の受給者数を小学生２０７人、中学生１０８人、合計３１５人とご答

弁申し上げましたが、正しくは、小学生１８８人、中学生１０４人、合計２９２人でございますの

で、ご訂正をお願いいたします。申しわけございませんでした。 

○議長（西川憲行君） 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第５号により取り進めます。 

 これより日程第１、市政に関する一般質問を行います。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 ５番 尾崎邦洋議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 おはようございます。 

 緑風会の尾崎でございます。 

 それでは、通告に従いまして、一般質問をやらせていただきます。 

 通告のときには、三重県に入港する客船乗客の観光誘致についてと、その次に事務改善について、

３番目に市職員の採用についてをやる予定でしたが、ちょっと順序を入れかえまして、まず最初に

市職員の採用についてから質問したいと思います。 

 それでは、通告に従い、質問させていただきます。 

 市職員の採用について、まず１番目にお聞きしたいのは、本年度末での退職予定者数と来年度の

職員募集についてお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 ５番 尾崎邦洋議員の質問に対する答弁を求めます。 

 山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 おはようございます。 

 本年度の退職予定者数と来年度の採用人数についてご答弁を申し上げます。 
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 本年度の定年退職予定者は７名でございます。一方、医療職を除く平成３１年度、来年度の採用

予定人数は、第３次定員適正化計画に基づく目標職員数を見据えた上で、本年度の退職状況や再任

用制度の活用見込み、今後の業務量等を考慮いたしまして、事務職で１名程度、保育士・幼稚園教

諭で３名程度、保健師で１名程度、消防職で２名程度、合計で７名程度の採用を予定しているとこ

ろでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 過去の市の職員の募集というのをちょっと調べてきたんですけれども、一般的には、私も企業の

ほうで募集とか、そういう仕事にかかわっていたんですけれども、この採用予定人数に過去４年間

を見ても、例えば募集の内容を見てみると、事務職一般で採用人数が７人程度とか、先ほどの答え

にもありましたですけれども、事務職とか技術職、人数は書いてあるんですけれども、程度という

のが後ろにつくということは、７人程度は８人とっても、９人とってもいいのか、それとも５人、

６人でもいいのか。こういう採用の仕方というのはないと思うんですけれども、実際にこれ、過去

に採用予定人数の７人とか、そういう実数をあらわしたのが大きくずれたとか、そういったことは

あるのかないのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 まず議員ご指摘のとおり、平成３１年度の職員募集の際、その採用予定人数のところに何名程度

と。例えば事務職ですと１名程度というふうな記載をさせていただいておりまして、これも議員ご

指摘のとおり、数年前からというか、もう少し前からずうっと何名程度という表示の仕方をさせて

いただいております。 

 例えば今回ですと事務職１名程度といたしておりますが、この考え方といたしましては、１名の

採用を基本とした中で、試験結果によっては１名以上の採用もあるという意味合いで程度というふ

うな表示をさせていただいておるところでございまして、これまでからも、今回７名のところを例

えば８名とったりとか、３名のところを４名とったりとかということで、成績に応じて３名程度を

４名程度ということで採用したことにつきましては、過去にも存在するところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 そうすると、先ほどの７名が退職されたということで、医療を除くと７名募集となっていますけ

れども、これは例えば事務職で優秀な方がおれば、これを例えば１名程度ですから、合格点以上に

なれば３名とか４名というふうにとるんですか、４名出たとしても１名の枠で４名とってしまうと

か、そういうことがあるということですね。その辺を聞かせていただけますか。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 
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 過去に採用させていただいた経緯の中でも、例えば現在１名を事務職で募集しておる中で、途中

で退職者が見込まれるような場合、採用させていただいた段階では１名ということでございました

が、その後に退職者が見込まれて２名必要になってきた場合について、ボーダーラインを超えて成

績が優秀な場合に、そのときには１名程度を２名ということで採用させていただくということは過

去にもございましたし、今後もそのような状況で対応してまいりたいと思っております。 

 また、逆に２名程度、３名程度という形で一つのボーダーを置いてあったとしても、成績の中で

採用者の方々が一定のボーダーラインを超えていないという方がお見えになった場合は、逆に３名

を２名にとか、１名にと、そういうような形での採用になってしまうということも、逆の結果とし

ても起こり得るものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 事務職のところだけでなくて、高卒、大卒というのはあると思うんですけれども、これは亀山市

では、例えば事務職一般１人ということになっていますけど、高卒と大卒が一遍に受験するのか、

それとも別の日にやって点数を見るのか。それと同じ問題をやるのかどうかというところをちょっ

とお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 亀山市の採用形態といたしましては、地方公務員の場合、統一試験日というのが設けられており

まして、９月の第３日曜日を統一試験日として、併願がかなわないような形での対応を以前からと

らせていただいております。 

 そのような中で、亀山市の事務職、技術職等につきましては、教養一般試験におきまして、高校

卒業以上の学力ということになっておりますので、試験問題は高卒以上の試験内容ということにな

っております関係から、大学生と高校生は一堂に会して試験を受けていただくということになって

おります。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 次の質問に移っていきたいと思いますけれども、まず有能な人材の確保策というか、それについ

てお聞かせ願いたいと思います。続いて、市が求める職員像と、２つあわせてお聞かせ願いたいと

思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 まず有能な職員の確保ということで、今、就職市場は非常に売り手市場ということで、公務員の

ほうも応募が少ないような状況になっております。そのような中で、将来性ある有能な人材を確保

する取り組みといたしましては、まず市広報、市ホームページ等を通じて広く採用計画に関する情
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報を発信することはもとより、情報提供を希望する大学や高校に対して、募集要領や就職ガイダン

スを行っているところでございます。 

 また、特に技術職など応募が少ないと見込まれる職種につきましては、あらかじめ大学や高校の

就職担当者に直接募集要領を持参するなどして、その人材の確保に努めているところでございます。

特に本年度は保健師につきまして、三重県と連携して県内の医療系大学に職員募集について周知を

行ったところでございます。 

 このほかにも、応募資格の年齢制限を事務職については、亀山市は３５歳以下、保育士・幼稚園

教諭については４０歳以下とするなど、年齢要件の緩和も図りながら、可能な限り優秀な人材を確

保するよう努めているところでございます。 

 あともう一点、職員を採用するに当たっての基本方針、考え方でございますが、基本的には、第

２次総合計画の将来都市像「緑の健都かめやま」の実現を、市職員として積極的に取り組んでいけ

るような活力ある人材を求めているところでございます。 

 具体的な人物像といたしましては、公務員として全体の奉仕者であることを自覚し、行動する人

物というふうに規定した上で３点、１つ目、明るく、明快な発想など心身ともに充実した人物、２

つ目、多様な環境や価値観を受容できる人物、３つ目、自分に向き合い、みずからを客観的に理解

している人物、こうした人材の確保が図れるよう鋭意取り組んでいるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 明るい性格というか、先ほど３つ、採用の条件というか、そういった有能な人材とか、市が求め

る職員像というのは、これは筆記試験では多分、そこまで見えないと思うんですけれども、わずか

な面接でそこまで見抜けるのかどうか、その辺のところをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 議員がおっしゃるように、今、申し上げた人物像というのは、なかなか一般の教養試験とか適性

検査の中では把握することは難しいものと存じております。その中で、１次試験ですと小論文を書

いていただきまして、また２次、３次には集団面接と個人面接等を行う中で、少しでも申し上げた

ような人物像に近い職員を採用できるように取り組んでいるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 今の高校生なんかは、いろんなつき合いとか、テレビとかインターネットでいろいろ情報を得た

りするんですけど、グループ分けをすると、どうしてもやっぱり高校生と大学生のあれというのは

かなり、大学だとお酒も飲めるし、人とのつき合いも広がるということがあるんですけど、そうい

う中で見つけるというのは、何か高校生に不利なような気がするんですけれども、その辺のところ

をどのような見きわめでやっているのか、簡単でいいですけど、教えていただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 
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 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 ２次の集団面接というのは、これまで取り入れていなかったんですけど、集団面接というのは業

者に委託をいたしまして、今、議員おっしゃられたようなグループワークの中で、司会者であった

り、発表者であったり、ファシリテーターであったりと、そういったそれぞれの役割を決めていた

だいて、決まったテーマについて最終的に結論を導き出すというような手法をとっておりまして、

この集団面接、確かに議員がおっしゃられたように、大学生の中で目立つところをとると点数がい

いというふうに、私もそのように最初は思っていたんですけど、事実はそうではなくて、この集団

面接の中で、きちっと例えば縁の下の力持ちになるような、自分を抑えて内容がうまく進むような、

そういうところにも加点をするような見方もしておりまして、決してリーダーシップをとる方が点

数がいいという結果にはなっておらず、そういう面で集団面接等の意義もあるものと、そのように

認識をしているところでもございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 次の質問に移ります。 

 障がい者の雇用ということが、今、国やいろんなところで問題が起きておるんですけれども、亀

山市の障がい者の方の採用状況と、それと、現在おられる方の人数というのをちょっとお聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 まず障がい者雇用に関しましては、国の中で障害者の雇用の促進等に関する法律、いわゆる障害

者雇用促進法というので定められている地方公共団体における法定雇用率は、本年度の４月１日に

０.２％引き上げられて、全体の職員数の２.５％というふうに規定をされております。 

 こうした中で、いつも６月１日時点の職員数で判断をいたすんですけれども、市長部局における

法定雇用者数は、達成するために採用しなければならない障がい者数、いわゆる不足障がい者数と

いうのは出ていない状況でございまして、法定の雇用者数を満たしている状況でございます。 

 また、市長部局で採用しております職員数は延べ８人ということでございますが、これはなぜ延

べと申し上げたかといいますと、重度の心身障がい者の方につきましては、１級、２級でございま

すが、この方につきましては、１人につき２人分のカウントがされますので、延べ人数として８人

という形での雇用というふうに報告をさせていただいておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 市長部局で８人という、じゃあこれは非正規・正規を含めてのパーセンテージですか、２.５％

で８人というのは。その辺のところをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 
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 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 障がい者雇用率の算定に係る職員数につきましては、先ほど申し上げた障害者雇用促進法の第３

８条第１項によりまして、常時勤務する職員を計上することとなっております。また、障がい者の

雇用状況を国に報告する際も、その内容の信頼性を確保するため、障がい者の任免状況の通報に関

するチェックシートにおきましても、１年を超えて引き続き雇用されると見込まれる職員を計上す

ることと、このようになっておりますことから、臨時・非常勤職員は計上いたしていないところで

ございます。 

 なお、こうした障がい者雇用率の算定の取り扱いにつきましては、三重労働局にも確認をし、了

解を得ているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 ちまたで問題になっておるのは、採用時に身体障がい者の方の手帳というのを改めずに採用して、

そういう障がい者でない、カウントできないような人でも採用しておるということがあったと思う

んですけれども、亀山市ではどのようにしてその辺の確認をやっているかを、ちょっとお聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 確かに国・県等におきましては、例えば障害者手帳を交付されていなくても、産業医とか、かか

りつけ医の証明によってそれにかわるというような、そういう規定がございまして、そういったこ

とを一つの確認事項として、証明書がないのにカウントしておるというのが現在の水増しの状況だ

というふうに認識をしております。 

 亀山市におきましては、対象となる職員全員に障害者手帳の提示を求めまして、それを確認した

上で国に報告をさせていただいておるということでございまして、皆さん全員、障害者手帳等を所

持している方ということで認識をしているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 では、最後の質問なんですけど、定員適正化計画の見直しと、正規職員と非正規職員の割合の是

正についてお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 平成３２年４月１日までを計画期間とする第３次定員適正化計画につきましては、医療職、消防

職を除く目標職員数を４２４人として、中期的な視点での職員定数管理を通じて、効果的かつ効率

的な行政運営を目指すものでございます。 
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 現時点におきまして、目標職員数はおおむね達成できる見込みでございますが、計画最終年度と

なります来年度には、計画の改定を進める必要がございます。議員ご指摘の正規・非正規職員の割

合につきましては、先週、福沢議員にもご答弁申し上げましたとおり、平成３２年４月１日からの

制度導入を予定しております会計年度任用職員制度との整合を図る中で、非正規職員のあり方とと

もに整理・検討を行っていく必要があるものと存じております。 

 あわせて計画改定の際には、本年度実施をいたしました部・課・グループの３層体制による組織

機構再編の影響を初め、今後の業務量を見込み、人件費の動向等も十分考慮した上で進めてまいり

たいと考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 では、次の質問に移らせていただきます。 

 三重県に入港する客船乗客の観光誘致についてということで質問させていただきます。 

 四日市港では、平成２３年から四日市市、三重県、四日市商工会議所、四日市港管理組合の４者

が主となり、四日市港客船誘致協議会を立ち上げ、客船寄港の取り組みを進めており、今回の大型

外国船の寄港はその活動の成果です。近年、コンテナ船の大型化が進んできており、四日市港でも

大型船の受け入れ整備が進められており、その整備が大型客船誘致につながったようです。 

 乗務員合わせて２,０００人から３,０００人規模の客船が２０１８年、ことしですね、四日市港

に６回寄港するようですが、亀山市の観光資源をＰＲし、客船乗客の誘致について行っているのか、

その辺のところの状況をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村生活文化部次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 議員からご案内がありましたとおり、近年、日本周辺の船旅の人気が高まる中で、三重県の海の

玄関口であります四日市港に、本年になってから大型客船が寄港する件数がふえております。本年

１月２日のイタリア船籍の客船コスタネオロマンチカの入港に始まり、既にイギリス船籍のダイヤ

モンドプリンセス、また日本船籍では飛鳥Ⅱのほか、にっぽん丸、ぱしふぃっくびいなすなど、客

船の入港がございます。今後、来年７月までに１１回入港する予定があるというふうなことをお聞

きしております。 

 当市への観光等で期待される四日市港、そして津松阪港への入港は２０回あるというふうにお聞

きしておりまして、客室定員総数では約２万９,０００人、乗船率８０％といたしますと約２万３,

０００人のお客様が県内をご訪問いただけるというふうに聞いているところでございます。 

 こうした大型客船の観光誘客への取り組みでございますけれども、本年、四日市商工会議所を中

心とした三重県クルーズ振興連絡協議会が発足をいたしまして、オール三重で乗船客の誘客と地域

の消費拡大を目指しているところでございます。 

 入港時の歓迎行事の実施や外国人専用の観光案内、最寄り駅までのシャトルバスの運行等を行う

とともに、船舶会社に対しては、県内観光のオプションツアーの提案などの働きかけを行っておる

ところでございます。 
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 本市では、亀山商工会議所が主催する観光連携会議の中で、市関係部署及び亀山市観光協会とで

大型客船の情報共有を昨年度から行ってまいりました。その中で、大型客船の入港時の自由行動時

間が、移動時間を含めて５時間程度とのことでございまして、四日市港、津松阪港の最寄りの観光

地である関宿を乗客のオプションツアー先となるよう、船舶会社や旅行業者に対しプロモーション

を行ってまいりました。 

 その成果といたしましては、今月２０日に津松阪港に入港するにっぽん丸では、関宿散策のツア

ーが決定しているところでございまして、大型バス７台、約３００人のご訪問をいただく予定でご

ざいます。また、１１月４日の四日市港への入港でございますダイヤモンドプリンセスにおいても、

関宿のオプションツアーが決定されておるというところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 今月ににっぽん丸ツアーというか、にっぽん丸が着船したときに大型バス７台で関のほうに来ら

れるということで、非常にこういった客船が四日市に入ってきてもらえば、やっぱり亀山市もお客

さんを誘致するようなことは、関の発展とか、亀山市の発展のためにもいいと思うんですけれども、

大型バス７台ということを言われましたが、これ、亀山市の関の駐車場というのは７台入るのかど

うかというのが、乗用車も入っておるもんで、例えばあふれたときはどうするのか、その辺のとこ

ろをちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 駐車場につきましては、関宿周辺では道の駅、そして関支所の横にございます観光駐車場等を活

用することとしております。来られる時間等がある程度想定ができることもございますので、そう

した近隣の駐車場も活用しながらバスを駐車していただいたり、あるいは乗降をしていただこうと

いうふうに考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 道の駅とか、あの辺からやとかなり歩く時間もかかると思うんですけれども、そんなに１時間と

か２時間という話じゃのうて、５分、１０分はおくれるかと思うんですけれども、ツアーを組むに

従って、やっぱり行く前にバスで観光するとなると、駐車スペースというのは大事だと思うんです

よね。そこに駐車できなかったらどうするんだということになると、来てもらえるはずが駐車場の

問題で来なかったということも起こり得ると思うんですけれども、検討段階でね。ですから、そう

いうことももう少し広げるとか、関ロッジのあの辺でも駐車ができるというのであれば、上へ上が

っておりてくるのは楽だし、途中でおろして上へ上がってもらってもいいわけなんで、その辺のと

ころは今後の問題として考えていただきたいと思います。 

 そして、次の質問に入りますけれども、広域的な関係機関との連携、また市の商工会議所関連の

取り組み、こういうことによって成果が出ていることというのはある程度は理解できますが、今後
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の課題や対応の考え方についてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 大型客船の船舶会社のオプションツアーへの参加率は２０％というふうに言われております。例

えばダイヤモンドプリンセスの乗客数は２,７００人でございますけれども、ツアーに参加しない

８０％の約２,０００人は、四日市港で下船後、シャトルバスで最寄り駅へ向かい自由行動をされ

ているというふうな状況とお聞きしております。 

 このような乗船客をいかに県内の観光地へお越しいただくか、乗船客の上陸後の動向分析などを

行った上で、魅力的なショートツアーの提案ができるかが課題となっているというふうに認識をし

ております。 

 また、大型客船の入港に対して継続した乗船客のおもてなしイベントの実施、あるいは観光地で

の物販充実などの体制の構築、バス駐車場などの施設整備については、県内各市町に共通した今後

の検討課題であるというふうに認識しているところでございます。この点につきましては、先ほど

議員からもご提案をいただいたところでございます。 

 今後の対応でございますけれども、三重県クルーズ振興連絡協議会を通じた広域的に連携した対

応を行っていくことになりますけれども、新たな取り組みといたしましては、大型客船の出港地と

なる港、例えば横浜などでございますけれども、こうしたところで乗船をする事前段階でＰＲ活動

を行いまして、寄港地でのショートツアーにつながるよう、県内観光地の知名度向上と誘客を図る

取り組みを進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 一過性の取り組みだけでなくて、長期にわたってできるようなイベントとか、そういったことも

考えていただきたいと思います。 

 最後に、市長のほうにお伺いしたいんですけれども、亀山市の魅力づくり、知名度向上が旅行客

の誘致ということについては大切なことだと思います。観光客の受け皿の商工業の充実、空き店舗

の活用対策など商工会議所と連携し、まちの活性化を図ってほしいと思いますけれども、この点に

ついて、市長のほうからお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 今後の本市の商工業の発展、そして多くの観光客をお迎えして、さらなる活性化にいかにつなげ

ていくのかということでございます。 

 私どもは、きょうご質問いただきました大型客船の四日市港、もしくは津松阪港への入港により

まして、大きなインパクトを持つようなご提案の内容も含めまして、ぜひこれをしっかりと物にで

きるような、私どもとしての、これは民業も含めてしっかりトータルでその魅力が提案できるよう

な環境を整えていくということは大切だと思っております。 
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 商工会議所、あるいは観光協会、それぞれご奮闘いただいてご努力を重ねていただいております

が、しっかりと連携強化をさせていただいて、これをサポートしていくという考え方を持たせてい

ただいております。 

 特にご提案のありました空き店舗の活用でありますとか、当然本年度から私どものメニューとし

て、少し従来にも増したプログラムを組み込ませていただいて、この平成３０年度、事業をスター

トいたしておりますので、こういうものをしっかりご活用いただく中で、より魅力ある店舗の活力

を生み出していただくこととか、あるいは今これもご指摘いただきました私どもの旅行会社の皆さ

んのプロの立場からもいろいろご指摘やご提言をいただいておりますが、例えば飲食、サービス、

土産物、こういう物産も含めたような魅力を生み出す力を全体として強力に高めていくということ

が大事だろうと思っておりますので、行政といたしましても、関係機関と連携をさせていただいて、

努力を重ねていきたいというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 それでは、最後の質問に移ります。 

 職員事務改善提案についてということで、過去にも同じような質問をさせていただいております

が、５年前の平成２５年１２月の定例会で質問させていただきました。 

 そのときには、職員事務改善提案については、平成２３年度から取り組みを始めたところでござ

いますと。初年度の平成２３年度におきましては９件の提案がありましたが、平成２４年度はゼロ

件という結果でございましたと。しかしながら、本年度、これは平成２５年度に当たりますけれど

も、１２月１日現在でごみの減量とか処理費用の低減を中心とした２４件の提案をいただいている

ところでございますと。本年度からはこれまでの職員事務改善提案に加えまして、１室１事務改善

の取り組みを重点的に進めているところでございますと。本年度はというと２５年度ですけれども、

さらなる事務の改善による経費の削減を掲げ、医療センターの看護部門まで範囲を拡大し、７３室

による１２０の取り組みを全庁で実践されているところでございますと。この取り組みによる経費

減額予定額としては、平成２５年度反映分が約１,７００万円、平成２６年度反映分が１,４００万

円となっており、２年間で約３,１００万円の予定でございますと。そして、またこの１室１事務

改善につきましても、職員事務改善提案と同様に庁内グループウエアにおいて見える化を図り、他

室の取り組みを参考として全庁に水平展開を図っていっていただきたいと考えているというところ

ではありますと。これは当時、上田財務部長がこのようにお答えになっております。 

 そこで質問したいんですけれども、この職員事務改善提案について、過去３年間の提案件数と採

用実績についてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合総合政策部次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 職員事務改善提案につきましては、制度的には平成２３年度から取り組んできました１室１事務

改善運動とあわせまして、第１次亀山市行財政改革大綱の実施計画に掲げて進めてきたところでご

ざいます。 
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 提案件数といたしましては、尾崎議員がおっしゃられましたように、平成２３年度が９件、２４

年度がゼロ件、２５年度については提案が２４件、２６年度がゼロ件でありました。そのような実

績でありましたことから、平成２７年度からの第２次亀山市行財政改革大綱の実施計画におきまし

ても掲げまして、新たな職員提案制度の導入、実施に向けて、現在検討を行っているところでござ

います。 

 このような状況でありますことから、過去３カ年、平成２７、２８、２９年度の提案件数につい

てはゼロでございます。なお、１室１事務改善運動につきましては、室というものがなくなりまし

たので、事務改善運動と名称を変更いたしまして、現在まで全ての部署において継続実施しておる

ところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 ２３年から２９年までお聞きしましたけど、この３年間というのは提案件数がゼロということで

すね。なぜこの提案をやってほしいというのは、いい提案でなくても、やっぱり自分のやっている

仕事をいかに煩雑な仕事があればそれを簡素化して、もちろん当然必要なことはあるもんで、必要

なことは省くことはできなくても、やっぱり時間の短縮を図る工夫とか、必要以上に面倒なことは

もっと改善するとかね。 

 よくあるのは、過去にやってきたことをそのままやっておれば問題がないという考え方もあると

思うんですけれども、人間の頭で考えるのは、お金もかからないし、また自分の仕事を見直すとい

う点では、そういうようにふだんから自分の仕事に取り組む考え方ですね。これは頭を使ってやれ

ば、今まで１分かかったものが４０秒にもなるかもわからないし、そういう訓練のために、頭を使

うのはお金がかからないもんで、やっぱり自分の仕事の面倒なこととか、そういったことを中心に

やっていただければというふうに思います。 

 すばらしい提案とかなんていうのは、１０年に一遍、あるかないかのような話なんですけれども、

やっぱり日々変えていくということは大事だと思いますんで、ぜひやっていただきたいと思います。

そういう訓練のために提案してほしいと思うんです。 

 過去の質問の中で、正規職員と非正規職員、分け隔てなく提案するようにできているかという話

をしたことがあるんですけれども、非正規の方もできるという話だったんですよね。そして当時は、

書類に書いて提案をするのかどうかというのを確認したら、タブレットを使ってやるというんです

けど、非正規の方って余りタブレットを持っていないんですよね。それはどうやってやるんですか

といったら、あいた人の机でタブレットを使ってやればいいというようなことだったんですけど、

そんなことはできるわけない話やと思うんですよね。 

 だから、その辺のことも今後のことについて、やっぱりそういうことを考えてみんなが出しやす

いとかね。それで、過去は他人の仕事を、他の部署の仕事についての提案ということやったんです

わ。だけど、よその仕事をよそから見て、これせえ、あれせえというより、やっぱり自分のやって

いる仕事を改善するということが一番大事やと思うんですけど、その辺のところについて、ちょっ

とお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 
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 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 職員提案制度で自分と違う課の提案、それもございましたけれども、まずは自分のところの部署

の改善できるところをすると。そしてそれプラス、ほかの課を見ていて、こういうことをすればい

いのになあという、その２つの面がございました。だから、あくまで自分のところとよその課、２

つの面から職員提案をしてくださいということで取り組んでおったところです。 

 そして、どうしても市役所というのは前例踏襲主義というのに陥りやすいですもので、去年まで

と一緒のことをやっておれば事が済んでいくというふうなこともございますけれども、ほんのちょ

っと新たな改善をするだけでぐっとスピードが上がることもございますので、今後もこういう細か

い日々の業務の中から改善をしていきたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 私も民間の会社で働いていたんですけれども、やっぱり１人、年間に１０件は最低出しなさいよ

と。だから、そんな１０件出すというのは、非常に簡単なことでも時間短縮が図れるとかね。それ

で新入社員なんかが入ってくると、提案というのはどういうことになるのかという話をする中で、

鉛筆で字を書いたときに誤字があったりすると消しゴムで消すわけですけど、外へ出たりするとき

に消しゴムを忘れていったというような場合があると、人に借りるかどうかせないかんということ

で、じゃあどうなんだといったときに、鉛筆の上によく昔はありましたよね、消しゴムがついてお

るの。そうすればそういう鉛筆を持っておれば、わざわざ鉛筆と消しゴムということがなくても消

せると。 

 それでもっと簡単なのは、ねじがありますよね、ドライバーで。あれが昔はマイナスやったんで

すよね、私らが小さいころは。そうすると、力が加わるとねじ山がちょっと壊されて、なかなか力

が加わらずに最後まで刺すことができないというので、じゃあそれをどうのというのは、簡単なプ

ラスにしたら力が加わって、ねじ山がいかれるということは最近ではなくなっていますよね。だか

ら、こういう簡単なことね。マイナスをプラスにしたらよかったとか、こういうようなみんなの発

想でできるわけなんですよね。 

 だから、自分らの面倒くさいということを、ぜひとも自分のやっている仕事の中で改善するよう

なことを、やっぱり頭を使って仕事をやっていただきたいというようなことで、そんな大きい提案

はできませんけど、ちょっとしたことで時間が短縮できるんであれば、またほかの仕事もできると

いうことにつながると思いますので、過去に採用されたいい提案があれば、最後にお聞かせ願いた

いと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 過去に提案されて採用された主なものといいますか、成果のあった具体例につきまして述べさせ

ていただきます。 

 １つ目はコピー機の管理がありまして、従前は印刷する際には各部署にコピーカードというのが
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ございまして、それを一々持っていかなくては印刷できなかったということがございました。しか

しながら、現在は職員の職員証をぴっとコピー機にかざすだけで印刷が可能になるということで、

大分事務の迅速化が図られております。 

 そしてもう一つ、情報公開の対応でありまして、情報公開が出てまいりますと工事の設計書、こ

れは従前は非公開でありましたことから、設計書に目隠しシール、黒いシールですけど、それを大

量に張らなくてはならないと。非常に膨大な作業時間を費やしておりましたが、そういう提案を受

けて工事設計書は原則公開というふうになりまして、事務処理の煩雑さから解消されたということ

がございます。 

 もう一つ、決裁文書のスピード化というのがございまして、文書によって担当者から管理職、全

ての職員が判を押しておったという時期がございましたけれども、この文書によって押印者を限定

するというふうなことをやりまして、決裁事務の迅速化が図られたというふうな例がございます。 

○議長（西川憲行君） 

 尾崎議員。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 みんなが自由に持っていけるというところには、私らも提案したり、過去からあるんですけれど

も、ある一定のところに発注点と書いた下敷きとかあんなのを挟み込んで、上から持っていくに決

まっていますんでね。その発注点というところまで来たらそれを発注する部署に渡してやると、い

つの間にかなくなっていたということがなくなると思いますんで、過去によその事例ですけれども、

そういうことも活用していただいて、効率よくしていただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（西川憲行君） 

 ５番 尾崎邦洋議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１０時５１分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午前１１時０１分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１２番 宮崎勝郎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 おはようございます。 

 「人生１００まで、わしゃ７５じゃ」というふうに私はまだ生きていくつもりでございます。現

在の社会の中で、よう人生１００年時代に変わってきたということがテレビとか新聞等で見させて

いただいております。私は人生５０年で生きていくというふうに、私は２０歳のときに目標を立て

ました。そういう緑風会の宮崎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私、そういうふうな中で、２０歳から亀山市の行政にかかわってきました。現在５５年ぐらいか

かわってきたわけでございます。そういう中で今現在もかかわっておるけど、もうここらで終えよ

うかなというふうに思っております。 
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 その中で、私が１００年時代を見て、１０年後は現在の第２次総合計画等で見させていただいて

おりますが、２０年後の亀山市の姿について、大きく２つの項目に分けてお尋ねしたいと思ってお

ります。 

 まず１点目でございます。現在の市政運営に満足されているのかというふうでお尋ねしたいと思

います。市長の見解をよろしくお願いします。 

○議長（西川憲行君） 

 １２番 宮崎勝郎議員の質問に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 宮崎議員のご質問にお答えをさせていただきます。市長は現在の市政運営に満足しているのかと

いうご質問でございました。 

 平成２１年２月に市長就任以来、開かれた市政の実現を基本理念に、本市の持続的発展と市民の

暮らしの質の向上を目指した政策の具現化に努めてまいりました。この間、就任直前のリーマンシ

ョックに伴う本市の経済雇用、税収環境の劇的な変化、少子・高齢社会の加速、東日本大震災、広

島豪雨災害など自然の猛威、そして国政におけます２度の政権交代並びに税と社会保障制度の一体

改革など、私どもは激動の社会経済情勢の中を突っ走ってきたような気がいたしております。 

 そのような中、政策的には、県下を先導する教育、子育て支援策の展開、地域医療と医療センタ

ーの再生、歴史的風致維持向上計画の推進、地域防災力の強化と消防北東分署の整備、地域コミュ

ニティの新しい仕組みの構築など、市民の暮らしの質の向上への施策推進と、その土台となる財政

健全化の両立が少なからず図られたものと考えております。 

 定期的に実施をしてまいりました市民意識調査によりますと、現状の生活に満足している市民の

割合は、平成２１年度が４９.６％でございましたが、平成２７年度６１.０％へと上昇してござい

ます。また、亀山市を住みやすいと感じる割合は、平成２１年度の６１.２％から平成２７年度７

２.９％と高まっており、まだまだ課題はありますものの、一定の成果につながりつつあると考え

ております。 

 しかしながら、今後の市政運営に当たりましては、人口減少や少子・高齢社会の進展による都市

の活力低下と２０２５年問題への対応、また発生が危惧される南海トラフ地震など自然災害への備

えなど、本市を取り巻く環境変化への的確な対応が肝要であります。現状と将来を厳しく見詰めて、

第２次総合計画の着実な展開によりまして、一層の市政進展に努めてまいりたいというふうに考え

ております。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 今までのことと今後のことも含めて答弁いただきました。私は、市政をやっておる中では、満足

しておるのだろうなというふうに理解させていただいております。その中で、今後もまだまだ亀山

市のためにこの市政を頑張ってやっていただきたいなあというふうに念願しておきます。 

 それでは２項目め、各部門の行政運営についてお尋ねしたいと思います。 

 今回お尋ねするのは、ほとんどの部でお答えをいただきたいと思っておるんですが、抜けておる
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のは水道かなあというふうに思っております。そういう中で各部門、それぞれ部長さんが答弁され

ると思いますが、部長さんは市長になったつもりで思いを答えていただきたいというふうに私は思

っております。そうでなければいい行政はできないというふうに私は思っておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 まず１つ目でございます。今後の財政見通しについてでございますが、私が市の職員に応募した

ときに、亀山市の予算は幾らやなというふうに口述試験で尋ねられて、私は偶然、何かのところで

見ておって１０３億円ぐらいということで答えましたが、そんなぐらいのところでございました。

現在、本年度の総予算を見ておると総額３０８億ぐらい、約３倍ぐらいになるかなというふうに思

っておりますが、今後、どのような財政見通しでいくのかというふうに思っておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 今後の財政見通しでありますが、ご案内のように本年の２月に長期財政見通しを策定、公表させ

ていただきました。これは平成３７年度を目標年次とする総合計画の具現化を図るための施策の選

択と、後年度負担を明らかにする透明性の観点から、総合計画を財政的視点から補完し、実効性と

健全な財政運営につなげる目的を持って策定、公表させていただきました。 

 この試算によりますと、現行の地方税財政制度と市税収入に基づくものでありますが、歳入では、

緩やかな市税の減収傾向と普通交付税における合併算定がえ期間の終了による減額の見込みをいた

しております。 

 歳出では、亀山駅周辺整備事業等による投資的経費や少子・高齢社会に対応したサービス拡充に

伴う扶助費の増加を見込むほか、期間中の認定こども園などの新規事業の実施を見込んでおるとこ

ろであります。財政調整基金につきましては、平成３７年度末で１０億円となる見込みの一方で、

将来のリニア亀山駅の整備や新庁舎の建設を見据え、各基金への積み立てを計画的に行う考え方を

持たせていただいております。 

 厳しい環境変化の中で、今日までの行財政運営を通じて経常的経費の削減や市債残高９年連続の

減少などを達成し、総合計画に掲げた各施策展開につなげてまいりました。今後２０年後というこ

ともあろうかと思いますが、２０年後におきましても、持続可能で健全な財政状況が維持されます

よう、不断の行財政改革を行っていくことが必要であろうというふうに感じておるところでありま

す。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 持続可能な財源確保ということでございます。私も当然そう思っておりますし、今後、市債とか

そういう借金に頼らずに、できるだけ自前の財源でいってほしいなというふうにも思っております。 

 それから次に、まちづくりについてでございます。 

 「ＬＩＮＥＡＲ ＴＯ ＫＡＭＥＹＡＭＡ」、このキャッチフレーズに基づいてリニアの誘致に

努力されております。その中で誘致が確定したならば、このまちはどのように変わっていくのであ
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ろうかなあというふうに私は思っておりますが、また亀山駅の現在の駅前の再編事業を今取り組ん

でおられます。私は亀山駅については、消防に入って当直明けに駅前までおりていって朝飯を食っ

たり、また５時に終わって帰るときに、非常ににぎやかであったというふうに当時思っております

が、今現在はちょっと衰退しておるのかなというふうに思っておりますので、ここで再編事業を掲

げていただいて、もう一度駅前を活発なまちにしていただきたいなというふうに思っております。

その中で考えをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 まちづくりについて、どのような考え方を持っておるのかというご質問でございます。 

 ご案内のように、今日、市民力、地域力を含む都市、自治体としての総合力が問われておるとい

うふうに強く認識をいたしております。そこで５万都市亀山が、今後もさまざまな環境変化に適応

して持続的な成長を続ける都市でありたいというふうに考えておるところでありまして、本当に一

旦馬力ではなくて、将来へとつながる持続性こそが大切だと考えております。豊かな自然に抱かれ

て歴史が織りなしたたたずまい、高い交通拠点性を基盤とした厚みのある産業、世界基準の健康都

市やコミュニティなど、まちを形づくる多様な要素がうまく結びついた高い結晶性とも言うべき輝

きを持った「緑の健都かめやま」を目指していきたいと考えております。 

 そのためには、持続性の視点から若者の定住促進や健康都市へのアプローチが優先されるべきと

いうふうに考えておりますことと、また暮らしを支える都市形成の視点からは、お話がありました

中心市街地の再生や、あるいは歴史的風致の向上でありますとか、こういう取り組みが重要だと思

います。 

 あと活力の視点からは、強みであります工業のみならず、観光とかサービスとか流通業などの経

済雇用の基盤強化が大切だというふうに考えております。さらに議員がお触れいただきました広域

交流の視点からは、リニアを生かしたまちづくりを段階的に進めることで、本市の持続的成長への

歩みを確かなものにしていかなくてはならんというふうに考えておるところであります。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 この亀山市の２０年後のまちはどのように変わっていくのかなと。最初はリニアが私が１００を

超えてから開通かなあと思っておったんですが、８年前倒しになったんで間に合うたなあというふ

うに私は思っております。 

 そういう中で、やはり亀山市がリニアに伴うまちづくりができていって、非常に変わっていくも

のだと楽しみにしておる次第でございます。市長が言われたいろいろなものをなし遂げていただい

て、あのときに私がこう言うた、思った、言うて市長の話を聞いたなあというのが実現されてきた

なというふうに、そのときに実感いたしたいと思っております。 

 それでは、次に産業行政について、商工業、農業、森林について、３つに分けてお尋ねしたいと

思います。 

 まず商工業についてでございますが、商業については非常にさま変わりしてきております。亀山
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の東町の商店街、駅前の商店街等が衰退し、エコーができてあの周辺が活発に、またさらに現在で

は３０６の沿線を中心にスーパーとかいろいろなものが建ち、開業されて現在来ておりますが、さ

らに大規模店が来ようかという話も聞いております。 

 また、工業では、亀山市の工業団地をして１０区画でしたか、まだ売り出しておりますが、現在。

先般、誘致の話が出てきておるという報告も聞いております。そういう中で、商工業について今後

どのようになっていくのかなというふうに思っております。よろしくお願いします。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤産業建設部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 ２０年後の亀山市の商工業でございますが、市内外における大規模店舗の立地、また個人商店の

後継者不足、インターネットなどによる販売方式の多様化、さらに高齢者が増加していく中で市内

の交通ネットワークが一層の課題になってくるなど、市内の商業を取り巻く環境は大きく変化をし

ているものと思われます。 

 しかしながら、現在実施しております中小企業、小規模事業者等への支援等を継続することや、

亀山商工会議所などの関係機関との連携を密に、地域に根差した商工業の展開にしっかり取り組む

ことで、商店街を含む市街地のにぎわいが形成されていることと考えております。 

 また、移動困難者が増加する中で、本年１０月に導入いたします乗合タクシー制度についても、

一層大きな役割を果たしているものと考えております。 

 さらに企業活動や雇用促進につきましても、企業ニーズに応じて今後も適切な支援を継続して行

ってまいります。その結果、昨年度末に新たな１０区画が完成いたしました亀山・関テクノヒルズ

におきましても、本市が有する立地特性やポテンシャルなどを生かして、全ての区画に多様な企業

が立地しまして、２０年後も市内企業が活発な事業活動を行われまして、新たな雇用の創出も継続

しているものと考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 商業にしても、工業にしても、さらに伸びていっていただきたいなというふうに私は思っていま

す。先ほど大澤部長の答弁をいただきました。思いも聞かせていただきました。それは市長もその

ような思いだろうなあというふうに思っております。今後もよろしくお願いしたいなと思っており

ます。 

 次に、農業についてですが、農業については、非常に私は今現在は衰退しておると思います。こ

の秋、私も１反８俵の米を取りました。これから先は農業はどうなっていくのかなと。自分のこと

ですが、私、学校を出て農業をやるというふうに思っていろいろなことにチャレンジしました。 

 特に酪農をやるということで乳牛を飼いまして、それは市のそのときの農政部というのか、そこ

からの案内がありまして、乳牛を飼っていただくのに、子牛を提供するので申し出てくださいとい

うふうに言われた。私は子牛をいただきまして、大きく育てて乳を搾って出荷いたしておったんで

すが、我々の規模では大変難しいなあというふうに思って諦めて、いわゆる市の職員になったわけ

でございますが、なかなか農業は規模を拡大するには資力が要ります。非常にその中で難しい問題
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が多々出てきておりますが、やはり最近は農業の中にも大手企業まで参入してきておる。これはや

はり資力がある大手企業でございますので、どういうことでもできていきます。 

 そういう中で、やはり亀山市の農家を育て上げて、この亀山市の農業をさらに前へ進めるために

は、やはり市の行政の援助、指導が必要だと私は思っておりますので、今後の考えを聞かせていた

だきたい。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 農業施策につきましては、国の動きに大きく左右されることもありまして、国においては、守る

農業から攻めの農業へと転換、また農業の競争力の強化に取り組むとしておりますことから、今後、

国の動きを注視しまして、適切に対応していくことが重要であろうと考えておるところでございま

す。 

 本市の農業の現状でございますが、議員もおっしゃられましたとおり、農業従事者の高齢化や担

い手不足、獣害被害や耕作放棄地の増加など多くの課題がありまして、非常に厳しい状況だと認識

をしております。そのような中で、市では農地中間管理機構を利用した認定農業者や集落営農組織

の育成、確保を図るとともに、農地整備事業によりまして、基盤整備を行う農地の集約・集積も推

進しているところでございます。 

 さらに獣害被害につきましても、県が第２種特定鳥獣管理計画で鹿、イノシシ、ニホンザルの頭

数の半減を目標としておりまして、市も被害の軽減に取り組んでいるところでございます。 

 こうした取り組みによりまして、２０年後におきましては獣害が軽減されて、さらに法人等によ

る営農の大規模化が進みまして経営安定化が図られるとともに、農業振興を図ることが必要である

と認められる地域につきましても、継続して農地の保全がされまして、農業が健全に発展している

ものと考えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 今後はそのように変わっていくだろうなあと思っておりますが、やはり亀山市の先ほどの答弁に

もありました認定農家とか専業農家がございます。やはりそこらが法人化じゃなしに、自分らがや

っていきたいという専業認定農家さんでございますので、市の援助なり、指導なりをしていただけ

れば、２０年後はもっと農業がうまくいっておるだろうなというふうに私も夢を見ております。 

 それでは、次に森林についてでございますが、森林環境譲与税の導入、またみえ森と緑の県民税

等について、それぞれの国・県の行政について、森林を守るというふうに税まで取ってやっていき

たいということでございますが、当然森林でございますので、源流条例もできますが、そういうよ

うな部分も含めて、今後豊かな森林になろうというふうに私も思っております。その中で、また環

境についても結びつくだろうというふうに思っておりますので、産業建設部長の答弁と生活文化部

のほうの答弁をひとつよろしくお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤部長。 
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○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 林業につきましては、全国的に従事者の高齢化、また木材価格の低迷など多くの森林所有者の森

林整備に対する意識、関心が失われておりまして、適正な管理がされていない森林が増加している

ところでございます。 

 しかし、国においても安定的な財源が確保されないことから、施業の集約化、路網の整備、人材

育成など十分な状況とは言えず、森林整備が進まない状況でございます。 

 こうした中、国においては、森林整備を一層推進するための市町村の安定した財源として、議員

からご紹介がありました森林環境税及び森林環境譲与税、いずれも仮称ではございますが、平成３

１年度の税制改正で創設が決定されるとともに、森林経営管理の主体を市町村にするという新たな

森林管理システムが構築されたところでございます。 

 市といたしましては、引き続き林業事業体の活動を支援しまして、森林環境譲与税やみえ森と緑

の県民税の活用や、鈴鹿川等源流の森林づくり協議会の活動を通しまして、間伐等により林業の成

長産業化と森林資源の適切な管理を図ってまいります。そのことで２０年後の鈴鹿川等源流域は、

森の中に光が差し込み、さまざまな樹種が混在し、多種多様な生き物が生息する豊かな森林に覆わ

れており、きれいな水や空気など、多くの恵みを与えてくれるものと考えているところでございま

す。 

○議長（西川憲行君） 

 佐久間生活文化部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 先ほど議員のほうからもお話がございましたとおり、現在、鈴鹿川の源流に関する条例の検討も

しておるところでございますが、景観的にも、また水源の涵養にも大切な亀山の豊かな森林につき

ましては、今後もしっかり守って将来に引き継いでまいりたいと考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 次に、亀山市の土地利用について、２点お尋ねしたいと思います。 

 この後、土地利用については鈴木議員も質問されますので、簡単にお願いしたいと思います。 

 まず土地開発について、最近、ミニ住宅団地とか工業地域、さらに大規模店舗等の話もいろいろ

ございます。そういう中での土地開発についてお尋ねしたいと思います。 

 それから、次に２点目ですが、同時に答えていただいて結構ですが、南部地域の開発について、

以前は大成建設が住宅団地の建設ということで我々地元にも話があったんですが、それがやみまし

て、現在の荒れ放題になったような山がございます。田畑もございます。そういう中でこの南部開

発について、２０年後はどのように考えられておるのか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 本市の２０年後の人口は、市の人口ビジョンが示すとおり、人口は微減で推移をしていくことと

しておりますが、こうした人口を維持していくには、やはり民間による乱開発には一定の歯どめを
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行い、市主導による土地開発についても選択肢の一つになり得ると、そのように考えているところ

でございます。 

 また、ご指摘いただきました南部地域でございますが、もともとこの南部地域は亀山市の中でも

ほとんど民間による開発がなされていない、いわば相当の面積が確保できる一団の土地として市内

でも数少ない地域と言えると思います。今後、本市の将来にわたり、さまざまな土地利用を考える

上におきまして、大変ポテンシャルの高い地域と認識をしております。 

 こうしたことから、本地域は今後も土地利用計画に明確に位置づけて、将来の土地利用までさま

ざまな活用方法を議論し、保全すべきところはしっかり保全していかなければならないと強く考え

ているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 特に南部地域については、いろいろな今までの経過もございます。今後、十分検討されて、２０

年後、リニアが来る時代にはどのようにこの部分も変わってくるであろうというふうに私は思って

おりますが、十分検討をお願いしたいなと思っております。 

 次に、文化・スポーツ行政についてお尋ねしたいと思います。 

 まず文化の充実について、３つのキーワードで亀山の文化年を現在図られておりますが、２０年

先はどうなんかなあというふうに思っておりますので、考えだけお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村生活文化部次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 当市は歴史資源、それから自然や景観にあふれておりまして、市民やお住まいの各地域に対して

深い愛着を持たれているとともに、さまざまな文化活動が盛んに行われているところでございます。 

 こうした当市に潜在する文化力をより高めるべく、現在、かめやま文化年事業などに取り組んで

おります。より亀山市らしい独自性のある文化振興を推進することで、文化振興ビジョンにも掲げ

ております「いせのくに亀山・文化創造都市」の実現を目指してまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

 先般、６月議会におきましては、議員みずから和歌を詠んでいただいたということもございまし

たけれども、市民の誰もが日々の暮らしの中で文化を身近に感じ、なれ親しむことで心豊かな生活

を営むことができ、幸福を実感することができる、暮らしの質の高いまちを目指してまいりたいと

いうふうに思うところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 よろしくお願いします。 

 次に、スポーツの強化とスポーツ施設の充実について。 

 私も生涯スポーツ、ソフトボールは生涯の楽しみの中でやってきたものでございます。まだ現在

もたまにはプレーすることもございますが。そういうスポーツに親しんでいただくという中でも、
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さらにオリンピックも２０２０年には来ます。東京オリンピックの中でも、やはりスポーツの強化

を図らなければ金メダルはとれないというふうに私は思っています。亀山の中からも金メダルをと

っていただく選手が出ないかなあというふうにも私は思っておりました。 

 そのためには、やはりスポーツ施設の充実も必要です。我々もスポーツをやっておる、ソフトボ

ールをやっている中でも、やはりスポーツ施設の充実を訴えてきましたが、なかなか難しゅうござ

います。今後２０年先には、やはり専用球場等、また専用競技場等ができることを夢見ております

ので、考えがあったらお聞かせ願いたいと。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 スポーツの振興についてでございますけれども、東京で開催をされますオリンピック・パラリン

ピック、また三重県で開催される国民体育大会などを契機としながら、１０年、２０年先に当市出

身の日本を代表するトップアスリートを輩出できるよう、将来を担う子供たちや青少年の競技者、

それをサポートする指導者などの育成に努めるとともに、スポーツ施設の充実につきましても、施

設に対する市民ニーズの把握に努め、その整備に努めてまいりたいというふうに考えております。 

 市民誰もが「する人」「見る人」「支え育てる人」として生涯を通じて何かしらのスポーツにか

かわり、楽しさを感じながら、また健康でいられるよう、そうしたまちを目指してまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 それでは、次に、福祉・医療の充実についてお尋ねしたいと思います。 

 まず少子・高齢化時代への対応についてということで、高齢化時代、先ほども私申しましたが、

人生１００年という中で超高齢化時代になろうかというふうに思っております。少子化のほうも今

後の問題としても、高齢化時代についての考えがあったらお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 少子・高齢化時代の対応についてでございますが、亀山市の人口ビジョンでは、２０４０年に人

口４万８,５６９人、高齢化率３０.７％と、国同様、人口減少と高齢化が進行し、老年人口率は２

０５５年にはピークを迎えることと推定しておりますことはご案内のとおりでございます。 

 このようにさらなる少子・高齢化時代を迎えようとする中、福祉政策においては、市民の生活の

安定を支えることが重要と認識をしているところでございます。 

 議員お尋ねの２０年後を見据えますと、支え手、受け手という概念を取り払い、あらゆる市民が

役割を担い、既存の縦割りのシステムを総合的な支援の仕組みへと転換する地域共生社会の実現が

必要と考えております。 

 今後におきまして、担当部局といたしましても、時代に応じて不足する資源を充実しつつ、福祉

サービスを提供することで、市民が心身ともに健やかな生活ができるよう取り組んでまいりたいと
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考えております。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 それでは、次に市立医療センターの運営についてでございますが、私、医療センターは本当にあ

りがたく思っております。現役のときに大腸がんの早期発見をしていただいて、八、九年前に前立

腺がんを発見いただいて対応していただき、それで、また３年ほど前には頭の動脈瘤を発見してい

ただいて手術をして現在に至っております。今現在健康でうれしく思っております。そういう中で

の運営、今後をよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 古田地域医療部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 今から２０年後の社会は、皆さんおっしゃいましたが、人口減少し、高齢者が増加しております。

３人に１人が高齢者という社会になっていると予測されておりますので、現在の医療保険制度や介

護保険制度、現在のままでは継続することは難しくなっていて、大きく改正されているのではない

かとも思っております。また最後まで住みなれた地域でサービスを受けながら生活するという地域

包括ケアシステムが熟成されているとも考えられます。 

 そんな中、医療センターにつきましては、平成２年に開院しておりますので、現在でももう２８

年が経過しております。２０年後といたしますと、医療センターの建物は築後５０年近くを迎える

ことになります。そういう中ですので、私の夢ですけれども、建てかえられて新しい施設になって

おりまして、また急性期・回復期の非常にバランスのとれた医療サービスが提供できる地域包括ケ

アシステムの中核を担うような病院になっていてほしいというふうに願っております。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 もう残り時間が９分でございますので、よろしくお願いします。 

 順番をちょっと変えたいと思います。先に教育行政についてお尋ねしたいと思いますが、その中

での豊かな教育、学力テスト。いわゆる学力テストは、私は２０年後にはトップとは言いませんけ

れども、全国平均の上に行くものと私は思っております。また、子供の安全教育について、この３

点を一くくりで結構でございますので、できたら部長でも、教育長でも、どちらでもいいので、答

弁をお願いしたい。 

○議長（西川憲行君） 

 服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇） 

 まず議員におかれましては、亀山市青少年育成市民会議にて長い期間ご活躍され、「亀山っ子」

市民宣言の普及啓発を初め、青少年の健全育成にご尽力いただきましたことに感謝の意を表したい

と思います。今後ともよろしくお願いします。 

 さて、議員お尋ねの豊かな教育につきましては、教育環境の側面や教育の質の高さ、豊かな心の



－２５８－ 

育成、学習者にとっての豊かな学びなど幅広く捉えることができようかと存じます。いずれにしま

しても２０年後と申しますと、人工知能等を初めとする技術革新により、現在と比べて想像がつか

ないほどの超スマート社会が到来しておるものと存じます。また、少子・高齢化が進むとともに、

グローバル化が加速し、人の生活圏も広がっていると考えられます。 

 このような社会現象を見据えた上で、個人においては変化に適用するのみならず、みずからが自

立して主体的に社会とかかわり、人間ならではの新たな価値を創造し、将来をつくり出すことがで

きる人づくりが必要と認識しております。 

 また、人生１００年時代を豊かに生きるためにも、現在以上に人それぞれが持つ可能性を発揮し

ながら、豊かに暮らしたり、活躍したりする社会を目指す必要があると考えています。 

 具体的な光景としましては、子供たちはタブレットを使いこなし、プレゼンテーションを行って

いる。英語の授業に楽しく参加している。学校内外での体験学習や交流学習がふえている。地域の

方々が当たり前のように学校にいる等々の姿が考えられます。また、今以上に個が大切にされると

ともに、グループ学習が多く繰り広げられていると考えられます。そして新しい図書館や市民大学、

各地域での活動等が充実し、学びの場も多様に展開しているものと存じます。 

 一方、未来社会におきましても、教育の普遍的な使命は変わることはないと存じます。人格の完

成と平和で民主的な国家及び社会の形成者としての心身ともに健康な国民の育成を目指してまいり

たいと存じます。 

 学力についてのお尋ねがございましたが、現在市内の学校では、これからの社会の変化も見据え、

新しい教育の流れに乗り、他市町に先んじて情報教育や英語教育の充実に取り組んでいるところで

ございます。 

 一方で、技術革新が大きく加速する時代であるからこそ、子供たちに他者と共働し、人間ならで

はの感性や創造性を発揮しつつ、新しい価値を創造する力を育成することは一層重要になると考え

ております。 

 学力調査の数値につきましては、測定可能な学力の一部分であろうかと存じます。また、専門機

関の分析結果からは、学力調査結果に与える影響としまして、教員の指導力や学校組織力だけでな

く、家庭・地域の社会・経済的背景に有意な相関関係が見られるとの指摘もございます。さらに厚

生労働省の調査によりますと、学卒、就職後、正規職員として就職後、３年以内に離職した割合が

高校卒で約４割、大学等卒で約３割という結果が出ております。これらのことから、学力調査の質

問紙調査にも留意しつつ、「知・徳・体」の現代的な意義を改めて捉え直すとともに、キャリア教

育、職業教育の充実を図るなど、子供たち一人一人の可能性に挑戦するために必要な力を確実に育

んでいきたいとの思いでございます。 

 安心・安全、安全教育についてのお尋ねもいただいておりますが、昨今の子供たちを取り巻く諸

課題の状況等を踏まえますと、自然災害や犯罪被害のほか生活習慣や食習慣の乱れ、メンタルヘル

スやアレルギー疾患等の健康課題、また交通事故対策や国民保護等の非常時対応など多岐にわたり

ます。 

 そこで学校では、子供たちみずからがそれぞれの場面に応じて発生し得る危険を予測し、未然に

回避できる知識と能力を高め、的確で安全な行動選択ができる力を身につけられるよう、一層の安

全指導の充実を図ってまいります。 
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 一方、学校だけでは対応が困難な課題もございますので、地域家庭のご協力もいただくことは不

可欠と存じます。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 ありがとうございました。 

 それでは、最後に災害対策についてお尋ねしたいと思います。 

 本年、特に大規模な災害が日本全国それぞれのところで起こっております。災害に遭われた方、

亡くなられた方についてお悔やみ、お見舞い申し上げたいと思う中で、またさらに復興に努力をお

願いしたいなというふうに思っております。 

 それでは、亀山市の災害について、大規模災害への対応についてと安心・安全なまちづくりにつ

いて、消防力の充実についてでございますが、３分を切っておりますので、適当に答弁をお願いし

ます。 

○議長（西川憲行君） 

 久野危機管理監。 

○危機管理監（久野友彦君登壇） 

 まずは災害でございますが、どのような時代になりましても、公助、いわゆる行政側でできるこ

とはさせていただきますが、基本になりますのは自助・共助の認識であると考えておりますので、

みずからの命はみずからが守る、地域の安全は皆で守るという自主防災力が高まるための対策を行

いまして、防災の日常化がより一層高まることが重要と考えております。 

 続きまして、安心・安全なまちづくりにつきましては、亀山警察署などの関係機関と連携を今以

上に密にさせていただきまして、防犯活動、あるいは交通安全対策につきまして、一層努力してま

いりたいと考えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 平松消防長。 

○消防長兼消防部長（平松敏幸君登壇） 

 ２０年後の消防力の充実でございますが、市民が安全で安心して暮らせるよう、高齢化及び人口

減少の進行に加えまして、複雑化する災害など消防を取り巻く社会情勢の変化を踏まえ、着実に取

り組みを推進していく必要があると考えております。 

 この消防力の充実につきましては、総務省消防庁において施設及び人員の目標とする水準を示す

消防力の整備指針、これが定められており、本市におきましても、この指針を目標に業務を遂行し

ているところでございます。 

 なお、今後におきましても、長きにわたり亀山消防の発展にご尽力をされました宮崎議員のご期

待に沿えるよう、市民の生命、身体、財産を守る責務を全うするよう努めてまいります。 

○議長（西川憲行君） 

 宮崎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 ありがとうございました。 
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 私も消防については約４０年勤めさせていただいて、思いが走馬灯のように頭の中で走っており

ます。今後、災害対策についてはよろしくお願いしたいなあというふうには思っております。 

 最後でございます。全部何とか質問を終えさせていただきました。私もこれで最後だと思います

ので、行政部門、また立法機関である議会、これらがうまく、今後この亀山市政の中で取り合って

いただきたいということを念願して終わりたいと思います。本日はどうもありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 

 １２番 宮崎勝郎議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、午後１時まで休憩します。 

（午前１１時５０分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、９番 鈴木達夫議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 鈴木達夫です。一般質問をさせていただきます。 

 私の質問は大きく２つ、亀山市都市マスタープランの改定内容について、そして第２回亀山市総

合教育会議の内容についてでございます。順番を変えさせていただきまして、初めに第２回亀山市

総合教育会議の内容についてを質問させていただきます。 

 開会日、市長の現況報告の中に、８月８日に第２回総合教育会議が開催された旨の報告がござい

ました。私の認識ですと、この総合教育会議とは地方教育行政法の改正に伴って、平成２７年度か

らこの会議が設置されたと。教育の独立性は担保されながらも、市長と教育委員会、両者が教育行

政の方向性を共有し、執行に当たるというものだと認識をしております。 

 それでは、まず通告のとおり、８月８日の第２回の総合教育会議についての概要を説明いただき

たいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 ９番 鈴木達夫議員の質問に対する答弁を求めます。 

 山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 本年度第２回目となる総合教育会議につきましては、議員ご指摘のように、市長、教育委員会双

方からの開催要請により、議題としましては、教職員の働き方改革のための環境整備についてと児

童・生徒の通学路安全確保についての大きく２つの内容について協議を行ったところでございます。 

 まず、１つ目の教職員の働き方改革のための環境整備については、教職員の時間外労働時間の実

態等の状況を共有した後、教育委員会より、学校教育の充実に向けての人員配置等の要請及び学校

業務の見直しに向けての取り組み方針について示されたところでございます。 

 具体的には、まず学校教育の充実に向けて部活動指導員の拡大配置、スクールサポートスタッフ

の新規配置、ボランティア活用促進に伴うボランティア保険加入費の負担についての必要性等の説

明及び要請がございました。一方、教育委員会として今後の取り組みを進める学校業務の見直しに
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ついて、給食会計の公会計化、勤務時間外の保護者・地域等からの問い合わせ対策、会議・研修会

の精選と開始時刻の見直し、土曜授業撤廃に向けた関係者会議の設置について説明があり、協議を

行ったところでございます。 

 次に、２つ目の児童・生徒の通学路安全確保についてでは、さきの大阪府北部地震により発生し

たブロック塀の崩壊による小学生の死亡事故を受けて実施されました通学路のブロック塀等の安全

点検の状況及びその対策について情報を共有し、協議を行いました。また、あわせて新潟県で発生

をいたしました女児殺害事件を受けて、国から点検が求められている緊急合同点検及び安全対策に

ついても情報を共有し、連携の意思を確認したところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 ありがとうございます。教職員の働き方の環境整備と通学路の安全確保が主な議題内容との報告

でありました。 

 次の通告の教職員の働き方改革のための環境整備についてということを上げましたが、今の答弁

の中で、部活動指導員の拡大配置という検討が議論されたということでございます。６月議会に、

私、今年度導入したばかりの部活動指導員拡大の成果、始まったばかりでわからないと思うがとい

うことで、もう今、夏休みも過ぎて９月でございます。この部活動指導員の配置、亀山市で２名で

すね。この成果・効果についてどう認識しているか。１つは働き方の面、そしてもう一つはそれと

対面した生徒の反応、これあたりを答弁願いたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 部活動指導員の配置についての成果・効果についてでございます。 

 今年度、亀山中学校の女子テニス部、関中学校の野球部に各１名ずつ部活動指導員を配置してお

ります。部活動指導員による専門的かつ効果的な技術指導は、生徒の技術面や活動意欲の向上につ

ながり、対外試合においてもその成果があらわれてきていると聞いております。また、専門外の部

活動指導に負担を感じている教員の負担軽減にもつながっております。 

 また、働き方の面におきましては、部活動指導員の配置と部活動ガイドラインの遵守により、関

中学校におきましては、教員の月平均時間外労働時間が昨年度に比べ２０時間以上の減少につなが

っております。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 成果は確認したと。だから、拡大配置をすると。総合政策部長、確認をしたいんですけれども、

一定の財政の制約がありながら、この制度の拡大、拡充の方向性をこの総合教育会議の中で確認し

たということでよろしいでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 
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○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 会議では、まず現在の教職員の時間外労働時間や置かれております労働環境について状況を把握、

共有したところでございます。その中で、部活動指導員に係る教職員の負担軽減に向けて、今、説

明がありましたように、現在、市内に中学校に各１名ずつ配置されております部活動指導員のさら

なる増員が必要との要請を受け、それに対しての共通の認識をしたところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 さらなる配置の拡大、拡充に向けて、考え方を共有したということです。 

 次に、これは６月議会でもやったんですけれども、私、津市の教育支援員の配置ということを紹

介させていただきました。先ほどの答弁ですと、スクールサポートスタッフの配置ということだっ

たんですけれども、このスクールサポートスタッフというのは、私が紹介した教育支援員という、

同様なサポート、フォローをするという認識でいいんでしょうか。 

○議長（西川憲行君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 スクールサポートスタッフの職務内容につきましては、さきの６月議会で議員よりご紹介いただ

きました津市の教育支援員と同様の職務内容でございまして、教材プリントや保護者への配付物の

印刷などの事務作業や授業準備、後片づけなど、従来、教員が行っていた業務の一部を担うもので

ございます。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 これも総合政策部長に確認をとりたいと思います。 

 これも予算措置を含めて新規に配置するという理解をしていいのか、あるいは想定する配置校な

どはあるのか聞きたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 教育支援員を含みます新規配置でございますが、これにつきましては、教職員の労働環境の改善

について国を通じて方針が示され、まずは県教育委員会で対応されるものと考えております。その

上で、市教育委員会には国や県の対応状況や対応方針に対しての情報収集を行っていただくととも

に、その取り組みの市内学校での積極的な活用をお願いする中で、それでも行き届かない部分は子

供たちの教育環境のさらなる充実及び教職員の業務負担の軽減に向けて、市長部局においても対応

を検討していく必要があるものと考えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 
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 この総合教育会議の中でまだまだ確認したいことはございます。勤務時間外の保護者・地域から

の問い合わせへの対応とか、あるいは先ほど言いましたけれども、紹介がありましたけど、ボラン

ティアさんへの保険の加入の負担等ありますが、ここの項のまとめとして、最後に、６月議会にも

やりました給特法について、ちょっと質問、どんな認識かということを聞きたいと思います。 

 私は、働き方改革イコール時間外労働総時間を削減とか、あるいは労働に適した給与を与えると、

これが働き方全てだとは思っていません。最近、「教師のブラック残業」というセンセーショナル

な本を読んだんですけれども、教職員の現場の声、生の声、現状をあらわに紹介している本だった

んです。しかし、この本の本当の趣旨というか背景といいますか、本筋はやっぱり先生の労働環境

面については子供たちは大きな影響を受けていると、そういう本心といいますか、そこがポイント

じゃなかろうかなあということでございます。 

 言うまでもなく、この給特法ですね。これは１９６６年、もう五十数年前ですよ。このとき先生

方の残業時間をカウントしたところ、大体月２時間程度だと。もって給料月額１００分の４、４％

を加給すれば、時間外及び休日の出勤に対する支給はなくすという法律でございます。実態では、

調査の中で、中学校の先生の半分近くが現在、亀山市ですよ、６０時間以上を超えている。そして、

小学校の先生は月３５時間、３７時間ぐらいという現状の中で、この月４％、２時間という数字は

大きな差異があると思います。 

 言ってみれば、６月議会で教育長の答弁の中で、教職員の時間管理といいますか、これが非常に

薄いという、そういう意識ですね。低下を生んで、これが給特法というのは働き方改革の本当の病

巣であるというようにも私は思います。 

 そこで、市長に質問ですけれども、やはり亀山市が他の市町に先んじて教職員の働き方について

この総合教育会議を実施した中で、この給特法のあり方、これからのあるべき姿をどう感じ、関係

組織にどう声を出していくか、またその声高に意見を申すという気持ちがあるのか聞きたいと思い

ます。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 鈴木議員のご質問にお答えをいたします。 

 さきの総合教育会議の中でも、今ご指摘の給特法、いわゆる公立の義務教育小学校等の教育職員

の給与等に関する特別措置法、給特法につきましてのご意見が委員の方から出されたところでござ

います。 

 給特法につきまして、今これもご説明をいただきましたが、働き方改革が叫ばれております中で、

このように教育に携わる教職員本人が業務に携わる時間を意識しづらい勤務体系制度になっており

ますことは、長時間労働を助長させる一因であるというふうに考えられるものでございます。さら

に、教育の質への影響につきましても、ご指摘のようなことにつきまして共通の認識を持たせてい

ただいておるところでございます。 

 市といたしましては、教職員の勤務実態等の検証をしっかりと行いながら、必要に応じまして国

等への要望内容も含めて検討をしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（西川憲行君） 
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 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 はい、わかりました。よろしくお願いします。 

 では、土曜授業についてに移ります。 

 総合教育会議の中で、土曜授業の今後の方向性も議論されたとのことでした。土曜の授業は、も

ちろん教職員の働き方にも大きくかかわりを持つことは理解できますが、ここでは働き方と少し離

れて、土曜授業自体の実情について確認をしたいと思います。 

 私の私見ですが、この土曜授業というのは、もう国、県が何か鳴り物入りで実施を迫り、そして

その考え方、狙い、あるいは保護者や地域の方の理解度とか、その環境整備が整わない中で強引に

実施された、そんな感じがします。関係する地方公共団体の教育関係者と保護者、地域が右往左往

させられたと、そんな印象を持っていますが、教育委員会に聞きます。 

 確認の意味で、この土曜授業、この制度の当初の狙い、そして目的、その後の実施の経緯、そし

てその効果、それをもって今、現在的な課題をどう認識しているか、見解を聞きたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 土曜授業の実施につきましては、土曜日の有効な活用を意図した学校教育法施行規則の改正が平

成２５年に行われたことに端を発しております。 

 これを受け、三重県教育委員会は土曜授業に取り組むことによる地域に開かれた学校づくりの推

進や、週時程の平準化による平日の補充学習等、学力向上に向けたきめ細やかな指導の充実を掲げ、

県下全ての市長、教育委員会に土曜授業実施を強く働きかけました。その結果、平成２６年度から

県下の小・中学校では土曜授業が始まりました。 

 本市におきましても、土曜授業に関する研究・検討を重ね、平成２６年度から県の事業を受けつ

つ、土曜授業をスタートさせました。その後、平成２８年度にそれまでの土曜授業の取り組みを検

証し、現在は各学期１回の年３回実施しております。 

 これまでの検証から、土曜授業は保護者や地域の方々が来校しやすく、学習参観やともに活動で

きるよい機会であること、また土曜日の子供の居場所づくりとなる面では効果があるものの、土曜

授業導入目的の一つであった学力向上に関して、必ずしも成果にはつながらなかったという認識で

ございます。また現在、本市においては、昨年２月の文部科学省の通知を受け、学校における働き

方改革を進めておりますが、土曜授業実施に伴う週休日の同一週での振りかえ取得が困難であるこ

とや、土曜授業実施の翌週の児童・生徒、教職員の負担が大きいといった課題も認識しているとこ

ろでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 もう今では年３回だと。学力向上には余りつながっていない。地域とのつながりはできたけれど

も、つながっていない、学力向上には。そして、教職員の負担につながるという現代的な課題を今

答弁いただきましたが、これをもって教育長、今後の土曜授業はどんな方向で進めていくのか答弁
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を願います。 

○議長（西川憲行君） 

 服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇） 

 簡潔に申しますと、来年度に保護者代表を含む関係者会議を持ちたいと考えております。そして、

関係者の理解を図りながら、平成３２年度以降の土曜授業の方向性を決定する予定でございます。

その方向性につきましては、土曜授業撤廃を視野に入れてございます。 

 なお、保護者、地域の方々が来校しやすい土曜日の学習参観や活動につきましては、振りかえを

伴った形で継続していく考えでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 教育長から土曜授業撤廃に向けた方向性が、今、示されたと思います。政策のスクラップ・アン

ド・ビルドという意味では、ある意味では評価してもいいんですけど、ただ、この土曜授業のため

にどれだけの人、時間、あるいは関係者、父兄も含めて地域の団体等、実はどのぐらい関与したか

ということで教育委員会に資料を求めたらですね、すごいですよ、この回数。年間の会議の回数、

アンケート、調査を含めたアンケート。これだけのものをもって撤廃にする、時間がないので感想

だけなんですけれども、言ってみれば、国や県の指示、命令は全て正しい方策、あるいは政策でな

いといういい例なんです。 

 これはまた予算決算委員会でこの前も言ったんですけど、例えば、これは教育行政にもあると思

う。一般行政の中にも、例えばマイナンバー制度、これはまたやりますけど、今までに２９年度ま

でに１億５,６００万かけているんです。この、いわゆるマイナンバー制度は１０分１０、全部国

が出す、これはやるという中で、亀山市は今６,０００万円ぐらい使っているんです、４０％。 

 こういうことがあるんです。だから、どうにかそういう国、県の指示に基づいたものを市なりの

マイナンバー制度にするか、これも考えないと、もう言われっ放しではだめだということで、もう

次の質問に移りたいと思います。 

 亀山市都市マスタープランの改定内容についてということで、質問を１番、２番、３番、４番、

５番用意しましたが、１番の改定の位置づけについては、いわゆる法律で都市計画法１８条の２の

中で市の向こう１０年間にわたっての基本的な構想を立てるものだという答弁だと思います。 

 私は、今度、議会の中で骨子案、最終案、あるいは市民に対するパブリックコメントを求める中

にあっては、そのことをもって市が、あるいは市民にどう有効に、有用に働くか。マスタープラン

を立てることがどう有用かという、これぐらいの視点を示してパブリックコメントをやってもらい

たいということが１番目の質問の私の趣旨です。 

 ２番目の現行プランの総括についても、多分書いてあるので想像はできますけれども、中心市街

地の衰退にも歯どめがかかっていない、あるいは市街地の拡散が進んでいると。用途地域外の開発

が非常に多いということで答弁があると思うんです。対策として、全部書き込みの中では、適正な

土地利用の誘致が解決策だと書いてあるんですけれども、実際に適正な土地利用の有用って何なん

だろうというのがはっきり見えてこないんです。３つのエリアをざくっとした形で戦略プランを示
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していただいたけれども、駅前開発以外、余り用途の変更等書き込みが見えていないということが

２番目の現行プランの総括について。 

 それからもう一つ、書き込みの中で都市基盤が脆弱な地域内の人口増加が、市民全体に対する日

常サービスの低下につながると。これは一体どういうことなんだということも聞きたかったんです。

特に人口増の見られる北東部地域は、都市基盤が本当に脆弱なんですかということなんですね。便

利だからですよ。あるいは、利便性が高いから今北東部は土地を求め、家が建ち、開発をすればほ

とんど１年以内に埋まっちゃうんです、売れちゃうんです。それが、本当の今の市民のニーズなん

ですということをここで聞きたかったと思いますが、３番目からやらせていただきます。 

 ３番目、済みません、予想される大型事業、特にここでは新庁舎について質問をします。 

 金曜日の服部議員の質問は、立地適正化計画で新庁舎の位置が明確でない現時点では、立地適正

計画は見直すべきだと。図書館の建設は、図書館の基本構想ができていない中で位置を決める。そ

の後でばたばたと計画を後追いした形だったし、認定こども園についても、都市機能を誘導という

ことで道路環境や周辺環境が悪い中で、あえて南崎の地域に決定したと。いわゆる新庁舎が位置が

決まらないことと、これらの位置ありきの計画、行政手法としてこれは整合しないんじゃないかと

いう意見、あるいは質問と私は理解しましたが、私の質問は、この服部議員のやりとりを受けてと

いうか理解した中では、都市計画上、マスタープランで今後１０年間の都市計画の基本的な構想を

つくるに当たっては、新庁舎の位置についてはおよそ結論が出た後で、初めて本質的な都市マスタ

ープランの改定ができるのではないかという質問をさせていただきます。 

 ちょっと口上が長いんですけれども、もうちょっと我慢してください。 

 金曜日の答弁では、新庁舎の建設の基本構想に対して１０月に中間案が示されるとのことです。

この中には、新庁舎の機能とか施設の集約等の条件をジャブ的に示すだけで、具体的には示されな

いということです。整理した意味は、なぜ都市計画上、いわゆるマスタープランをつくるときに新

庁舎の位置は重要不可欠だということを、１つ目は法的な解釈の面で述べたいと思います。 

 まず、これはちょっと参考本なんですけれども、株式会社ぎょうせい発行の都市計画法制研究会

がまとめた解説本なんですけれども、都市マスタープランに記載の事項は以下のとおりであると。

１つ目は都市計画の目標、２つ目は市街化区域及び市街化調整区域の決定の有無と、区分する場合

はその方針、いわゆるこれは７条線引きなんですね。このこと。それから最後に、３つ目が土地利

用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画なんですね。これを書きなさいと

いうものなんですよ。３つはマスタープランには書きなさいということなんです。まさに、新庁舎

あたりはこれに当たるのではないかと。 

 それから２つ目は、金曜日に紹介があった立地適正化計画の中でも都市機能の拠点、機能強化と

いうことで、少し読み上げますけれども、亀山市中央都市機能誘導区域、亀山駅を起点に半径５０

０メートル程度の地域、それから誘導施設の方向性、都市機能施設更新時に合わせた施設の統廃合

や移転により都市の魅力増進。では、この都市誘導施設とはということで、行政サービスの窓口機

能を有する市役所、支所等の行政施設となっている。 

 ここまでの記載がありながら、マスタープランの中に具体的な候補地の記載をする予定がないと

いうことが、むしろこのマスタープランというものは、この立地適正化計画よりも上位計画にある

はずなんです。むしろ１年前に書かれた立地適正化計画よりも、今度でき上がってくるマスタープ
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ランのほうが新庁舎に関してはトーンダウンしているんです。 

 そこで、やっと市長に質問をしたいと思います。 

 今進行している亀山駅の周辺の開発、あるいはこれは図書館も含めてですよ。これあたりは駅を

核とした半径５００メートル内外に来るか来ないで、この駅前の目的であるにぎわいとか交流、中

心都市の魅力の増進、これは大きく作用するんです。逆に、この新庁舎の位置が駅前、あるいは図

書館のにぎわいのキーなんです。亀山市の都市づくりの一丁目一番地なんです。こういう認識はな

いのかということを初めに質問したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 新庁舎の位置につきましては、７日の服部議員の一般質問においても答弁させていただきました

ように、現在のこの市庁舎自体も亀山中央都市機能誘導区域に立地をしておるところでございます

が、新庁舎につきましては、亀山中央都市機能誘導区域への誘導施設としては立適等々の中で明記

はしていないところであります。ただし、新庁舎につきましても、当然議員がご指摘をいただくよ

うな都市機能を有する施設でございますことから、また行政機能の中枢機能を集積いたしておりま

すので、原則、都市機能誘導区域へ誘導されるべき施設と考えてございます。 

 しかしながら、都市機能誘導区域への誘導の考え方につきましては、都市機能を有する全ての施

設を誘導するというよりは、極力区域内へ誘導するものでございますが、これは７日に申し上げま

したように、現在、この新庁舎につきまして庁内での検討委員会を設置して検討を進めてございま

して、本年度策定いたします基本構想におきまして、その庁舎自体の機能、規模、あるいは位置

等々具体的な内容につきましては、次の基本計画での段階での検討も含めて整理をしていこうと考

えておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 私は、何も新庁舎の位置を文化会館の近くの東御幸に建てたらどうかというような、確定しなさ

いと、そんなことを言うつもりはないんです。やはり防災面とか高額な土地取得から見ても、他の

候補地もあってしかるべきだと私は思いますよ。 

 ただ、市長の行政運営の理念であるスピードとかコミュニケーションから見れば、非常にこれは

ちぐはぐなんです。市長は従来の新庁舎建設を凍結すると。これを熊本の地震が起きてか何か知り

ませんけれども、もう建設と。これを言ってから、いわゆる政策の転換をしてからもう２年余にな

る。その中で、過去、平成２０年、２１年度に時間的にも、あるいはマンパワー的にも精力的に費

やした庁舎建設の研究、これを全てゼロベースに戻して、またもたもた計画を立てようとしている。

本来なら、機能集約の考え方、これはもちろんなんですけど、あるいは位置、あるいは運営ですよ。

当時、ＰＦＩなんかという研究もかなり進んでいたんです。いわゆる維持管理、ランニングコスト

をどう抑えていくかあたりも、ＰＦＩも有効な手段だということもかなり研究が進んでいるんだと。 

 今、日本は熊本地震、市長の考えを変えた熊本地震以後、私が説明するまでもなく、たくさんの

地震や風水害に痛めつけられているんです。もうくたくたになっているんです、日本は。そんな中
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で、幸い被災地の方には申しわけないけれども、亀山市は幸い大きな痛手はこうむっていない。い

ち早く防災拠点たる新庁舎建設を進めなければならないという意思が全く私は感じられない。 

 これはもう委員会で何度も言っていますけど、これは市長にきつい質問なんですけれども、やっ

ぱり市長は１期目のマニフェスト、他に優先すべき政策、事業があるということで、もうかなり進

んでいた新庁舎建設を凍結したことに対して、あるいは合併特例債を活用し、庁舎建設を進めるべ

きだという一方の考え方と照らし合わせて、みずからの政治判断、政策判断をしっかり総括、言っ

てみれば反省すると、間違っていたということを公に示すべきですよ。ここで一区切りつけないと、

次へ進んでいかない。確かに新庁舎は膨大なお金がかかるし、そんな中で防災拠点たる市民に愛着

の持たれる新庁舎建設というのは、非常に私、夢のある仕事なんです。 

 もう一度、再度確認ですけれども、自分のマニフェストと政策判断は間違っていたと、反省をす

るということは公言できないんですか。 

○議長（西川憲行君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 当時の政策判断につきまして、それが間違っていたという判断はいたしておりません。今、議員

がおっしゃっておられるような都市計画上のさまざまな諸課題を乗り越えて、次の環境を整えてい

くと。これにつきましては、当然行政の責務においてやっていかなくてはなりませんが、ああいう

節目が変わっていく中での施策の優先度の転換につきましては、一定の考え方で執行させていただ

いたものでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 何度言っても、なかなか適切な答弁はいただけないということで、先ほども上げた図書館、ある

いは認定こども園の建設に関しての手順、手続、あるいは６月議会にも質問した指定管理者の公募

と、公募した後５年間指定管理者を指名しながら、その後に検討期間を設けると。明らかにこれは

ちぐはぐ感というのかな、総合調整に欠けていると。いわゆる市長が常々口にするスピードとかコ

ミュニケーションの行政手法から非常に欠けているという意見を申し添えたいと思います。 

 ここで、最後にもありますので、マスタープラン、来年の多分３月に上程され議決を求められる

んですけれども、私は何も３月に都市マスタープランを上程しなくてもいいと思うんです。いわゆ

る、その本家本元がない、言ってみれば、助さん格さんがいてご老公さんが出てこないような水戸

黄門なんて誰も見たくない。その意味では、多分法的にも、例えば地方分権一括法、あるいはその

後の分権改革の中で、およそ１０年向こうの都市マスタープランを来年の３月に議決しなければな

らないという法はないと思うんです。いわゆる法的な解釈と、もう一方で３月上程を見送ることは

考えないのか、これを質問したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 草川産業建設部参事。 

○産業建設部参事（草川保重君登壇） 

 亀山市都市マスタープランは、中長期的な視点に立った都市の将来像を明確にし、都市づくりの
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方針を示した市の計画でございまして、現行の亀山市都市マスタープランは、第１次総合計画に示

された都市形成の基本的な方針に基づき計画されたものでございます。 

 昨年、第２次亀山市総合計画や立地適正化計画が策定され、新たな都市づくりの方針が示されま

した。それらの計画と整合を図ることが必要であることから、今回策定を行うものであり、計画策

定を見送ることは考えていないところでございます。 

 なお、策定後において都市の将来にとって大きな影響を与える状況の変化が生じると想定される

場合は、見直しの検討を行うこととしています。また、策定がおくれることに関しての法的な制約

はございません。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 見送りは考えていない、法的には見送ってもいいということですね。 

 時間がありません。農振の関係に移りたいと思います。 

 農業振興地域に対する考え方ということであります。 

 昨年１０月に策定の立地適正化計画の中で示された３０６号周辺ですね。この辺の農振の解除の

ほか、隠居家、分家住宅は除き、新しくできる新マスタープランの中では農地の土地利用に対する

変更は見られるか、想定できるかどうか。 

○議長（西川憲行君） 

 草川参事。 

○産業建設部参事（草川保重君登壇） 

 立地適正化計画の中で、国道３０６号沿道については周辺の住宅団地との一体のものとした都市

機能誘導区域としています。また、その他の農用地につきましては、今回改定を行います亀山市都

市マスタープランの土地利用の方針において、農地集積などにより耕作放棄地の発生を抑制し、維

持・保全を行う保全ゾーンとしての位置づけを検討しておるところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 ただただ都市マスタープランの中では、土地利用の方向性が変わったものはないと。農業地に関

しては土地利用の方向性は変えないという答弁と聞きました。 

 それでは、私もちょっと能褒野のほうで少し畑をつくっているんですけど、いろんな、能褒野に

限定して申しわけないんですけれども、建物とか建っているんですね。一部で本当に適正な手続が

できているのかというような声も聞きますので、確認をします。 

 答弁が長くなると困るものですから、過去５年で十五、六件、多分縦覧を行って、農業委員会、

あるいは県との協議の中で同意をされたものがあると思いますが、過去５年の中で手続等、合法的

に執行されていない土地はありますか。簡単に。 

○議長（西川憲行君） 

 大澤産業建設部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 



－２７０－ 

 いずれも手続は適切に行われております。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 あと４つほどなんですけれども、それではちょっとどうしようかな。 

 例えばそんな中にあっても、人口の流入、いわゆる移住とか定住、あるいは経済の活性化、ある

いは税収確保の面、あるいは亀山市の将来都市像、緑の健都、これあたりに貢献できる新たな計画

ができる拠点がある場合、１０年計画のプランでは何らかの対応ができるのか、できないのか。 

○議長（西川憲行君） 

 答弁を求めます。 

 山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 今、新たな計画の１０年計画のプランの中で、何か市で対応するべき必要があるものが出た場合

にどう考えていくかというご質問でございますが、まずは総合計画及び都市マスタープラン、これ

の土地利用計画にまず整合しておるかどうか、これをまず考えることが重要であると考えておりま

して、それに整合していない計画については、市として何もすべきものはないというふうに考えて

おります。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 総合計画、あるいは都市マスタープランに土地利用として農地としてうたってあるものは計画変

更できないということなんですけれども、ちょっとこれはもう同じような質問をしますけれども、

わかりやすくするためにちょっと資料を用意しましたので、出してもらえますか。 

 これも、先ほどの都市計画法の解説本から用意した表の一部です。都市計画の提案制度というの

がありまして、こういう書き込みがあるんですね。近年、まちづくりへの関心が高まる中で、都市

計画に対してまちづくり協議会等地域住民の都市計画に対する能動的な参加を促進し、都市計画行

政に積極的に取り組んでいくため、住民またはまちづくり団体からの都市計画の決定等の提案に係

る手続を新たに整備することとするということで、これをもう一度出してくれる。 

 ３つあるんですね。一定の面積、いわゆる下に書いてありますけれども、０.５ヘクタール、５

反以上のまとまった土地。そして、２番目の都市計画に関する法令上の基準に適合、３番目に土地

所有者と地域の合意ですね。３分の２以上の同意を欲しいということなんです。 

 提案の際の要件は、かなりまだあるんですけど、これを仮にクリアしても、さまざまに公聴会と

か都市計画審議会、さまざまな手続が欲しいです。 

 そこで、もう１番目、３番目ですね。まとまった土地である地権者等地域住民のコンセンサスを

とった中にあっても、いいですか。原則、もう一度、これは市長でも副市長でもいいんですけれど

も、計画期間内において郊外で新たな合意形成や実現可能な拠点整備の計画ができた場合、都市マ

スタープランへの反映等は可能なのかという質問をしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 
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 西口副市長。 

○副市長（西口昌利君登壇） 

 先ほど総合政策部長が申し上げたように、総合計画への適合が大前提とはなりますが、それ以外

に、適合した場合であっても都市基盤的な整備がなされていないものについては、例えば莫大な費

用がそれの整備にかかるといった場合については、その位置づけは難しいものというふうに考えて

おります。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 言ってみれば、立地適正化の考え方ですね。いわゆる都市の拡散の防止、あるいは郊外へのイン

フラ、ライフラインですね。莫大な投資は今の亀山市の考え方、立地適正化計画の中においても、

あるいは今後策定される都市マスタープランにおいても、いわゆる郊外へのインフラ、道とか水路

の拡大とか下水、こういうものは亀山市では、さっきの地域の方の合意があっても、あるいは一定

のまとまりがあったとしても、これは非現実的だという答弁であるかということで、再確認したい

と思います。副市長。 

○議長（西川憲行君） 

 西口副市長。 

○副市長（西口昌利君登壇） 

 先ほど申し上げたことについては、今議員がおっしゃったとおりでございます。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 終わります。 

○議長（西川憲行君） 

 ９番 鈴木達夫議員の質問は終わりました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 １時４９分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時５９分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を行います。 

 次に、１３番 前田耕一議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 前田でございます。毎回のごとく最後の質問者になりましたけれども、明快な答弁のほう、また

よろしくお願いいたします。 

 私、今回は平成３０年度、ことしの全国高校総合体育大会ウエイトリフティング競技大会の検証

について確認をしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 今大会は８月２日の開会式に始まって、３日から８月６日までの４日間にわたり、体重別の９階

級のクラスによって競技が行われたと承知しております。 

 そこで、まず最初に、今大会をどのように総括するかの件についてお伺いしたいと思います。 
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○議長（西川憲行君） 

 １３番 前田耕一議員の質問に対する答弁を求めます。 

 嶋村生活文化部次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 ８月３日から６日にかけて開催されました平成３０年度全国高等学校総合体育大会ウエイトリフ

ティング競技大会でございますけれども、大会への参加選手３９８人が熱戦を繰り広げ、中でも３

名が大会新記録を樹立し、地元高校生が個人総合で優勝するなど、競技においては大きな盛り上が

りを見せた大会でございました。 

 また、運営スタッフは地元高校生を中心として、４１１名が本大会を献身的に支えてくださった

ところでございます。観客動員数は５,０００人を数え、歓迎花として市内小・中学校に栽培をお

願いいたしましたヒマワリが会場周辺を彩り、全体として来場者の記憶に残る大会となったのでは

ないかと考えているところでございます。 

 大会期間を通じまして、大きなトラブルや事故などの発生もなく、スムーズな運営が実施でき、

本来の目的であります市民がトップレベルの競技スポーツを身近に感じられる機会の創出につなが

ったものと捉えているところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 今回の質問につきましては、大会運営の件と、それから競技運営についてと、それから会場運営

の３件に分けておのおの確認したいと思っているんですけれども、中身によっては大会運営に絡む

もの、あるいはそれが競技会場運営に絡むものもあろうかと思いますけれども、順序が逆になった

りすることもあるかと思いますので、その辺はご容赦願いたいと思います。 

 それでは、まず最初に、先ほど答弁がございました内容について確認したいと思います。 

 観客数約５,０００人が来場されたというように判断させてもらっていいんじゃないかと思うん

ですけれども、この算定根拠について確認したいと思います。 

 会場周辺には、あるいは会場内には私の想定以上の人出があったと感じておりますが、観客数の

カウント方法、５,０００人の観客が来場されたという、その根拠についてどうやってしてカウン

トされたのか、その内容について確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 議員もおっしゃられましたとおり、会場の用意をいたしました椅子がかなり埋まるような状況で

ございまして、たくさんの方においでをいただいていたというところでございます。 

 算定につきましては、毎日１０時、１３時、１５時に会場内の観客数を計数いたしまして、観客

の入れかわりを考慮した上で、合計した数値を５,０００人としたところでございます。大会の４

日間の総入場者数でございます。 

 また、選手や学校関係者以外の観客数については、この５,０００人の中には大会運営にかかわ

る方々も含まれているところでございますけれども、細かな集計上の区別はつけていないというふ
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うなところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 ５,０００人の根拠については、言ってみれば、当日会場に見えたスタッフも含めた全体の数字

を見込んでの５,０００人というように判断させてもらったんですけれども、私が見ている範囲で、

スタッフの方もたくさん毎日毎日動員されておりますので、その方らが非常に目について、本来の

意味の観客動員は果たしてどんだけあったのかというのは、決して多くはなかったと思うんですね。

それには、ＰＲ不足とか、あるいはウエイトリフティングという競技が、亀山だけじゃなしに全県

的、あるいは全国的に必ずしもメジャーな競技じゃないという部分もあって、思ったよりも少なか

ったんじゃなかったかなあというような感じがしないでもないんですけれども。来ている方は非常

に熱心に応援されておりますし、その辺では意味はあったんじゃないかと思っておりますけれども、

もっと細かなスタッフ、役員、選手を除いた選手の集計方法は、私は見ておる範囲ではあったんじ

ゃないかなと。プライベートの方はポロシャツとか、スタッフ用のを着ているわけじゃないですか

ら、それ以外の方のカウントするのは簡単ではなかったかと思いますので、もう少し詳細な中身が

欲しかったなあと、そんな感じをしております。 

 これは今さら言ってもしようがないことですから、次に参ります。 

 非常に私が気になったのは、来場の観客の皆さん方、あるいは応援の方々を対象とした振る舞い

とかおもてなしのブースがどこにも用意していなかったというのが非常に気になりました。それに

つきましては、特にこの４日間、非常に暑い時期でございました。体育館の外へ出たら、スペース

は何ぼでもあるんですけれども、そういうブース、スペースを利用しての振る舞いとかおもてなし

の場所が設けてなかったので、この辺について特別な理由があったのかどうか、それについての理

由について確認したいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 会場となります西野公園体育館の外での休憩所の設置や振る舞いなどについてでございますけれ

ども、この大会は高校生の競技会の開催が主目的でありますことから、例年のインターハイの会場

におきましても、イベントやおもてなし的な側面はそれほど強調されておりませんでした。こうし

たことから、本大会開催におけるブース出店等の検討会議におきまして、物販などにつきましては

控えることといたしましたが、観光案内でありますとか、市のＰＲについては会場内にブースを設

けることといたしました。 

 また、西野公園の指定管理者が設置したブースにおいては、亀山茶の振る舞いを実施していただ

いたところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 大会の性格上、物販等については多少控えるべきだということもあったやもしれませんけれども、
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私、４日間、物好きという部分があるんですけれども、毎日会場へ通わせていただきました。非常

に暑い日ばっかりでしたので、例えば自販機でお茶とかコーヒーを買うことはできたんですけれど

も、座って外でそれを飲む、あるいは利用するところがなかったんですね、全然。館内は飲食禁止

ですから当然外になるわけですけれども、天気がよ過ぎて、果たしてどこでお茶を飲んだらいいん

かなとかいうようなことになってきて、結局立ちっ放しですわ。 

 あそこに場所がないんであれば、これはやむを得ませんけれども、スポーツ用品なんかの販売の

テントの後ろ、中庭のところにちょうど芝生の広場がございますわね。あそこへテントをちょっと

張って、椅子とテーブルを置いて、座ってそこでお茶を飲んでもらったりとかいうことは十分可能

じゃないかと思うんですけれども、その辺の配慮は当然すべきではないかなあという感じがしない

でもなかったです。 

 そして、亀山のことですから、亀山茶の振る舞い等もやっているんかなあと思ったら、正直申し

まして、今の答弁では指定管理者がやっていたということでございますけれども、私、指定管理者

の方がテントの端のところで缶バッジ、国体用の缶バッジの、自分でつくるんかな。自分でつくっ

てお持ち帰りいただくというコーナーを設けておりましたけれども、お茶があるのを私は知りませ

んでした。ここ、毎回行くたびにそこのブースへ寄らせてもらって話をしたんですけれども、お茶

一杯どうですかと言ってもらったこともないですし、そういう程度でしたので、やっぱりせっかく

亀山へ全国各地から来てもらったのであれば、少しでも亀山を理解していただくのに、亀山茶のコ

ーナーなんかもあってもよかったのではないかなという感じはしました。 

 選手の皆さんは控室がございますから、そこでフリードリンク、協賛メーカーのフリードリンク

とかというのもありますから自由に利用できたんだと思いますけれども、一般来場者の方は全く利

用するところがないんですね。暑かったら休憩してということで、車で来られた方は車のほうへ走

って、車の中で座ってといっても、車の中は暑くて入れませんわ。 

 そんな中では、過去の大会ではなかったというものの、やっぱりケース・バイ・ケースで対応す

べきじゃなかったかなと思いますので、それにつきましては、今後も国体なんかもございますけれ

ども、そのときには十分な対応をお願いしたいと、かように思いますので、よろしくお願いします。 

 それと、もう一つ非常に私が気になったのは、たまたま駐車場の入り口で若い男の子が２人でガ

ードマンの方と話しているのを見まして、何をしているのかと聞いたら、昼飯を食べるのに食事を

する場所を聞いていたんですね、ガードマンの方に。でも、ガードマンは地元の方じゃないですか

らわからないわけですね。本人らはネットで調べて、こういう店へ行きたいんやということでガー

ドマンに聞いてみえるけれども、なかなか道案内されてなかった、ようしなかったんですよね。た

またま私はその場所におって、僕、今から一旦会場外へ出るから乗せてってあげるよといって言う

てしまいましたけれども、ホルモン屋さんに行ったんですわ、本人さんらが行きたかったのは。 

 車に乗せて走っている途中で、待てよと、彼らは例えばそのホルモン屋さんまで乗せていくのは

いいけれども、帰りどうやって帰るかなと思って。まあ想像してもらえると思いますけど、一番近

いホルモン屋さんですわ。それで体育館から行ったら１５分から２０分かかります。やっぱり気の

毒ですね。 

 で、よく考えたら、そういう案内とかそんなのは一切ないんですね。８月３日、４日、５日、６

日のときに会場で応援されて、ちょっと休憩ということで外へ出て、外へ出たはいいけれども、食
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事、さてどこでするのかなというときに、そういう案内がなかったと私は感じております。 

 それで、何か方法なかったのかなということを疑問に感じておりました。その辺について検討し

たことがなかったのかどうか。外での、言ってみれば、もう一般来場者の方の弁当とかおにぎりの

販売とか、その辺ですわ。そういうことも含めて検討する余地はなかったのかどうか確認したいと

思います。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 会場内でのお弁当などの販売についてでございますけれども、一部の例外を除きまして、大会の

協賛企業に独占販売権が設定されております関係上、原則として販売禁止となっているところでご

ざいます。 

 また、夏場でもあることを配慮いたしまして、飲食物の出店につきましては、積極的な呼びかけ

を行わなかったところでございます。実際、さまざまな規定の中でも、果物などについても加工せ

ずに丸々販売をすることとか、そういった規定などもございまして、ちょっと出店が難しかった部

分もあったかというふうに考えております。 

 また、私も会場におりますときに、何名かの方から近隣の食事場所がないかというふうなお問い

合わせは受けたところでございまして、こうした情報提供などについては、若干不足した部分もあ

ったかなあというふうに思っているところでございまして、これらにつきましては、次の国体等に

向けては、しっかりとした資料の用意などはしていく必要があるんだろうというふうに思いました。

以上でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 確かに衛生面を考えたら、あの時期に飲食物の販売を素人がするというのは無理な相談と言えば

無理な相談かと思うんですが、それであれば、飲食店の案内のブースとか、あるいは掲示板に掲示

とかして、Ａ店やったら２０分かかりますよと、Ｂ店やったら１０分かかりますよぐらいの表示を

して案内ができれば、来場された方も戸惑うことなく利用されるということを私は感じました。 

 車でお見えになっている方はいいんですわ、車で出入りすればいいわけですから。しかし、ＪＲ

利用とかでお越しされた方は、あそこへ入ったらもう、一旦外へ出る場合には、市内を回ろうと思

っても歩くしか方法がないんですね。タクシーなんかの利用というのがありますけれども、飯を食

うのになかなかタクシーを利用してという方もいないと思いますし、タクシーもすぐに呼んで来て

もらえるわけでもないと思いますので、その辺につきましては、十分な配慮が必要でなかったのか

と思いますので、その辺のところについては、大したことじゃないかわかりませんけれども、検討

していただくという。ぜひ今後は、別にインターハイや国体だけじゃなしに何かのほかの大会、イ

ベントでもそうだと思いますけれども、やっぱりそういう表示というのはしていくべきじゃないか

と思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 次に２点目として、競技運営について確認したいと思います。 

 まず最初に、体育館、つまり競技会場の環境について、どのような評価をしているかについてお
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伺いしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 競技場となりました西野公園の体育館でございますけれども、昨年度、公園体育館の空調設備工

事により空調機を設置いたしましたことから、大会期間中、常時運転をいたしまして、連日３５度

を超える猛暑日が続いたところではございましたけれども、館内の温度は常に適温に保持されてお

りまして、スムーズな競技運営ができたところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 ありがとうございます。 

 確かに猛暑の中、もしエアコンがなかったら、どうやって選手の皆さんは競技されただろうと、

あるいは観客の皆さんがどうやって応援しているかというのは、想像したらぞっとするといいます

か、私も当然行く気がなかったというような感じの中でのエアコンの設置ということで、非常によ

かったんじゃないかなと思いますし、競技団体の役員の方にも、ごく最近、どうやったというよう

な形で評判をお聞きしましたら、非常に喜んでみえましたし、競技会場の中はもう最高やったとい

う評価をいただいておりますので、これはよかったんじゃないかと思っておりますが、問題は、練

習会場とアップ会場の環境についてでございますけれども、これにつきましても、どのような評価

をしているかお聞きしたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 まず、アップ会場でございますけれども、アップ会場は競技に入る直前に選手の皆さんが体調を

整えられる場所ということで、競技場の近くに設置が必要ということで、西野体育館のすぐ横にテ

ントを張って設置をしたところでございました。 

 非常に、アップ場内につきましては高温となることが想定されておりましたので、冷風機と大型

扇風機を組み合わせてアップ場内を冷却する計画でございましたが、実際には、連日の猛暑により

まして、当初計画の方法ではなかなか冷却し切れないという状況でございましたことから、急遽ス

ポットクーラーを追加し、対応したところでございました。 

 練習場のほうは、会場近くに設置をいたしました。先催会場における練習場は仮設テントで、冷

房機器も設置のないケースが見受けられました。そういう中、当市の練習場につきましては、市内

企業の協力のもと、冷房機能のある会場近くの物流倉庫をお借りし運営を行いましたところ、利用

する選手並びに関係者からも高い評価をいただいたところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 確かに練習会場につきましては、物流倉庫をお借りして、普通、倉庫というと暑苦しいところな
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んですけれども、冷房倉庫ですね。ですから、本当にエアコンも効いていて、練習会場は好環境と

いうんですか、それと結構広かったので、選手の皆さんも練習は十分できたと思うんですけれども、

アップ会場は悲惨でしたね。あの暑い時期にテントで周りを囲んで、直射日光はどんどん来ますわ

ね。あそこで選手、アップということは、もう競技の直前ですから、そこでそれこそ５００グラム、

１キロのバーベルの上がる上がらないで結果が出るようなナーバスな競技ですから、そこで、あの

環境でアップをするというのは、非常に選手の皆さんは気の毒やったんじゃないかなという感じが

しました。最後のほうは、テントをめくって、多少でも風通しがいいようにとやっておったんじゃ

ないかというぐらいの時期でしたので、やっぱり経費的には難しい部分があろうかと思いますけれ

ども、その辺のところにつきましては、自分がその立場になって、そこで練習、アップするという

ことを考えてやる必要があったんじゃないかと。もうちょっと配慮してほしかったと思いますので、

これにつきましては、今後の大きな課題にしていただきたいと、かように思いますので、ぜひよろ

しくお願いしたいと思います。 

 次に、３点目、会場運営について確認したいと思います。 

 まず、一番気になったのが、今の現在の体育館は１階からと２階からと出入りができる構造にな

っております。私、最初の日に１階のロビーのほうに入ったら、ロビーの手前の靴脱ぎ場はもう靴

いっぱいであふれていますわ。 

 自分はどこへ靴を脱いだらいいんかなというような感じで入っていったんですけれども、本来は、

全ての選手、あるいは観客の方は２階から出入りするということになっておったらしいんですけれ

ども、そんな表示もなかったですから、私もいつもどおりのつもりで１階から入ったんですけれど

も、もしあそこへ、私はずうずうしいですから、靴なんかは人の靴を踏んで、靴をそこへ脱ぎ捨て

て入っていけば入っていけるんですけれども、障がい者の方、特に車椅子の方なんかがあそこへ見

学、観戦にお越しになった場合、どこから入るんかなあと。関係のスタッフはいるんかなあと思っ

ても誰もいないんですよ。 

 その辺のところについて、どのように対応を検討されていたのか、まずその辺について確認した

いと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 大会運営をスムーズに行うために、選手や観客の動線として、外玄関を上りまして２階の入り口

から会場へ入ることといたしておりましたが、動線の分離が徹底できていなかったため、１日目に

は１階の部分の玄関に靴があふれるということとなりまして、大会運営上問題がございました。こ

のことから、２日目からはバリケードと係員を配置したところでございまして、これによりまして

１階の玄関口に靴があふれ、大会運営に支障を来すという事態は回避できました。車椅子で来場さ

れた方には、若干の不都合を生じられたというふうなことも事実としては認識しているところでご

ざいます。 

 また、１回だけですけれども、救急車が入る場面もございましたけれども、このときにも１階部

分についてはバリケード等を設置しておりましたので、スムーズな搬送等ができたところでござい

ます。 
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○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 バリケードを設置して、階段のところからぐるぐると１階のロビーの入るところをバリケードを

してくれて、これはこれでよかったんですけれども、今度はきっちりバリケードをしてもらってあ

るもんで、全く入っていけなかったんですね。スタッフが配置されたということでございますけれ

ども、スタッフはロビーの中ですわ、見えたのは。 

 ですから、バリケードのところで普通であれば１カ所出入り口があって、そこで入っていい人か

だめな人かいうのをすみ分けしたらいいんですけれども、そこにいないですから、用がある方でも

バリケードをちょっとずらして体を横にして入るとか、そういう対応をせざるを得なかったという

ようなことがありますので、やっぱりその辺は人員配置の問題もあろうかと思いますけれども、十

分な対応がされていない、おざなりな、まあバリケードをして入れやんようにしておけというよう

な感じの対応であったので、これではちょっとみっともないなということを感じましたので、ぜひ

その辺につきまして、ちょっとした配慮で対応できるものですから、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 あそこにおったスタッフの方は、多分競技団体の人がいたと思うんですけれども、そこは競技団

体が対応するのか、あるいは行政のほうで、言うてみたら会場運営のほうの団体がするのかという

のはよくわからなかったんですけれども、それにつきまして、事前に対応を検討しておけば問題な

いんですけれども、そこまで多分配慮されていなかったと思いますので、それも含めて重要な問題

ですから、ぜひ検討していっていただきたいと、かように思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 それからもう一点、これも何を今さらと言われる問題じゃないかと思うんですけれども、バスの

問題です。 

 バスといいますのは、会場へ行くバスは駅から循環バスに乗っていって、そして、西野公園口と

いうのかな、駐車場は。関西電力の営業所のちょっと南側のところにあるんですけれども、一般の

人はあそこに駐車場があって、あれが西野公園口って誰も知りませんわね。たまたま私、あそこを

通りかかったら、４人ほどの、多分あれは学生やと思うんですけれども、あそこで待っていました

わ。どうするのと言ったら、亀山駅へ行きますと言って。バスは２０分先ですわ、来るのは。あそ

こで、あの暑い中で座り込んで待っておる方も見えましたけれども。 

 ここってどうやって聞いたんやと言ったら、誰かどなたかに聞いたらしいんやけれども、ご苦労

なことにあそこへ行こうと思ったら、丸加運輸さんのほうの通りと、それから一里塚の通りと両方

あって、その真ん中に市道が、細いのがありますわね。ご丁寧に遠回りして一里塚のほうから回っ

てきて、あそこへ来て待っていたと。余りないんですね、あそこへ行く狭い市道があるんやけれど

も、そういう表示も何にもなかったままで、その方らはやっとバス停へたどり着いて、時間を見た

ら大分先やと。まして今さら会場へ戻るのにまた１０分、１５分かかるもんで、そこで結局座り込

んで待っておりましたけれども。その辺のところをもっと停留場の場所の案内表示とか、あるいは

時刻表などの案内表示、これが必要でなかったかということを感じました。 

 一般の方は、バス利用者はいないという判断だったのか、あるいは、あってもあそこに駐車場あ
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るで利用してくれるやろうという安易な考えだったのかというようなことも含めて、やっぱり検討

の余地はあったんじゃないかと。 

 確かに、このプログラムの中にはバス停の場所はあったな。それから時間も書いてあるんですわ。

これはどんな方が持っているのか、配布冊数と配布対象者をちょっと教えてください。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 まずパンフレットの配布の、大会プログラムの配布の状況でございますけれども、作成冊数は全

部で１,４００冊を作成しております。これを参加いただいた各選手、それから競技役員、それか

ら現地の各実行委員会の関係者、さらに視察で来ていただいた方々でありますとか報道関係等で、

総勢で全部合わせましては１,１５４冊の配布を行ったところでございます。また、会場では販売

を行っておりまして、販売による冊数が１８８冊ということで、全部で１,３４２冊を配布等させ

ていただいたところでございます。 

 また、バスの周知についてでございますけれども、全体といたしましては、競技役員並びに選手

等についてはシャトルバス等の手当てを行っていたところでございまして、それ以外の時間帯につ

いて会場を出られるというふうな方がいらっしゃるときに、私どもが問い合わせにお答えをすると

いうふうな形での、限定的な形での対応をさせていただいていたというところでございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 １,４００冊配布してあって、約というかほとんどが大会関係者、あるいは選手の皆さんに配布

しているわけですね。一般の方は、ここに書いてあるバスの時刻表とか、先ほど言いました飲食店

の地図もここに入っております。ホテルの場所も。一般の方はこんなの目につく機会がないんです

ね。たまたま私は１,５００円で会場で購入したんですけれども、これがなかったらそんな状況さ

っぱりわかりません。ということはやっぱり何らかの形での表示、掲示は至るところへするのが筋

じゃないかと、かように思いますので、ぜひそのところについては十分な配慮を今後、これは先ほ

ども言いましたけれども、どんな大会でも一緒ですわ。検討していただければと、かように思いま

すので、よろしくお願いします。 

 最後になるかな、駐車場の利用状況について、第２駐車場、北駐車場を中心にメーン駐車場とし

て対応されてみえたと思いますけど、それについてどのように評価されているか確認したいと思い

ます。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 今回の大会での駐車場でございますけれども、西野公園駐車場のうち南側駐車場を役員専用駐車

場、北側のスポーツ研修センター前駐車場をシャトルバスの発着所、そして大会参加者や観客など

一般の来場者は北側の第２駐車場を利用いただくことと設定したところでございます。また、これ

らの駐車場が満車となることを想定し、住山住宅前広場と斎場駐車場を臨時駐車場としたところで
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ございます。 

 その中で、大会期間中の利用状況でございますが、主な駐車場である北側第２駐車場は、選手及

び選手関係者や公園内プール利用者などの自家用車を駐車され、ほぼ毎日満車状態となる時間帯が

ございました。 

 このことから、１日数台程度、臨時駐車場へ駐車をお願いいたしましたが、体育協会のボランテ

ィアや市職員を誘導員として配置したこともあって、駐車場利用に関しましては大きなトラブルや

運営上の支障が発生することはございませんでした。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 駐車場につきましては、北側の駐車場をメーンの駐車場として使って、予備に住山グラウンドと

いうことで予定しておられたということを聞いておりますけれども、私、正直なところ、せいぜい

半分ぐらいの車が入ったらというような感じをしておったんですね。実際にふたを開けてみたら、

ほとんど満車状態。少なくとも７０％から８０％の車が駐車場に入っておりました。 

 見ておりますと、私の確認した範囲では、一番遠いところ、県外は山口県の乗用車がおりました。

それから、東のほうでは福島県の乗用車が入っておりました。結構広範囲で、東海、北陸、近畿、

それからその辺のところは別に珍しくなく当たり前に駐車されてみえましたけど、結構遠いところ

からも車で来場、来市していただいておるんですね。ということは、亀山市はいかに車でのアクセ

スがいいのか、あるいはＪＲが十分な本数がないので不自由なのかは別として、いずれにしても車

での利用が非常に多かったということは驚きました。 

 ですから、駐車場での対応は、今おっしゃいましたように不自由はしなかったし、何とか対応は

されていたということで、非常によかったんじゃないかなあという感じはしておりますけど、暑か

ったので、一旦車をおりて次に乗ったら、しばらくは車の中で冷えるのを待っておらないかんとか、

そういうことがあって大変やったと。それから、そこへ誘導等で入っていただいたスタッフの方、

本当に朝から晩まであそこで車の誘導、大変だったと思うんですけれども、何とか４日間、事故も

けがもなく終了したのは、非常によかったんじゃないかと、このように思っております。 

 最後にちょっと確認したいんですけれども、今回の競技会には４１１名のスタッフが、高校生補

助員も含めてでございますけれども、それから多分、大会役員も入っていると思うんですけれども、

入っての大会運営だったと思うんですけれども、競技団体、あるいは高体連の関係は、競技団体と

か高体連のほうで人数を動員かけてやってみえると思うんですけれども、亀山市としてどれぐらい

の人数を動員かけて、この大会の、特に競技運営以外のところ、大会運営、それから会場運営につ

いて、どれぐらいのスタッフを動員しての４日間であったのか、お示しいただきたいと思います。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 まず、競技及び運営役員の区分別の人数でございますけれども、競技役員につきましては、日本

協会、全国のウエイトリフティング協会の方々を含めて８５名というところでございます。この中

には、市の実行委員会という形で入っております２名も含まれているところでございます。 
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 さらに、運営役員ということで、県内のウエイトリフティング協会、さらには大学関係者、それ

から医師、看護師、市の実行委員なども含めまして９７名。これに高校生の補助員として参加いた

だいた方々が１５５人ということで、合計４１１名というふうなところでございます。 

 市の職員といたしましては、全体を通じまして２０名ほどを、生活文化部職員を中心に各部に協

力を求めて配置をしたところでございます。市職員につきましては、会場周辺並びに駐車場を中心

に配置をしたところでございます。 

 また、駐車場につきましては、特に体育協会から毎日係員を派遣いただいて整理等に当たってい

ただいたというふうな状況でございます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 今の動員人数をお聞きしておりますと、市の職員は２０名程度。少ないと感じませんか。亀山市

は主催団体ですね、一応。そこが２０名しかスタッフを出していないと。職員５００人いるわけで

しょ。それで対応が十分できたのかどうか、私は疑問に感じております。 

 ですから、それだけでやっていくということは、市の職員で出ている職員に負担が相当かかって

いると思うんです。Ａの仕事とＢの仕事と、あるいはＣの仕事もせないかんとか。余剰人員であっ

ても、多少の余裕をもって人員を動員して、十分対応していかなければ、やっぱりどこかで詰まっ

てしまって問題が起こるということもあろうかと思いますけれども、その辺のところについて反省

点とか、そんなのはございませんか。 

○議長（西川憲行君） 

 嶋村次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（嶋村明彦君登壇） 

 本大会におきましては、特にインターハイということもございまして、競技運営の部分につきま

しては、県内のウエイトリフティング協会の方、それから地元の高校生などがかなり主体的に競技

を進めていただいたということもございまして、そちらのほうへの実行委員会、あるいは市職員の

参画ということについては最小限で済んだというふうなことが、まず１点ございます。 

 そういう中で、私どもとしては駐車場でありますとか、会場周辺のところに人員を重点的に配置

させていただきました。特に、これといったトラブルはなかったというふうに考えております。ま

た、私どもも実行委員会の中に入っている事務局の職員については、会場入り口周辺に待機をする

ような形で、常に２名から３名が何らかがあったときには対応できる体制をとっていたところでご

ざいます。 

○議長（西川憲行君） 

 前田議員。 

○１３番（前田耕一君登壇） 

 今回の大会はインターハイですから、高校生の補助員がたくさんいて、何とか間に合ったという

ことは当然あったと思いますけれども、しかし、国体のプレ大会という位置づけもあるということ

は、やっぱり、実際に今回は余り用はなかっても、２人ワンセットとか並行して同じような作業を

するとかいうことを含めて、やっていかなければ、次の大会になって、今までスタッフとしておっ
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た方がいなくなれば、また一から覚えて、あるいは連携をとってやっていかなあかんわけですから、

また戸惑いもあると思います。 

 ですから、やっぱり人員は余裕をもって、ひょっとしたら無駄な部分もあろうかと思いますけれ

ども、あるいはロスの部分もあろうかと思いますけれども、対応していっていただきたいと思いま

すので、ぜひそのところについては深く胸に刻んでいただきたいなと、かように思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 これ、やっぱり行政と、それから高体連、あるいはウエイト協会、今回、ウエイト協会も前回の

大会が昭和４８年か。行政も５０年前ですね、インターハイ。ですから、みんな不安なんですね、

話を聞いていると。初めてのことと思ってもいいぐらいの大会だったと思うんですよ。ですから、

ウエイト協会でもいろいろ問題があったらしいです。聞いていると、主任のスタッフで何もかもし

ょい込んでやってきたので、連携が十分できなかったと。これは組織内の連携と、それから行政と

の連携もやっぱりリンクしたところがあったということで、反省点を持っているということは、ウ

エイト協会の幹部の方もおっしゃってみえました。 

 おっしゃっておる方は、大体年寄りですわ、幹部というと。そうすると、若いスタッフにそれを

言うと煙たがられて言いにくいんで遠慮しているんやけれども、いろいろ問題があったなと。そこ

には行政の問題と、それから競技団体の問題の中で、セクト意識も当然入ってくるんですね。うち

はこれで役目は入れてある、あんたのところはこれをやってくれというと、これはぎくしゃくして

しまうという問題点もあったと思うんですけれども、それを今回をいい機会に、十分反省して、検

証して、国体に結びつけてほしいというように思います。 

 特に、ことしの今回のインターハイ、亀山高校の生徒が優勝しましたね。彼が６人目、亀山高校

の生徒では、インターハイで優勝しているのは。第１回は、ここのＯＢの上田選手なんかが４７年

に優勝して以来、非常に亀山はウエイトの世界では注目されている地区だということも聞き及んで

おりますので、ぜひそれに期待に応えられるような運営体制、あるいはこれからのいろいろな計画

について、うまく連携をとっていただいて、３年後のとこわか国体のときには、亀山市が中心にな

って全てを賄っていくつもりで対応していっていただければ幸いかと思いますので、ぜひよろしく

お願いしたいと思います。強く要望して質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（西川憲行君） 

 １３番 前田耕一議員の質問は終わりました。 

 以上で、予定をしておりました通告による質問は終了しました。 

 これより一般質問に対する関連質問ですが、通告はありませんので、関連質問を終わります。 

 以上で、日程第１に掲げた市政に関する一般質問を終結します。 

 次に、お諮りします。 

 あす１１日から２５日までの１５日間は、各常任委員会における付託議案の審査のため休会した

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 

 あす１１日から２５日までの１５日間は休会することに決定しました。 
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 続いてお諮りします。 

 本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 

 休会明けの２６日は午前１０時から会議を開き、付託議案の審議を行います。 

 本日はこれにて散会します。 

（午後 ２時４４分 散会） 
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●議事日程（第６号） 

 平成３０年９月２６日（水）午前１０時 開議 

第  １ 議案第５２号 亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正について 

第  ２ 議案第５３号 亀山市営住宅条例の一部改正について 

第  ３ 議案第５４号 亀山市健康づくり関センター条例の廃止について 

第  ４ 議案第５５号 平成３０年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について 

第  ５ 議案第５６号 平成３０年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

第  ６ 議案第５７号 平成２９年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 

第  ７ 議案第５８号 平成２９年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第  ８ 議案第５９号 平成２９年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

第  ９ 議案第６０号 平成２９年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

第 １０ 議案第６１号 平成２９年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

第 １１ 議案第６２号 平成２９年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついて 

第 １２ 議案第６３号 平成２９年度亀山市公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついて 

第 １３ 議案第６４号 平成２９年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

第 １４ 請願第 １号 義務教育費国庫負担制度の充実を求める請願書 

第 １５ 請願第 ２号 教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書 

第 １６ 請願第 ３号 防災対策の充実を求める請願書 

第 １７ 請願第 ４号 子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める

請願書 

第 １８ 請願第 ５号 （仮称）ウインドパーク布引北風力発電事業の中止を求める請願書 

第 １９ 請願第 ６号 農業振興地域の農用地指定の見直しと農業振興施策の充実を求める請願

書 

第 ２０ 議案第６５号 亀山市手数料条例の一部改正について 

第 ２１ 議案第６６号 人権擁護委員の候補者の推薦同意について 

第 ２２ 委員会提出議案第４号 義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書の提出について 

第 ２３ 委員会提出議案第５号 教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める意見

書の提出について 

第 ２４ 委員会提出議案第６号 防災対策の充実を求める意見書の提出について 

第 ２５ 委員会提出議案第７号 子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充

を求める意見書の提出について 

第 ２６ 委員会提出議案第８号 （仮称）ウインドパーク布引北風力発電事業の中止を求める意
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見書の提出について 

第 ２７ 委員会提出議案第９号 農業振興地域の農用地指定の見直しと農業振興施策の充実を求

める意見書の提出について 

第 ２８ 常任委員会の所管事務調査の報告について 

第 ２９ 亀山駅周辺整備事業対策特別委員会の報告について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（１８名） 

   １番     今 岡 翔 平 君       ２番     西 川 憲 行 君 

   ３番     髙 島   真 君       ４番     新   秀 隆 君 

   ５番     尾 崎 邦 洋 君       ６番     中 﨑 孝 彦 君 

   ７番     福 沢 美由紀 君       ８番     森   美和子 君 

   ９番     鈴 木 達 夫 君      １０番     岡 本 公 秀 君 

  １１番     伊 藤 彦太郎 君      １２番     宮 崎 勝 郎 君 

  １３番     前 田 耕 一 君      １４番     中 村 嘉 孝 君 

  １５番     前 田   稔 君      １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番     小 坂 直 親 君      １８番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  西 口 昌 利 君 

総 合 政 策 部 長  山 本 伸 治 君    生 活 文 化 部 長  佐久間 利 夫 君 

健 康 福 祉 部 長  井 分 信 次 君    産 業 建 設 部 長  大 澤 哲 也 君 

上 下 水 道 部 長  宮 﨑 哲 二 君    危 機 管 理 監  久 野 友 彦 君 

                       生活文化部次長兼 
総合政策部次長  落 合   浩 君              嶋 村 明 彦 君 
                       関 支 所 長 

健康福祉部次長  伊 藤 早 苗 君    産業建設部次長  亀 渕 輝 男 君 

生活文化部参事  深 水 隆 司 君    産業建設部参事   服 部 政 徳 君 

産業建設部参事  草 川 保 重 君    会 計 管 理 者  渡 邉 知 子 君 

消防長兼消防部長  平 松 敏 幸 君    消 防 署 長  豊 田 邦 敏 君 

地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君    地 域 医 療 部 長  古 田 秀 樹 君 

教 育 長  服 部   裕 君    教 育 部 長  草 川 吉 次 君 

教育委員会事務局参事  亀 山   隆 君    監 査 委 員  渡 部   満 君 
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                       選挙管理委員会 
監査委員事務局長  青 木 正 彦 君              松 村   大 君 
                       事 務 局 長 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

事 務 局 長  草 川 博 昭      書 記  水 越 いづみ 

書 記  村 主 健太郎 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（西川憲行君） 

 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第６号により取り進めます。 

 それでは、去る６日の本会議におきまして、所管の各常任委員会にその審査を付託しました日程

第１、議案第５２号から日程第１３、議案第６４号までの１３件を一括議題とします。 

 各常任委員会委員長から、委員会における審査の経過と結果について報告を求めます。 

 

 

 

教育民生委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

 

記 

 議案第５２号 亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正について           原案可決 

 議案第５４号 亀山市健康づくり関センター条例の廃止について           原案可決 

 

 平成３０年９月１２日 

 

                       教育民生委員会委員長 尾 崎 邦 洋    

 

亀山市議会議長 西 川 憲 行 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

産業建設委員会審査報告書 
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 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

 

記 

 議案第５３号 亀山市営住宅条例の一部改正について                原案可決 

 

 平成３０年９月１１日 

 

                       産業建設委員会委員長 伊 藤 彦太郎 

 

亀山市議会議長 西 川 憲 行 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

予算決算委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

 

記 

 議案第５５号 平成３０年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について       原案可決 

 議案第５６号 平成３０年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ 

        いて                               原案可決 

 議案第５７号 平成２９年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について       認  定 

 議案第５８号 平成２９年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

        いて                               認  定 

 議案第５９号 平成２９年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

        ついて                              認  定 

 議案第６０号 平成２９年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

        いて                               認  定 

 議案第６１号 平成２９年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

                                     原案可決及び認定 

 議案第６２号 平成２９年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に 

        ついて                          原案可決及び認定 

 議案第６３号 平成２９年度亀山市公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に 

        ついて                          原案可決及び認定 

 議案第６４号 平成２９年度亀山市病院事業会計決算の認定について         認  定 
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 平成３０年９月１９日 

 

                       予算決算委員会委員長 中 村 嘉 孝     

 

亀山市議会議長 西 川 憲 行 様 

 

 

 

○議長（西川憲行君） 

 初めに、尾崎邦洋教育民生委員会委員長。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 ただいまから、教育民生委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 去る６日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、１２日に委員会を開

催いたしました。 

 まず、担当部長から説明を受け、続いて施設の現地確認を行い、その後質疑に入り、審査を行い

ました。 

 議案第５２号亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正については、昼生小学校区に公設民営の放

課後児童クラブを設置すること及び関小学校区の公設民営の放課後児童クラブが施設需要の増加に

より、希望する児童の受け入れが困難になっていることから、受け入れが可能な施設へ移転するた

め、所要の改正を行うものです。 

 審査の過程では、関小学校区の２つの放課後児童クラブの人たちは、今回廃止する健康づくり関

センターへ移転することに合意しているのかとの質疑があり、これについては、両クラブとも合意

を得ているとの答弁でありました。 

 次に、関小学校区の放課後児童クラブの移転先の施設の利用方法と運営について質疑があり、こ

れについては、１階と２階に各１支援単位を設けるほか、事務室や静養スペース等として利用する。

また、栄養指導実習室は、子供たちが活動の中で使用したり、地域の方との交流にも利用でき、指

定管理者が施設全体を運営していただくことになると考えているとの答弁でありました。 

 次に、現在の健康づくり関センターの備品の取り扱いについて質疑があり、これについては、放

課後児童クラブで使用しないものは撤去する予定であるとの答弁でありました。 

 次に、トイレの改修について質疑があり、これについては、トイレ設備は課題として認識してお

り、今後整備に向けて検討していくとの答弁でありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第５４号亀山市健康づくり関センター条例の廃止については、近年、保健福祉サービ

スは亀山市総合福祉センターに集約して実施しており、亀山市健康づくり関センターは、休止また

は他施設へ転用しても、他の施設を利用することによりその設置目的を達成できることから、本年

度末をもって廃止するため、本条例を廃止するものです。 

 審査の過程では、亀山市健康づくり関センターの利用状況について質疑があり、これについては、

健康教室としての利用や、栄養指導実習室、小会議室は会合等に使用されており、使用率は全体と
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して１０％程度である。また、１階にある機能回復訓練用の電位治療器は、１日１０名程度の利用

があるとの答弁でありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 

 以上、教育民生委員会の審査報告といたします。 

○議長（西川憲行君） 

 次に、伊藤彦太郎産業建設委員会委員長。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ただいまから、産業建設委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 去る６日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、１１日に委員会を開

催いたしました。 

 まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。 

 議案第５３号亀山市営住宅条例の一部改正については、昭和５０年度建設の住山住宅のうち、既

に入居者が退去した市道亀山市斎場線の整備に関連する住宅について用途を廃止するため、所要の

改正を行うものです。 

 審査の過程では、市道亀山市斎場線の整備を改正理由に上げた理由について質疑があり、これに

ついては、亀山市公営住宅等長寿命化計画に基づき、老朽化した部分から用途廃止をすることとし

ているが、市道亀山市斎場線の整備と時期的に合致したことから二次的な理由としたとの答弁であ

りました。 

 なお、従来から、老朽化し入居者が退去した市営住宅については用途廃止しているので、市道亀

山市斎場線の整備を改正理由に上げる必要はないとの意見がありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 

 以上、産業建設委員会の審査報告といたします。 

○議長（西川憲行君） 

 次に、中村嘉孝予算決算委員会委員長。 

○１４番（中村嘉孝君登壇） 

 ただいまから、予算決算委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 去る６日の本会議で当委員会に付託のありました、議案第５５号及び議案第５６号の平成３０年

度各会計補正予算２議案、並びに議案第５７号から議案第６４号までの平成２９年度各会計決算８

議案の審査に当たるため、１８日及び１９日の２日間にわたり委員会を開催いたしました。 

 まず、議案第５７号から議案第６４号までの平成２９年度各会計決算について審査を行いました。 

 初めに、代表監査委員から各会計決算についての審査結果の報告を受け、続いて担当部長等から

健全化判断比率の報告、各会計資金不足比率の報告及び予算決算委員会提出資料について説明を受

けた後、質疑に入り、審査を行いました。 

 その結果、議案第５７号平成２９年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第５８

号平成２９年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について及び議案第５９号平

成２９年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定については反対討論があり、採

決の結果、いずれも賛成者多数で原案のとおり認定することに決定しました。 

 次に、議案第６０号平成２９年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、
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議案第６１号平成２９年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、議案第６２

号平成２９年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、議案第６３号平

成２９年度亀山市公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について及び議案第６４号平成

２９年度亀山市病院事業会計決算の認定についての５議案については、採決の結果、いずれも全会

一致で原案のとおり可決及び認定することに決定しました。 

 なお、委員会として、一つ、審査の過程において指摘のあった事項及び意見を真摯に受けとめ、

次年度の予算編成とその執行に反映されたい。また、各種事業の推進に当たっては、今後ますます

厳しい財政状況が見込まれることから、施策評価シートや事業評価シートによる行政評価の成果及

び課題を十分に精査し、費用対効果を見きわめ、事業の見直しも含め検討されたい。 

 一つ、亀山駅周辺整備事業については、平成２９年度は事業費の約３分の２を繰り越し、平成３

０年度も多額の予算を計上しているにもかかわらず事業の進捗におくれが見られることから、これ

までの亀山駅周辺整備事業対策特別委員会で出された意見や地元地権者の意向を踏まえ、着実な事

業の推進に努められたい。 

 一つ、国民健康保険給付費等支払準備基金については、国民健康保険制度が本年度から都道府県

単位化されても、その必要性がなくなるわけではなく、今後も国民健康保険事業を安定的に運営で

きるよう、適切な予算措置を講じられたい。 

 一つ、医療センターについては、アクションプランの初年度として地域包括ケア病床の開設等に

より医業収益は増加したが、外来患者数は年々減少してきており、早急に医師確保等の対策を講じ

られたい。また、当年度未処理欠損金が平成２９年度末で１０億円を超え、今後も資金は減少し、

厳しい経営状況が見込まれることから、なお一層の収入確保と経費節減に努め、早期に経営健全化

が図れるよう取り組まれたい。 

 以上、４点の意見を申し添えたところであります。 

 次に、議案第５５号及び議案第５６号の平成３０年度各会計補正予算２議案については、総務分

科会、教育民生分科会、産業建設分科会にそれぞれ審査を分担したことから、審査の経過内容につ

いて、各分科会長から報告を受けました。 

 その結果、議案第５５号平成３０年度亀山市一般会計補正予算（第２号）については反対討論が

あり、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第５６号平成３０年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について

は、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 

 以上、予算決算委員会の審査報告といたします。 

○議長（西川憲行君） 

 各常任委員会委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ないようですので、各委員長の報告に対する質疑を終結します。 

 次に、議案第５２号から議案第６４号までの１３件について討論を行います。 
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 通告に従い、順次発言を許します。 

 ７番 福沢美由紀議員。 

○７番（福沢美由紀君登壇） 

 日本共産党を代表して、議案第５７号平成２９年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について、

議案第５８号平成２９年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について及び議案

第５９号平成２９年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定についての３議案に

ついて、反対の立場で討論します。 

 まず、一般会計です。 

 予算審議で指摘した貧困と格差の拡大は、平成２９年度末で生活保護世帯数が１７８世帯に達し、

就学援助受給者数２８７人と増加の一途であることからもわかるように、改善どころかますます拡

大しており、今度の決算ではこうしたことへの対策が不十分です。この点について、平成２９年度

主要施策の成果報告書の低所得者への支援と自立支援の推進の項では困窮者の減少や自立推進が図

られているとは言いがたいとあり、市も認めているのです。 

 また、この決算は平成２９年度から始まった第２次総合計画の初年度となるものです。ところが、

この総合計画前期基本計画の柱の一つとして取り組んだ亀山駅周辺整備事業は、市民や議会への説

明が不十分だったため、予算は可決されながら、夏ごろまで執行ができませんでした。結局予算額

の３分の２に当たる１億１,０００万円ほどの繰り越しをせざるを得なくなりました。この予算の

大部分が基本設計の策定であり、当初ことしの３月末としていた期限が８月末に延期され、さらに

１１月２０日に再延期されており、９月になっても完成品を見ることはできません。さらに前期基

本計画の柱の一つである市民力、地域力の活性化として進めた地域まちづくり活動の推進も問題で

す。乗合タクシー制度の導入のときに見られたように、各部署からまち協に対しばらばらに仕事の

依頼が舞い込み、これらを調整する機能を持つ市の部署がないため、混乱と行政の下請化が進んで

いるのが実態です。櫻井市長は答弁で、調整する部署の必要性を認められました。現状ではまち協

により差異もありますが、本来の地域の課題解決は地域でという自主的な活動とはほど遠いもので

す。この亀山駅前周辺整備と地域まちづくり活動は、平成２９年度の目玉であり、市は高く評価し

ているのですが、実態は私たちの指摘のとおり、評価できるものではありません。 

 次に、その他の予算についてです。 

 まず、職員体制です。非正規率が４９％と、これまでと変わらず非常に高い率のままであること、

またリニア亀山駅誘致では２００万円ほどかけて駅誘致の影響と効果の調査結果がまとめられまし

たが、明確な効果はほとんど示されず、無駄な事業となりました。また、駅誘致の影響や効果すら

明確でないのに基金への５,０００万円もの積み増しが行われ、年度末には１６億５,０００万円に

もなりました。さらに財政が厳しいという理由で数々の市民要望を切り捨てながら、市長の公用車

購入には行財政改革をすることもなく５００万円を超える支出をしています。そのほか、完全給食

をすることが決まったのに検討だけで具体化のない中学校給食、需要が明らかでない市道和賀白川

線の延伸事業や国民のプライバシーを危うくするマイナンバー事業の推進など、問題のある決算が

含まれています。 

 以上のとおり、市民の命と暮らしを守り、切実な要求に十分に応えるものでなく、問題のある決

算の認定には反対するものです。 
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 次に、国民健康保険です。 

 平成２９年度の決算は被保険者数が減少したことにより、保険税収入が減り、見込みより医療費

の伸びはなかったものの、平成２２年度以来の法定外繰り入れがなされた決算でした。被保険者の

所得階層別に見れば、依然として年間所得２００万円以下の世帯が７７％を占め、他の医療保険に

比べて保険料負担の割合が１.３倍から１.７倍と高いことも変わっていません。来庁されない滞納

世帯に対し１カ月の短期証を送付する、１日人間ドックの申し込み方法を変えるなど、市民サービ

スにも寄与するさまざまな努力は評価しますが、根本の保険料負担が重過ぎるという課題は解決さ

れていません。また、不足があれば、いつも必ず今回のように法定外繰り入れをするという保障は

ありません。今後、国の支援金が６年間の限定であること、県でもし黒字が出たとしても納付金の

返還があるとも聞かされていない中で、やはり国民健康保険給付費等支払準備基金は必要です。大

きな黒字が出ない中、国保会計単独の努力でこの基金がふえることはありません。一般会計から繰

り入れてでも基金を積み増すべきと議会からも提言してきましたが、平成２６年度末からたった６

５万円のまま放置されています。持続可能な保険制度を維持するためにも、必要なこれらの根本的

な対策がなされていない決算の認定には反対するものです。 

 最後に、後期高齢者医療です。 

 私たちはもともとこの制度には反対していますが、今回反対の理由として上げるのは、今貧困と

格差が拡大しているのにもかかわらず、所得割額や被扶養者に係る保険料の軽減割合が下がったこ

とです。今後さらに下がります。大変な負担になります。広域連合が行う制度ですが、高齢者の暮

らしを顧みないこのような軽減割合の引き下げを含む決算の認定には反対するものです。 

 議員各位のご賛同を求め、討論といたします。 

○議長（西川憲行君） 

 ７番 福沢美由紀議員の討論は終わりました。 

 次に、１７番 小坂直親議員。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 それでは、議案第５５号平成３０年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について、反対の立場

で討論いたします。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ８,３６７万円を追加し、また債務負担行為補正を追加するも

のであります。その中で、農林水産業費、農地費、団体営かんがい排水事業の１,４００万円の増

額補正については、国の補助事業、補助率５０％を活用して事業を実施するものでありますが、そ

の残額、補助残の７００万円については全て一般財源を充当するもので、なぜ条例で定めた受益者

負担金を徴収しないのか納得できない補正であります。 

 執行部は受益者負担を免除する理由について、鈴鹿川へ放流する農業用排水路であるものの、現

状は農業排水だけでなく生活排水や工業排水、国道３０６号の道路の排水等も混入しており、農業

受益者のみの維持管理範囲ではないとの判断から免除したと答弁されておりますが、来年耕作がで

きないために農業用排水路の復旧工事を行うということで、明らかに受益者は存在します。である

ならば、農林水産事業分担金条例に基づき分担金を徴収するのは当然のことと考えます。通常の２

割を徴収するかどうかは別として、受益者にそれ相応の負担を求めるべきであります。 

 また、この排水路の幅員は５メートルと河川並みで、小規模の排水路とは少し考えが異なるもの
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という判断をされたとのことでありますが、分担金を徴収するか否かは水路の規模の大小で判断す

るものでなく、受益者が存在するかどうかであります。 

 一方で、災害などで損壊する農業水路や排水路が多く、その修繕に対する２割の受益者負担金が

農業従事者に非常に重くのしかかり、耕作放棄地がふえております。農業振興の面からも分担金を

撤廃できないかとの質問をすると、市長は受益者負担の仕組みは一定の合理性があると、一定の適

正な仕組みを今後も運用していくと言われます。このことは本当に矛盾した話であります。さらに、

こうした生活排水、工場排水、道路排水が混入している排水路は市内にどれくらいあるのか、執行

部は市内の各農業水路の現状を把握しているわけでもなく、農業用排水路にどのような排水がどれ

だけ混入すれば負担金を免除するという基準や規定も定めておりません。修繕や整備が必要になっ

たときに、その都度都合のよい状況判断により決定するという、このように本当に場当たり的な対

応では市民の理解は到底得られないものと判断し、この補正については反対するものでございます。

議員各位のご賛同を求め、討論といたします。 

○議長（西川憲行君） 

 １７番 小坂直親議員の討論は終わりました。 

 次に、１２番 宮崎勝郎議員。 

○１２番（宮崎勝郎君登壇） 

 議案第５５号平成３０年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について、賛成の立場で討論いた

します。 

 この議案のうち、特に歳入の県支出金、県補助金、農林水産業費県補助金、団体営かんがい排水

事業補助金及び歳出の農林水産業費、農地費、団体営かんがい排水事業の増額補正について、受益

者負担を免除する理由について、本会議、委員会で議論されておりましたが、今回の受益者負担の

免除は農業排水のみでなく、道路排水、工場排水、生活排水も含まれているとのことでありました。

今後、農業者負担金についての議論は必要であるものの、私も写真での確認や現場も確認を行った

中で、この排水路は準用河川と考えられるため、やむを得ず補正の必要があると思われます。今後

はこの排水路を準用河川にすることを考えていただくとともに、今後の農業者に対する地元負担金

については農業振興の中で検討していただくようにお願いいたします。 

 なお、その他の補正についても、やむを得ない補正と思われますので、この議案については賛成

するものです。議員各位のご賛同をお願いいたします。 

 続きまして、議案第５７号平成２９年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立

場で討論いたします。 

 この議案のうち、本会議、委員会で議論されておりましたが、亀山駅周辺整備事業の事業費の３

分の２が繰り越しとなった理由については、平成２９年度予算審議の中で亀山駅周辺整備事業に関

する予算に対して、予算決算委員会において修正案が出されましたが否決されたものの、附帯意見

がつけられたことを受け、この予算の執行を一時凍結したためであり、私も含めて議会の責任と思

われます。そのために予算執行に支障があったもので、この繰り越しについてはやむを得ないもの

と思われますので、この議案について賛成するものです。議員各位のご賛同をお願いして終わりま

す。 

○議長（西川憲行君） 
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 １２番 宮崎勝郎議員の討論は終わりました。 

 次に、１６番 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 日本共産党を代表して、議案第５５号平成３０年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について、

反対の立場で討論いたします。 

 補正予算のうち「第２表 債務負担行為補正」についてです。 

 この債務負担行為補正は、現在、指定管理者制度で管理している放課後児童クラブと勤労文化会

館の施設が今年度、指定管理期間が満了するため、指定管理者の選定を行うに当たり、新たな指定

管理期間に予定している平成３１年度から３５年度までの５年間の指定管理料の限度額を定めるも

のです。 

 また、今回の２つの施設の指定管理は、ともに業者間で競争させない非公募という選定の仕方で

す。昨年、議会の総務委員会では、指定管理者制度を１年間の調査研究のテーマとし、市長に提言

しました。その中で、指定管理者の選定方法について競争のない非公募は廃止するとともに、放課

後児童クラブや地区コミュニティセンターなど、収益性のない施設は直営または業務委託に管理方

法を改めることとしています。この点を産業建設分科会でただしたところ、勤労文化会館のトイレ

の修繕を指定管理者の収益で対応した例を挙げ、指定管理のほうが業務委託より望ましいと答弁さ

れました。しかし、業務委託の場合は市に収益が入るので、そのお金でトイレを修繕すれば済む話

で、指定管理をする根拠とはならないと指摘をいたしました。さらに議会の提言を受けて、市は現

制度の検証と見直しの検討を第２次亀山市行財政改革大綱で平成３０年度と３１年度に行うとして

います。つまり議会の提言を検討する前に、今回債務負担行為補正の提案をしたことになり、議会

軽視と言わざるを得ません。この検証及び評価はあくまでも指定管理を前提としたもので、直営ま

たは業務委託との比較は全くされていません。 

 反対の第一の理由は、議会が１年かかって実態を調べ、問題点を指摘した提言を踏まえ、今年度

から来年度に現制度の検証と見直しをするとしながら、それをやる前に現制度での指定管理を５年

間行うための債務負担行為補正を提案していることであります。これは認めることができません。 

 反対の第二の理由は、指定管理者制度の利点とされる業者間の競争で市民サービスの向上と効率

化を図ることが競争のない非公募では発揮されないため、指定管理とする根拠がなく、議会が提言

した直営または業務委託で十分です。こうした指定管理とする根拠のない議案の提案には賛成でき

ません。 

 以上のとおり、問題のあるこの議案には反対いたします。議員各位のご賛同を求め、討論といた

します。 

○議長（西川憲行君） 

 １６番 服部孝規議員の討論は終わりました。 

 次に、１８番 櫻井清蔵議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇） 

 議長のお許しを得ましたので、反対討論をさせていただきます。 

 議案第５２号亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正についてであります。 

 この改正は、昼生放課後児童クラブの定数を２０人にすることであります。この放課後児童クラ
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ブは小学校校庭内に２,１００万の工事費により新設されることは、長年同地域において市内民設

民営により地域の皆様方、保護者の努力によって運営されていたことは過去にも十分認識されてい

ると思います。また、議会においても従来の施設のあり方を教育民生委員会として、提言として市

長に提出しておる中、ようようその判断をなされ、このたび建設に至りました。 

 私は、本会議の質疑において定数２０名について確認をした中、総面積９１平米、児童専用区画

面積４２平米と回答を得ました。専用面積を４２平米といたしますと、児童１名当たり１.６５平

米として２５.４５人の入所が可能な施設であることにもかかわらず、２０名の定数に定めること

については納得できないものであります。確かに３１年度の昼生小学校区の在学生人数は６７名で

あると聞いております。施設の新設、校舎内に設置することにより、予想以上の学童の利用が想定

される中、現状において定数を判断すべきでなく、今後を見据えた定数を設定すべきであると私は

思っております。 

 少し余談にはなりますが、当初予算において、よりもう少し議論をすべきであったことが悔やま

れてなりません。その内容として、今後亀山市内は南部地域として昼生小学校区は大きく大規模な

開発が可能な開発地域であり、またリニア停車駅、貴重な若い世代の入所など、市政が一層活性化

するための地域であります。政治の根本は現状を見るのでなく、将来を見据えた行政を行うことで

あることを念頭に置いて行うべきであると思っております。この内容の議案については、とても納

得できるものではありません。 

 余談になりますが、税金は市民、地域、住民のために適切に活用すべきであります。また、福沢

議員の質問にもありましたように、なぜ従来の施設の取り壊し料が市費によって行われないという

答弁が軽々しく出てくることは理解しがたいものであります。というのは、市民が十分にできない、

駅前再開発事業には数億円がいとも簡単に計上されていることもこの議案に対する一因となってい

るものであります。３０年度に新設される施設に定数条例として決定することが必要なこととは十

分私も理解していますが、あえて私の質問、福沢君の質問の内容によって市長の答弁には納得がで

きないので、この議案については反対としたいと思っております。 

 次に、議案第５５号のこのたびの補正については、関の山車会館に伴う旧三谷家の主屋の修復に

ついての補正であります。内容を確認いたしましたら、設計段階において主屋の屋根の傷みがひど

く、予想以上の費用がかかるということで追加補正であります。補正の説明において、２９年度で

あるために国の補助金が得られないので市単費で追加補正をされております。 

 ２点目として、設計者の責任を求めるべきであると思っています。 

 ３点目には、今後、関の伝統的建造物群の保存区域において、民間においてももし追加が出た場

合にはこのような補正があるのではないかということ等の疑問が生じたためにこの議案には反対し

たいと思っておりますので、議員各位のご賛同をお願いいたします。終わります。ありがとうござ

いました。 

○議長（西川憲行君） 

 １８番 櫻井清蔵議員の討論は終わりました。 

 以上で通告による討論を終結し、議案第５２号から議案第６４号までの１３件について、起立に

より採決を行います。 

 採決に先立って、この際お諮りします。 
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 起立採決の際、着席している場合は、その議案に対して反対とみなすことにしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 

 起立採決により着席している場合は反対とみなすこととします。 

 それではまず、討論のありました議案第５２号亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正について、

起立により採決を行います。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第５２号亀山市放課後児童クラブ条例の一部改正については、原案のとおり可

決することに決定しました。 

 次に、同じく討論のありました議案第５５号平成３０年度亀山市一般会計補正予算（第２号）に

ついて、起立により採決を行います。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第５５号平成３０年度亀山市一般会計補正予算（第２号）については、原案の

とおり可決することに決定しました。 

 次に、同じく討論のありました議案第５７号平成２９年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて、起立により採決を行います。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり認定すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第５７号平成２９年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり認定することに決定しました。 

 次に、同じく討論のありました議案第５８号平成２９年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について、起立により採決を行います。 
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 本案についての委員長の報告は、原案のとおり認定すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第５８号平成２９年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついては、原案のとおり認定することに決定しました。 

 次に、同じく討論のありました議案第５９号平成２９年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳

入歳出決算の認定について、起立により採決を行います。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり認定すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第５９号平成２９年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定

については、原案のとおり認定することに決定しました。 

 次に、討論のありました議案以外の議案第５３号及び議案第５４号、議案第５６号、議案第６０

号から議案第６４号までの８件について、一括して起立により採決を行います。 

 本各案についての各委員長の報告は、いずれも原案のとおり可決及び認定すべきものとしており

ます。 

 本各案を各委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、 

 議案第５３号 亀山市営住宅条例の一部改正について 

 議案第５４号 亀山市健康づくり関センター条例の廃止について 

 議案第５６号 平成３０年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

 議案第６０号 平成２９年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第６１号 平成２９年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

 議案第６２号 平成２９年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

 議案第６３号 平成２９年度亀山市公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

 議案第６４号 平成２９年度亀山市病院事業会計決算の認定について 

は、いずれも原案のとおり可決及び認定することに決定しました。 

 会議の途中ですが、１０分間休憩します。 
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（午前１０時４７分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午前１０時５５分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、日程第１４、請願第１号から日程第１９、請願第６号までの６件を一括議題とします。 

 請願第１号から請願第６号までの請願６件についての教育民生委員会及び産業建設委員会におけ

る審査の結果は、お手元に配付の請願審査報告書のとおりであります。 

 

 

 

請願審査報告書 

 

 本委員会に付託の請願を審査の結果、別表のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１３５

条の規定により報告します。 

 

平成３０年９月１２日 

 

                      教育民生委員会委員長 尾 崎 邦 洋 

 

亀山市議会議長 西 川 憲 行 様 

 

 別表 

 

受  理  番  号 請  １ 

受 理 年 月 日 平成３０年８月２４日 

件       名 義務教育費国庫負担制度の充実を求める請願書 

請願者の住所・氏名 
亀山市本丸町５８５ 

 亀山市ＰＴＡ連合会 会長 寺田 潔 他２名 

紹 介 議 員 氏 名 服部孝規、宮崎勝郎、今岡翔平、中村嘉孝、前田耕一 

委 員 会 の 意 見 願意妥当 

審 査 の 結 果 採択 
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措 置 関係機関に対し意見書を送付する 

 

受  理  番  号 請  ２ 

受 理 年 月 日 平成３０年８月２４日 

件       名 教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書 

請願者の住所・氏名 
亀山市本丸町５８５ 

 亀山市ＰＴＡ連合会 会長 寺田 潔 他２名 

紹 介 議 員 氏 名 服部孝規、宮崎勝郎、今岡翔平、中村嘉孝、前田耕一 

委 員 会 の 意 見 願意妥当 

審 査 の 結 果 採択 

措 置 関係機関に対し意見書を送付する 

 

受  理  番  号 請  ３ 

受 理 年 月 日 平成３０年８月２４日 

件       名 防災対策の充実を求める請願書 

請願者の住所・氏名 
亀山市本丸町５８５ 

 亀山市ＰＴＡ連合会 会長 寺田 潔 他２名 

紹 介 議 員 氏 名 服部孝規、宮崎勝郎、今岡翔平、中村嘉孝、前田耕一 

委 員 会 の 意 見 願意妥当 

審 査 の 結 果 採択 

措 置 関係機関に対し意見書を送付する 
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受  理  番  号 請  ４ 

受 理 年 月 日 平成３０年８月２４日 

件       名 
子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求め

る請願書 

請願者の住所・氏名 
亀山市本丸町５８５ 

 亀山市ＰＴＡ連合会 会長 寺田 潔 他２名 

紹 介 議 員 氏 名 服部孝規、宮崎勝郎、今岡翔平、中村嘉孝、前田耕一 

委 員 会 の 意 見 願意妥当 

審 査 の 結 果 採択 

措 置 関係機関に対し意見書を送付する 

 

受  理  番  号 請  ５ 

受 理 年 月 日 平成３０年８月２４日 

件       名 （仮称）ウインドパーク布引北風力発電事業の中止を求める請願書 

請願者の住所・氏名 
亀山市加太中在家６９７３ 

 加太の自然を守る会 代表 北澤利明 

紹 介 議 員 氏 名 中村嘉孝、服部孝規、鈴木達夫、前田耕一、櫻井清蔵、新 秀隆 

委 員 会 の 意 見 願意妥当 

審 査 の 結 果 採択 

措 置 関係機関に対し意見書を送付する 

 

 

請願審査報告書 

 

 本委員会に付託の請願を審査の結果、別表のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１３５
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条の規定により報告します。 

 

 平成３０年９月１１日 

 

                      産業建設委員会委員長 伊 藤 彦太郎 

 

亀山市議会議長 西 川 憲 行 様 

 

 別表 

 

受  理  番  号 請  ６ 

受 理 年 月 日 平成３０年８月２４日 

件       名 
農業振興地域の農用地指定の見直しと農業振興施策の充実を求める請

願書 

請願者の住所・氏名 
亀山市能褒野町１５－１ 

 拓けゆく能褒野の未来を考える会 代表 永田常吉 

紹 介 議 員 氏 名 櫻井清蔵、小坂直親、中村嘉孝、前田耕一、森 美和子、福沢美由紀 

委 員 会 の 意 見 願意妥当 

審 査 の 結 果 採択 

措 置 市長に対し意見書を送付する 

 

 

 

○議長（西川憲行君） 

 これより請願の審査報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ９番 鈴木達夫議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 ただいまご報告をいただきました請願のうち、農業振興地域の農用地指定の見直しと農業振興施

策の充実を求める請願について、質疑をさせていただきます。 

 請願者であられます能褒野地区の方々の積年の熱い思いの中で、２つの請願事項、１つ目は農振

農用地の指定の見直し、そして農業を守る有効な施策の構築、これについては十分な理解をさせて
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いただきました。そんな中で、委員長に２つほど質疑をさせていただきます。 

 １つ目は、請願の趣旨の記載の中で、請願者であられます能褒野地区に特化した中での請願であ

るかのように読み取れますが、これは亀山市全体の農振農用地を対象とした請願であるという理解

でいいのか。また、委員会の中でどんな議論があったか教えていただきたい。 

 それから、２つ目は請願の趣旨の中で、私の認識が間違っているのかもしれません。少し私の理

解に及ばない記載がございます。１つ目は、昭和４０年代に能褒野地区に誘致した企業は地元の反

対を押し切って市が誘致したという記載。２つ目は、市は農業を守る施策や農業振興施策を全くと

言っていいほど取り組んでないという記載。３つ目は、農業振興地域の整備に関する法律第１３条

の中で示されている５つの要件を満たせば除外が許可されるとの請願の趣旨の記載でございます。

委員会の中で、これらの請願の趣旨について議論があったのか。もしないとするならば、この請願

の内容についても委員の皆さん、一定の共通認識の中で採択に至ったかということをお聞きしたい

と思います。 

○議長（西川憲行君） 

 ９番 鈴木達夫議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 伊藤彦太郎産業建設委員会委員長。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 先ほどの請願審査に対する審査経過に関する質疑に対してお答えしますけれども、まず１つ目の

話につきましては、内容的に能褒野の人らの思いの中で、能褒野に特化した話なのか、あるいは全

市的な話なのか、そういった議論はあったのかということでありますけれども、これにつきまして

は委員会の中でもその辺の話は出ておりました。ただ、その中で今回請願者の方にも来ていただい

ていろいろとやりとりをする中で、もちろんそういった思いもある部分はあるけれども、基本的に

は請願項目にある全市的なこと、これを目的とするものだというふうな答えでありましたので、そ

れに対して委員会としてもそれに納得をしたという意見が相次ぎました。 

 もう一つ、順不同ではありますけれどもほかの、４０年代当時に企業進出について反対があった。

実際その辺がどうであったのか。あるいは農業政策に関して、市が全く何も行っていないのではな

いかと、こういう話もありましたけれども、これにつきましては事実関係自体はどうだったのかと

までは、委員会の中では確認はしておりませんけれども、請願という性格上、やはりそういった思

いを請願者が持っているのだろうなというふうに、そういった思いを酌み取りながらも、ただ請願

自体が意図するところの思いをいかに委員会が酌み取るかということを委員さん皆さんがきちっと

認識していただいておったというふうに委員長としても実感しております。 

 もう一つ、法体系自体ですけれども、法律に基づく部分に関しましては、今回産業建設委員会で

の所管事務調査が都市計画ということで、都市計画の上では当然農地に対する利用も非常に重要な

問題であるということで、調査を行っていく過程でやはり農地に関する法律も手続とかいろいろと

勉強させてもらっておったと思いますので、委員さんももちろん、当初からその辺の認識があった

方々ばかりだと思いますけれども、改めてその辺は再確認をしたというふうに思っております。 

○議長（西川憲行君） 

 鈴木議員。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 
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 丁寧なご説明ありがとうございます。 

 ２つの請願事項、農振農用地の見直し、そして農業を守る施策の構築を主に、いわゆる請願者の

願意を重視した中で採択に至ったという理解をさせていただきます。 

○議長（西川憲行君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ないようですので、質疑を終結します。 

 次に、請願６件に対する討論を行いますが、通告はありませんので討論を終結し、請願第１号か

ら請願第６号までの６件について、起立により採決を行います。 

 初めに、請願第１号義務教育費国庫負担制度の充実を求める請願書について、起立により採決を

行います。 

 本請願についての委員長の報告は採択となっております。 

 本請願を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、請願第１号義務教育費国庫負担制度の充実を求める請願書については、採択するこ

とに決定しました。 

 次に、請願第２号教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書について、起

立により採決を行います。 

 本請願についての委員長の報告は採択となっております。 

 本請願を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、請願第２号教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書につい

ては、採択することに決定しました。 

 次に、請願第３号防災対策の充実を求める請願書について、起立により採決を行います。 

 本請願についての委員長の報告は採択となっております。 

 本請願を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、請願第３号防災対策の充実を求める請願書については、採択することに決定しまし
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た。 

 次に、請願第４号子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める請願書

について、起立により採決を行います。 

 本請願についての委員長の報告は採択となっております。 

 本請願を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、請願第４号子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める

請願書については、採択することに決定しました。 

 次に、請願第５号（仮称）ウインドパーク布引北風力発電事業の中止を求める請願書について、

起立により採決を行います。 

 本請願についての委員長の報告は採択となっております。 

 本請願を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、請願第５号（仮称）ウインドパーク布引北風力発電事業の中止を求める請願書につ

いては、採択することに決定しました。 

 次に、請願第６号農業振興地域の農用地指定の見直しと農業振興施策の充実を求める請願書につ

いて、起立により採決を行います。 

 本請願についての委員長の報告は採択となっております。 

 本請願を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、請願第６号農業振興地域の農用地指定の見直しと農業振興施策の充実を求める請願

書については、採択することに決定しました。 

○議長（西川憲行君） 

 次に、日程第２０、議案第６５号及び日程第２１、議案第６６号の２件を一括議題とします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと存

じます。 
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 まず、議案第６５号亀山市手数料条例の一部改正についてでございますが、建築基準法の一部を

改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令により建築基準法施行令が改正さ

れたことに伴い、市において行う認定事務が追加されたことから、当該認定事務に係る手数料を定

めるため、所要の改正を行うものでございます。 

 改正内容は、県が行っていた建築物の敷地に対する接道規制の適用除外に係る許可のうち、国土

交通省令で定める基準に適合する幅員４メートル以上の道に２メートル以上接する一戸建ての住宅

の敷地については、限定特定行政庁である市が接道規制の適用除外に係る認定を行うこととなった

ことから、当該認定事務に係る手数料を定めます。 

 なお、施行日は公布の日といたします。 

 続きまして、議案第６６号人権擁護委員の候補者の推薦同意についてでございますが、人権擁護

委員の宮﨑みつ子氏は、平成３０年１２月３１日をもって任期満了となりますので、後任の委員と

して亀山市関町新所１７４１番地の１にお住まいの草川美幸氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法

第６条第３項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、任期は、平成３１年１月１日から３年間でございます。 

 以上、簡単ではございますが、議会にご提案申し上げております議案の説明といたします。 

 追加の提案となりましたが、何とぞよろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（西川憲行君） 

 市長の提案理由の説明は終わりました。 

 これより議案第６５号及び議案第６６号の２件について質疑を行いますが、通告はありませんの

で質疑を終結します。 

 続いて、ただいま議題となっております議案第６５号についてはお手元に配付してあります付託

議案一覧表のとおり、産業建設委員会にその審査を付託します。 

 次にお諮りします。 

 ただいま議題となっております議案第６６号については、会議規則第３６条第３項の規定により

常任委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 

 議案第６６号については、常任委員会への付託を省略することに決定しました。 

 産業建設委員会開催のため、暫時休憩します。 

（午前１１時１０分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 １時３０分 再開） 

○議長（西川憲行君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、先ほど産業建設委員会にその審査を付託しました議案第６５号について、産業建設委

員会委員長から委員会における審査の経過と結果について報告を求めます。 
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産業建設委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

 

記 

 議案第６５号 亀山市手数料条例の一部改正について                原案可決 

 

 平成３０年９月２６日 

 

                       産業建設委員会委員長 伊 藤 彦太郎 

 

亀山市議会議長 西 川 憲 行 様 

 

 

 

○議長（西川憲行君） 

 伊藤彦太郎産業建設委員会委員長。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ただいまから、産業建設委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 先ほどの本会議で付託のありました議案の審査に当たるため、当委員会を開催いたしました。 

 まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。 

 議案第６５号亀山市手数料条例の一部改正については、建築基準法施行令が改正されたことに伴

い、市において行う認定事務が追加されたことから、当該認定事務に係る手数料を定めるため、所

要の改正を行うものです。 

 審査の過程では、建築基準法施行令の改正により追加された市の事務について質疑があり、これ

については、建築審査会を経て県が許可していたものを市が認定することとなったものであるとの

答弁でありました。 

 次に、市に建築審査会を設置するのかとの質疑があり、これについては、建築基準法の改正によ

り審査会の設置が不要となったことから農道等の幅員及び敷地との設置の幅で判断するとの答弁で

ありました。 

 次に、新たに定める手数料の額の根拠について質疑があり、これについては、県では建築審査会

の審査を含めて３万３,０００円としていたが、審査会に要する経費を除き２万７,０００円とする

もので、平成１１年まで国土交通省で用いていた額を算出根拠としており、県を含め他市でも一律

にこの額としているとの答弁でありました。 

 次に、追加の提案となった理由について質疑があり、これについては、建築基準法の一部を改正
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する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が本年９月１２日に公布され、その施

行日が９月２５日であることから、申請があった場合の手数料を徴収する必要があるため、今定例

会に追加提案をしたとの答弁でありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 

 以上、産業建設委員会の審査報告といたします。 

○議長（西川憲行君） 

 産業建設委員会委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ないようですので、委員長報告に対する質疑を終結します。 

 次に、議案第６５号及び議案第６６号について討論を行いますが、通告はありませんので討論を

終結し、初めに議案第６５号亀山市手数料条例の一部改正について採決を行います。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、議案第６５号亀山市手数料条例の一部改正については、原案のとおり可決すること

に決定しました。 

 次に、議案第６６号人権擁護委員の候補者の推薦同意について、起立により採決を行います。 

 本案について、原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、議案第６６号人権擁護委員の候補者の推薦同意については、原案のとおり同意する

ことに決定しました。 

 次に、日程第２２、委員会提出議案第４号から日程第２７、委員会提出議案第９号までの６件を

一括議題とします。 

 提出者に提案理由の説明を求めます。 

 初めに、尾崎邦洋教育民生委員会委員長。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 ただいま上程をいただきました委員会提出議案第４号から委員会提出議案第８号までの５件につ

いては、教育民生委員会の委員会提出議案でございますので、委員長の私のほうから提案理由の説

明をいたします。 
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 まず初めに、委員会提出議案第４号義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書の提出につい

て、意見書の朗読をもって提案理由の説明をいたします。 

 義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書。 

 義務教育費国庫負担制度は、憲法の要請に基づく義務教育の根幹である「無償制」、「教育の機

会均等」を保障し、「教育水準の維持向上」を図るため、国が責任を持って必要な財源を措置する

との趣旨で確立された制度です。 

 義務教育の成否は、教職員の確保、適正配置、資質向上及び教育環境整備等諸条件の水準保障に

負うところが大きく、そのために必要な財源を安定的に確保することが不可欠です。平成２９年４

月の義務教育費国庫負担法の一部改正・施行においても、学齢を経過した者に対する夜間等に設定

する教育課程の実施のために配置される教職員が対象に加わるなど、制度の充実が図られてきてい

ます。 

 しかし、１９８５年に国庫負担の対象外となった教材費等は、一般財源としての措置のままであ

り、このことは、教育環境整備に係るさまざまな面で都道府県間での大きな格差を生じさせている

一つの要因になっていると考えられます。学校図書館の蔵書数の標準を満たしている公立小中学校

の割合や、教育用コンピュータ機器端末の整備状況における都道府県格差は、文部科学省の諸調査

においても明らかとなっており、三重県内においても地域間格差が見られます。とりわけ、教育用

コンピュータ機器端末の整備については、早急かつ一定の水準を等しく担保しながら進められるべ

きであり、先般の学習指導要領等改訂において、小学校英語やプログラミング教育等が導入されて

いく中、まさに教育行政全体としての急務かつ国としての責務と考えられます。しかしながら、そ

の全国水準の現状は、教育基本法により定められている「第２期教育振興基本計画」に掲げた目標

値にも及んでいません。そのような中、新たに示された「教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年

計画」では、より高い水準の目標値が掲げられましたが、引き続き一般財源による地方財政措置と

なっています。 

 これまでの教育環境整備に係るさまざまな整備計画の進捗とその結果を見るに当たり、義務教育

の水準が安定的に確保されるためには、一般財源ではなく、国庫負担金による財源確保の対象の拡

大、さらにはその増額が極めて重要と考えるところです。 

 未来を担う子供たちの「豊かな学び」を保障することは、社会の基盤づくりにとって極めて重要

なことです。義務教育については、国が責任を果たすとの理念に立ち、教育に地域間格差が生じな

いよう、必要な財源を確保する義務教育費国庫負担制度の存続はもとより制度のさらなる充実が求

められます。 

 よって、政府におかれては、下記の事項を実現されますよう強く要望いたします。 

 記１．義務教育の根幹である「無償制」、「教育の機会均等」を保障し、「教育水準の維持向

上」を図るため、国の責務として必要な財源が確保されるよう、義務教育費国庫負担制度のさらな

る充実を図ること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 続きまして、委員会提出議案第５号教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める意

見書の提出について、意見書の朗読をもって提案理由の説明をいたします。 

 教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める意見書。 
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 ２０１７年、「義務標準法」が改正され、小・中学校等における「障がいに応じた特別の指導」

や「日本語能力に課題のある児童生徒への指導」のための教員が基礎定数化されました。 

 しかしながら、学級編制については、２０１１年に小学校１年生における標準が４０人から３５

人に引き下げられて以降、法改正による引き下げはされておらず、国際的な比較においても高い上

限値の基準といえます。また、１クラス当たりの児童生徒数においても、日本は小学校２７人、中

学校３２人と経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国平均を大きく上回っています。 

 新学習指導要領等への移行及び全面改訂の時期を迎えた今、児童・生徒の創造性や考える力を培

う授業への転換を図り、子供たちの自己実現に向けた主体的、協働的な「豊かな学び」を実現する

ため、教職員がよりきめ細かく児童生徒一人一人と向き合うことのできる環境整備の第一の手だて

は、教職員定数を計画的に改善することにほかならないと考えます。 

 また、「学校における働き方改革に関する緊急対策」においても、その実現に向けた必要な環境

整備として、人的措置の充実について言及しています。さらに、教員のストレス調査の分析結果で

は、教員のストレス状態の特徴として、「量的負荷が高く、メンタルヘルス不良状態」、さらに、

「勤務時間の長さと状態不良傾向に有意な相関がある」とされています。これらのことからも、教

職員が心身ともにゆとりを持って目の前の子供たちを初め、日々の教育活動と向き合える環境をつ

くり出していくことは、子供たちの「豊かな学び」の保障につながる土台として重要であり、その

ためにも、教職員定数改善計画の策定と実施が強く望まれるものです。 

 一方、日本の教育機関に対する公財政支出は、対ＧＤＰ比約４.４％で、ＯＥＣＤ加盟国平均

（５.２％）にいまだに及んでいません。そのような中、今回の新学習指導要領等への改訂には、

小学校英語科や「特別の教科道徳」を初め、教科等の新設などの多くの「改革」が盛り込まれ、教

育現場には、教材・教具等の物的な充実はもとより学校運営に係る予算の充実が今以上になされる

べきと考えます。公財政として措置される教育予算を拡充し、教育条件整備を進めていくことが、

山積する教育課題の解決へとつながり、そしてそれらは、子供たち一人一人の「豊かな学び」を保

障することにつながっていくと考えます。 

 よって、政府におかれては、下記の事項を実現されますよう強く要望いたします。 

 記１．子供たちの「豊かな学び」の保障に向け、教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算の

拡充を行うこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 続きまして、委員会提出議案第６号防災対策の充実を求める意見書の提出について、意見書の朗

読をもって提案理由の説明をいたします。 

 防災対策の充実を求める意見書。 

 「南海トラフ巨大地震の被害想定（第２次報告）」では、東海地方が大きく被災した場合、三重

県内の避難者数は、地震発生翌日で約３５万人から５６万人に上り、１カ月後においても約１０万

人から２０万人が避難所生活を続けることになると推計されています。 

 また、東日本大震災、熊本地震では、多くの学校が避難所となりました。地域の避難所として、

耐震・耐火性などの安全対策、避難者の生活を支えるトイレや発電設備、飲料水の確保等が求めら

れます。 

 しかしながら、「体育館の照明や内壁の落下等により、避難所として使用するには危険」、「ト
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イレまでの動線に段差や階段があり、車椅子使用者等への対応が困難であった」などの課題も報告

されています。 

 ２０１８年４月現在、県内の公立学校のうち、９割以上に当たる５４０校の学校が避難所指定を

受けています。しかし、防災関係施設・設備の設置率は、屋内運動場多目的トイレ２８.４％、自

家発電設備等７１.５％、貯水槽・プールの浄水装置等６９.２％など、十分であるとは言えません。

また、非構造部材の耐震化対策のうち、学校施設の屋内運動場等の天井等の落下防止対策は、県立

学校については２０１９年度に対策を完了する見通しですが、小中学校ではその年度までには完了

しない見込みとなっています。さらに、窓ガラスや外壁などの落下及び飛散防止対策は、実施率２

２.３％と低い状況となっており、早急な対策実施が強く求められます。 

 また、三重県内の津波による浸水が予測される地域等に所在する学校は、公立小中学校で１２０

校となっており、その大多数が避難所に指定されています。高台移転や校舎等のかさ上げ工事等の

対策が必要とされる中、いまだ具体的な見通しは示されていません。過去の災害に学び、最善の備

えを整えていくという考えのもと、防災にかかわる施策がさらに充実されることを強く望むところ

です。 

 加えて、先般の大阪北部地震でのブロック塀の倒壊による被害を受け、避難所機能にかかわる部

分以外においても、学校施設の老朽化等に伴う安全性の低下を危ぶみ、早期の安全点検と対策の充

実を求める声も高まっていると言えます。 

 よって、政府におかれては、下記の事項を実現されますよう強く要望いたします。 

 記１．子供たちの安心・安全を確保するため、巨大地震等の災害を想定した防災対策の充実を図

ること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 続きまして、委員会提出議案第７号子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡

充を求める意見書の提出について、意見書の朗読をもって提案理由の説明をいたします。 

 子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める意見書。 

 厚生労働省の「国民生活基礎調査」によると、「子供の貧困率」は１３.９％となり、およそ子

供７人に１人の割合で貧困状態にあるとされています。また、子供がいる世帯のうち、ひとり親な

ど大人が１人の世帯の相対貧困率は５０.８％と、大人が２人以上いる世帯より著しく厳しい経済

状況に置かれています。「子供の貧困対策に関する大綱」における基本的な方針の筆頭に「貧困の

連鎖の解消」が掲げられているとおり、その連鎖を断ち切るための教育に係る公的な支援は、極め

て重要であると考えます。 

 学校をプラットフォームとした子供の貧困対策においては、さまざまな生活背景から課題を抱え

た子供たちに対して、教育相談などを充実させる取り組みや、学校だけでは解決が困難な事案につ

いて関連機関と連携した支援を行うなどの取り組みが今以上に進められていくことが必要です。心

理や福祉の専門職であるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置のさらなる拡

充が求められています。また、地域社会においても生活困窮者への自立支援の取り組みが進む中、

児童生徒への学習支援事業や「子ども食堂」等の子供の居場所づくりにかかわる取り組みが進めら

れています。公的な人的措置や経費負担等、社会全体としての支援の充実が求められます。 

 日本における大学等の高等教育段階での総教育支出のうち、６６％が私費負担で賄われ、ＯＥＣ
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Ｄ平均の３０％を大きく上回っています。さらに、高等教育の授業料は国際的な比較において、

「最も高い水準の国の一つである」とされています。また、子供の進学率において、ひとり親世帯

は全世帯を下回っている状況です。 

 そのような中、２０１７年度から、高等教育段階において、国による給付型奨学金が創設され、

２０１８年度より本格実施となりました。また、先般の生活保護法の改正に伴い、大学及び専門学

校への進学準備給付金が創設されました。しかし、「学生生活調査結果」においては、「貸与型奨

学金の返還にかかる負担」を理由に受給申請を諦めている学生がふえている実態が指摘されていま

す。また、高等学校等就学支援金制度においては、修業年限による支給制限の緩和など制度の拡充

が求められています。 

 貧困の連鎖を断ち切り、経済格差を教育格差に結びつけないために、就学・修学支援にかかわる

制度・施策のより一層の充実が求められています。 

 よって、政府におかれては、下記の事項を実現されますよう強く要望いたします。 

 記１．全ての子供たちの学ぶ機会を保障するため、子供の貧困対策の推進と就学・修学支援にか

かわる制度を拡充すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 続きまして、委員会提出議案第８号（仮称）ウインドパーク布引北風力発電事業の中止を求める

意見書の提出について、意見書の朗読をもって提案理由の説明をいたします。 

 （仮称）ウインドパーク布引北風力発電事業の中止を求める意見書。 

 現在、三重県亀山市、津市、伊賀市にまたがる布引山地北部の尾根に、大規模な風力発電所を建

設する計画が進められています。 

 風力発電所の建設は、従来から「超低周波音及び低周波音と反響音などによる人体への影響」や

「土砂災害のおそれ」、「自然生態系への影響」、「地域過疎化のおそれ」などさまざまな問題が

指摘されております。 

 今春、亀山市内の「加太の自然を守る会」から、「（仮称）ウインドパーク布引北風力発電事

業」の中止を求める周辺住民の署名が亀山市長及び三重県知事に提出されました。 

 当事業計画は、風力発電機を最大４０基設置するものでありますが、当市の加太地区は、四方を

山々に囲まれたすり鉢状の地形であり、予想以上に超低周波音及び低周波音と反響音の影響を受け

ることや、加太小学校及び加太保育園から風車までの距離が非常に近いことから、児童・園児への

健康被害も懸念されるところです。 

 加太地区を含め、事業計画地は山合いの自然豊かな地域です。このすばらしい環境のもとで子育

てを希望する方々もふえてきておりますが、この風力発電事業の進捗に伴い、周辺地域の過疎化に

拍車がかかることが危惧されます。 

 さらに、事業開始後は、計画地の生態系が変化し、鹿、猪、猿などによる農作物の被害の拡大や

希少生物の個体数の減少なども予想されます。 

 よって、政府におかれましては、下記の事項を実現されますよう強く要望いたします。 

 記１．株式会社シーテックの「（仮称）ウインドパーク布引北風力発電事業」を初めとする布引

山地北部尾根付近への風力発電事業者による事業を中止すること。 

 ２．住民合意による環境影響評価の進め方への見直しを行うこと。 
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 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 以上、委員会提出議案の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお

願い申し上げます。 

○議長（西川憲行君） 

 次に、伊藤彦太郎産業建設委員会委員長。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ただいま上程をいただきました委員会提出議案第９号については、産業建設委員会の委員会提出

議案でございますので、委員長の私のほうから意見書の朗読をもって提案理由の説明をいたします。 

 農業振興地域の農用地指定の見直しと農業振興施策の充実を求める意見書。 

 亀山市では、市街地や山林地帯を除いた約７,２００ヘクタールが農業振興地域として指定され

ており、そのうち、農用地は約２,３００ヘクタールを占めています。 

 農業振興地域は、農業生産の場として、優良農地の保全・確保を図ることとされていますが、近

年農業は、農業従事者の高齢化や後継者不足等により、耕作放棄地が増加しているほか、農用地区

域内の農地でも農用地除外され、宅地化を初め農地以外の目的に利用されるようになり、農業の集

約化が崩れるなど、その経営が非常に困難な状況にあります。 

 このように、時代の変化とともに農業が衰退し、農業従事者の農地以外の土地利用に対する意識

は高まり、農用地除外の要望がふえてきている状況にあります。 

 そのような中、能褒野地区については、優良農地が多数存在する地区として、農業振興地域に指

定され、長年農業とともに歩んできましたが、現在では農業が衰退し、その継続が困難なケースも

出てきており、合併以降２度にわたり集団で農用地除外の申請が行われていますが、いずれも除外

は許可されず、また異議申し立ても棄却されるなど、地域にとっては厳しい裁定結果となっていま

す。 

 市は、その理由を、当該地域は優良農地であり市全体の農業を守るためとしていますが、一方で、

川合地区における大型商業施設開発に伴う農用地除外は、明確な利用目的があれば除外するとし、

そこには「農業を守る」という視点は全く存在していません。また、過去に農用地除外が行われた

土地が、いまだに放置されているなど、市の実態把握の甘さも浮き彫りになっています。 

 さらに、この地域では住宅開発等が進んでおり、農薬や作業音、除草剤散布、土による道路の汚

れ等に対して近隣住民からの苦情があり、農業振興地域でありながら農業従事者が農作業を制限さ

れるなどの事態が起こっています。 

 また、農用地であるが故に土地の評価額が低く、土地を担保にした融資を受けることが困難で、

新たな設備投資を行うこともできず、農用地であることが農業を行っていく上でのデメリットにさ

えなっています。 

 このような市内の農業を取り巻く環境を踏まえ、市におかれては、下記の事項を実現されますよ

う強く要望いたします。 

 記１．市内の農業従事者や地権者の要望・意見を十分に理解した上で、農業振興地域全域にわた

り実情に即した農用地指定の見直しを行うこと。 

 ２．耕作放棄地の増加や後継者不足等の課題解決と農業従事者の経営安定化に向け、農業を守る

ために有効な施策を講じること。 
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 以上、委員会提出議案の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお

願い申し上げます。 

○議長（西川憲行君） 

 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより委員会提出議案第４号から委員会提出議案第９号までの６件について質疑を行いますが、

通告はありませんので質疑を終結します。 

 なお、委員会提出議案第４号から委員会提出議案第９号までの６件については、会議規則第３６

条第２項の規定により常任委員会への付託はしないこととします。 

 次に、委員会提出議案第４号から委員会提出議案第９号までの６件について討論を行いますが、

通告はありませんので討論を終結し、委員会提出議案第４号から委員会提出議案第９号までの６件

について、起立により採決を行います。 

 初めに、委員会提出議案第４号義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書の提出について、

起立により採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、委員会提出議案第４号義務教育費国庫負担制度の充実を求める意見書の提出につい

ては、原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、委員会提出議案第５号教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める意見書の

提出について、起立により採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、委員会提出議案第５号教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める意

見書の提出については、原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、委員会提出議案第６号防災対策の充実を求める意見書の提出について、起立により採決を

行います。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、委員会提出議案第６号防災対策の充実を求める意見書の提出については、原案のと

おり可決することに決定しました。 
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 次に、委員会提出議案第７号子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求

める意見書の提出について、起立により採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、委員会提出議案第７号子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡

充を求める意見書の提出については、原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、委員会提出議案第８号（仮称）ウインドパーク布引北風力発電事業の中止を求める意見書

の提出について、起立により採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、委員会提出議案第８号（仮称）ウインドパーク布引北風力発電事業の中止を求める

意見書の提出については、原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、委員会提出議案第９号農業振興地域の農用地指定の見直しと農業振興施策の充実を求める

意見書の提出について、起立により採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西川憲行君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、委員会提出議案第９号農業振興地域の農用地指定の見直しと農業振興施策の充実を

求める意見書の提出については、原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、日程第２８、常任委員会の所管事務調査の報告についてを議題とします。 

 各常任委員会委員長から各委員会における所管事務調査の結果報告を行いたいとの申し出があり

ましたので、これを許可します。 

 初めに、鈴木達夫総務委員会委員長。 

○９番（鈴木達夫君登壇） 

 ただいまから、総務委員会における所管事務調査の結果について報告いたします。 

 地方自治体の財政状況は、長引く不況の影響に加え、少子・高齢化等の人口構造の変化による税

収の減少や社会保障費等の増加、さらには高度経済成長期につくられた公共施設の老朽化に伴う建

てかえ費の増加等、財政環境が厳しくなっている中、全国の多くの自治体において、企業誘致等の

地域産業振興施策による税収の確保や収納対策、使用料・手数料等の見直しといった従来の財源確

保策だけでなく、広告収入やふるさと納税等による寄附金、知的財産の活用など、今までにない手
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法を創意工夫し、新たな財源の確保を模索する動きがふえています。 

 当市においても、平成２９年度からスタートした第２次総合計画を推進していくに当たって、そ

の財源の裏づけとなる長期財政見通しは示されているものの、公共施設等総合管理計画に基づく事

業や、今後策定される後期基本計画に位置づけられた施策・事業等が不透明であることから、歳出

の削減策には期待できないことが想定される状況です。 

 そこで、総務委員会では持続可能な行財政運営を行うため、「新たな財源確保に向けた取り組み

について」をテーマに計７回の委員会を開催し、調査・研究を行ってきました。 

 まず、新たな財源確保の取り組みの現状を把握するため、行財政改革の総括部署である総合政策

部財務課に資料を求め、聞き取りを行いました。また、検証を進めるに当たって、行政財産のうち、

公営住宅等長寿命化計画において多くの物件が用途廃止の判定を受けている市営住宅の現状につい

ても調査することとし、担当部署から聞き取りを行いました。そして、７月には調査・研究テーマ

に沿った先進地として、愛知県蒲郡市を視察しました。 

 このように総務委員会として、新たな財源確保の取り組みについて、さまざまな議論を重ね、意

見等を集約し、検討した結果、普通財産の未利用地については、売却や貸し付けなど積極的に有効

活用していくとしながら、物件ごとの現状が正確に把握されておらず、今後の方向性や具体的な取

り組み方法、優先順位等が整理されていないことなど、４つの課題、問題点を抽出しました。 

 このことから、総務委員会として、持続可能な行財政運営を行うため、新たな財源確保に向けた

取り組みについて検討するよう、次のとおり市長に対し提言を求めるものであります。 

 １つ、普通財産の未利用地については、現状に応じた区分けを行い、売却や貸し付けなど、今後

の具体的な方向性とその優先順位を示すこと。 

 ２つ、行政財産を整理するに当たっては、その担当部署と普通財産を管理する総合政策部財務課

との連携をさらに強化するとともに、必要な人員の確保等、体制を整えること。 

 ３つ、土地開発公社が保有している土地のうち、市が買い戻しすべき土地については早期に手続

をするとともに、有効活用を図ること。 

 ４つ、広告収入については、さらなる推進を図るためビジョンと目標を明確にするとともに、職

員の意識を高め、創意工夫することで、取り組みの拡大に努めること。 

 以上、総務委員会の所管事務調査の結果報告とします。 

○議長（西川憲行君） 

 次に、尾崎邦洋教育民生委員会委員長。 

○５番（尾崎邦洋君登壇） 

 ただいまから、教育民生委員会における所管事務調査の結果について報告いたします。 

 ２０００年に介護保険制度が創設されて以来、要介護で介護サービスを利用する人が増加し、団

塊の世代が７５歳以上になる２０２５年以降は、高齢者の医療や介護の需要がさらに増加すると言

われています。 

 ２００５年の介護保険法改正で、介護や医療に関する相談窓口として地域包括支援センターの創

設が打ち出され、その後、各自治体における地域包括ケアシステムが具体化されました。地域包括

ケアシステムとは、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年をめどに、重度な要介護状態となっ

ても住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医
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療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されることです。現在、亀山市ではこの地域包括ケアシ

ステムの構築に向け、在宅医療と介護の連携推進、地域ケア会議の推進、新しい介護予防・日常生

活支援総合事業の創設などに取り組んでいます。また、２０１８年からは、高齢者の相談窓口を一

元化するため、地域包括支援センターの運営主体が市から社会福祉協議会へ移行され、市民にとっ

てよりよい支援が期待されるところです。 

 そこで、教育民生委員会では、地域共生社会を実現するため、「地域包括ケアシステム」をテー

マに計８回の委員会を開催し、調査・研究を行ってきました。 

 まず、現状把握のため、社会福祉協議会との意見交換や、健康福祉部、医療センター地域医療部

から、高齢者福祉の状況や地域包括ケアの推進に向けて取り組んでいる内容について、資料を求め、

聞き取りを行いました。また、サービスつき高齢者向け住宅さと和、認知症カフェよつばサロンの

見学、田中内科医院院長、地域包括ケアにかかわる多職種の方々との意見交換を行いました。そし

て、５月には調査・研究テーマに沿った先進地として、岡山県津山市、兵庫県小野市を視察しまし

た。 

 このように教育民生委員会として、地域包括ケアシステムについてさまざまな議論を重ね、意見

等を集約し、検討した結果、地域包括ケアにかかわる制度やサービスについての情報が市民に十分

周知されていないことなど、４つの課題、問題点を抽出しました。 

 このことから、教育民生委員会として地域共生社会を実現するための地域包括ケアシステムの構

築に向けた取り組みついて、次のとおり市長に対し提言を求めるものであります。 

 １つ、地域包括ケアにかかわる制度やサービスについて、市民にわかりやすく周知すること。①

地域包括支援センターの機能や役割について広く周知を図るとともに、総合相談窓口等の各種案内

板を明確に表示すること。②多くの専門職によるチームでサポートを行う「かめやまホームケアネ

ット」の周知に努めること。 

 ２つ、新たに魅力のある介護予防教室を開発、実施するとともに、利用者の移動手段を確保し、

介護予防の推進に努めること。①若い世代が予防教室に参加できる仕組みを構築すること。②口腔

機能の向上に資する教室を企画すること。 

 ３つ、地域包括ケアにかかわる人材の確保、育成に努めること。①在宅医療に取り組む医師の確

保に努めること。②吸引・吸たんができる介護職員等の人材確保に努めること。③がん患者が増加

していることから、緩和ケアに対応できる医療従事者の確保に努めること。 

 ４つ、認知症に対し、実効性のある具体的な施策・事業の実施に努めること。①認知症サポータ

ー養成講座の受講生を幅広い世代に広げるとともに、地域や事業者等に対しても受講を働きかける

こと。②認知症ケアパスをさらにわかりやすいものに改善すること。③新たな認知症カフェを開設

すること。④認知症初期支援チームを実効性のあるものにすること。⑤各種取り組みについて、認

知症患者の尊厳が守られるよう配慮すること。 

 以上、教育民生委員会の所管事務調査の結果報告といたします。 

○議長（西川憲行君） 

 次に、伊藤彦太郎産業建設委員会委員長。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ただいまから、産業建設委員会における所管事務調査の結果について報告いたします。 
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 現在、亀山市では交通拠点性が高いことや津波等の災害に対する安心度から、市外からの転入者

が増加し、宅地化が進行しています。しかし、都市計画上、非線引きであることから、規制のない

用途地域外での小規模住宅開発（ミニ開発）が多く、農用地除外を伴う大型商業施設の立地も計画

されるような状況を生んでいます。 

 こうした用途地域外での開発行為が引き続き行われることで、新たなインフラ整備の必要が生じ、

市の財政に影響を及ぼすことが十分に考えられるため、今後、市の土地利用のあり方が問われてい

ます。また、市議会では平成３０年３月定例会において、都市計画に関する基本的な方針である都

市マスタープランを議決事件としたことにより、市の都市計画に大きくかかわっていくこととなり

ます。 

 そこで、産業建設委員会では、「都市計画について」をテーマに計８回の委員会を開催し、調

査・研究を行ってきました。 

 まず、現状把握のため、都市整備課に対し、土地利用、都市マスタープラン、立地適正化計画及

びミニ開発に係る都市施設の整備について、また産業振興課に対し、土地利用の観点から農用地区

域除外の考え方についてそれぞれ資料を求め、聞き取りを行いました。また、５月には中心市街地

活性化推進域外大規模商業施設開発抑制亀山市商業団体期成会と市の商業の現状、課題や都市マス

タープラン、立地適正化計画等をテーマとした意見交換会を実施し、そこでは市内どこでも開発が

できることで開発ごとのインフラ整備に行政コストがかかるため、コンパクトシティーを基本に市

として一定の枠組みを整備できないか等の意見がありました。そして、７月には調査・研究テーマ

に沿った先進地として、香川県高松市及び坂出市を視察しました。 

 このように産業建設委員会として、都市計画についてさまざまな議論を重ね、意見等を集約し、

検討した結果、平成２２年度策定の都市マスタープランで市街地の拡散の抑制と中心市街地の活性

化を目指したにもかかわらず、具体策が講じられていないため、市街地の拡散と中心市街地の衰退

に歯どめがかかっていないことなど、５つの課題、問題点を抽出しました。 

 このことから、産業建設委員会として市の都市計画について、次のとおり市長に対し提言を求め

るものであります。 

 １つ、大規模商業施設の開発を抑制し、中心市街地の衰退を防ぐため、特定用途制限地域指定制

度を導入し、開発可能な店舗等商業施設の面積を第一種住居地域相当（３,０００平米以下）とす

るなど、一定程度の規制の導入を検討すること。 

 ２つ、中心市街地への居住誘導を促進するため、住宅を取得する費用の補助や税制度の優遇措置

等、市独自の誘導施策を研究し、早期に実現すること。 

 ３つ、実態に即した土地利用を図るため、市全体の土地利用計画の根本的な見直しを行うこと。 

 以上、産業建設委員会の所管事務調査の結果報告といたします。 

○議長（西川憲行君） 

 各常任委員会委員長からの所管事務調査の報告は終わりました。 

 次に、日程第２９、亀山駅周辺整備事業対策特別委員会の報告についてを議題とします。 

 亀山駅周辺整備事業対策特別委員会委員長から報告を行いたいとの申し出がありましたので、こ

れを許可します。 

 前田耕一亀山駅周辺整備事業対策特別委員会委員長。 
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○１３番（前田耕一君登壇） 

 ただいまから、亀山駅周辺整備事業対策特別委員会の報告をさせていただきます。 

 亀山駅周辺整備事業対策特別委員会は、平成２９年３月定例会におきまして、亀山駅周辺整備事

業について内容や現状の十分な把握に努めるとともに、明らかになった課題、問題点について調査、

検討を行い、当該事業に対する議会としての対応について協議することを目的に設置されましたが、

委員の任期が本年１０月３１日をもって満了となることから、現時点におけるこれまでの調査、検

討経過についてご報告をいたします。 

 当特別委員会は執行部からの聞き取りを中心に、現地確認や亀山駅周辺まちづくり協議会との意

見交換を行うなど計１６回開催し、調査・研究を重ねてまいりました。前半は当該事業の内容や市

の説明責任、第２ブロック市街地再開発事業において導入する公共的機能についての議論でスター

トし、特に平成２９年３月の予算決算委員会の附帯意見において、当該事業の予算の大半を凍結さ

れたことから、会議の進め方は本会議や委員会での議論の確認を行うとともに、各委員から出され

た当該事業に対する課題、問題点や疑問点について執行部から必要な資料を求め、説明を受ける形

で委員会を開催してきました。 

 そのような中、昨年７月の亀山駅周辺まちづくり協議会との意見交換では、協議会側から事業実

施による駅前再生への期待や特別委員会における前向きな協議を望む意見が出されたところでござ

います。その後、市民を対象とした事業説明会や教育委員会による亀山市立図書館整備基本構想な

どの動向がある中、執行部からは予算を執行して当該事業の基本計画を策定しないと、これ以上具

体的な議論ができないとの意見が出され、その時点でまだ解消されていなかった市民の意見を聞く

ことなく、教育委員会が決定した図書館の移転について説明責任が果たされていない点、組合施行

で建設予定の駅ビルの保留床の議論が全く進んでいない点、駅前広場の整備についてＪＲとの協議

が調っていない点などの不明点について説明を受けた後、当該事業の予算の執行に関する取り扱い

についての判断は予算決算委員会に委ね、平成２９年８月に当該事業の予算執行が全額認められた

ところでございます。後半は、当該事業の進捗に新たな動きがあるたびに説明を受ける形で委員会

を開催してまいりました。 

 これまで、亀山駅周辺整備事業に伴う取り組み状況や組合準備会における当該事業基本設計業務

のプロポーザルの実施要領、公募は１社のみでありましたが基本設計のプロポーザルの企画提案、

さらには本年３月２７日に告示されました亀山駅周辺整備関連都市計画決定及び変更、また住宅デ

ベロッパーの候補選定などについて説明を受け、それぞれの委員会の場では委員各位から厳しい意

見が出され、現在に至っております。 

 当特別委員会が当初から求めておりました事業収支の見通しは基本設計が予定よりおくれており、

現時点では明確になっておりません。また、地権者の全員合意はいまだに得られておらず、事業が

失敗した場合の責任の所在も不透明なままであり、さらに組合設立がおくれているなど、委員会で

出された問題点は、そのほとんどが継続して議論されている状況でございます。 

 そのようなことから、当特別委員会としては１０月３１日でその任務を終えますが、今後は本定

例会の予算決算委員会における附帯意見にもありましたように、これまでの当特別委員会で出され

た意見や地元地権者の意向も踏まえ、これからの着実な事業の推進を強く求めるものでございます。 

 以上、亀山駅周辺整備事業対策特別委員会の経過報告といたします。 



－３２０－ 

○議長（西川憲行君） 

 亀山駅周辺整備事業対策特別委員会委員長の報告は終わりました。 

 次にお諮りします。 

 以上で今期定例会の議事を全て議了しました。 

 議事を閉じ、閉会したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（西川憲行君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、平成３０年９月亀山市議会定例会はこれをもって閉会します。 

（午後 ２時３２分 閉会） 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

平成３０年９月２６日 

 

             議  長      西 川 憲 行 

 

 

             ４  番      新   秀 隆 

 

 

             １３ 番      前 田 耕 一 
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